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第 １ 回 定 例 会 会 議 録 目 次  

 

第１号（２月26日）（木曜日） 

 １.開  会 ·······································································································   ６ 

 １.開  議 ·······································································································   ６ 

 １.発言の申し出について ··················································································   ６ 

 １.会議録署名議員の指名 ··················································································   ６ 

 １.会期の決定 ····································································································   ６ 

 １.諸般の報告 ····································································································   ７ 

 １.議案第１号～議案第３号 一括上程 ······························································  １１ 

   説明、質疑 

   議案第１号 総務文教委員会付託 

   議案第２号・議案第３号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第４号～議案第11号 一括上程 ······························································  １５ 

   説明、質疑 

   議案第４号～議案第11号 総務文教委員会付託 

 １.議案第12号 上程 ·························································································  ２３ 

   説明、質疑 

   議案第12号 各常任委員会付託 

 １.議案第13号～議案第20号 一括上程 ······························································  ２６ 

   説明、質疑 

   議案第13号～議案第15号 総務文教委員会付託 

   議案第16号～議案第20号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第21号～議案第31号 一括上程 ······························································  ３４ 

   説明 

 １.請願第８号・請願第９号・陳情第29号・陳情第30号 一括上程 ·····················  ３９ 

   請願第８号・陳情第29号・議案第30号 総務文教委員会付託 

   請願第９号 産業厚生委員会付託 

 １.日程報告 ·······································································································  ４０ 

 １.散  会 ·······································································································  ４０ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第２号（３月10日）（火曜日） 

 １.開  議 ·······································································································  ４２ 

 １.議案第32号 上程 ·························································································  ４２ 
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   説明 

 １.議案第33号～議案第37号 一括上程 ······························································  ４２ 

   説明、質疑 

   議案第33号・議案第35号 総務文教委員会付託 

   議案第34号・議案第36号・議案第37号 産業厚生委員会付託 

 １.議案第38号 上程 ·························································································  ４７ 

   説明、質疑 

   議案第38号 各常任委員会付託 

 １.議案第12号～議案第20号 一括上程 ······························································  ５０ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

 １.平成27年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 ·········································  ５１ 

   川越信男議員 ································································································  ５１ 

    三役の市政に対する想いについて 

    防災ラジオの配布について 

    水道事業について 

    地方創生について 

   堀内貴志議員 ································································································  ６１ 

    国の実施する「地方創生」に対する垂水市の取組について 

    （１）補正予算の地方交付税増額と地方創生の関係について 

    （２）昨年暮れに本市に立ち上げた「地方創生本部会議」の概要と今後の 

       方向性について 

    （３）垂水市の取り組むべき地方創生とは、何か。 

    垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例について 

    （１）条例制定の目的と背景について 

    （２）本年４月１日に施行し、遡って１月１日から適用するとしているが、 

       建設中も含めて現時点で垂水市に適用する建物はあるのか。 

    職員に対する提案制度の創設について 

    （１）平成25年第２回定例会で「職員に対する提案制度の創設について」 

       要望として上げてあるが、その後どうなっているのか。 

   川畑三郎議員 ································································································  ７０ 

    桜島降灰対策について 

    （１）降灰の状況について 

    （２）対策はどうだったのか 

    （３）今後の対策は 
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    ２期目への決意は 

   宮迫泰倫議員 ································································································  ７６ 

    地方創生について 

    （１）地元を活性化させるために必要なことは 

    （２）行政、市民の役割は 

    （３）平成27年度予算案に盛り込まれているのか 

    （４）今ある各種基金を「地方創生」に活用する考えはあるのか。また、 

       併用できるのか。転換できるのか。 

    （５）地域おこしに関連して、売り払った旧市有地が荒れ地になっている 

       所があるが、買い戻すことや所有者に指導する考えがあるのか。 

    垂水市政治倫理条例の制定について 

    （１）２年前、議会は改革をやりました。二元代表制のあるべき姿を作り 

       上げる時期にきているのではないでしょうか。市民のお考えを。 

   池山節夫議員 ································································································  ８７ 

    市政について 

    一般会計予算案について 

    （１）認定こども園事業費について 

    （２）生活困窮者自立支援事業について 

    まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

    （１）小さな拠点の形成について 

    （２）地方財政措置について 

    プレミア付商品券について 

    高齢者虐待について 

    （１）家族での虐待について 

    （２）介護施設での虐待について 

    公共施設の集約について 

    無線ＬＡＮ(Ｗｉ－Ｆｉ)について 

   感王寺耕造議員 ·····························································································  ９４ 

    地方創生について 

    （１）本市の交付額の見込みは、いくらか。 

    （２）本年度の使途は、決定しているのか。 

    （３）今後５か年の目標や施策の基本的な方向、具体的な施策をどのよう 

       に作成していくのか。 

    （４）市民の声をどのように施策に反映していくのか。 
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    空き家対策特別措置法について 

    （１）成立施行を受け、「特定空き家」の対策にどのように取り組むのか。 

    （２）市内847戸の利活用可能な家屋の有効活用について。 

    ふるさと納税について 

    （１）市出身者又は縁故のない寄付者の内訳は。（それぞれの件数と金額） 

    （２）直接寄付の総額2,404万円は県内で何番目に位置しているのか。 

    （３）お礼品の品揃えは。 

    住宅取得費助成制度について 

    （１）市民にも対象を広げる考えは。 

    残土処分場について 

    （１）新規残土処分場の新設の方向性は。 

    小学校の統廃合について 

    （１）文部科学省の統廃合の基準の見直しを受け、今後の方向性は。 

    土曜授業の実施について 

    （１）県教委からの通知後、教育委員会でどのような議論がなされ、実施 

       決定となったのか。 

    （２）土曜授業は義務なのか 

    終戦70周年記念事業について 

    （１）歴史を振り返るためにも必要と考えるが計画の予定はないのか。 

 １.日程報告 ······································································································· １０７ 

 １.散  会 ······································································································· １０７ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第３号（３月11日）（水曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １１０ 

 １.議案第32号 ···································································································· １１０ 

   休憩、全協、質疑、表決 

 １.平成27年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 ········································· １１０ 

   持留良一議員 ································································································ １１０ 

    市長の政治姿勢 

    （１）あらためて自治体のあり方について 

      ア 際限のない負担増の中で自治体本来の原点である「住民の福祉の 

        増進(福祉と暮らしを守る。)」は、どのように図られてきたのか、 

        さらにどのようにしていくのか。 

    予算案に関して 
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    （１）「地方創生」と「新交付金」 

      ア 「地方創生」の問題 

      （ア）基本的な問題点として、地方再生の保障の可能性はあるのか。 

      イ 「新交付金」問題 

      （ア）地域消費喚起。生活支援型～生活支援と地域が活性がしていく 

         ための財源（国の補正予算と当初予算）は、確保されているの 

         か。 

      （イ）住民の要求はどのように反映されているのか。 

         ａ）地域にある力（人・資源）を活かし伸ばす産業振興策、経 

           済政策がカギになる。考えと具体策は 

         ｂ）子育て支援策の拡充が、人口増の重要な要因と考えるが具 

           体策は（保育料の軽減。学校給食無料化等） 

    （２）臨時・非常勤職員の待遇改善と水道検針員の給与問題 

      ア 臨時・非常勤職員の待遇改善 

      （ア）2014 年７月の「通知」 

         時間外手当や通勤費等への対応と改善。 

      イ 水道検針員の給与問題 

      （ア）現行時間給の設定時期は、他自治体との比較 

      （イ）改善方向の必要性について 

    （３）「道の駅」の職員の労働環境整備 

      ア 労働条件への適切な配慮－経過と結果及び対策は 

      （ア）帯広市「指定管理業務 留意事項」を参考に 

    （４）小規模企業振興基本法の実践 

      ア 具体的な施策の企画立案・実行は自治体の役割であるが、現在の 

      進行状況と活性化対策のためにも「中小企業振興条例」の制定の考え 

      と方向性について 

    （５）寡婦控除のみなし適用 

      ア 「非婚のひとり親家庭に、みなし適用を早急に」実施している保 

      育料との整合性の確保と統一を 

    特別会計について 

    （１）介護保険特別会計 

      ア 介護保険事業 

      （ア）保険料値上げの抑制への取組は十分だったのか。 

         県への働きかけは。 
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      （イ）要支援者への介護保険サービスの継続と新たな要介護認定を受 

         ける権利の保障を。 

    （２）国民健康保険特別会計 

      ア 国民健康保険事業 

      （ア）国保税は高い（担税力を超えている。）との認識はあるのか。 

      （イ）来年度の自治体への財政支援策（保険者支援）は、どうなって 

         いるのか。 

      （ウ）財政支援で国保税の引下げの検討は、できないのか。 

   北方貞明議員 ································································································ １２３ 

    人口減少対策について 

    （１）若い年齢層（20歳～40歳代の女性）の将来予想人口は 

    ふるさと納税について 

    （１）垂水市出身以外の納税者は、何人ほどか。 

    国保について 

   池之上誠議員 ································································································ １２８ 

    商工観光行政について 

    （１）プレミアム商品券の総括について 

    （２）観光拠点づくりの展望について 

    （３）道の駅、森の駅に続く南の拠点づくりの基本構想について 

    消防行政について 

    （１）デジタル無線化への展望について 

    （２）広域化と単独との今後のあり方について 

    地方創生について 

    （１）地方創生コンシェルジュ（地域担当職員）について 

    （２）コミュニティー拠点としての公民館創生について 

    （３）垂高振興対策支援策とあしなが100人委員会について 

    市長の政治姿勢について 

 １.議案第21号～議案第31号 ··············································································· １３９ 

   各常任委員会付託 

 １.日程報告 ······································································································· １４０ 

 １.散  会 ······································································································· １４０ 

    癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

第４号（３月20日）（金曜日） 

 １.開  議 ······································································································· １４２ 
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 １.議案第１号～議案第11号、議案第21号～議案第31号、議案第33号～議案第38号、 

   請願第８号・請願第９号、陳情第29号・陳情第30号 一括上程 ····················· １４２ 

   委員長報告、質疑、討論、表決 

   議案第１号～議案第11号（原案可決） 

   議案第21号～議案第31号（原案可決） 

   議案第33号～議案第38号（原案可決） 

   請願第８号（不採択） 

   請願第９号（不採択） 

   陳情第29号（不採択） 

   陳情第30号（不採択） 

 １.議案第39号 上程 ························································································· １４７ 

   説明、休憩、全協、質疑、討論、表決 

 １.閉  会 ······································································································· １５０ 
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平 成 ２ ７ 年 第 １ 回 垂 水 市 議 会 定 例 会  

 
１．会期日程 
 

月 日 曜 種 別 内 容 

２ ・２６ 木 本会議  会期の決定、議案等上程、説明、質疑、委員会付託 

２ ・２７ 金 休 会   

２ ・２８ 土 〃   

３ ・ １ 日 〃   

３ ・ ２ 月 〃  （質問通告期限：正午） 

３ ・ ３ 火 〃 委員会 産業厚生委員会 

３ ・ ４ 水 〃 委員会 総務文教委員会 

３ ・ ５ 木 〃   

３ ・ ６ 金 〃   

３ ・ ７ 土 〃   

３ ・ ８ 日 〃   

３ ・ ９ 月 〃   

３ ・１０ 火 本会議 

委員会 議会運営委員会 

 

議案上程、説明、質疑、委員会付託、委員長報告、質疑、

討論、表決、 

平成２７年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 

３ ・１１ 水 本会議  平成２７年度各会計予算案に対する質疑・一般質問 

３ ・１２ 木 休会   

３ ・１３ 金 〃 委員会 産業厚生委員会 

３ ・１４ 土 〃   

３ ・１５ 日 〃   

３ ・１６ 月 〃 委員会 総務文教委員会 

３ ・１７ 火 〃   

３ ・１８ 水 〃   

３ ・１９ 木 〃 委員会 議会運営委員会 

３ ・２０ 金 本会議  
委員長報告、質疑、討論、表決、議案等上程、説明、 

質疑、討論、表決 

 

２．付議事件 

件            名 

 

議案第 １号 垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例 案 
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議案第 ２号 垂水市介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指 

       定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準等に 

       関する条例 案 

議案第 ３号 垂水市介護保険法に基づく地域包括支援センターの人員及び運営に係る基準に 

       関する条例 案 

議案第 ４号 垂水市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ５号 垂水市長等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ６号 垂水市報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ７号 垂水市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ８号 垂水市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 案 

議案第 ９号 垂水市課設置条例の一部を改正する条例 案 

議案第１０号 垂水市行政手続条例の一部を改正する条例 案 

議案第１１号 垂水市産業開発促進条例の一部を改正する条例 案 

議案第１２号 平成２６年度垂水市一般会計補正予算（第６号） 案 

議案第１３号 平成２６年度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 案 

議案第１４号 平成２６年度垂水市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第１５号 平成２６年度垂水市交通災害共済特別会計補正予算（第１号） 案 
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議案第２０号 平成２６年度垂水市水道事業会計補正予算（第３号） 案 

議案第２１号 平成２７年度垂水市一般会計予算 案 

議案第２２号 平成２７年度垂水市国民健康保険特別会計予算 案 

議案第２３号 平成２７年度垂水市後期高齢者医療特別会計予算 案 
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議案第３０号 平成２７年度垂水市簡易水道事業特別会計予算 案 

議案第３１号 平成２７年度垂水市水道事業会計予算 案 

議案第３２号 垂水市副市長の選任について 
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議案第３４号 垂水市食育推進会議条例 案 

議案第３５号 垂水市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 案 

議案第３６号 垂水市介護保険条例の一部を改正する条例 案 

議案第３７号 垂水市介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 
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請願・陳情 

請願第 ８号 国民健康保険税の引き下げを求める請願書 

請願第 ９号 介護保険料の値上げの中止を求める請願書 

陳情第２９号 川内原発１・２号機の再稼働に当たって九州電力に住民説明会を求める陳情書 

陳情第３０号 集団的自衛権の行使を容認する閣議決定の撤回を求める陳情書 
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平成27年２月26日午前10時開会 

 

 

   △開  会 

○議長（森 正勝）  皆さん、おはようござい

ます。定刻、定足数に達しておりますので、た

だいまから、平成27年第１回垂水市議会定例会

を開会いたします。 

   △開  議 

○議長（森 正勝）  これより、本日の会議を

開きます。 

   △発言の申し出について 

○議長（森 正勝）  ここで、去る１月１日付

で課長の異動があり、紹介のための発言の申し

出がありますので、これを許可いたします。 

○生活環境課長（田之上康）  おはようござい

ます。１月１日付で生活環境課長を拝命いたし

ました田之上康です。どうぞ、よろしくお願い

いたします。 

○議長（森 正勝）  次に、市長再任挨拶のた

めの申し出がありますので、これを許可いたし

ます。 

○市長（尾脇雅弥）  皆さん、おはようござい

ます。平成27年の第１回定例市議会に当たり、

お許しをいただきましたので、簡単に御挨拶を

申し上げます。 

 去る１月の市長選挙におきまして16代目の垂

水市長として再び市政を担わせていただくこと

になりました。これまでの４年間の取り組みの

成果に対する評価の結果、市民の皆様の温かい

御支援と多くの熱い御指示を賜り、引き続き市

政を担わせていただくことになりました。誠に

光栄なことであり、改めて課せられた使命の大

きさと重責を厳粛に受けとめて、身の引き締ま

る思いであります。 

 私に与えられました２期目の４年間は、垂水

市の将来を左右する非常に重要な時期になると

考えております。１期目で築き上げてまいりま

したさまざまなまちづくりの礎の上に、さらに

大きく飛躍するまちづくりを進めていかなけれ

ばなりません。 

 今後は、さらに市民と連携した協働による安

心・安全で住んでよかったと思える元気なまち

づくりのために、先頭に立って公約に沿った市

政運営を推進してまいります。具体的な施策な

どにつきましては、次の定例市議会におきまし

て施政運営方針としてお示ししたいと考えてお

りますので、いましばらくの猶予を賜りたいと

思います。 

 これからは、これまで以上に丁寧に対話を重

ね、多くの皆様との自由闊達な議論の中から最

良の結果が生まれるよう、努力してまいりたい

と思います。 

 議員各位におかれましては、今後の市政運営

におきましてさらなる御支援、御鞭撻を賜りま

すよう衷心よりお願いを申し上げまして、再任

の挨拶とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○議長（森 正勝）  これより議事に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしまし

たとおりであります。 

   △会議録署名議員の指名 

○議長（森 正勝）  日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員の指名は、会議規則第80条の

規定により、議長において川越信男議員、川畑

三郎議員を指名いたします。 

   △会期の決定 

○議長（森 正勝）  日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 去る20日議会運営委員会が開催され、協議が

なされた結果、本定例議会の会期をお手元の会

期日程表のとおり、本日から３月20日までの23

日間とすることに意見の一致を見ております。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、会期は、本日から３月20日までの23

日間と決定いたしました。 

   △諸般の報告 

○議長（森 正勝）  日程第３、諸般の報告を

行います。 

 この際、議長の報告を行います。 

 監査委員から、平成26年度定期監査結果の報

告及び平成26年度財政援助団体の監査結果報告

並びに平成26年11月分及び12月分の出納検査結

果報告がありましたので、写しをお手元に配付

いたしておきましたから御了承願います。 

 以上で、議長の報告を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  12月定例議会後の議会に

報告すべき主な事項について、報告をいたしま

す。 

 初めに、防災関係について報告いたします。 

 昨年12月17日、鹿児島市において、鹿児島県

主催による桜島火山爆発防災図上訓練が、垂水、

鹿児島、霧島、姶良の近隣市及び桜島爆発災害

対策連絡会議の構成機関の参加のもと開催され

ましたので、関係職員を派遣し桜島の大規模爆

発に対する対処能力の向上及び防災対策のイ

メージ共有の確立・維持を図るとともに、住民

避難の各種計画を実証いたしました。 

 次に、大正３年の桜島大噴火から101年に当

たる１月９日には、松ヶ崎地区公民館において、

牛根麓及び海潟小浜、脇登自主防災組織を中心

に、防災関係機関協力のもと約120名の参加者

で桜島火山爆発総合防災訓練を実施し、防災体

制の実効性について検証・確認を行いました。 

 また、向危機管理監の平成26年12月末日の辞

任に伴い、新たに波多江危機管理監を委嘱いた

しました。新危機管理監もすぐれた情報収集能

力、専門知識、関係機関との連絡・調整に必要

なネットワークを備えておりますので、災害に

強いまちづくりに務めていただきます。 

 桜島については、現在、地下のマグマだまり

の蓄積量が大正大噴火時の９割程度に戻ってお

り、まだ大正大噴火規模の兆候はないものの、

2020年代には当時のレベルに達すると予測され、

今後は長期的な警戒が必要とされているとのこ

とであります。 

 次に、企画課所管事項について報告いたしま

す。 

 初めに、過疎集落等自立再生対策事業は、牛

根、松ヶ崎、水之上、新城の４校区でそれぞれ

の実施計画が進行されてまいりましたが、現時

点で大部分の事業が終了し、２月末事業完了を

目指し、現在、最終的な作業に取り組んでいる

状況でございます。 

 次に、企業誘致についてですが、９月議会時

に企業立地協定の報告をいたしました有限会社

森山水産が、昨年12月20日、牛根麓地区に新工

場を竣工し操業を開始しております。 

 今後、新たな雇用の創出、さらには、牛根麓

地域の活性化に寄与していただけるものと大い

に期待しているところでございます。 

 また、同じく誘致企業である合同会社桜島の

高峠メガソーラー発電所の工事進捗状況ですが、

第３工区で基礎の設置を終了し、それぞれ電気

配線工事、ソーラーパネル取りつけ工事に取り

かかっているところでございまして、杭打ち工

事や沈砂池、調整池の整備など順調に進められ

ており、本年９月の営業運転開始に向け、今後

さらなる工事の進捗が図られる予定でございま

す。 

 次に、ふるさと応援寄附金でございますが、

本年度は現在までに本市への直接寄附分で743

件、2,548万円となっております。また、100万

円以上の高額寄附が12件、計1,300万円となっ

ております。 

 なお、ふるさと応援寄附金は、地方自治体が

みずから確保できる貴重な財源であり、本市で

は、これらを基金へ積み立て、元気なまちづく
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りの推進を図るための諸事業を実施しておりま

す。 

 次に、水産商工観光関係について報告をいた

します。 

 11月末から千本イチョウ祭が開催され、県内

外から約５万人の方々が垂水市に来られました。

しかしながら、土日・祭日があいにく天候不順

でありましたことから、昨年度より少ない来場

者でありました。 

 12月７日には、旧大野小中学校体育館で、開

拓百周年記念うのばい生き生き祭が開催され、

つらさげいもを中心とした山の幸を求め、多く

の皆様の来場がありました。また、同日、旧フ

ェリー乗り場近くのとんとこ館で開催されたと

んとこ祭では、無料のエビ汁などがふるまわれ

るなど、にぎやかな一日となりました。 

 また、平成27年１月10日から２日間、商工会

青年部主催で、鹿児島実業サッカー部の皆様に

御協力をいただき、第21回Ｕ癩10サッカー大会

が開催され、64チームの参加のもと、各会場で

子供たちや御父兄の方々の元気な声が聞こえて

おりました。 

 次に、教育関係について報告をいたします。 

 11月28日、第２回垂水高校振興対策協議会総

会が開催され、振興支援策の検証・検討がなさ

れました。今回、商工会からあしなが100人委

員会を立ち上げ、垂水市在住者・出身者などか

らの寄附金を募り、垂水高校の新入学生に入学

祝金を支給する支援策が紹介されました。 

 垂水市では、広報垂水２月号に、協力者であ

るあしながさん募集の記事を掲載したところで

ございます。 

 次に、教育施設整備でございますが、１月22

日に垂水小学校の体育館周辺整備工事完成検査

を、２月６日に屋外運動場整備工事の完成検査

を行いました。工事の完成で、運動場の排水改

善対策を図るとともに、200メートルトラック

と100メートル直線走路、並びに隣接する体育

館周辺に87台分の駐車場が整備をされました。 

 次に、学校教育関係について報告をいたしま

す。 

 12月６日に、きららドームをメーン会場とし

て科学の祭典が開催され、昨年度を上回る760

人の参加者があり、大変充実した一日となりま

した。 

 また、柊原小学校の防犯パトロール隊が、こ

れまでの学校安全ボランティア活動への取り組

みが高く評価され、全国39団体の１団体に選ば

れ、文部科学大臣から表彰をされました。 

 さらに、協和小学校が、これまでのキャリア

教育への取り組みが高く評価され、全国15校の

１校に選ばれ、文部科学大臣から表彰をされま

した。 

 次に、社会教育関係について報告いたします。 

 １月５日に、文化会館におきまして、新春恒

例の成人式が行われ、ことしは164名の対象者

に対しまして、78％に当たる128名の出席のも

と、厳粛かつ盛会のうちに終了をいたしました。 

 また、１月17日には、第30回国民文化祭作文

コンクールにおきまして、1,631点の応募作品

の中から、小学生上学年の部で、新城小学校５

年生の安樂千夏さんが優秀賞を受賞し、中学生

の部では、中央中学校１年生の永田笑さんが最

優秀賞の県知事賞を受賞いたしました。 

 １月29日には、垂水市文化財保護審議会が開

催され、境地区の棒踊りが市の文化財の指定に

値するとの答申がなされたことから、２月20日

の教育委員会定例会におきまして、無形文化財

の指定を行なったところでございます。 

 次に、交通事故の発生状況について報告をい

たします。 

 平成26年中の交通事故の発生件数は96件、死

亡者３名、負傷者135名となっております。前

年と比較しますと、発生件数は15件減少してお

りますが、死亡者数は１名増加しているものの

負傷者数は19名減少した結果となりました。 
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 ことしになって、浜平地区において既に交通

死亡事故が２件発生をしております。この２件

の交通事故が発生したことから、１月30日に交

通死亡事故診断会議が開催され、地域の代表者

と交通事故の防止対策についての意見交換をい

たしました。 

 今後も交通事故の発生や死亡事故の減少を図

るために、鹿屋警察署や交通安全協会などの関

係機関並びに振興会の御協力を賜りながら交通

事故防止に努め、また、交通事故の起因となり

得るものについても、関係各課と連携を図りな

がら対処し、交通安全対策に努めてまいります。 

 さらに、高齢者や子供たちへの交通安全教室

を実施して、交通事故防止対策に努めてまいり

ます。 

 次に、消防関係について報告をいたします。 

 建物火災１件、その他火災２件の火災が発生

しております。 

 建物火災は、２月15日、海潟において住宅１

棟の半焼火災で死傷者１名が発生しております。

その他火災は、１月10日、垂水中央運動公園内

において、露店の屋台１台が燃え上がる火災が

発生をしております。また、２月11日、中俣に

おいて、田畑1.4アールが燃える火災で、火傷

による負傷者１名が発生をしております。 

 次に、主な出張用務について報告をいたしま

す。 

 県外出張でございますが、１月23日に東京プ

リンスホテルで行われた鹿児島の夕べに出席し

てまいりました。このイベントは、首都圏に鹿

児島の物産や文化の情報発信を行うもので、会

場には1,000人を超える方々が集まり、多くの

業界関係者の皆様と意見交換を行ってまいりま

した。 

 ２月１日は、宮崎市佐土原町に観光物産情報

を発信する拠点施設、城の駅佐土原いろは館の

オープンセレモニーに出席をしてまいりました。 

 次に、２月12日、13日は、全国過疎地域自立

促進連盟理事会への出席と、総務省を初め地元

選出国会議員の先生方への要望活動を行うため、

上京をいたしました。総務省へは、桜島の火山

活動の現状をお伝えし、特別交付税への配慮を

お願いしてまいりました。 

 次に、県内の主な出張用務ですが、12月21日

には、東九州自動車道及び大隅縦貫道の開通式、

１月22日は、建設業労働災害防止大会に出席し

てまいりました。 

 ２月２日は、鹿児島県市長会定例会及び知事

と語る会に出席し、地方創生に関して意見交換

を行ってまいりました。 

 また、２月４日は大隅医療協議会、２月17日

には大隅地域振興局長との意見交換を行ってま

いりました。 

 そのほか、委員を務めます後期高齢者医療広

域連合会運営委員会、日本赤十字社鹿児島県支

部評議委員会、大隅広域事務組合議会、県木材

利用推進協議会に出席してまいりまして、議案

等の審議を行ってまいりました。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  以上で、市長報告を終わ

ります。 

 次に、議会運営委員長から所管事項調査の報

告の申し出がありますので、これを許可いたし

ます。 

   ［議会運営委員長川菷達志議員登壇］ 

○議会運営委員長（川萇達志）  おはようござ

います。 

 議会運営委員会の所管事項調査の報告をいた

します。 

 私ども議会運営委員会の５名及び随行１名は、

去る２月４日から６日まで、大阪府大阪狭山市

及び福井県敦賀市において所管事項調査を実施

しましたので、御報告をいたします。 

 大阪狭山市では、通年議会について、通年議

会導入の経緯について、通年議会導入のメリッ

ト・デメリットについて、通年議会関係例規の
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整備等について、議会報告会について、議会報

告会の実施状況などについて、参加者確保につ

ながる取り組みについてなど、多岐にわたって

研修を受けました。 

 大阪狭山市は、議会基本条例は制定されてい

ないものの、平成21年９月定例会にて大阪狭山

市自治基本条例が可決され、その中で議会につ

いて、議会の役割、議会の責務、議員の責務が

規定されております。 

 同時期に市民グループなどから陳情・要望が

出され、市民の議会に対する関心が高まってい

ると感じ、議会改革の検討は避けられない課題

であるという結論に至り、平成22年に議会改革

検討委員会が設置をされました。 

 議会改革検討委員会の中での検討課題として、

チェック機能の強化、議員定数に関すること、

一問一答制の導入、議員間討議、通年議会など

が決定をされました。 

 通年議会については、全国でも実施している

自治体が少ない中、通年議会の先駆け的な存在

である三重県四日市市議会へ議員全員で視察を

し、議会改革検討委員会において意見の集約と

議論を重ねた結果、平成25年第１回定例会にお

いて、議会定例会の回数を定める条例の一部改

正、議会会議規則の一部改正を提案し、全会一

致で可決成立したことにより、５月から翌年４

月までの１年間を会期とする通年議会を、平成

25年４月１日より施行することになりました。 

 通年議会を導入することにより、議長または

委員長の権限により、必要に応じて本会議や常

任委員会等が開催できるようになり、議会が主

体となって緊急の行政課題や災害等の突発的な

事件等の課題に迅速に対応できるとともに、議

会活動の活発化が可能になるとのことでありま

した。 

 一方、デメリットとして、年間通して会期と

なっているため、議会対応に当たる執行部の通

常業務に影響を及ぼすおそれがある。地域での

議員活動等の時間が少なくなる可能性がある。

会議録の調整・配布を一定期間ごとに行う検討

が必要である、などが挙げられているとのこと

でありました。 

 議会報告会については、平成25年度から取り

組んでおり、第１部に議会の報告、第２部に市

民との意見交換会として、２部構成で実施をし

ておりました。 

 また、平成25年度は夜間、平成26年度は昼間

と夜間というように、参加者のことを考え、工

夫を凝らして実施をしておりました。 

 参加者確保の取り組みとして、以前より本会

議等の傍聴へ市民の皆様方に来てもらうために

活動していた議会傍聴呼びかけ隊の活動と同様

に、議会報告会開催前に議員みずからが議会報

告会開催のビラを配るなど、積極的に行動して

おりました。 

 当面は年２回の運用を行い、将来的には年４

回の開催を目指しているとのことでありました。 

 今後は、開催日時を土曜日や日曜日にしたり、

夜間にしたり、市民の皆様が参加しやすいよう

に工夫していかなければならないとのことであ

りました。 

 次に、敦賀市では、議会報告会について、参

加者確保につながる取り組みについて、議会改

革の実施状況について、議会からの政策提言等

について、ここもまた多岐にわたって研修を受

けました。 

 議会基本条例の立案には、実績を条例で規定

する改革先行型と、理想を条例で規定する条例

先行型の２つがありますが、敦賀市議会では、

実績と理想を規定する同時進行型により、議会

基本条例が制定されておりました。 

 議会報告会開催については、議会基本条例の

中に規定され、年１回以上の開催となっており

ました。 

 議会報告会での報告事項の決定については、

広報広聴委員会に権限が認められており、聴取
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した意見の取り扱いについても同委員会におい

て協議し、議長に報告後、担当の常任委員会に

て協議を行う流れになっておりました。 

 開催当初は、行政側の報告と重複するような

内容であるとの市民の皆様方からの声があった

ため、現在では、市民の皆様の関心や討論の内

容を考慮し、事業を取捨選択し報告していると

のことでありました。 

 現在、議会報告会を実施している市議会共通

の課題である参加者確保については、開催案内

の全戸配布、コミュニティＦＭでの開催通知、

公共施設でのポスター掲示、そして、議員みず

からが市内のスーパー等の多くの人が集まると

ころへ出向いてのチラシ配布など、ありとあら

ゆる方法を活用し、努力をされておりました。 

 また、議会報告会にて参加者から聴取した意

見をもとに、広報広聴委員会で協議し、議長へ

報告、そして、議長から特別委員会への協議依

頼を行い、理事者より方針等の説明を受け、翌

年の議会報告会にて報告等も行ったとのことで

ありました。 

 このような政策形成サイクルを確立したこと

により、報告会での意見が市政に反映されるこ

とになり、議会報告会に参加することの意義が

市民の皆様に伝わったと実感し、今後、参加者

が増加していくのではないかと期待をしている

とのことでありました。 

 議会改革については、一般質問時の一問一答

制が平成20年より導入され、論点や争点を整理

することにより、傍聴者の方々においても内容

がわかりやすくなったとの声があるとのことで

ありました。本市では実施されておりませんが、

１回目からの一問一答制も実施されておりまし

た。 

 最後になりますが、両市とも先進市ならでは

の議会改革や議員の意識改革に真摯に取り組ま

れており、議員それぞれが議会改革の意義を理

解、実践されており、大変参考になる部分が多

く、充実した所管事項調査となりました。 

 本市においても、今回の研修成果を生かし、

両市議会の取り組みを参考にしながら、今後の

議会運営に生かしてまいりたいと思います。 

 以上で、議運の所管事項調査の報告を終わり

ます。 

○議長（森 正勝）  これで、諸般の報告を終

わります。 

   △議案第１号～議案第３号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第４、議案第１号か

ら日程第６、議案第３号までの議案３件を一括

議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第１号 垂水市民間資金活用集合住宅建設

促進条例 案 

議案第２号 垂水市介護保険法に基づく指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に係る基準等

に関する条例 案 

議案第３号 垂水市介護保険法に基づく地域包

括支援センターの人員及び運営に係る基

準に関する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○税務課長（前木場強也）  おはようございま

す。 

 議案第１号垂水市民間資金活用集合住宅建設

促進条例案について、御説明申し上げます。 

 議案第１号でございますが、垂水市内におけ

る集合住宅の建設を促進し、民間活力を活用し

た住宅の供給と定住促進による地域の活性化を

図るために、自己が所有する土地に集合住宅を

建設する者に対しまして支援を行おうとするも

のでございます。 

 それでは、条例案の内容につきまして、条例

案に沿って御説明いたします。 
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 まず、第１条ですが、本条例の目的について

規定しております。 

 次に、第２条で、この条例における用語の定

義をしております。 

 第２号におきまして、民活集合住宅を、賃貸

を目的として民間事業者が垂水市内の自己所有

地に建設を行なった４戸以上の集合住宅と定義

しております。 

 第３条は、支援の対象を民活集合住宅とする

ことを規定しております。 

 第４条は、支援対象者について、第５条では、

支援対象の除外を規定しております。 

 第６条は、支援の内容を規定しており、民活

集合住宅の所有者に対して課する固定資産税を

減免することによって支援を行うこととしてお

ります。 

 第７条は、固定資産税の減免額、期間、手続

等を規定しております。 

 第８条は、減免の取り消しについて規定して

おり、第９条では、減免の取り消しを受けた場

合の違約金について規定しております。 

 第10条は、相続等によります地位の承継に関

する事項を規定しております。 

 第11条では、この条例による支援を受ける者

の責務を規定しており、支援を受ける者は、垂

水市や地域の規範を遵守するとともに、振興会

など地域の活動に協力するよう努めなければな

らないとしております。 

 第12条は、規則への委任を規定しております。 

 附則につきまして、第１項で、まずこの条例

が平成27年４月１日から施行されますが、適用

は平成27年１月１日からとなります。 

 第２項では、平成36年３月31日でこの条例の

効力を失うとしております。 

 これは、本条例案は垂水市人口減少対策プロ

グラムに基づくものであり、垂水市人口減少対

策プログラムの計画期間が平成35年までとされ

ていることによるものでございます。 

 ただし、固定資産税の減免は、第７条にあり

ますように10年目までありますので、第７条か

ら11条までの規定については、なおその効力を

有することとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  おはようござい

ます。 

 それでは、議案第２号垂水市介護保険法に基

づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に係る基準等に関する

条例案について、御説明申し上げます。 

 平成25年６月に、地域の自主性及び自立性を

高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律の施行に伴い、介護保険法

の改正が行われました。 

 具体的には、これまで厚生労働省令で定めら

れていた指定介護予防支援事業所の法人格要件

や人員及び運営に関する基準について、市の条

例で定めることとなったため、新たに条例で制

定しようとするものでございます。 

 本市の条例制定に当たりましては、原則とし

て厚生労働省令及び介護保険法で定める基準ど

おりに条例案を定めることといたしました。 

 主なものについて申し上げます。 

 第３条第１項で、国の基準によることとして

おりますが、記録の保存年限については、市の

実情、県及び他市の実情を勘案いたしまして、

「２年」を「５年」と定めております。 

 また、第４条で、それぞれの資格要件を法人

と定めるものでございます。 

 次に、附則について、御説明いたします。 

 附則第１条は、条例の施行日を平成27年４月

１日からとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第３号垂水市介護保険法に



－13－ 

基づく地域包括支援センターの人員及び運営に

係る基準に関する条例案について、御説明申し

上げます。 

 第３号議案につきましても、第３次一括法の

施行に伴い介護保険法の改正が行われたことに

より、新たに条例で制定しようとするものでご

ざいます。 

 本市の条例制定に当たりましては、第２条で、

介護保険法施行規則の定める基準どおりに条例

案を定めることといたしました。 

 次に、附則について御説明いたします。 

 附則第１条は、条例の施行日を平成27年４月

１日からとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○宮迫泰倫議員  おはようございます。 

 議案第１号についてお願いいたします。 

 これは集合住宅ちゅうのはどういうのを言う

のか、もう一回。例えばアパートが１棟が４軒

以上あると、４軒。それが４つあるのかどうか。

それとも、１戸建てが４つあるのかどうか。 

 それと、もう一つ、これは免除ちゅうのが10

年目までちゅありますけど、それ以降はないの

か、あるのか。 

 それから、第11条に、支援を受ける者の責務

と書いてあります。支援を受ける者は、市また

は地域の規範を遵守するとともに、振興会など

の地域の活動に協力するように努めなければい

けない。これを具体的に教えてください。 

 以上です。 

○税務課長（前木場強也）  まず、どのような

住宅かという御質問でございますが、普通のア

パートというふうに考えてもらっても結構です

し、１戸建てを４戸以上、同一敷地内に建設し

ている場合も含むということにしております。 

 それと、減免期間については10年間というこ

とで限定させていただきたいと思います。 

 それと、後、支援を受ける者の責務というこ

とですが、例えば、振興会のほうに加入してい

ただくとか、後、そういう奉仕作業に出ていた

だくとか、そういうことを想定しております。 

 以上でございます。 

○宮迫泰倫議員  これは、やっぱし書かなけり

ゃいけなかったんですか。これは市民にとって

は当たり前のことじゃないですか。こういう支

援を受けない者もやっていますね、これは。な

ぜこれを書く必要があったのか。何か特にこん

なのを書く必要があったのか、教えてください。

これは、住民の人はみんなこういうことを考え

ているんじゃないですか。 

○税務課長（前木場強也）  例えば、その集合

住宅ですと、なかなか振興会のほうに入ってい

ただけないという状況もございますので、やっ

ぱりそこの付近を市のほうで補助、減免という

形で補助をするということですので、やっぱり

振興会のほうに加入していただくように、そう

いうふうに協力をしていただきたいというふう

なことで、一応明記をしているところでござい

ます。 

○宮迫泰倫議員  例えば、市の規範というのが、

今言われましたけども、例えば、新しく垂水市

に入ります。住民になります。その場合は言っ

ておられるんでしょう。集落に入ってください

と。振興会っちゃこの人ですと。地域のごみは、

ここへ出してくださいとあるんですけども、そ

こまでせにゃいかんですか。そうすれば、また

当たり前のことだと思うんですけども、やっぱ

りそれをする必要があったのかどうか、もう一

回お聞きします。 

○税務課長（前木場強也）  ちょっと税務課長

として答えるべきか、個人的な意見というふう

に思っていただきたいと思いますが、なかなか

振興会のほうに今の加入率というのは余りよく
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ない状況もあります。ですから、先ほど申し上

げましたように、やっぱり市のほうで減免をし

ているということですので、その振興会のほう

に協力をしていただくようなことをやっぱり明

記したほうがいいのではないかというふうに思

っております。 

○議長（森 正勝）  ほかにございませんか。 

○感王寺耕造議員  議案第１号につきまして、

１点だけ質問します。 

 趣旨につきましては、人口減少対策プログラ

ムの部分と、後、優良な賃貸物件を確保すると

いう部分で、趣旨は理解するんですけども、附

則について、平成27年４月１日から施行という

ことで、さかのぼって平成27年１月１日から適

用するということでございます。 

 そうしますと、平成27年１月１日から適用す

るということは、これは建築許可申請提出時な

のか、許可申請を認定された後なのか、工事完

了届が出された時点なのか、この部分について

明確な規定がないんですけども、この部分に答

えていただければと。 

○税務課長（前木場強也）  27年１月１日を基

準とするということでありますと、27年度の固

定資産税の基準というのが４月１日現在の固定

資産という形になりますので、１月１日現在に

当然登記されているというのが条件でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（森 正勝）  ほかにございませんか。 

○徳留邦治議員  第１号案について、ちょっと

お尋ねをいたします。 

 減免措置については、いろいろと詳しく何割

減免とか書いてあるんですが、この建設資金に

ついて支援するということでありますが、これ

については100％支援するのか、何％するのか、

全然明記されてないわけなんですが、執行部の

考えはどう考えているのか、お伺いします。 

○企画課長（角野 毅）  この制度につきまし

ては、民間資金の活用集合住宅建設促進条例と

いうことでございまして、建設資金についての

助成については考えておりません。 

 以上でございます。 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。 

○徳留邦治議員  はい。 

○大薗藤幸議員  先ほどの宮迫議員の質問の答

弁の中で、ちょっと私の勘違いなのか。この11

条、支援を受ける者ということで、税務課長の

答弁の中には、その振興会に加入云々と。これ

は賃貸して、借りていらっしゃる、入居してい

る方の話ですよね。 

 ところが、この11条では支援を受ける者、建

物のオーナーのことじゃないですか。そこはち

ょっと食い違っているなと思いまして、ちょっ

とお聞かせください。 

○税務課長（前木場強也）  確かにそのオー

ナーの方なんですけど、オーナーの方もその入

居者の方に対して、振興会に加入するように努

めてもらうというふうな、進言してもらうと、

助言してもらうような形で一応想定しておりま

す。 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

○堀添國尚議員  今のこの１号議案の11条の件

で、振興会に入るとか、そういうことなんです。

逆に、そういうのがあって面倒くさがって、も

う田舎には帰りたくないとか、行きたくないと

かというような話もあるんですが、そこらあた

りは、いいことばっかりじゃないと思うんです

が、どうですか。 

○税務課長（前木場強也）  実際、そういうこ

とも可能性としてはあるかと思うんですが、そ

の付近までちょっと考慮はしてないという形に

なるんですけど、そういうこともあり得るとは

思いますが、先ほど申しましたように、市の活

性化につきましては、やっぱし振興会の協力を

いただくという形のことが大事ですので、その
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付近を明記したというふうに御理解いただきた

いと思います。 

 以上です。 

○堀添國尚議員  そうすると、大薗議員がおっ

しゃったことと、オーナーはそういうことを勧

める。そして、入っている人はそれに従わない

となった場合の、それは違約になるんですか。 

○企画課長（角野 毅）  堀添議員の御質問で

ございますけれども、あくまでも振興会、地域

の活動に協力するように指導をしていただくと

いうことでございまして、必ずしもその100％

振興会等への入会ができない、そのことがいけ

ないということではなくて、そういうことを勧

めていただくことを念頭に置いた条項でござい

ますので、御理解をいただきたいと思います。 

 以上でございます。（「義務じゃないという

ことでしょう」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

○池之上誠議員  この減免の中で、３年目、何

年目とあるんですけれども、その評価額がだん

だん年度ごとによって下がっていくと思うんだ

けども、その10割無税の、税金をかけなかった

場合、その評価をするのは、最初つくった分が

だんだん繰り下がっていくのか、そこら辺はど

う考えますか。もう課税をしたときは、10年目

の評価額でもう大分落ちていると思うんです。

それで課税していくのか。そのしなかった分の

評価額を最初からまた追っていくのか、その辺

はどういうふうに。 

○税務課長（前木場強也）  当然、毎年その評

価額自体も落ちてきますので、その都度その税

額を計算しますので、その分の５割軽減、３割

軽減というふうに考えております。 

 以上です。 

○池之上誠議員  そうなれば、10年目から課税

が100％来るんだけれども、結構もう固定資産

税としては少ない税収になると。これは、垂水

市の税収にとっては非常に少なくなるんじゃな

いかというふうに私は思います。 

 それでいいとされているのか。それだけ住宅

に市税が入ってきているから、そこ辺を考えた

上でのこの条例であったのか、そこ辺は考えら

れましたか。 

○企画課長（角野 毅）  本市の設立しており

ます垂水市人口減少対策プログラムの大きな柱

でございます子育て支援と住環境の整備という

部分で、本市で建設を行うというような形も計

画はいたしておりますけれども、なかなかそれ

では需要と供給のバランスが追いつかないとい

う状況がございますので、そういう中では、減

免という措置は非常に、歳出を伴わない形の中

での支援ということでは、効果的な施策になる

というふうに考えております。 

○議長（森 正勝）  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案３件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号から議案第３号までの議

案３件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託の上、審査することに決定い

たしました。 

   △議案第４号～議案第11号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第７、議案第４号か

ら日程第14、議案第11号までの議案８件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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議案第４号 垂水市長等の給与に関する条例

の一部を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市長等の退職手当に関する

条例の一部を改正する条例 案 

議案第６号 垂水市報酬及び費用弁償条例の

一部を改正する条例 案 

議案第７号 垂水市特別職報酬等審議会条例

の一部を改正する条例 案 

議案第８号 垂水市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例 案 

議案第９号 垂水市課設置条例の一部を改正

する条例 案 

議案第10号 垂水市行政手続条例の一部を改

正する条例 案 

議案第11号 垂水市産業開発促進条例の一部

を改正する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○総務課長（中谷大潤）  おはようございます。 

 それでは、議案第４号垂水市長等の給与に関

する条例の一部を改正する条例案について、御

説明申し上げます。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律が、平成26年６月20日に公

布され、平成27年４月１日から施行されること

となっておりますが、この法律改正により、教

育長が一般職から常勤の特別職に位置づけられ

ることとなりました。 

 このことに伴い、垂水市長等給与条例に新た

に教育長の給与について規定を追加する必要が

生じたこと。また、歳出削減方策の一環として、

前年度に引き続き、市長、副市長及び教育長の

給料月額を削減しようとするため、本条例を改

正しようとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 条例第１条は、市長、副市長の次に新たに教

育長を追加し、給料の額を57万1,000円と定め

るものです。これまでは、垂水市教育委員会教

育長の給与に関する条例で定めていたものを、

本条例へ追加するものです。 

 第２条第５項は、期末手当の算定について規

定している部分ですが、教育長が特別職に位置

づけられることに伴い、同項中の市長等に教育

長も含まれることから、規定中における教育長

を削除しようとするものです。 

 附則第35項は、歳出削減方策の一環として、

平成27年４月１日から平成28年３月31日にまで

の間、市長、副市長及び教育長の給料月額を、

市長にあっては100分の95を乗じて得た額、副

市長及び教育長にあっては100分の97を乗じて

得た額とするものです。つまり、給料月額を市

長は５％、副市長及び教育長は３％カットする

ものでございます。 

 附則第36項につきましては、この給料の減額

は、期末手当の算定の基礎となる給料月額には

適用しない旨を規定するものでございます。 

 なお、附則としまして、第１項は、施行期日

について、この条例は、平成27年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 第２項は、教育長の給与をこの条例に規定す

ることに伴い、従前の垂水市教育委員会教育長

の給与に関する条例は廃止するものでございま

す。 

 第３項は、この条例の経過措置について規定

するもので、現教育長の任期中においては、改

正後の条例の第１条、第２条第５項及び附則第

２項の規定は適用しないことを規定するもので

ございます。 

 続きまして、議案第５号垂水市長等の退職手

当に関する条例の一部を改正する条例案につい

て、御説明申し上げます。 

 この議案につきましても、議案第４号と同様、

教育長が一般職から常勤の特別職に位置づけら

れることに伴い、垂水市長等退職手当条例へ新

たに教育長の退職金の取り扱いについて規定を
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追加する必要が生じたため、この条例を改正し

ようとするものでございます。 

 具体的には、教育長の退職金の取り扱いは、

垂水市教育委員会教育長の給与に関する条例で

定めているところですが、その退職金に係る部

分を、垂水市長等退職手当条例に新たに規定す

るものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 第１条は、特別職の職にある者として、新た

に教育長を第３号へ追加するものでございます。 

 第３条は、退職手当の額について定めるもの

で、第２号において、副市長の次に教育長を追

加するものでございます。 

 第７条は、退職手当の支給制限等について定

めるもので、教育長に係る支給制限を追加しよ

うとするものです。 

 第１号は、教育長の解職請求に係る事項を追

加するもので、現行の第３号を第５号とし、新

たに３号に教育長の罷免、第４号に教育長の失

職に係る規定を追加しようとするものです。 

 附則第２項は、議案第４号で、市長、副市長

及び教育長の給与削減を提案したところですが、

市長、副市長及び教育長の給料減額は退職手当

の算定の基礎となる給料月額には適用しない旨

を規定するものでございます。 

 なお、附則としまして、第１項は、施行期日

について、この条例は平成27年４月１日から施

行しようとするもので、第２項は、この条例の

経過措置について規定するもので、現教育長の

任期中において、改正後の条例の第１条第１項、

第３条第２項及び第７条第１項の規定は適用し

ないことを規定するものでございます。 

 続きまして、議案第６号垂水市報酬及び費用

弁償条例の一部を改正する条例案について、御

説明申し上げます。 

 本議案につきましても、議案第５号と同様の

理由により本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。 

 それでは、改正の内容について御説明いたし

ます。 

 別表において、非常勤職員の報酬の額を定め

ているところですが、教育委員会委員長制度の

廃止に伴い、教育委員会委員長の区分を削るも

のでございます。 

 なお、附則としまして、第１項は施行期日に

ついて、この条例は平成27年４月１日から施行

しようとするもので、第２項は、この条例の経

過措置について規定するもので、現教育長の任

期中においては、改正後の条例は適用しないこ

とを規定するものでございます。 

 続きまして、議案第７号垂水市特別職報酬等

審議会条例の一部を改正する条例案について、

御説明申し上げます。 

 この議案につきましても、議案第５号、６号

と同様の理由により、垂水市特別職報酬等審議

会条例に、新たに教育長の規定を追加する必要

が生じたため、改正しようとするものでござい

ます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 第２条は、特別職の位置づけとして新たに教

育長を追加するものでございます。 

 附則第２項は、教育長の給料の額の取り扱い

について、特別職を準用するよう定められてい

るものですが、教育長が特別職に位置づけられ、

第２条に追加されたことに伴い、この項を削る

ものでございます。 

 なお、附則としまして、第１項は、施行期日

について、この条例は、平成27年４月１日から

施行しようとするもので、第２項は、この条例

の経過措置について規定するもので、現教育長

の任期中において、改正後の条例は適用しない

ことを規定するものでございます。 

 続きまして、議案第８号垂水市職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例案について、
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御説明申し上げます。 

 この議案は、平成26年人事院勧告に基づく平

成27年度以降の給与制度の総合的見直しのほか、

歳出削減方策の一環として、前年度に引き続き

管理職手当を削減すること等について改正しよ

うとするものでございます。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 第５条第６項は、55歳を超える職員の昇給に

ついて定めているものでございますが、現行に

おいて、55歳を超える職員の昇給は２号給と定

めていたものを、標準の勤務成績では昇給停止

とすることと改訂しようとするものでございま

す。 

 第８条の２第２項は、地域手当について、地

域手当の支給率を100分の15から100分の16に改

めようとするものでございますが、本市では支

給実績はございません。 

 第９条の２第２項は、単身赴任手当について、

単身手当の月額を２万3,000円から３万円に、

また、職員の住居と配偶者の住居との間の交通

距離の区分に応じて加算することとされている

限度額を、４万5,000円から７万円に改正しよ

うとするものでございますが、これも本市では

支給実績はないところです。 

 第17条第２項第１号及び第２号は、勤勉手当

について、平成26年の給与水準の改定により、

12月支給分の支給月額の引き上げを行なったと

ころですが、今回、６月分、12月分の平準化を

行おうとするものでございます。 

 第１号は、再任用以外の職員を規定するもの

で、100分の82.5を100分の75へ、第2号は、再

任用職員を規定するもので、100分の37・5を

100分の35へ改正しようとするものです。 

 第17条の３は、再任用職員の適用除外につい

て規定しているものであり、条文中の第９条の

２を削除することにより、再任用職員について

も単身赴任手当を適用できるよう改正しようと

するものです。 

 次に、附則についてですが、附則第26項は、

当分の間、55歳を超える職員のうち、６級相当

以上の職員については、給料月額の1.5％減額

支給措置を実施しているところですが、この

「当分の間」を「平成30年３月31日までの間」

に改正しようとするものでございます。 

 附則第29項は、附則第26項と同様、55歳を超

える職員のうち６級相当以上の職員について、

勤勉手当の算定に係る1.5％減額支給措置につ

いて、勤勉手当の支給月額の改正に伴い、減額

率を改正しようとするものでございます。 

 附則第39項は、歳出削減策の一環として、平

成27年４月１日から平成28年３月31日までの１

年間、管理職手当の額５万1,100円に100分の70

を乗じた額、つまり30％を昨年同様に削減して、

支給額３万5,770円にしようとするものでござ

います。 

 次に、別表第１の給料表の改正でございます

が、人事院勧告に基づき給料表を改正しようと

するものでございます。 

 改正は、地域の民間給与水準を踏まえ、平均

２％の引き下げとなっており、世代間では若年

層においては引き下げがなく、高年齢層におい

ては最大４％の引き下げと示されております。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、施行

期日について、本条例改正は平成27年４月１日

から施行しようとするものでございます。 

 第２項から第４項は、給料表の改正に伴う経

過措置について定めたものであり、第２項は、

平成27年４月１日の給料表の切りかえ後におい

て、切りかえ前に受けていた給料月額に達しな

い者には、平成30年３月31日までの間、給料月

額のほか、その差額に相当する額を給料として

支給することを定めたものでございます。いわ

ゆる減給保障のことでございます。 

 第３項は、切りかえ日の前日から引き続き給

料表の適用を受ける職員のうち、必要があると
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認められるときは、必要な経過措置額を支給す

ることを規則で定めようとするものでございま

す。 

 第４項は、給料月額に連動した期末手当及び

勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、経過

措置額を含んだものとすることを定めたもので

ございます。 

 第５項は、規則への委任について定めたもの

であり、この条例の施行に関し必要な事項は、

別に規則で定めようとするものでございます。 

 続きまして、議案第９号垂水市課設置条例の

一部を改正する条例案について、御説明申し上

げます。 

 この議案は、行政改革大綱はもとより、平成

27年４月１日で垂水市定員適正化計画の期間が

終期を迎え、職員数の目標値である235人を踏

まえた組織の連携強化、効率的な業務運用、機

動性を備えた組織機構の再編を実施するため、

垂水市課設置条例の一部を改正しようとするも

のです。 

 課の再編で申し上げますと、企画課の名称を

企画政策課に改め、市民相談サービス課を市民

課へ統合しようとするものです。 

 それでは、改正の内容について、添付してお

ります新旧対照表で御説明いたします。 

 第２条につきましては、課の設置について、

第２号の企画課を企画政策課に名称を改め、第

６号の市民相談サービス課を削除するものです。 

 また、第12号において、市長部局内に水道課

を定めておりますが、市長の権限に属するにも、

水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する

規則に基づき、簡易水道に係る業務を委任して

いることから、市長部局に水道課として規定す

る必要がないため、今回あわせて削るものでご

ざいます。 

 簡易水道事業は特別会計として、上水道事業

は企業会計として従前どおりの業務体系を維持

しますので、運用内容に変更はなく、条例のみ

の整備となります。 

 第３条は、課の事務分掌を定めておりますが、

今回の組織再編に伴い、事務分掌についても事

務の効率化等の面から再編しようとするもので

す。 

 まず、第１号の総務課については、秘書及び

広報に関することを削除し、市民相談サービス

課の防犯、交通安全業務を移管して、防災に関

することを安心安全に関することに改め、行政

改革に関すること、電子計算業務に関すること、

統計及び調査に関することを加えようとするも

のです。 

 次に、第２号は、課の名称を企画課から企画

政策課に改め、市の総合的施策の企画及び総合

調整に関すること、市政の方針及び重要施策並

びにこれらの総合調整に関することに改め、統

計及び調査に関すること、行財政改革に関する

ことを削除し、総合計画等に関すること、秘書

業務に関すること、広報及び広聴に関すること、

地域振興に関することを追加しようとするもの

です。 

 第５号の市民課については、市民相談サービ

ス課との統合となることから、市民の相談、要

望及び苦情に関すること、振興会に関すること、

消費者行政に関することを新たに追加しようと

するものです。 

 第６号の市民相談サービス課については、市

民課との統合になることから削除しようとする

ものです。 

 第12号の水道課につきましては、第２条のと

ころで説明を行いましたが、本条例から削除す

るものです。 

 なお、附則としまして、附則第１項は、施行

期日について、平成27年４月１日から施行しよ

うとするものでございます。 

 附則第２項は、垂水市議会事務局設置条例の

一部を改正を行うものです。改正の内容につき

ましては、議会事務局内の議事係、庶務係を統
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合し、議事係としようとするものです。 

 附則第３項は、垂水市総合開発審議会条例の

一部改正を行うもので、改正の内容は、第８条

中の企画課の名称を企画政策課に改めるもので

す。 

 附則第４項は、垂水市議会委員会条例の一部

改正を行うもので、第２条第２項第１号の総務

文教常任委員会の所管のうち、企画課の名称を

企画政策課に改め、市民相談サービス課を削除

しようとするものです。 

 また、第21条の規定中、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律の一部改正により教育委

員会委員長制度が廃止されることに伴い、教育

委員会の委員長を教育委員会の教育長に改めよ

うとするものです。 

 附則第５項は、経過措置について定めるもの

でございますが、附則第４項中第21条の改正事

項については、現教育長の任期中においては適

用しないことを規定するものでございます。 

 引き続き、議案第10号垂水市行政手続条例の

一部を改正する条例案について、御説明申し上

げます。 

 この条例は、行政手続法の一部を改正する法

律が公布されたことに伴い、所要の改正をしよ

うとするものでございます。 

 主な改正につきましては、法律に規定された

要件に適合しない行政指導を受けたと思われる

場合に、その行政指導の中止等の求め、また、

法令違反の事実を発見した場合に、それを是正

するための処分等の求めができるように申出制

度を創設しようとするものでございます。 

 それでは、お手元の新旧対照表で御説明申し

上げます。 

 まず、目次の改正でございますが、先ほど申

し上げました制度等を創設しようとすることか

ら、第４章を第34条の２までとし、第４章の次

に第４章の２を加えようとするものでございま

す。 

 次に、４ページをお開きください。 

 第33条は、行政指導の方式の規定でございま

すが、第２項及び第３項を１項ずつ繰り下げ、

同条に第２項として、行政指導に携わる者は、

行政指導をする際に、市の機関が許認可等をす

る権限等を行使し得る旨を示すときは、根拠と

なる法令の条項、その条項に規定する要件、権

限の行使がその要件に適合することを相手方に

示さなければならないように規定しようとする

ものでございます。 

 次に、第34条の２としまして、行政指導の相

手方は、行政指導が法律または条例に規定する

要件に適合しないと思われるときは、その行政

指導の中止等を求めることができる規定を新た

に加えようとするものでございます。 

 次に、第４章の２としまして、第34条の３に、

何人も法令に違反する事実がある場合において、

是正されるべき処分または行政処分がなされて

いないと思われる場合に、処分をする権限を有

する行政庁または市の機関に、処分をすること

を申し出ることができる制度を創設しようとす

るものでございます。 

 その他の改正につきましては、改正行政手続

法において文言の改正が行われたことによりま

す文言整理でございます。 

 なお、附則としまして、この条例は平成27年

４月１日から施行しようとするものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますが、御審議方よろし

くお願いいたします。 

○企画課長（角野 毅）  議案第11号垂水市産

業開発促進条例の一部を改正する条例案につい

て、御説明を申し上げます。 

 垂水市産業開発促進条例は、固定資産税の課

税免除または奨励金の交付を行うことにより、

本市の産業開発を促進し、雇用の増大及び経済

的発展に寄与することを目的として制定した条

例でございます。 
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 今回の本条例の一部改正は、新たな業種とし

て流通業施設を追加し、市外企業の誘致をさら

に促進し、あわせて地元企業の活性化を計り、

本市経済の振興及び雇用の増大につなげようと

するものでございます。 

 条例の改正内容につきましては、新旧対照表

で御説明をいたします。 

 まず、第１条につきまして、新たな業種とし

て流通業施設を加えるものでございます。 

 第２条第２号につきましては、流通業施設の

内容として、「道路貨物運送業、倉庫業、梱包

又は卸売業等の用に要する施設をいう」を加え、

また、第５号及び第６号に流通業施設、さらに

は、第８号及び第９号に流通業施設の事業を加

え、第８号については、附属設備について文言

の修正を行っております。 

 次に、第３条につきましては、流通業施設の

設備を加え、あわせて文字の修正を行っており

ます。 

 次に、第５条第１項に流通業施設を加え、第

２項に流通業施設の設備を加えるものでござい

ます。 

 次に、第７条、第８条第１項、第９条につき

ましても、流通業施設を加えるものです。 

 なお、附則といたしまして、この条例は、平

成27年４月１日から施行することとしておりま

す。 

 以上で説明を終わります。御審議のほうよろ

しくお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○感王寺耕造議員  所属委員会の議案ですので、

済みませんがお時間をいただきまして、２点だ

け質問いたします。 

 まず、議案第８号ですけども、これにつきま

しては、支給実績は現在、なしということです

けども、条例の中に盛り込まれたと。 

 ただ、２万3,000円から３万円と、それから、

距離については、規則で定める距離以上につい

ては４万5,000円から、７万円ということにな

っているんですけど、この積算根拠はどうなっ

ているのかという部分がまず１点です。 

 ２点目として、後、これについては、もし定

める距離以上の職員が将来的に出た場合、市長

やっぱり施策の方向もあるでしょうから、東京

事務所を開かれるかもしれんですから。そうい

うときは、この手当７万円は７万円、この分に

住居手当も含まれているのかどうかです。住居

手当はまた別途支給するのか、その点について

ちょっとお伺いします。 

 後、議案９号についてですけども、大幅な課

の再編ということなんですが、まず、今まで総

務課が職掌としていました秘書及び広報に関す

ること、これを新設の企画政策課に持っていか

れるわけですけども、そうしますと、私が考え

るに、やっぱり秘書及び広報という部分は、従

来どおり総務課が持って各課の連携を図るほう

が、私、スムーズに物事が進むんじゃないかと

思うんですけども、新たに企画政策課を新設し

て、秘書の部分を総務課に移した部分の背景で

す。この分にどういった意図があるのか、また、

課長会等でどのような議論がなされたのかとい

うことについて質問いたします。 

 また、もう一点、行政改革大綱の部分に基づ

いて職員の適正化です。適正化ということは減

らすということでしょうけども、そういった部

分の、どの課も少ない人数で一生懸命頑張って

らっしゃって、人が足りない現状の中で、そし

てまた、企画課というと、なかなか大変な、や

っぱり結構業務量も多いような気もするんです

けども、ここの部分に秘書及び広報まで移して、

果たして行政改革大綱、職員の適正化の部分に

つながるのか、ちょっと甚だ疑問なんですが、

その点についてお答えください。 

○総務課長（中谷大潤）  まず、議案８号の関
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係の積算根拠ということですけども、これにつ

きましては、人事院勧告に基づいた、国に準じ

たものを適用しております。 

 それから、住居手当につきましては、この７

万円が単身赴任世帯の限度額ということですが、

住居手当は別途かということですので、これは

別途になります。 

 それから、組織再編、第９号につきまして、

まず、秘書・広報の係を総務課から今、企画課

のほうに移管したことにつきましては、今回は

再編の基本的な考え方の一つに、意思決定時間

の短縮化、指示系統の簡素化、政策の連携、情

報共有の強化を目的とした組織再編という考え

方をしております。 

 その中で、政策の連携、情報共有の強化とい

うのは、現在の業務体系の中では、総務課より

も企画課のほうが今中心になって進めておる場

合が多いことから、秘書・広報係も移管するこ

とでこの基本的な考え方につながるということ

で、移管を検討したところでございます。 

 このことにつきましては、行政改革の中の下

に行政体制部会、その下に作業部会という係長

以下で10人以下の職員で構成した作業部会で検

討して、それをまた行政体制部会に上げ、それ

をまた行政部会のほうで決まったことを、全課

長で組織する行政改革会議に提案して、そこで

最終的にはまた経営会議で決めたものを提案し

たというふうにございます。 

○感王寺耕造議員  もう一点。 

○総務課長（中谷大潤）  各課のヒアリングに

ついては、４月１日実施予定の課につきまして

は、それぞれの課長、担当係長等についてヒア

リングを行っております。 

○感王寺耕造議員  １回目の質疑で、行政改革

大綱に基づいて職員の適正化を図るという部分

で質問を出したんですけども、総務課から企画

政策課に関して移管するに当たって、職員の減

少という部分も図られると思っていらっしゃる

んですか。 

○総務課長（中谷大潤）  職員については、も

ちろん定員適正化最終年度ですので、今年度も

退職者数に合わせて職員は採用は減らしており

ますので、当然私共は、職員は減るものと考え

ております。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はございませ

んか。 

○宮迫泰倫議員  議案第11号の垂水市産業開発

促進条例の一部を改正する条例案について、お

伺いをいたします。 

 この中で、第２条の中に、新しく（２）で流

通業施設、道路貨物運送業、倉庫業、梱包また

は卸売等の用に要する施設といいます。これは

どういうことなのか、具体的にお答えください。 

 それから、第３条の中に、便宜の供与の中に、

資金及び労務のあっせん等について、市長は協

力すると書いてあります。これは、第１条の中

で、固定資産税の課税免税または奨励金の交付

を行うことより、本市の産業の云々と書いてあ

りますが、これとどう違うのか。もうどっちか

一本化されたほうがいいんじゃないかと思いま

すけども、どうなんでしょうか。２つについて

お願い申し上げます。 

○企画課長（角野 毅）  業種につきましては、

そこに表示してありますとおりの業種というこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

 それから、第３条につきましては、併記のよ

うな感覚ではございますけれども、この条例等

につきましては、他市との整合性、他市とも比

較をいたしながら作成をいたしております関係

上、このような書きぶりになっていることを御

理解いただきたいと思います。 

○宮迫泰倫議員  ちょっと今、答弁になってい

ないんです、実は。具体的に、第２条の（２）

はどういうことかと聞いたら、書いてあるとお

りですと。それがわからんで、聞くんですよ。

しっかりしてもらわないといかんよ。 
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 それから、第３条の便宜について、他市との

どうのこうのと言いますが、他市はどうでもい

いんで、垂水はということなんですよ、私が言

うのは。課長、ちょっと、議長、しっかりして

くださいね。ぴしゃっとしてください。ぴしゃ

っといきましょう。 

○企画課長（角野 毅）  １回目の質問、申し

わけございません。 

 流通業施設ということにつきましては、モー

タリゼーション等の発達に伴いまして、これま

での倉庫業というものから、梱包業、卸売業等

に要する施設等も含まれてくる。広い範囲に事

業展開が膨らんでいるということを指している

ものということでございます。 

 その固定資産税の免除等について、併用とい

うことで、本市の考え方の中でも、このような

形での支援の方法を考えているということでご

ざいます。 

○宮迫泰倫議員  もう一回お伺いします。 

 この２条の中の流通業施設はこんなものがあ

ります。その事はわかるんですけど、何事、ほ

んならこの流通業施設を入れられたんですか。

流通業施設はこんなのがあります。下に書いて

あるこんなことでしょう。じゃっで、何で流通

業施設を入れる必要があったのかどうか。 

 それから、行政改革をやっております。この

１条と３条はちょっとばっかり、もう彼ら流通

業者と、こういう関係の方にいいようなことな

んですけど、行政改革をしている以上、これ、

どっちか必要はないんじゃないかと思いますけ

ども、どうなんでしょう。そこらを聞いておる

んです。（発言する者あり） 

○議長（森 正勝）  ここで、暫時休憩します。 

 次は、11時30分から再開します。 

     午前11時21分休憩 

 

     午前11時30分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

○企画課長（角野 毅）  流通業につきまして

の取り組みを行ったということでございますけ

ども、これにつきましては、現在、県におきま

しても県税の減免、それから、不動産等取得税

についての減免措置適用事業者という形の中で、

流通業という名目の中で取り入れを行っている

現状もございまして、県等との足並みをそろえ

る必要性といったもの、時代の流れ、それから、

産業形態の変化等について対応していくという

位置づけの中で流通業を取り入れているもので

ございます。 

 それから、第１条と第３条の関連につきまし

てですけれども、第１条につきましては、減免

及び奨励金の交付といったような支援を行うと

いうものでございまして、第３条につきまして

は、資金や労務等のあっせん等、いろいろな意

味での導入についての協力をしていくという意

味でございますので、御理解をいただきたいと

思います。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの議案８件につ

いては、いずれも総務文教委員会に付託の上、

審査したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第４号から議案第11号までの議

案８件については、いずれも総務文教委員会に

付託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第12号上程 

○議長（森 正勝）  日程第15、議案第12号平

成26年度垂水市一般会計補正予算（第６号）案

を議題といたします。 
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 説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第12号平成26年

度垂水市一般会計補正予算（第６号）案を御説

明申し上げます。 

 補正の内容を説明しました参考資料をお配り

しておりますので、あわせてごらんください。 

 今回の補正の主な理由でございますが、事業

費の事業費の確定に伴う予算整理と、特別会計

への繰り出し等の予算措置並びに地方債の補正

が必要になったものでございます。 

 また、国の地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策としての補正予算に対応するため、地

域住民生活等緊急支援の交付金を活用した消費

環境を促進する事業や、地方創生に向けて先行

的に実施する事業などについて、今議会中に補

正予算第７号案として追加上程予定ですので、

御了承いただきたいと思います。 

 今回の補正は、歳入歳出とも8,559万1,000円

を減額しますので、これによる補正後の歳入歳

出予算総額は101億9,702万4,000円となります。 

 補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペー

ジから５ページまでの第１表歳入歳出予算補正

に掲げてあるとおりでございます。 

 債務負担行為に補正がありましたので、６

ページの第２表債務負担行為の補正をごらんく

ださい。 

 社会福祉法人岳風会の新設に伴い、企業等立

地促進補助金を３年間交付するために、平成28

年度までの債務負担行為を追加するものでござ

います。 

 地方債にも補正がありましたので、７ページ

の第３表地方債の補正をごらんください。 

 変更でございますが、事業費の確定に伴う減

額補正でございます。それぞれの事業に伴う起

債額を右の欄に示す限度額に変更しようとする

もので、本年度の借入総額を、繰越分を除いて

合計額11億3,657万2,000円にしようとするもの

でございます。 

 17ページをお開きください。 

 歳出の事項別明細で主なものを御説明申し上

げますが、事務事業の確定に伴う予算整理にか

かわるものは省略させていただきます。 

 総務費の１目一般管理費の３節職員手当等の

退職手当は、職員の早期退職者によるものでご

ざいます。 

 次に、10目企画費の19節負担金、補助及び交

付金は、先ほど説明しました企業等立地補助金

と路線バスの補助金にかかわる分でございます。 

 次に、18目ふるさと納税制度事業費25節積立

金ですが、ふるさと応援給付金の増額に伴う補

正でございます。 

 18ページをごらんください。 

 一番下から次のページ上までの民生費、３目

障害者福祉費の20節扶助費ですが、介護給付費

など今後の所要見込みによる過不足分の補正で

ございます。 

 次に、11目国民健康保険事業費の28節繰出金

は、国民健康保険特別会計への保険基盤安定制

度に基づく法定内繰出金と法定外繰出金でござ

いますが、法定外繰出金につきましては、今年

度の決算見込みに財源不足が見込まれ、財源補

痾のために繰り出すものでございます。 

 一番下の14目介護老人保健施設費、28節繰出

金は、老人保健施設特別会計への繰出金でござ

いますが、今年度の決算見込みに財源不足が見

込まれることから、コスモス苑の財源補痾のた

めに繰り出すものでございます。 

 20ページをごらんください。 

 ２目児童措置費の20節扶助費は、保育単価の

改定及び保育園入所児童の増に伴う補正でござ

います。 

 21ページをごらんください。 

 衛生費の１目病院費、19節負担金、補助及び

交付金は、病院事業会計へ交付するものですが、

地方交付税確定により当初予算分との差額を計
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上しております。例年、地方交付税確定後の３

月補正で計上しております。 

 22ページをごらんください。 

 農林水産業費の７目防災営農対策事業費は、

活動火山周辺地域防災営農対策事業補助金で、

国の経済対策に伴う財源更正と、事業執行にか

かわる入札残の整理に伴う減額補正でございま

す。 

 23ページをごらんください。 

 商工費の２目商工業振興費ですが、プレミア

ム付商品券発行事業及び６次産業化推進整備事

業補助金の事業確定に伴う減額補正でございま

す。 

 最後の26ページをごらんください。 

 教育費の２目小学校教育振興費ですが、平成

27年度の教科書改訂に伴う指導書等の購入にか

かわるものでございます。 

 以上が歳出の主なものでございますが、これ

らに対する歳入は、前に戻っていただきまして

８ページの事項別明細書の総括表及び11ページ

からの歳入明細にお示ししてありますように、

それぞれの事務事業に伴う国県支出金、使用料

及び手数料、市債などの特定財源と、市税、地

方交付税、繰越金などの一般財源の相殺を行い、

収支の均衡を図るものでございます。 

 なお、14ページ下から15ページにかけての寄

附金につきましては、一般寄附金が関西垂水会

から賜ったもので、総務費寄附金は、ふるさと

納税寄附金の増によるもので、土木費寄附金は、

バス停上屋設置の寄附金として賜ったものでご

ざいます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。ありませんか。 

○持留良一議員  介護問題については、介護の

特会でしていきたいんですけど、土木費の住居

移転促進費、これがマイナスということなんで

すが、取り組みもされての結果なのか、非常に

ある意味防災対策という意味で、施策の位置づ

けとして重要な取り組みの中身だと思うんです

が、今回、これは、要するに利用が少なかった

ということなのか、それとも、全くなかったの

か、そのあたりも含めて、ある意味総括的な関

係でこの事業のマイナス計上になったというこ

とについて御説明をいただければと。 

○土木課長（宮迫章二）  住宅リフォームにつ

きましては（発言する者あり）がけ地近接等基

金住宅移転費でございますが、これは、申請が

なかったということで、減額ということでござ

います。 

○持留良一議員  そういうことだろうというこ

とは前置きして説明を求めたんです。というの

は、対象物件は結構あるわけですよね。そうな

ってきたときに、やっぱりさっき言ったみたい

な形で、要するに何が問題なのか。移転費用の

利子補給等々だと、事業の中身は知っているん

ですけども、そうなってくると、やっぱり別途

の対策とかを含めて総括的にやった場合、やは

り防災上こういう危険な地域で暮らしてもらう

と、垂水市にとっても命・財産を守ることは非

常に困難だという中で、こういう事業が設けら

れているわけなんですけども、そういう中で、

この間の広島だとかを含めてさまざまな教訓が

あった中で、やはりこの事業を総括的にいま一

度勘案して、総合的な対応というのもしていか

ないとだめなんじゃないかと。そうしないと、

なかなかこういう状況の中を脱しにくいと。こ

ういう制度があってもなかなか利用しにくいと。

というのは、やっぱり移転するためには、住宅

資金をどうするかというのが課題であり、利子

補給だけじゃなかなかというのがある中で、改

めてやっぱりこの年度が終わる中で総括的にこ

の事業の促進を図るためには、別途の独自の対

応というのも必要なのかなとかを含めて、そう
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いう視点での議論はなかったのかなと。そうい

うことで、このところを先ほどお願いしたのは、

そういう点の説明であります。 

○土木課長（宮迫章二）  今のところは、これ

にかわる制度というのはございません。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はございませ

んか。よろしいですね。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの本議案は、各

所管常任委員会に付託の上、審査したいと思い

ます。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号は、各所管常任委員会に

付託の上、審査することに決定いたしました。 

   △議案第13号～議案第20号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第16、議案第13号か

ら日程第23、議案第20号までの議案８件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第13号 平成26年度垂水市国民健康保険

特別会計補正予算（第４号） 案 

議案第14号 平成26年度垂水市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第15号 平成26年度垂水市交通災害共済

特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第16号 平成26年度垂水市介護保険特別

会計補正予算（第４号） 案 

議案第17号 平成26年度垂水市老人保健施設

特別会計補正予算（第１号） 案 

議案第18号 平成26年度垂水市病院事業会計

補正予算（第１号） 案 

議案第19号 平成26年度垂水市簡易水道事業

特別会計補正予算（第３号） 案 

議案第20号 平成26年度垂水市水道事業会計

補正予算（第３号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○市民課長（白木修文）  議案第13号平成26年

度垂水市国民健康保険特別会計補正予算（第４

号）案について、御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも9,809万4,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を26億4,557万8,000円とす

るものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、医療費の実

績及び今後の見込みによる保険給付費の減額補

正、平成25年度療養給付費等負担金の確定に伴

う国庫支出金返還金などの補正などでございま

す。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 10ページをお開きください。 

 １款総務費５項医療費適正化特別対策事業費

は、今後の執行額の見込みにより事務費を減額

するものでございます。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費のそれぞれの

目は、医療費の実績見込みにより今後の所要額

を勘案し、減額補正するものでございます。 

 ２項の高額療養費につきましても、実績見込

みにより減額補正するものでございます。 

 11ページをお願いします。 

 ３款後期高齢者支援金等及び６款介護納付金

は、額の確定に伴う減額補正でございます。 

 ７款１項共同事業拠出金の各目は、拠出金の

額の確定に伴う補正でございます。 

 10款公債費は、執行の見込みがないことから、

全額減額補正するものでございます。 

 12ページをお願いします。 
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 11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、

平成25年度療養給付費等負担金の確定に伴う国

庫支出金返還金の補正でございます。 

 これに対する歳入でありますが、７ページを

お開きください。 

 １款国民健康保険税及び３款使用料及び手数

料は、現時点での調定額に対しての収入見込み

による補正でございます。 

 ４款国庫支出金の１項国庫負担金及び次の

ページの２項国庫補助金は、国から示される年

間の交付額を見込んだ補正でございます。 

 ５款療養給付費交付金及び６款前期高齢者交

付金は、支払基金からの交付決定に基づき減額

補正するものでございます。 

 ７款県支出金も、国庫支出金と同様に年間の

交付額を見込んだ補正でございます。 

 ８款１項共同事業交付金の各目は、国保連合

会の通知に基づき減額補正するものでございま

す。 

 ９ページをお願いします。 

 10款２項１目の一般会計繰入金につきまして

は、保険基盤安定繰入金等の確定に伴う補正で

ございます。 

 ４目のその他繰入金につきましては、医療費

の高どまりと前期高齢者交付金の大幅な減額な

どに伴い、多額の財源不足が生じることが予想

されるため、その赤字分を補痾するために、一

般会計から繰り入れるものでございます。 

 12款の諸収入は、実績及び今後の見込み額を

補正いたしました。 

 以上で、議案第13号平成26年度垂水市国民健

康保険特別会計補正予算（第４号）案の説明を

終わりますが、御審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

 引き続きまして、議案第14号平成26年度垂水

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

案について、御説明申し上げます。 

 １ページに記載しておりますように、今回の

補正は、歳入歳出とも328万5,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を２億1,844万8,000円とす

るものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、後期高齢者

医療広域連合納付金の年間納付額を見込んだ補

正などでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細によ

り御説明いたします。 

 なお、金額はお示ししてありますので、省略

させていただきます。 

 歳出から御説明いたします。 

 ５ページをお開きください。 

 １款１項１目の後期高齢者医療広域連合納付

金は、被保険者保険料及び保険基盤安定分担金

の年間の所要額を見込んで補正するものでござ

います。 

 ２款諸支出金、２項１目の繰出金は、一般会

計繰出金の額が確定したことに伴う補正でござ

います。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ４ページをお開きください。 

 １款１項の後期高齢者医療保険料は、実績と

今後の収入見込みによる補正でございます。 

 ３款繰入金、１項１目の保険基盤安定繰入金

は、額の確定に伴う補正でございます。 

 ４款繰越金は、前年度の繰越金の確定に伴う

補正でございます。 

 以上で、議案第14号平成26年度垂水市後期高

齢者医療保険特別会計補正予算（第２号）案の

説明を終わりますが、御審議のほどよろしくお

願い申し上げます。 

○市民相談サービス課長（北迫一信）  議案第

15号平成26年度垂水市交通災害共済特別会計補

正予算（第１号）案について、御説明申し上げ

ます。 

 今回の補正は、事業費の負担金、補助及び交

付金の交通災害共済の見舞金を増額することが

主な理由でございます。 
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 補正の額は、歳入歳出それぞれ250万円を増

額し、歳入歳出予算の総額を840万9,000円にす

るものであります。 

 まず、歳出から御説明申し上げます。 

 ４ページをお開きください。 

 歳出につきましては、１款事業費の補正にな

りますが、交通災害共済加入者の交通死亡事故

に関しましては、平成27年１月17日及び23日に

２件の交通死亡事故が発生し、残念ながら２名

のとうとい命が奪われております。それに伴う

負担金、補助及び交付金の見舞金を増額しよう

とするものであります。 

 続きまして、歳入でございますが、４款繰越

金を増額いたしまして、収支の均衡を図ってお

ります。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  議案第16号平成

26年度垂水市介護保険特別会計補正予算（第４

号）案について、御説明申し上げます。 

 １ページのほうをお開きください。 

 今回の補正は、介護給付費の今年度見込み額

による国支払基金等の歳入歳出予算の減額補正

が主なものでございます。 

 今回の補正の額は、歳入歳出からそれぞれ

8,587万6,000円を減額し、補正後の予算総額を

歳入歳出それぞれ20億679万5,000円とするもの

でございます。 

 最初に、歳出について御説明いたします。 

 ８ページをお開きください。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理

費は、今般の介護報酬改定に伴う介護システム

改修に要する補正でございます。 

 ２款保険給付費、１項サービス等諸費の１目

サービス給付費から３目地域密着型介護サービ

ス給付費は、今後の給付額見込みにより減額補

正を行うものでございます。 

 次に、２項介護予防サービス等諸費の１目介

護予防サービス給付費から２目介護予防サービ

ス計画給付費も、今後の給付額見込みによる減

額補正でございます。 

 ３目地域密着型介護予防サービス給付費は、

介護予防小規模多機能型居宅介護費の今後の給

付額見込みにより増額補正を行っております。 

 次の９ページをお願いします。 

 ３項高額介護サービス等費から、その次の４

項その他諸費、５項特定入所者介護サービス費

のそれぞれの目は、給付額見込みによる増額補

正でございます。 

 最後の６項高額医療合算介護サービス等費、

１目高額医療合算介護サービス費は、今後の給

付額見込みにより増額補正を、２目高額医療合

算介護予防サービス費は、今後の給付額見込み

による減額補正を行っております。 

 次に、歳入について御説明申し上げます。 

 ４ページをお開きください。 

 事項別明細書の歳入で御説明いたします。 

 １款保険料を増額し、３款国庫支出金、４款

支払基金交付金、５款県支出金、７款繰入金を

減額いたしまして収支の均衡を図っております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、議案第17号平成26年度垂水

市老人保健施設特別会計補正予算（第１号）案

について、御説明申し上げます。 

 １ページのほうをお開きください。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ697万7,000

円を減額し、歳入歳出予算の総額を５億8,847

万4,000円とするものでございます。 

 主な補正の理由でございますが、実績及び今

後の見込みに伴う指定管理料等の減額補正及び

事業収益の確定見込みに伴う財源措置をしよう

とするものでございます。 

 それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書に

より御説明いたします。 

 金額をお示ししてありますので、省略させて
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いただきます。 

 歳出のほうから御説明いたします。 

 ５ページをお開きください。 

 １款事業費、１項老人保健施設事業費、１目

老人保健施設事業費は、指定管理料及び交付金

を減額補正し、基金利子積立金を増額補正する

ものでございます。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ４ページをごらんください。 

 １款療養費収入、２款使用料及び手数料、５

款諸収入は、事業収益の確定見込みに伴い、減

額補正をするものでございます。 

 ３款財産収入は、基金利子の収入見込みによ

る増額補正でございます。 

 ４款繰越金は、前年度決算の確定に伴い、減

額補正をするものでございます。 

 ６款繰入金、１項基金繰入金は、事業収益の

減額に伴う財源不足を補痾するため、増額補正

をするものでございます。 

 ２項一般会計繰入金は、基金繰入金の増額補

正をもっても財源不足が生じることが予想され

るため、その赤字分を補痾するために、一般会

計から繰り入れるものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第18号平成26年度垂水市病

院事業会計補正予算（第１号）案について、御

説明申し上げます。 

 １ページのほうをお開きください。 

 今回の補正の理由でございますが、病院事業

収益及び病院事業費用の減額補正と資本的収入

及び資本的支出の減額補正をしようとするもの

でございます。 

 第２条の収益的収入及び支出の予定額の補正

でございますが、収入の第１款病院事業収益を

6,058万7,000円減額し、総額21億7,184万6,000

円とし、支出の第１款病院事業費用を600万

9,000円減額し、総額21億9,700万8,000円とす

るものでございます。 

 次に、第３条資本的収入及び支出の補正でご

ざいますが、収入の第１款資本的収入を289万

7,000円減額し、総額4,380万3,000円とし、支

出の第１款資本的支出を4,292万円減額し、総

額１億7,381万3,000円とするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○水道課長（塚田光春）  議案第19号と議案第

20号につきましては水道課所管でございますの

で、一括して御説明申し上げます。 

 まず、議案第19号平成26年度垂水市簡易水道

事業特別会計（第３号）案について、御説明申

し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、不用額の整理を行うものでございます。 

 １ページに記載してありますように、今回の

補正額は、歳入歳出それぞれ429万7,000円を減

額し、歳入歳出予算の総額を4,121万6,000円と

するものでございます。 

 それでは、歳出から主な補正予算のみ説明を

いたします。 

 ５ページをお開きください。 

 １款総務費、１項１目一般管理費の11節需用

費の修繕料は、小谷ポンプ場の取水量が減少し

たため、井戸洗浄をするようにしておりました

けれども、調査の結果、場内の薬品を混ぜる配

管のつまりが原因で井戸には問題がなかったこ

とから、井戸洗浄をやめたため、減額するもの

でございます。 

 15節工事請負費は、県の農村災害対策事業に

よる小谷地区防火水槽設置に伴い、配水管移設

工事を計上しておりましたけれども、配水管の

移設工事を、県が防火水槽の本工事の中で実施

したことから、減額するものでございます。 

 18節備品購入費は、水道メーターの購入に係

る入札残を減額するものでございます。 

 次に、歳入でございますが、前のページをご
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らんください。 

 １款使用料及び手数料、１項１目使用料の節

の簡易水道使用料は、給水戸数の減少等により

使用料の減額をするものでございます。 

 ２款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般

会計繰入金は、一般会計からの繰入金を減額補

正しまして収支の均衡を図っております。 

 ４款諸収入、１項雑入、１目雑入は、歳出で

も説明をしましたように、小谷地区防火水槽設

置に伴う配水管移設工事の補償費がなくなった

め、減額するものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第20号平成26年度垂水市水

道事業会計補正予算（第３号）案につきまして、

御説明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由は、年度末の決算を見

込み、予算の整理を行うものでございます。 

 １ページをごらんください。 

 第２条の収益的収入及び支出の収入は、水道

事業収益を510万円減額し、２億8,913万1,000

円とするものでございます。 

 収益的紙支出は、水道事業費用を118万2,000

円増額し、２億7,470万7,000円とするものでご

ざいます。 

 第３条の資本的収入及び支出の収入は、177

万円減額し、173万円とするものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 支出は831万2,000円減額し、１億898万2,000

円とするものでございます。 

 第４条の議会の議決を得なければ流用できな

い経費の職員給与費は、18万2,000円増額し、

5,093万6,000円とするものでございます。 

 それでは、詳細につきまして参考資料により

御説明いたします。 

 ７ページをお開きください。 

 まず、収益的収入及び支出の収入から説明を

いたします。 

 １款水道事業収益、１項営業収益、１目給水

収益の節の水道料金は、給水人口の減少、それ

に事業所や市民の節水意識の向上等により水道

料金が低下しているため、減額するものでござ

います。 

 次に、支出でございますが、１款水道事業費

用、１項営業費用、２目配水及び給水費の節の

賞与引当金繰入額から３目総係費の法定福利費

引当金繰入額までは、人件費に不足を生じたた

め増額するものでございます。 

 ２項営業外費用、３目消費税及び地方消費税

は、税務署へ支払う消費税に不足を生じるため

増額するものでございます。 

 ８ページをごらんください。 

 次に、資本的収入及び支出の収入を御説明い

たします。 

 １款資本的収入、１項１目工事負担金の節の

工事負担金は、市道改良工事等による水道管移

転工事に伴う移転補償費の確定により減額する

ものでございます。 

 次に、支出でございますが、１款資本的支出、

１項建設改良費、１目原水及び浄水設備工事費

の節の工事請負費は、執行残を減額するもので

ございます。 

 ２目配水設備工事費の節の委託料と工事請負

費も、それぞれ執行残を減額するものでござい

ます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ここで、暫時休憩します。 

 次は、１時15分から再開します。 

     午後０時３分休憩 

 

     午後１時15分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほどの説明に対し、これから質疑を行いま

す。 
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 質疑はありませんか。 

○川萇達志議員  全体的にこういうふうになる

のかなとは思うんですけれども、執行残が多い

のかなという気がします。本来ならば市民に回

るお金です。このことが市民の生活を支える、

経済を支える大もとであります。 

 そこで、まず、農林課長、火山活動の１億

4,000万少ないが、減額が、それから商工観光

課長、６次産業化のこのお金、それから土木課、

委託料の500万、港湾管理費。それと、水道

課…… 

○議長（森 正勝）  川菷議員、今のやつは一

般会計。議案が違うんですけど。 

○川萇達志議員  補正だよ、補正の減額が多い

ちゅう話。特会は閉めましたか？ 

○議長（森 正勝）  はい。 

○川萇達志議員  じゃあ、取りあえずそのこと

を指摘だけをさしてください。ぜひしっかりと

予算を正確につくる努力をしていただきたいと

いうことです。 

 それで、同じことで、水道課、これ4,200万

残っているんだけれども、なぜこういうふうに

大きな金が残る。これも本当は水道行政を初め

として市民に回る金なんです。ここいらにしっ

かりと目を当てていかないと、繰り越しで、市

民に金が回っていかないよと。ここは、やっぱ

りそれぞれの市民から見れば、大きな関心事で

なきゃいけないと思いますが、一般会計につい

ては、そういうことですので何も言いませんけ

れども、水道課。 

○水道課長（塚田光春）  ちょっと今、質問の

どこの項目かちょっとわからなかったんですが。 

○川萇達志議員  支出のマイナスの4,200万、

この工事請負費5,300万。 

○水道課長（塚田光春）  工事請負は530万な

んですけども。 

○川萇達志議員  ああ、これは計だね。じゃ、

そこをちょっと、余った理由を。 

○水道課長（塚田光春）  これは、工事をこと

しは15件ぐらい出しているんです。それで、そ

の入札残の累積した金額なんですけれども。 

 以上です。 

○川萇達志議員  累積でこれだけ余ったの。わ

かりました。しつこくなりますけれども、さっ

きからの趣旨は、ぜひ、ここら辺の数字を小さ

くする努力をしていただきたいということです。

ぜひ、お願いします。 

 以上です。 

○議長（森 正勝）  ほかにございませんか。 

○持留良一議員  議案17号と18号について質疑

をいたします。質疑ですので、対案とかそうい

うことはできませんので。 

 まず、17号ですけども、保健施設です。先ほ

ど一千数百万の繰り入れをしないとできないと

いうことで、これについては、そもそもの契約

があったということで、こういうふうになって

いるんですけども、この問題については、先ほ

ど言われたとおり、この間のさまざまな問題に

ついては決算のときも指摘があったと思うんで

す。そのために、コスモス苑の事務局長が来た

りして説明もされて、今後どういうふうにやっ

ていくかという部分がいろいろあったかと思う

んですが、１つは、なぜこういうふうになった

のかということと、その対策というんですか、

取り組みというか、これに向けてのどういう対

策をとっていくのか、その点についてお聞きを

したいというのがあります。 

 それから、病院のほうなんですけども、この

病院については、国の医療政策のそもそもが大

きな問題もあろうかというふうに思います。 

 もう一つ、そういう中で、例えばあるデータ

では、病院にかかったけども、５割近い方が病

院に行けないと。その後、病院のほうも診察す

るのを断念するとか、いろいろあるんですけど

も、そういう中で、この問題について、今後ど

ういう考え方を持って対応されていくのか、そ
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のあたりについて、この点についてもやはり病

院等も含めて協議がされてきているのじゃない

かなというふうに思います。 

 この点については、そもそもの構造的な問題

もあろうかと思いますので、この点についてお

聞きをして、その対策についてどうしていくん

だということを含めてお聞きをできればと思い

ます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  まず、コスモス

苑のことについてでございますが、少し経緯か

ら述べさせていただきますと、コスモス苑の運

営につきましては、開設当初から肝属郡医師会

にお願いをしてきており、さきの12月議会にお

きましても、平成27年度からも引き続き指定管

理者として運営をお願いをするということで御

承認をいただいたところでございます。 

 御承知のとおり、コスモス苑は、平成９年４

月に老人保健法の適用を受ける施設として開所

をいたしまして、以来18年が経過をしてきてお

ります。老人保健法から介護保険法への適用法

律が変更になった平成12年度の特別会計決算で

は、7,000万円を超える収益がございましたが、

３年ごと、それぞれ平成15年、18年、21年、24

年、27年といったぐあいに実施されます介護報

酬改定で、ほぼ毎回介護報酬の引き下げや基準

の厳格化が行われて、介護老人保健施設を取り

巻く環境というのがどんどん厳しくなってきて

おります。 

 そもそもコスモス苑の運営につきましては、

医療と比べまして介護報酬の単価が低いという

こと。それから、施設の人員基準が厳しいとい

うこと。それから、施設建設費用の借入金償還

が年7,000万円を超えることなどの理由で、開

設当初から赤字が出ると予想されていたところ

でございます。 

 しかしながら、医療費の高騰を抑えるため、

当時の垂水市にとって老人保健施設を整備する

必要性が非常に高いということ。それから、コ

スモス苑の運営を肝属郡医師会にお願いするに

当たっては、赤字が発生をした場合には垂水市

が補痾をするとの条件によって運営を引き受け

ていただいた経緯がございます。 

 そのような中で、開業14年となります平成22

年度には、経常費用による赤字部分が発生をす

ることになりまして、22年度以降は介護老人保

健施設基金からの繰り入れで不足部分を補痾を

してまいりました。平成26年度は基金の全額、

3,034万6,000円を繰り入れても、なお財源に不

足を生じる見込みとなったために、一般会計か

らの繰り入れを計上させていただいたところで

ございます。 

 平成27年度の介護報酬改定でもサービス単価

の引き下げが示されており、厳しい状況が予想

されるところでありますが、健全経営を目指し

ながら、肝属郡医師会の協力のもとに一層の経

費の削減、収益の向上に努めてまいりたいと考

えております。 

 それから、病院事業でございますが、この病

院にとりましても全国初の公設民営型病院とい

うことで62年３月に開院をしまして、それから

大分たつわけでございますが、昨今の診療報酬

改定がございまして、この改定で、それまで病

床で患者対看護師の割合、これが７対１体制か

ら、10月に10対１体制に変わったということ。

基準が非常に厳しくなったということでござい

ます。 

 そういったことから、かなり病院事業として

は厳しい状況を余儀なくされているというよう

なことでございます。 

 市としましては、病院と連携をとりながら、

昨年、どういった内容でやるのか、私どももそ

れはなかなか、病院運営については素人でござ

いますので、コンサルにお願いしながら、中の

状況、財務状況とか、そういったものを委託を

して、その結果がある程度出てきてまいりまし

た。それをもとにしまして、病院のほうとも何
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とか、まずはその経費削減をお願いできないか

ということで、今、病院のほうとも詰めている

最中でございまして、今後、その人件費なりが、

それも上がってきておりますので、その辺のと

ころも何とか見直しができないのか、その辺も

お願いをしていくというような状況でございま

す。 

○持留良一議員  一つの大きな私たちの機能と

いうんですか、病院にしろ、介護施設にしろ、

これがいわゆる行政が悪いだとか、患者さんだ

とか、それからそういう方々が悪いとかいう問

題でもないと思うんです。そういう方々は利用

して元気になりたいし、病気を早くなおしたい。

介護でも一刻も早くよくなるようにということ

を求めれられているんです。 

 先ほど言われたとおり、やっぱり基本は国の

大方のそういう政治的な責任において、この制

度がさまざまある意味改悪されて、自治体や被

保険者、また患者さんに負担が来ているのかな

と。そのことによって非常に窓口が一層狭くな

っていると。まさに、今はそういうことを繰り

返していくと、今度は働く人たちがいなくなっ

てしまうという、いわゆるある意味での悪循環、

そういうスパイラルに落ち込んでいっちゃう可

能性もなきにしもあらずと、非常にこの問題と

いうのは相当な、例えば市としても、市長とし

ても検討委員会を立ち上げて、この問題につい

てはやっぱり本当に今まで病院との関係でも、

経営的な面はなかなかできなかったけれども、

やっぱりそこにも参加さしてもらって、やっぱ

り基本的に一緒に考えていくというある意味で

のそういうスタートが大事だろうというふうに

思うんです。 

 だから、そういう点ではぜひそういう方向に

向かって、これを一つの機にしながらぜひ取り

組んでいっていただきたいというふうに思うん

ですが、最後、ちょっと市長のそのあたりの今

のこの状況、報告があったと思うんですが、そ

ういう点では非常に重要な点に来ているという

私なんかは認識なんですけども、そこ等の支援、

その支援について、ちょっと市長の見解を聞き

たいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  現状は、先ほど担当課長

が申し上げましたとおりでありますが、やはり

少子高齢化、過疎化、人口減、日本という国の

あり方がある面、二、三十年前の高度経済成長

とか、そういった状況とは背景が違っておりま

すので、そういった中で、膨れ上がる医療費

等々の問題も含めて、どういう新しい道筋をつ

くっていくのかということが大事だというふう

に思っておりますので、例えば、一例を申し上

げますと、今、検討をさしていただいておりま

す地域包括ケアの体制づくりというのは、そう

いった時代の状況を踏まえて、新しい形、持続

可能な体制をつくっていくということで考えて

いるわけでありますから、その辺も含めて、御

提案いただいた御意見も踏まえて検討して、進

めていきたいというふうに思っております。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑はありません

か。 

○池山節夫議員  済みません、今のでちょっと

関連ですけど、コスモス苑の施設整備費の

7,000万はいつまで、あと何年ぐらい。わかれ

ば。わからなければ、もういい。後でいいです。 

○議長（森 正勝）  後ほどお答えください。 

 ほかに質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで、質疑を終わります。 

 お諮りいたします。ただいまの議案８件につ

いては、いずれも所管の各常任委員会にそれぞ

れ付託の上、審査したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第13号から議案第20号までの議
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案８件については、いずれも所管の各常任委員

会にそれぞれ付託の上、審査することに決定い

たしました。 

   △議案第21号～議案第31号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第24、議案第21号か

ら日程第34、議案第31号までの議案11件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第21号 平成27年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第22号 平成27年度垂水市国民健康保険

特別会計予算 案 

議案第23号 平成27年度垂水市後期高齢者医

療特別会計予算 案 

議案第24号 平成27年度垂水市交通災害共済

特別会計予算 案 

議案第25号 平成27年度垂水市介護保険特別

会計予算 案 

議案第26号 平成27年度垂水市老人保健施設

特別会計予算 案 

議案第27号 平成27年度垂水市病院事業会計

予算 案 

議案第28号 平成27年度垂水市漁業集落排水

処理施設特別会計予算 案 

議案第29号 平成27年度垂水市地方卸売市場

特別会計予算 案 

議案第30号 平成27年度垂水市簡易水道事業

特別会計予算 案 

議案第31号 平成27年度垂水市水道事業会計

予算 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  平成27年度一般会計及び

特別会計予算の提案に当たりまして、予算の編

成とその概要について、御説明を申し上げます。 

 平成27年度の一般会計当初予算は、私の市長

就任の時期や市議会議員選挙の関係で、義務的

経費及び経常的経費を中心とした骨格予算とし

て編成をいたしました。肉づけ部分である政策

的予算につきましては、施政方針とあわせまし

て６月補正予算等でお示しいたします。 

 なお、特別会計は、例年どおり年間予算とし

て編成をいたしました。 

 さて、昨年暮れの衆議院総選挙をへて成立し

た第３次安倍内閣は、景気回復の実感を地方に

も届けるとして、地方への好循環拡大に向けた

緊急経済対策を閣議決定し、去る２月３日成立

した平成26年度補正予算と平成27年度予算をあ

わせ、経済再生と財政再建の両立の実現を目指

す予算とされております。 

 また、経済の重点課題の筆頭格に地方創生を

掲げ、地方創生の担い手である全地方自治体の

国の予算である地方財政計画に１兆円のまち・

ひと・しごと創生事業費を新たに計上しており、

平成27年度は地方創生元年とも言われ、地方に

手厚い予算配分となっております。 

 一方、今後の地方財政について、平成32年度

までに国、地方の基礎的財政収支癩癩プライマ

リーバランスの黒字化に向けて地方交付税の削

減が進むとの見解から、持続可能な財政力の構

築が求められております。 

 次に、平成27年度の地方財政対策の概要です

が、地方が地方創生に取り組みつつ安定的に財

政運営を行うことができるよう、地方の一般財

源総額は地方創生のための財源を上乗せして、

平成26年度の水準を相当程度上回る額が確保さ

れたものの、地方税収の増を反映して、本市の

主要財源である地方交付税等は減額されている

ことから、地方税収の少ない本市にとっては減

額の影響が心配されるところでございます。 

 以上のように、国の予算の状況を踏まえた本

市の平成27年度予算は、国の平成26年度補正予

算による緊急経済対策への対応に加え、また、

限られた財源の中で、歳入歳出両面から見直し
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を進めながら予算編成を行ったところでありま

す。 

 このようなことから、国の平成26年度補正予

算にかかわる緊急経済対策への本市における具

体的な事業につきましては、現在、最終的な取

りまとめ段階にあり、平成26年度補正予算（第

７号）案として、本会議中に追加提案する予定

としております。 

 それでは、一般会計から御説明を申し上げま

す。 

 平成27年度の一般会計当初予算は、義務的経

費及び経常的経費を中心とした骨格予算として

編成しておりますことや、平成26年度は５億円

を超える消防・救急無線デジタル整備事業等を

実施した影響もあり、歳入歳出予算の総額は83

億5,000万円で、前年度に比べ17.6％の減とな

っております。 

 歳入におきましては、市税は固定資産税の減

収などで前年度に比べ1.6％減の13億178万

3,000円を見込み、歳入の柱である地方交付税

は2.6％減の39億4,300万円を計上しております。 

 また、借金である市債については、先ほども

説明をいたしましたが、消防・救急無線デジタ

ル整備事業等の影響もあり、前年度比58％減の

５億2,220万円を計上しております。歳出にお

きましては、一層の節減合理化を推進すること

で、あらゆる経費の見直しを図ってまいります。 

 予算の状況を性質別に見てみますと、人件費

は定年退職予定者が前年度より少ないことなど

から、前年度比１億8,588万6,000円、8.7％の

減、扶助費は、新たに始まる認定こども園の措

置費などの影響もあり、前年度比7,529万8,000

円、4.9％の増となっております。普通建設事

業費は、消防・救急無線デジタル化事業や、防

災情報伝達のためのコミュニティＦＭ施設整備

事業などを前年度実施したことにより、前年度

比では15億1,407万4,000円、69.7％の減となっ

ております。 

 それでは、主な事業につきまして、御説明を

申し上げます。 

 まず、総務費について申し上げます。 

 平成27年度は５年に１回の国勢調査の調査年

度に当たることから、必要な経費を計上してお

ります。人口減少対策事業としての垂水市住宅

取得費等助成事業を継続して実施します。 

 また、ふるさと納税制度事業の周知を図り、

ふるさと応援寄附金の確保を図ってまいります。 

 また、垂水イメージアップ事業として、平成

26年度に決まりました垂水市公式イメキャラ

「たるたる」での広報事業などを新たに計上し

ております。 

 次に、民生費について申し上げます。 

 障害者福祉につきましては、障害者総合支援

法に基づく日常生活支援事業、社会生活支援事

業など、共生社会の実現のための諸施策を引き

続き実施してまいります。 

 子育て支援につきましては、子育てに関する

相談に応じ必要な施設、事業を円滑に利用でき

るように支援する事業を実施いたします。 

 また、４月から新しく始まる認定こども園に

ついて経費を計上しております。 

 高齢者対策につきましては、平成27年度が第

６期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

の初年度に当たりますことから、住みなれた地

域で安心して暮らせるまち、垂水を目指し、地

域包括ケアシステムの構築を推進してまいりま

す。 

 次に、衛生費について申し上げます。 

 医療費が増大している国民健康保険事業の状

況も踏まえ、がん検診推進事業、各種予防接種

事業などを引き続き実施いたします。 

 地域医療の充実につきましては、垂水中央病

院や肝属郡医師会垂水班との連携により医師体

制の充実のために、引き続き必要な予算を計上

しております。 

 次に、生活環境分野につきまして、浄化槽設
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置整備事業において汲み取りから浄化槽へ切り

かえた場合に、新たに上乗せ補助を実施いたし

ます。 

 また、循環型社会の構築を目指して、引き続

き、収集・分別に係る経費等を計上しておりま

す。 

 次に、農林水産費について申し上げます。 

 本市の地域特性を生かした農業の展開・発展

を図っていくため、新規就農者及び農業経営体

の育成・確保対策や防災営農対策事業などを継

続して実施いたします。 

 水産業の振興のつきましては、依然として厳

しい経営環境が続いているため、養殖業者の振

興策として、両漁協への短期貸し付けを継続実

施いたします。 

 また、国の漁協経営改善推進事業によります

借りかえ資金にかかわる保証料の補助を新規事

業として予算計上しております。 

 次に、商工費について申し上げます。 

 厳しい状況にある商工業支援として、引き続

き運転資金や設備投資などの借り入れに関する

利子補給や商工会運営に対する補助などの支援

を行ってまいります。 

 観光振興につきましては、民泊事業の円滑な

推進を図るための民泊事業推進事業貸付金を引

き続き計上しております。 

 その他として、自然環境を生かした観光開発

にかかわる事業などについても引き続き実施い

たします。 

 次に、土木費について申し上げます。 

 産業及び市民生活を支える社会基盤となる道

路につきましては、社会資本整備総合交付金事

業を活用し、引き続き事業を進めるとともに、

その他の市道や集落道におきましても緊急度の

高いものから整備を推進してまいります。 

 そのほか、橋梁の長寿命化事業なども引き続

き予算を計上しております。 

 次に、消防費について申し上げます。 

 救急体制及び消防力の整備につきまして、災

害対応特殊救急自動車と老朽化している消防団

のポンプ自動車１台を更新いたします。 

 また、国道拡幅工事によります牛根分遣所の

公共補償工事として、分遣所の引き家工事を実

施いたします。 

 防災対策につきましては、平成26年度整備を

行いましたコミュニティＦＭを利用しての防災

情報伝達事業の本格運用を開始いたします。 

 次に、教育費について申し上げます。 

 小学校の施設整備につきましては、平成27年

度新城小学校と松ヶ崎小学校の外壁改修工事を

実施いたします。 

 垂水高校振興対策につきましては、垂水高校

振興支援計画に基づく振興対策を継続いたしま

す。 

 学校教育につきましては、地域に開かれた特

色ある学校づくりを進めていくための事業や、

安心で栄養バランスのとれたおいしい学校給食

事業などを引き続き実施いたします。 

 社会教育につきましては、各種文化事業を初

め、本年度鹿児島県内で開催されます第30回国

民文化祭に係る予算を計上しております。 

 また、子供たちの夢を育む総合プランを、教

育委員会関係課において継続して実施いたしま

す。 

 次に、災害復旧費について申し上げます。 

 災害復旧事業につきましては、予測困難なゲ

リラ豪雨に伴う土砂災害や台風の巨大化による

風水害等の発生に備え、所要の予算を計上して

おります。桜島降灰対策につきましても、引き

続き路面清掃や宅地内の降灰除去事業等に取り

組んでおり、平成27年度は、老朽化したロード

スイーパーを２台更新いたします。 

 次に、特別会計につきまして御説明いたしま

す。 

 まず、国民健康保険特別会計について申し上

げます。 
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 国民健康保険制度は、農林水産業及び自営業

者を中心とする制度として創設されてから、我

が国の国民皆保険制度の基礎として、地域医療

の確保と地域住民の健康保持増進の向上に大き

な役割を果たしていますが、国保制度が抱える

脆弱な財政基盤といった構造的問題は一層深刻

さを増してきております。 

 本市の国保財政においても、平成24年度以降、

一般会計から法定外繰り入れによる支援を受け

なければならない状況に陥り、平成25年度には

税率改正も実施しましたが、医療費の高どまり

等により、平成26年度も多額の収支不足が見込

まれております。 

 このような状況を踏まえ、国においては平成

30年度から、都道府県が国保財政について責任

を持つことなどの医療保険制度改革案を、平成

27年の通常国会に提出するとしておりますが、

増大する医療費の適正化は今後の保険制度の安

定化にとっても大きな課題でございます。 

 平成27年度も引き続き医療費抑制策として、

生活習慣病の早期発見・早期治療を促進するた

め、特定健診審査、特定保健指導の受診率向上

を図るとともに、レセプトデータ等の分析に基

づいたデータヘルス計画を策定し、効果的な医

療費適正化事業の推進と被保険者の健康保持増

進を目指してまいります。 

 歳入歳出予算の総額として、29億1,165万

7,000円を計上しております。 

 次に、後期高齢者医療特別会計について申し

上げます。 

 後期高齢者医療制度は、高齢化の進展に伴う

医療費の増大が見込まれる中で、高齢者の医療

費を安定的に支えることや、高齢者と現役世代

の負担の明確化を図ることなどを目的に平成20

年度に導入され、８年目を迎えております。 

 予算の構成といたしましては、歳入は、被保

険者から徴収する保険料と保険料軽減のための

繰入金であり、歳出は、後期高齢者医療広域連

合への納付金が主なものとなっております。 

 歳入歳出予算の総額として２億2,670万3,000

円を計上しております。 

 次に、交通災害共済特別会計について申し上

げます。 

 交通事故で被災された市民の相互扶助を目的

に昭和45年に設置されたこの共済事業は、市民

各位の御理解と御協力によりまして順調に運営

されてきております。今後も、関係機関や各種

団体の協力を得て、市民の交通安全に対する意

識の高揚に努めるとともに、事業の健全運営を

図るため、引き続き加入促進に努めてまいりま

す。 

 歳入歳出予算の総額は、578万9,000円を計上

しております。 

 次に、介護保険特別会計について申し上げま

す。 

 介護保険制度は、年金、医療に次ぐ第３の社

会保障制度として創設され、介護が必要な高齢

者を支える仕組みとして15年が経過し、大きな

役割を担っております。 

 しかしながら、高齢者の急速な増加に伴い介

護ニーズが増大し、１年間に支払われる総費用

額も、国においては当初の2.7倍となり、今後

もふえ続ける見込みとなっておりますことから、

持続可能な社会保障制度の確立を目指して、平

成26年度は医療法、介護保険法の大幅な改正が

行われました。 

 本市としましても、平成27年度はこの改正を

踏まえた第６期高齢者福祉保健計画及び介護保

険事業計画を策定し、その初年度に当たります

ことから、引き続き介護保険制度の安定的な運

営に努めてまいります。 

 予算の概要でございますが、歳入歳出予算の

総額は20億7,082万7,000円を計上しております。 

 次に、老人保健施設特別会計について申し上

げます。 

 垂水市介護老人保健施設コスモス苑は、要介
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護状態となった方々の心身の自立を支援し、家

庭生活への復帰を目指す施設として平成９年の

開園以来、18年目を迎えました。近年の施設運

営は厳しい状況が続き、平成22年度以降は介護

老人保健施設基金から財源を補痾してまいりま

したが、平成26年度にはついに一般会計から繰

り入れを実施しなければならない状況に至って

おります。 

 さらに、平均マイナス2.27％の大幅減額とな

る平成27年介護報酬改定の影響により本年度も

赤字が見込まれておりますが、肝属郡医師会と

の協力のもと、健全な施設運営が行えるよう、

できる限りの収入増を図るとともに、さらなる

経費の節減に努め、介護保険法の理念にのっと

り、利用者の側に立ったサービス向上に努めて

まいります。 

 歳入歳出予算の総額は、５億8,064万5,000円

を計上しております。 

 次に、漁業集落排水処理施設特別会計につい

て申し上げます。 

 今後も牛根境地区の生活環境の改善と鹿児島

湾奥の水質保全の向上を図るために、引き続き

加入促進やコスト削減に努め、円滑な施設の運

営管理に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、3,047万3,000円を計

上しております。 

 次に、地方卸売市場特別会計について申し上

げます。 

 本市の公設地方卸売市場は、市民に新鮮な野

菜等を豊富に安定的に流通させる拠点、また、

地産地消の拠点としての役割も果たしており、

市民の食生活の安心・安全や農業経営の安定化

に資するなど、市民生活や農業振興に大きく寄

与しているところでございます。 

 今日、農業、流通業等については、消費人口

の減少、ＴＰＰへの対応など多くの課題が浮上

しておりますが、今後も社会・経済情勢の変化

に対応し、利用者や消費者ニーズに応じられる

機能の充実を図るなど、本市の特徴を生かした

健全な市場運営に努めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、415万5,000円を計上

しております。 

 次に、簡易水道事業特別会計について申し上

げます。 

 上水道と同様に、安全で安心して飲める水道

水を安定的に供給することを使命に、万全な体

制で維持管理に努めますとともに、コストの縮

減等事務事業の効率性の向上に努めます。 

 また、簡易水道事業は経営基盤が脆弱である

ことから、簡易水道２地区のうち段・小谷地区

を平成27年度に上水道へ統合するための上水道

変更届出書等の作成をし、平成28年度に上水道

へ統合するように進めてまいります。 

 歳入歳出予算の総額は、3,973万5,000円を計

上しております。 

 次に、水道事業会計について申し上げます。 

 安全で安心して飲める水道水を安定的供給す

るために、平成26年度は城山団地内の老朽化し

た配水主管布設がえ工事や、柊原・新城地区の

一部において民地に埋設してある配水主管を公

道へ移管する工事などを実施いたしました。 

 また、地震等によるライフラインとして機能

の確保と安全性の向上を図るために、耐震化計

画に必要な水道基幹管路の耐震診断や、配水管

及び給水管等の漏水調査と修繕工事を並行して

実施し、有収率の向上に努めました。 

 平成27年度も新城ポンプ場の水道施設の機器

更新工事を初め、老朽化した配水管等の布設が

え工事などを実施し、断水等が生じないように

適正な維持管理に努めます。 

 なお、年々給水人口の減少や市民・事業者の

節水意識の向上等により給水収益は減少する中

で、水道施設の老朽化による修繕費などの増加

で収支状況は厳しくなりますが、独立採算性を

さらに意識し、公営企業としての経営努力を行

い、水道事業の経営安定に努めてまいります。 
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 予算の概要につきましては、業務予定量とし

まして、給水戸数約7,000戸、年間給水量157万

3,800立方メートルとして所要の経費を計上い

たしております。 

 収益的収支につきましては、収益総額が２億

8,280万9,000円で、その主な財源は水道料金と

なっております。事業費用につきましては。総

額２億6,076万2,000円で、対前年度比1,082万

2,000円の減となっております。 

 次に、資本的収支につきましては、収益総額

が380万円、支出総額が１億2,126万2,000円で、

支出総額は対前年度比896万8,000円の増となっ

ております。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足

する額は、内部留保資金を充当してまいります。 

 次に、病院事業会計について申し上げます。 

 垂水中央病院は、昭和62年度の開設以来28年

目となり、地域の中核医療機関としての役割を

果たしておりますが、医療機関の機能分化と在

宅医療の充実を柱とした昨年の診療報酬改定の

方針に沿った形で看護体制を見直すとともに、

一般病棟への一部を療養病棟へ変更いたしまし

た。 

 これらの変更に伴いまして、今後の事業運営

につきましては極めて厳しい状況が予想される

ところですが、肝属郡医師会との協力のもと経

費削減を推進し、経営健全化、信頼性、安全性

の向上に努めてまいります。 

 また、市民が住みなれた地域で安心して暮ら

せるまちづくりを目指して、病院の医療機能の

充実を図り、市内開業医との連携・協力のもと、

さらなる医療サービスの提供に引き続き努めて

まいります。 

 平成27年度の業務予定量といたしまして、年

間患者数を、入院３万7,300人、外来５万8,800

人の計９万6,100人と設定いたしました。 

 収益的収支につきましては、収入総額が20億

2,447万2,000円、支出総額が20億2,275万5,000

円であります。 

 次に、資本的収支につきましては、収入総額

が１億1,720万円、支出総額が２億2,737万

9,000円を計上しております。 

 以上をもちまして予算案の説明を終わります

が、詳細につきましては、審議の過程におきま

して、それぞれの担当課長から御説明を申し上

げますので、よろしく御審議賜りますようお願

いを申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ただいま、平成27年度の

各会計予算案について説明がありましたが、こ

れに対する質疑及び一般質問のための本会議を

３月10日及び11日の午前９時30分から開きます。 

 質疑及び質問は通告制といたしますので、質

疑者及び質問者は、会議規則第51条第１項の規

定により、３月２日の正午までに質疑及び質問

事項を具体的に文書で議会事務局へ提出願いま

す。 

 なお、当日の質疑及び質問時間は、答弁時間

を含めて１時間以内といたします。また、質問

回数については４回までといたしますが、一問

一答方式を選択した場合は、１回目は一括で行

い、２回目の質問から１項目につき３回までと

いたします。また、いずれも初回の発言時間を

20分以内に制限いたしますので、御協力をお願

いいたします。 

 ここで、先ほどの池山議員の質疑に対する答

弁を求めます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  先ほどの池山議

員のコスモス苑の建設費の償還期限の御質問で

したけれども、これは平成38年度までが償還期

限となっておりまして、あと12年の償還という

ことになります。済みませんでした。 

   △請願第８号・請願第９号・陳情第29 

    号・陳情第30号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第35請願第８号及び

日程第36、請願第９号並びに日程第37、陳情第

29号及び日程第38、陳情第30号の請願２件及び
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陳情２件を一括議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

請願第８号 国民健康保険税の引き下げを求

める請願書 

請願第９号 介護保険料の値上げの中止を求

める請願書 

陳情第29号 川内原発１・２号機の再稼働に

当たって九州電力に住民説明会を求め

る陳情書 

陳情第30号 集団的自衛権の行使を容認する

閣議決定の撤回を求める陳情書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  お諮りいたします。 

 ただいまの請願２件及び陳情２件については、

いずれも所管の各常任委員会にそれぞれ付託の

上、審査したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、請願２件及び陳情２件については、

いずれも所管の各常任委員会にそれぞれ付託の

上、審査することに決定いたしました。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（森 正勝）  明27日から３月９日まで

は、議事の都合により休憩といたします。 

 次の本会議は、３月10日及び11日に開きます。 

   △散  会 

○議長（森 正勝）  本日は、これをもちまし

て散会いたします。 

     午後１時56分散会 
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平成27年３月10日午前９時45分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（森 正勝）  皆さん、おはようござい

ます。定足数に達しておりますので、ただいま

から休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第32号上程 

○議長（森 正勝）  日程第１、議案第32号垂

水市副市長の選任についてを議題とします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第32号 垂水市副市長の選任について 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  議案第32号垂水市副市長

の選任について、御説明を申し上げます。 

 現在、副市長であります松下正氏より、平成

27年３月３日に退職願が提出をされ、平成27年

３月31日付をもって辞職されることから、新た

に岩元明氏を副市長として選任しようとするも

のでございます。 

 選任しようとする岩元明氏の住所は、垂水市

新城639番地の１、生年月日は昭和25年２月３

日でございます。 

 なお、この議案の上程は、地方自治法第162

条の規定に基づき、議会の同意を求めるもので

ございます。 

 御同意をいただきますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（森 正勝）  このことについての質疑

及び表決については、議事の都合上、あすにい

たしたいと思います。これに御異議ありません

か。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第32号は質疑及び表決をあす行

うことに決定しました。 

   △議案第33号～議案第37号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第２、議案第33号か

ら日程第６、議案第37号までの議案５件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第33号 垂水市教育委員会教育長の勤務時

間、休暇等及び職務専念義務の特例に関

する条例 案 

議案第34号 垂水市食育推進会議条例 案 

議案第35号 垂水市職員退職手当支給条例の一

部を改正する条例 案 

議案第36号 垂水市介護保険条例の一部を改正

する条例 案 

議案第37号 垂水市介護保険法に基づく指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に係る基準に関する条例の一部を

改正する条例 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  説明を求めます。 

○教育総務課長（川畑千歳）  皆さん、おはよ

うございます。議案第33号垂水市教育委員会教

育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特

例に関する条例案について、御説明申し上げま

す。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の

一部を改正する法律が、平成26年６月20日に公

布され、平成27年４月１日から施行されること

になりました。これにより、教育長が常勤の特

別職に位置づけられることに伴い、職務専念義

務が適用されることから、教育長の勤務時間、

休日、休暇等とあわせて職務専念義務の特例に

ついて条例を制定しようとするものでございま

す。 

 それでは、内容について御説明いたします。
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条例第１条は、教育長の勤務時間、休日、休暇

等に関し、必要な事項及び職務に専念する義務

の免除について、必要な事項を定めるものとす

るという趣旨を定めるものでございます。 

 第２条、教育長の勤務時間については、垂水

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用

を受ける職員の例によることとし、同条例中

「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする

ことについて定めるものでございます。 

 第３条は、教育長の職務に専念する義務の免

除についても、垂水市職員の例による旨を定め

るものでございます。 

 なお、附則としまして、第１項は施行期日に

ついて、平成27年４月１日から施行しようとす

るものでございます。 

 第２項は、この条例の経過措置について規定

するもので、現教育長の任期中、平成28年11月

６日までとなっておりますけれども、この任期

中においては従前の取り扱いとするため、本条

例は適用しないことを規定するものでございま

す。 

 以上で説明を終わりますけれども、御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○農林課長（池松 烈）  議案第34号垂水市食

育推進会議条例案につきまして、御説明申し上

げます。 

 この条例案につきましては、平成24年３月に

策定しました垂水市食育推進計画を国、県の計

画の改正予定があることから、整合性をとるた

めに平成27年度中に見直しを図ろうとするもの

でございまして、それに当たりまして垂水市食

育推進会議の設置が必要となり、平成17年法律

第63号としまして公布されました食育基本法第

33条の規定に基づき、条例で定めようとするも

のでございます。 

 条例案の内容でございますが、第１条で趣旨

について規定し、第２条で職務について規定し

ております。第３条で組織に関すること、第４

条で委嘱期間を、第５条で会長及び副会長に関

すること、第６条で会議に関すること、第７条

では庶務は農林課において処理する規定を、第

８条は委任に関する事項を規定しております。 

 なお、附則の第１項で、この条例は平成27年

４月１日から施行し、第２項では垂水市報酬及

び費用弁償条例の一部を改正しようと、別表第

２条関係で子ども・子育て会議委員の項の次に、

区分の欄に食育推進会議委員、報酬額の欄に日

額と同様4,000円、費用弁償額の欄に旅費上程

に規定する一般職員の旅費相当額と同様を加え

ようとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  おはようございます。

議案第35号垂水市職員退職手当支給条例の一部

を改正する条例案について、御説明申し上げま

す。 

 本議案は、国家公務員退職手当法の一部を改

正する法律に基づき、この条例についても改正

を行うもので、改正の概要としましては、平成

26年人事院勧告に基づく給与制度の総合的見直

しに伴い、月額給料が減額となる影響を踏まえ、

現行の退職手当の支給水準の範囲内で、職員の

在職期間中の公務への貢献度をより反映させる

ため、退職手当の調整額を改定するものでござ

います。 

 それでは、改正の内容について添付しており

ます新旧対照表で御説明いたします。 

 第６条の４は、退職手当の調整額について定

めておりますが、この調整額とは退職前の職責

に応じて退職金に加算されるものです。 

 第１項は、第１号から第５号の各区分で定め

る調整額をそれぞれ引き上げようとするもので

ございます。 

 第４項は、勤続期間が24年以下の職員の調整

額の取り扱いについて定めているものですが、

第１号においてこれまで第５号区分の勤続24年
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以下の職員については調整額がゼロ円、いわゆ

る支給なしと規定されていましたが、今回、当

該職員についても調整額が支給するよう改正と

なるため、この第１号を削除しようとするもの

です。 

 なお、附則としまして、附則第１項は施行期

日について、この条例は平成27年４月１日から

施行しようとするものでございます。 

 附則第２項は、経過措置について定めたもの

で、現在53歳までの職員までについては、旧制

度のほうが支給額が高くなるため、７年間の経

過措置を設けようとするものです。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  おはようござい

ます。それでは、議案第36号垂水市介護保険条

例の一部を改正する条例案について、御説明申

し上げます。 

 改正の理由でございますが、老人福祉法及び

介護保険法で３年ごとに高齢者保健福祉計画、

介護保険事業計画を定めることになっており、

これにあわせて平成27年度から平成29年度の介

護保険料を設定しましたことから、当該条例の

一部を改正しようとするものでございます。 

 改正の内容について御説明いたします。新旧

対照表をごらんください。 

 第２条でございますが、現行の平成24年度か

ら26年度までの保険料は、所得に応じて６段階

で定めておりましたが、改正案の平成27年度か

ら平成29年度につきましては９段階としており

ます。 

 また、保険料額につきましては、年額で表示

しておりますが、基準月額に直しますと、現行

4,180円から5,100円へ改め、この基準月額をも

とに各所得階層ごとの年額を算定しているとこ

ろでございます。 

 しかしながら、第２項で所得の少ない第１段

階の第１号被保険者については、別枠で公費の

投入を行い、保険料の軽減を強化し、本来３万

600円になるところの保険料を２万7,540円とし

ております。 

 次に、第４条については、所得段階が第６段

階から第９段階に細分化したことに伴い、要保

護者の規定を追加するものでございます。 

 次に、現行附則に介護予防、日常生活総合事

業の経過措置を定めた第９条の追加を行ってお

ります。 

 最後に、附則について御説明いたします。附

則第１項については、条例の施行日を定めるも

のです。 

 附則第２項については、施行日以降の介護保

険料について適用するものです。 

 以上、御説明いたしました介護保険料の改定

額ですが、第５期計画期間より基準月額で920

円増額にはなっておりますが、19市を調査しま

したところ、本市の介護保険料は月額5,100円

は３番目に低く、また肝付、曽於４市５町の中

では、一番低い金額の設定になる予定でござい

ます。いずれの市町村も現在、議会で審議中で

ございますが、本市についてはこれまで地域包

括ケアに取り組んできた成果ではないかと考え

ております。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第37号垂水市介護保険法に

基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に係る基準に関する条例の一部を

改正する条例案について、御説明申し上げます。 

 今般、介護保険法施行規則等の一部を改正す

る省令が、平成27年１月に公布されたところで

ございます。この改正の中で、小規模多機能型

居宅介護事業所の登録定員の見直しが行われ、

市条例に規定する登録定員等についても変更す

る必要が生じましたので、今回、改正をするも

のでございます。 

 改正の内容は、新旧対照表をごらんください。 
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 条例第85条の改正でございまして、条例に規

定する登録定員を現行25人から29人へ変更する

ものでございます。 

 次に、第２項で利用定員を最大15人から18人

へ変更するものでございます。 

 次に、条例第113条の改正ですが、これまで

グループホームは、同一敷地内に２ユニット18

人まであったものが、３ユニット27人まではで

きるように改正をするものでございます。 

 最後に、附則について御説明いたします。附

則第１条は、条例の施行日を平成27年４月１日

からとするものでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○持留良一議員  まず、33号なんですけども、

委員会でも議論になるかと思います。その前に、

第３条のただし、同条例中「任命権者」とある

のは「教育委員会」とすると、現行はこんなふ

うな形で教育委員会に法の改正による条例の適

用がまだつくられてませんので、当然こうなる

んですが、わざわざこれを書いた理由について

ちょっとお聞きをしたい。というのは、現行で

もこういう形になってるはずなのに、なぜここ

でこういうことをしなければならないのかとい

うことです。 

 それとあと34号食育推進会議条例案なんです

が、非常に重要な取り組みであり、それを推進

していく母体というか、決定していく、いろい

ろ検討していくところがここの部分だろうとい

うふうに思うんですが、その中で組織、非常に

いろいろな形でこう出てくる時に、大体こうい

うセオリーどおり上から３番目とか４番目とい

う形で出てくるかと思うんですが、非常にこれ

にかかわる方々は多いと、逆にまた多くの方の

参加によってこの推進会議が充実をしていく、

もっと多面的な活動ができるというふうに思う

んですが、そういう意味でもっとこのあたりは

例えば、はっきり位置づけるためには市民の参

加とか、学校とか含めて、そういうきちっとし

た形でここの部分を組織として立ち上げるとい

うことは非常に重要だと思うんですが、そのあ

たりのことは議論されなかったのか、この点に

ついてお聞きをしたいと思います。 

 あと介護保険の問題ですが、これは一般質問

のほうでも予算に関係して取り上げるんですけ

ども、ちょっとお聞きしたいのは、先ほど言わ

れたとおり軽減措置もとられて、こういう方々

でもでも2,300円ほどだということであります。

基本的には引き上げになってるということです。

ここと比べてもやはり負担額は大変だなという

のがあるなというふうに思います。確かに９段

階に分けて、そういう意味では努力はされてま

すけども、しかしやはり大きな問題点が今回残

ってるんじゃないか、詳しくはまた一般質問で

しますけども、この影響について１点お聞きし

たいんですよ。 

 今、さまざまな形で市民が負担が苦しい、消

費税が上がるという中で、こういう引き上げに

なるということは、非常に市民にとってもこれ

はどういうことだろうというふうに思うんです

が、どのようにこの影響について認識をされて

るのか、この点についてお聞きをしたいと思い

ます。 

○教育総務課長（川畑千歳）  今回の条例制定

につきましては、先ほど申し上げました教育長

が常勤の特別職になるということで、現在は私

どもと同じ条例が適用されてるわけです。その

ようなことで、新たに条例を制定するわけであ

りますけれども、そうした中で現在、適用され

ています条例につきまして、任命権者、これは

市長ということになってまいります。 

 今回、新たに条例を制定いたしまして、新教

育長という新しい制度の中の教育長への適用条

例ということで、行政委員会執行機関としての
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中で、その承認等を行うということで、そこを

読みかえたものと解釈をしております。 

○農林課長（池松 烈）  食育推進会議条例の

第３条、組織関係に関する件で、委員の方々を

もう少し多面的に、特に学校関係とかというの

をば入れたらどうかという御提案がございまし

た。少し経緯をば御報告させていただきたいと

思います。 

 実は、この見直しに向けまして、平成26年度

にアンケート調査をば実施をしているところで

ございまして、調査対象者が幼稚園の保護者、

それから保育園の保護者、小学校の保護者、計

911名ですね。それから中学校１年生から３年

生の324名、高校１年から３年生の130名、それ

から60代から80代の市民の554名ということで、

合計1,910名のアンケートをいただいていると

ころでございまして、これらをまとめて、もう

こういう冊子として今まとめているところでご

ざいますが、これをやはりもとにしていきたい

ということがございます。 

 それと、この会議を開催する計画の中に、ア

ンケート調査の結果をもとに協議をする機会も

設けておりますので、これらを踏まえまして学

校関係者の意見も吸い上げられるというふうに

考えているところでございます。 

 それから、あと庁内の関係各課との調整も必

要になってくると思いますので、これらを委員

会のほうと会議のほうと意見調整をしながら実

施をおきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  この影響につい

てということでございますが、まず先ほど御説

明をいたしました別枠の公費の投入を行うとい

うことでございます。 

 これにつきましては、消費税分が当初が27年

度、それから28年度につきましては、国のほう

で消費税分を221億円、それからこれは予定で

ございますけれども、29年度につきましては消

費税分10％に上がったときに1,400億円を行使

するということでございます。 

 それにつきましては、この別枠公費の投入に

つきましては、給付費の５割の公費とはまた別

枠で投入をするということでございまして、本

市におきまして非課税世帯で年金収入額等が80

万円以下の方につきましては所得段階で第１段

階ということになりまして、また、垂水におき

ましては、この方たちが約1,800人ほどいらっ

しゃいます。65歳以上の人口の約３割を占める

ということでございまして、金額で計算をしま

すと、年額３万600円が年額２万7,540円という

ことで3,060円の減額となっております。 

 また、1,800人の方が年額3,060円の減額とな

りますと、１年間で約550万円の減額となりま

して、影響については低所得者の方につきまし

ては小さいものというふうに考えております。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑ありませんか。

よろしいですか。 

○宮迫泰倫議員  第33号のことについて、今、

持留議員から２条と３条に同条例中、「任命権

者」とあるのは「教育委員会」としますと書い

てありますけども、この４月１日から新しい教

育長が誕生ちゅうことでいいんですか。それと

も、これは例えば時間とか休暇とか、そういう

だけが４月１日からちゅうことなんですか。そ

の任命権者という意味がわかりませんけども、

ここでは。 

○教育総務課長（川畑千歳）  この条例につき

ましては、経過措置ということで今回、改正さ

れました地方教育行政の附則の中で、現教育長

の任期中については現行どおりとするという規

定がございます。それに基づいて、本市におき

ましても、現教育長の在任期間であります平成

28年11月６日までは現行どおりとするものでご

ざいます。 

 したがいまして、この条例につきましては本
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年４月１日から施行いたしますけれども、適用

は当面はしないということでございます。 

○宮迫泰倫議員  わかりました。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑ありませんか。

よろしいですね。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 ただいまの議案５件については、いずれも所

管の各常任委員会にそれぞれ付託の上、審査し

たいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第33号から議案第37号までの議

案５件については、いずれも所管の各常任委員

会に付託の上、審査することに決定いたしまし

た。 

   △議案第38号上程 

○議長（森 正勝）  日程第７、議案第38号平

成26年度垂水市一般会計補正予算（第７号）案

を議題といたします。 

 説明を求めます。 

○財政課長（野妻正美）  議案第38号平成26年

度垂水市一般会計補正予算（第７号）案を御説

明申し上げます。 

 今回の補正の主な理由でございますが、国は

地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を昨

年末に閣議決定し、その実行に伴う予算として

3.1兆円規模の補正予算を平成27年２月３日に

成立しました。本市もその対応として、地方負

担分に補正予算債の充当など、財政的に有利な

条件となるものを峻別しました事業について、

７号補正として追加提案するものでございます。 

 また、今回の国の補正予算には、地域住民生

活等、緊急支援のための交付金を活用した消費

環境促進する事業や、地方創生に向けて先行的

に実施する事業も含まれており、本市もそれに

対応した交付金の対象事業を予算計上しており

ます。 

 さらに、今回の対象事業のほとんどが年度内

に執行できないため、やむを得ず繰り越すもの

で平成27年度に繰り越す事業の繰越明許費の設

定をするものでございます。 

 今回、歳入歳出とも４億3,525万5,000円を追

加しますので、これによる補正後の歳入歳出予

算総額は106億3,227万9,000円となります。 

 補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額

並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、２ペー

ジから３ページの第１表歳入歳出予算補正に掲

げてあるとおりでございます。 

 地方自治法により翌年度に繰り越して使用で

きる経費は、４ページの第２表繰越明許費にお

示ししております。 

 繰越事業でございますが、国の補正にかかわ

る経済対策事業で、総額４億7,122万円でござ

います。繰り越しに要する財源は、国県支出金、

地方債、一般財源でございます。 

 地方債にも補正がありましたので、５ページ

の第３表地方債の補正をごらんください。 

 変更でございますが、漁港漁村整備事業は、

海潟漁港整備事業にかかわる県営事業負担金に、

補正予算債である公共事業等債を充当するもの

です。 

 消防防災施設整備事業と農業基盤整備事業は、

過疎債の２次申請による増額で、それぞれ消防、

救急無線デジタル化事業と県営事業負担金に充

当するもので、市町村振興資金は過疎債の増額

と事業費の確定見込みによる減額でございます。

また、小学校施設整備事業は、水之上小学校体

育館新築工事に補正予算債である学校教育施設

等整備事業債を充当するもので、本年度の借入

総額を繰越分を除いて13億8,007万2,000円とす

るものでございます。 

 次に、歳出の事項別明細で主なものを御説明
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申し上げますが、まず９ページをお開きくださ

い。 

 総務費の10目企画費ですが、交付金対象事業

で垂水市人口ビジョン及び垂水市湾総合戦略策

定や企業立地促進事業、空き家リフォームに対

する補助でございます。 

 次に、民生費ですが、交付金対象事業で中学

校修了前の者までを対象とした子ども医療費助

成事業にかかわるものでございます。 

 一番下の農林水産業費の２目水産業振興費は、

交付金対象事業で修学旅行受け入れのための整

備や両漁協への販路拡大の支援にかかわるもの

でございます。同じく４目漁港建設費は、県営

事業負担金で海潟漁港の整備にかかわるもので

ございます。 

 10ページをごらんください。商工費の２目商

工業振興費ですが、交付金対象事業で６次産業

化の商品等の販路拡大にかかわる支援や、商工

会によるプレミアム付商品券の発行事業などに

かかわるものでございます。同じく３目観光費

は、交流人口の増加を図るための動画やパンフ

レットの作成と交付金対象事業のインドネシア

教育旅行受け入れに要するバス代の一部支援で

ございます。 

 次に、土木費は人口減少対策プログラムによ

る住宅リフォームに要する経費を補助するもの

で、交付金対象事業でございます。 

 一番下の消防費ですが、消防救急無線デジタ

ル化事業にかかわる工事請負費の執行残の整理

でございます。なお、消防救急無線デジタル化

事業の国の補正予算の対象外ですが、過疎債の

２次申請により過疎債がふえたため、工事費の

減額と財源構成も含めて計上したものでござい

ます。 

 11ページをごらんください。教育費の３目小

学校施設整備費ですが、水之上小学校の体育館

新築工事にかかわるものでございます。 

 これらに対する歳入は、６ページの事項別明

細及び８ページの歳入明細にありますように、

国県支出金と地方債の特定財源を充て、不足す

る分は繰越金の一般財源を充てて、収支の均衡

を図っております。 

 なお、今回の補正分については、国の補正に

対処したもので、平成27年度当初予算計上分を

前倒しして編成したものも一部ございます。そ

のため可決していただけましたら、平成27年度

当初予算計上分は補正で減額しますので、御了

承いただきたいと思います。 

 以上で説明を終わりますが、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ただいまの説明に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○持留良一議員  今ある説明があって、中心的

には今回の新しい交付金の内容を中心とした補

正第７号だということが理解できました。 

 その中には、特に喚起型と先行型ということ

がされてます。この全体的な特徴を見てみると、

先ほど言われたとおり財源的な問題において、

そのあたりをいろいろと調整したという部分と

やはり趣旨に沿った形で住民の皆さん、地域を

支援していくような、そういう意味での地域再

生、創生というか、そういう観点に重きを置い

た中身というふうに理解をするんですが、そう

いう意味で要は単純に考えても、私たちはもっ

と投資できるお金があったら地域経済はもっと

活性化するんじゃないかというふうに思ったり

もしたりします。 

 例えば、子ども医療費助成事業、今まで現行

の予算でやられたんですけども、今回、先行型

という形で取り組まれたりしてます。 

 こういうことがあった時に、果たして本当に

地域を活性化していく、支援していく、そうい

う中身になるのかどうなのか、ちょっとこの点

について若干不安を１点は覚えるのがあります。 

 もう一つは、この中で先行型については、こ
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ういう議論もあるんですね。国が望むような芸

をしたところにお金を上げるみたい話は一番地

方にとっても変な形だと、交付金に懸念を表明

してる、これは全国知事会長の話なんですけど

も、国の施策を地域に押し付けることになるの

ではないかと、こんなとらまえもしながら、こ

の問題提起をされてるんですけれども、今回こ

ういう議論をされて、そういう中身について一

定程度、そういう問題意識があったのかどうな

のか、この２点についてお聞きをしたいと思い

ます。 

○財政課長（野妻正美）  反問権で、すみませ

ん。いま一度、その２点、端的に申し上げます。 

○持留良一議員  時間も、簡単に整理したいと

思いますけども、単純に言うと一つは民生費の

扶助費がありますよね。子ども医療費助成

2,250万円かな、通常であれば一般財源を中心

として当初やってきましたよね。 

 ところが、今回こういう形で先行型という形

でこの財源を利用していくと、私たちから見た

ら、もっとそのことをほかの、例えば子ども支

援対策という形で給食費の無料化だとか、そん

な形で使うことは可能ではなかったのか、そう

いうことによって、やっぱり子どもたちを支援

されてる、そういう子育て支援をして人口減少

対策、もしくはそういう形での効果を生み出す

ために、そういうことでの活用はできなかった

のか。要するに、ある意味では財源の差しかえ

みたいな形として受けとめてしまうんで、本当

に市に沿った形での中身なのかということです

ね。 

 もう一つは、やっぱり先行型というのはある

意味、国が私たちがこの地方総合戦略の策定を

しなきゃならないと、この策定をしてそういう

形で、この先行型というのは最終的に承認をさ

れていくものと認識をしてるんですが、そうい

う中で先ほど言いましたとおり、国の押しつけ

的な部分と、本当は自治体はこういうこと思っ

ていないけれども、こういうメニューでしかで

きないから、本当にそれでいいのかと、そうい

う議論もあるけども、そういう認識はあるのか

と、この２点です。 

 これは市長がほんとうは答えなきゃいけませ

んがね。 

○財政課長（野妻正美）  この選定の方法なん

ですが、これは企画と連携をし、選定してきた

ところなんですが、まず一番はこの国の対象事

業となるもの、この中には国が示した対象事業

となるものがございます。そういうものがまず、

本市が各所管課がやらなければならない、国の

指針、あるいは計画等でやらなければならない

という事業があります。 

 そういうものをヒアリングを行い、対象とな

るかどうか、まずそこが一番の問題でございま

す。まず、この交付金を有効に活用するには、

その対象事業を拾い上げることが第一でござい

まして、そこに財政課としましては重点的に選

定したところでございます。 

 以上です。 

○企画課長（角野 毅）  持留議員の御質問に

お答えいたします。 

 今回の補正につきましては、先ほど財政課長

からもございましたとおり、ある程度、用途に

ついての指定がございます。金額につきまして

も、人口や財政力指数等によりまして、交付限

度額という形の中で配分をされております。そ

の中で執行をしていく、事業を積み上げる、本

来、先行型といたしましては、地方創生の総合

戦略を立てて、その中の事業ということで推進

をしていくわけでございますけれども、今回、

余りにもまだ具体的な施策を打つ前に、このよ

うな限度額を配分されておりますので、その中

では現行の中で対応できるものに対しての配分

という形になってしまったということです。 

○議長（森 正勝）  ほかに質疑ありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 本議案は、各所管常任委員会に付託の上、審

査したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第38号は、各所管常任委員会に

付託の上、審査すること決定いたしました。 

   △議案第12号～議案第20号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第８、議案第12号か

ら日程第16、議案第20号までの議案９件を一括

議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第12号 平成26年度垂水市一般会計補正予

算（第６号） 案 

議案第13号 平成26年度垂水市国民健康保険特

別会計補正予算（第４号） 案 

議案第14号 平成26年度垂水市後期高齢者医療

特別会計補正予算（第２号） 案 

議案第15号 平成26年度垂水市交通災害共済特

別会計補正予算（第１号） 案 

議案第16号 平成26年度垂水市介護保険特別会

計補正予算（第４号） 案 

議案第17号 平成26年度垂水市老人保健施設特

別会計補正予算（第１号） 案 

議案第18号 平成26年度垂水市病院事業会計補

正予算（第１号） 案 

議案第19号 平成26年度垂水市簡易水道事業特

別会計補正予算（第３号） 案 

議案第20号 平成26年度垂水市水道事業会計補

正予算（第３号） 案 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  ここで各常任委員長の審

査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長。 

   ［産業厚生委員長感王寺耕造議員登壇］ 

○産業厚生委員長（感王寺耕造）  去る２月26

日の本会議におきまして、産業厚生委員会付託

となりました各案件について、３月３日、委員

会を開き、審査いたしましたので、その結果を

報告いたします。 

 最初に、議案第12号平成26年度垂水市一般会

計補正予算（第６号）案中の所管費目について

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第16号平成26年度垂水市介護保険

特別会計補正予算（第４号）案、議案第17号平

成26年度垂水市老人保健施設特別会計補正予算

（第１号）案、議案第18号平成26年度垂水市病

院事業会計補正予算（第１号）案、議案第19号

平成26年度垂水市簡易水道事業特別会計補正予

算（第３号）案及び議案第20号平成26年度垂水

市水道事業会計補正予算（第３号）案について

は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  次に、総務文教委員長。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る２月26日

の本会議において、総務文教委員会付託となり

ました各案件について、３月４日、委員会を開

き、付託案件の審査をいたしましたので、その

結果を報告いたします。 

 最初に、議案第12号平成26年度垂水市一般会

計補正予算（第６号）案中の所管費目及び歳入

全款につきましては、原案のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第13号平成26年度垂水市国民健康

保険特別会計補正予算（第４号）案、議案第14

号平成26年度垂水市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）案及び議案第15号平成26年度

垂水市交通災害共済特別会計補正予算（第１

号）案につきましては、いずれも原案のとおり

可決されました。 

 以上で、報告を終わります。 
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○議長（森 正勝）  ただいまの報告に対し、

これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  討論なしと認めます。 

 これで討論を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第12号から議案第20号までの議案９件に

ついては、各常任委員長の報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第12号から議案第20号までの議

案９件については、各常任委員長の報告のとお

り決定いたしました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

 次は、10時40分から再開いたします。 

     午前10時26分休憩 

 

     午前10時40分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

   △平成27年度各会計予算案に対する質

疑・一般質問 

○議長（森 正勝）  日程第17、ただいまから

平成27年度各会計予算案に対する質疑及び一般

質問を行います。 

 １回目の質疑及び質問は登壇して行い、再質

疑及び再質問は質問席からお願いいたします。 

 本日の質疑及び質問時間は、答弁時間を含め

て１時間以内といたします。また、質問回数に

ついては４回までといたしますが、一問一答方

式を選択した場合は、１回目は一括で行い、２

回目の質問から１項につき３回までといたしま

す。なお、いずれも初回の発言時間を20分以内

に制限いたしますので、御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、通告に従って、順次質疑及び質問

を許可いたします。 

 最初に、１番川越信男議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［川越信男議員登壇］ 

○川越信男議員  ３月に入り、三寒四温を繰り

返しながら、春の訪れを迎えるのだろうと思い、

早い春の到来を望みながら、議長の許可をいた

だきましたので、早速質問に入らせていただき

ます。明快な回答をお願いします。 

 元旦早々、桜島が活発化してきておりました

中、１月18日に市長選挙が行われまして、結果、

接戦の末に尾脇市長が再選されました。選挙戦

の中、尾脇市長はこの４年間を無駄にできない、

継続こそ力、さらなる挑戦を掲げて、築いてき

た国、県との太いパイプを活用し、元気な垂水

づくりをさらに加速させるために、３つの挑戦、

元気な垂水、経済安心、未来への挑戦を掲げて

おられます。２期目の市政運営にかける思いを

まずお聞かせください。 

 次に、防災ラジオの配付についてお聞きいた

します。緊急告知放送対応の戸別受信機、いわ

ゆる防災ラジオですが、各家庭等に配付され、

２月７日ごろからは毎週試験放送も流されてお

ります。私は、議員になって初めて相談等を受

けたのが、屋外の放送施設は災害時には聞こえ

ず、役に立たないとのことで、一般質問も行い

ました。素早い対応で各家庭等に配付され、こ

れからの災害時の伝達に関しては、役割を十分

に発揮し、安心安全の観点からありがたい取り

組みだと思っております。 

 そこでお聞きいたします。現在までの配付の

進捗状況と課題がありましたらお聞かせくださ

い。 
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 ３番目に、水道事業で今年度に水道の基幹管

路の耐震診断をされたと思いますが、今後、耐

震化しなければならない整備延長はどのぐらい

あったのか教えてください。 

 最後に、地方創生についてお聞きいたします。

現在、我が国は人口減少の時代に突入し、以前

から社会問題となっておりました少子高齢化は、

さらに深刻なものとなり、安倍内閣は地方の人

口減少問題を内政の主要課題と位置づけ、地方

創生としてその対策に取り組んでこられました

が、2015年に入り、その動きを一層加速させた

ように思えます。 

 人口減少や少子化がもたらす影響はさまざま

であり、本市においても人口減少問題を喫緊の

課題としてとらえられ、人口減少対策プログラ

ムを策定され、人口減少という課題解決に向け

て、独自の取り組みを始められたと考えており

ます。 

 昨年12月議会において、池山議員が「まち・

ひと・しごと創生法」の法案成立を受け、垂水

市としての対応等について質問されましたが、

衆議院選挙後、国においては「まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を閣議決定し、地方創生に向

けて本格的に動き出し、メディアでも大きく取

り上げられました。そこで、「まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョン」と「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」の概要をお聞きいたします。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  川越議員の御質問にお答

えをいたします。 

 本定例会議の冒頭でも挨拶をさせていただき

ましたけれども、去る１月の市長選挙におきま

して、第16代目の垂水市長として再び市政を担

わせていただくことになりました。これまでの

４年間の取り組みの成果に対する評価の結果、

市民の皆様の温かい御支援と多くの厚い御支援

を賜りまして、引き続き市政を担わせていただ

くことになりました。まことに光栄なことであ

り、改めて課せられた使命の大きさと重責を厳

粛に受けとめて身の引き締まる思いでございま

す。 

 アベノミクスにより、全体として景気回復が

進んでいると言われておりますけれども、都市

部と地方の格差は大きくなり、まだ十分な効果

が発揮されていないと感じております。 

 今後は、みずからの創意工夫を生かして、自

立の道を探る地方創生という喫緊の課題に取り

組んで、さらに市民と連携した協働による安心

安全で住んでよかったと思える元気なまちづく

りのために、先頭に立って、公約に沿った市政

運営を誠実に推進してまいりたい、そのように

考えております。 

○総務課長（中谷大潤）  緊急告知放送対応の

戸別受信機、いわゆる防災ラジオにつきまして

は、防災、減災のたびには確実に情報を住民に

伝達することが重要であるとの認識のもと、市

内の全世帯へ配付することにしております。そ

の配付にかかる業務をＦＭたるみずへ委託契約

し、平成26年６月、市木地区を皮切りに配付を

開始して、市内全世帯への訪問を終えておりま

して、平成26年12月末時点での住民登録世帯数

の約85％に当たるおおよそ6,500世帯への配付

を完了しております。 

 課題としては、現在、不在等で連絡が取れず

に配付できていない世帯への再訪問や、基準日

以降に転入された世帯への配付がありますので、

これらのことにつきましては、地道に訪問を繰

り返しているところでございます。 

 以上でございます。 

○水道課長（塚田光春）  水道基幹管路の耐震

診断結果をお答えする前に、今回の診断内容等

についてお答えいたします。 

 水道基幹管路の調査対象となる管路は、水源

地から浄水場への導水管、浄水場から配水池へ
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の送水管、各家庭への給水のもととなる配水管

で、配水管については口径150ミリ以上の基幹

管路について調査を実施いたしました。 

 その診断内容でございますが、まず簡易診断

として水道管の口径は幾らか、材質は何か、継

ぎ手はどのような継ぎ手が使用されているか、

埋設の深さはどのくらいか、管が埋設してある

地盤の土質は何か、地盤変状の影響はあるかな

どの診断評価を行い、それぞれの評価点数算出

後、簡易診断得点を算出しております。 

 次に、物理的評価を行いますが、その評価内

容は管路の漏水評価、管内面のさびこぶ等の評

価、管内面の残留塩素による水質劣化の評価、

管路自体の耐震性能の評価など、それぞれの評

価点数を算定後、水道管の経過年数を乗じて物

理的評価点数を算出しております。 

 そして、耐震性の簡易診断結果と物理的評価

結果の両方で４段階の総合評価を行いまして、

健全な管路は二重丸、一応許容できるが弱点を

改良強化する必要がある管路は丸、よい状態で

はなく計画的に更新を要する管路は三角、極め

て悪く早急に更新の必要がある管路は掛けるで

区分し、将来的な整備目標としましては、耐震

性能が悪く、更新が必要な管路として評価され

た掛けると三角の管路について今後、耐震化を

図っていくこととしております。 

 そこで、その整備延長でございますが、掛け

るの極めて悪く早急に更新の必要がある管路は

21.5キロメートルで、三角のよい状態ではなく

計画的に更新を要する管路は23.3キロメートル

になります。 

 したがいまして、今後、耐震化が必要な掛け

ると三角をあわせた整備延長は44.8キロメート

ルになります。 

 以上でございます。 

○企画課長（角野 毅）  川越議員の地方創生

についての１回目の御質問にお答えいたします。 

 地方創生につきましては、平成26年９月12日、

人口急減・超高齢化という我が国が直面する大

きな課題に対し、政府一体となって取り組み、

各地域がそれぞれの特徴を生かした自立的で持

続的な社会を創生できるよう、内閣に「まち・

ひと・しごと創生本部」が設置され、11月21日

には「まち・ひと・しごと創生法案」が、及び

地域再生法の一部を改正する法律案の地方創生

関連２法案が可決成立いたしたところでござい

ます。 

 また、12月27日には「まち・ひと・しごと創

生長期ビジョン」及び「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」を閣議決定されております。 

 概要につきまして、御説明を申し上げます。 

 「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」は、

人口現状の将来の姿を示し、人口問題に対する

国民の認識の共有を目指すとともに、今後、取

り組むべき将来の方向を提示するものでござい

ます。 

 人口減少時代の到来と、経済社会に与える影

響、東京圏への人口の集中の現状を示し、東京

一極集中の是正、２、若い世代の就労、結婚、

子育ての希望の実現、３、地域の特性に即した

地域課題の解決を基本的視点として、人口減少

問題に取り組むこととしております。 

 また、目指すべき将来の方向を将来にわたっ

て活力ある日本社会を維持することとし、地方

創生がもたらす日本社会の姿として、地域資源

を活用した、多様な地域社会の形成、国内外と

の積極的なつながりによる新たな視点から活性

化などを示しております。 

 次に、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

について御説明を申し上げます。 

 この総合戦略は、「まち・ひと・しごと創生

長期ビジョン」を踏まえ、2015年を初年度とす

る、今後５カ年の政策目標や施策の基本的な方

向、具体的な施策をまとめたもので、人口減少

と地域経済縮小の克服及び「まち・ひと・しご

と創生」と好循環の確立を基本的な考えといた
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しております。 

 政策の企画、実行に当たって基本方針といた

しましては、これまでの地域経済、雇用対策、

少子化対策が、地方の人口流出や少子化に歯止

めをかけるにいたらなかった要因といたしまし

て、まず政府の省庁、制度ごとの縦割りの構造、

２番目に地域特性を考慮しない全国一律の手法、

３番目に効果検証を行わないバラマキ、４番目

に地域に浸透しない表面的な施策、５番目に短

期的な結果を求める施策の５点を掲げ、これら

の弊害を排除しつつ、自立性、将来性、地域性、

直接性、結果重視の政策５原則に基づきまして、

関連する政策を展開することといたしておりま

す。 

 また、今後の施策の方向としまして、１、地

方における安定した雇用を創出する、２番目に

地方への新しいひとの流れをつくる、３番目に

若い世代の結婚、出産、子育てへの希望をかな

える、４番目に時代に合った地域をつくり、安

心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携

する、４つの基本目標を設定し、政策パッケー

ジを提示するとともに、政策の進捗状況につい

て重要業績評価指標ＫＰＩで検証を行い、改善

する仕組みとして、ＰＤＣＡサイクルを確立し

て、人口減少を克服し、地方創生を成し遂げる

ことを目指しまして取り組むことといたしてお

ります。 

 以上、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョ

ン」及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

の概要についての説明を終わります。 

○川越信男議員  それでは、一問一答方式でお

願いいたします。 

 三役の市政に対する思いについて、市長にお

聞きいたしました。２期目に対する思いをお聞

きいたしましたが、接戦の結果は真摯に受けと

め、原因を冷静に分析し、２期目に向けて前面

に立ち、垂水市のリーダーとしての自覚のもと、

公平公正な市政運営に努めていただきたいと思

います。 

 副市長は、就任以来、間もなく２年を迎えま

すが、本日、新たな副市長人事が提案されまし

た。副市長は２年間、この垂水市で勤務された

わけですが、垂水市に対してどのように感じた

か、また今後どうあるべきかについて、思いが

ありましたらお聞かせください。 

○副市長（松下 正）  発言の機会をいただき

まして感謝いたします。 

 今月末での退任届を先日、提出いたしました。

一般質問の冒頭ではございますが、通告をいた

だきましたので、これまでの２年間の思いを述

べさせていただきます。 

 昨年も申し上げましたが、趣味の自転車を駆

使して、市内をめぐっておりました。特に、印

象に残った場所としては、牛根境の鉄道公園の

桜並木の桜吹雪に身を奪われ、海潟の福岡原や

城山の丘から見下ろした港や街並み、高峠や刀

剣山の頂から見下ろした山水画のような眺望、

柊原、新城の海岸から錦江湾越しに薩摩半島に

沈む夕日、数え上げれば切りがありませんが、

今でも鮮明に脳裏に焼きついております。 

 また、まちの変化を感じることができました

場所としては、垂水中央中学校が整備を終え、

すばらしい施設ができ上がったこと、追神橋が

完成し、迂回をしなくて済むようになったこと、

国道220号を初め、市道や農道がその都度舗装

され、快適に走行できるようになったことなど

が挙げれます。 

 また、プライペートでは、鉄道大隅、照葉樹

の森サイクルジャンボリー、大隅縦貫道開通記

念サイクリング大会など、大隅半島の各地を走

り抜け、景色やおもてなしを満喫しておりまし

た。 

 また、昨日、市内を久しぶりに走りましたと

ころ、ドカ灰の雨に打たれました。心なしか心

地よく感じました。 

 また、この２年間でさまざまな行事やイベン
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トに参加させていただきました。まちづくり計

画の策定では、どの地区の策定委員会において

も地域の皆さんの熱い思いを感じることができ

ました。大野原いきいき祭りでは、たくさんの

人々が集まってきて、大野地区の底力を感じま

した。 

 牛根の平野家の皆様には、宇喜多秀家公400

年お守りしたことに対し敬意を表し、消防団の

年末警戒などでも地域の消防団の皆さんの献身

的な活動に感銘いたしておりました。災害対策

本部の設置も多く、特に昨年は台風接近のため

何度も冷や汗をかきました。 

 夏祭りでは、雨天の中を商工会青年部の皆さ

んが一生懸命会場設営をしていただいたこと、

そしてよさこいの皆さんが国文祭に向けて熱い

思いを燃えさせていることなども感銘いたして

おります。 

 また、垂水吹奏楽団の皆さんのいつかは市内

の吹奏楽団体が集う祭典を開催したいという願

いが実現したこと、さらに県下一周駅伝大会、

特に今回は垂水市出身者の２人のたすき渡しを

目の前で応援することができて感無量でありま

した。 

 特に、思い出深いのは、民泊受け入れ家庭の

皆様の厚いおもてなしでございます。別れの閉

村式では、目頭を熱くしておりました。 

 その他各種ボランティア活動に市民や職員の

皆様が汗を流されているのも共生・協働活動の

見本であると感じておりました。 

 続いて、市役所の職員の皆様につきましては、

土日祝日もなく、また毎晩のように超過勤務を

して頑張っている職員を十分ねぎらうことがで

きなかったことに対し、心苦しく思っておりま

した。 

 また、私自身、もう少し職員の皆さんの意見

をじっくり聞き、コミュニケーションを図りな

がら仕事を進めるべきであったとも思っており

ます。中でも思い出になった仕事としては、情

報センターのあり方について議論を進め、子育

て支援センターへ転換し、そのリニューアル

オープンに立ち会えたこと、垂水中央運動公園

のあり方検討会や垂水南中学校跡地の譲渡に至

る過程において、今後の方向性を議論したこと、

消防本部や消防などの行事や桜島爆発対策防災

訓練に臨んだこと、地域包括ケアセンターの整

備はいまだ緒についたばかりで心残りがござい

ます。さらに、ゆるキャラの公募には個人的に

楽しみながら参加させていただいたこと、まだ

まだ言い尽くせそうにありません。 

 県の職員のままであれば、絶対に経験できな

いような貴重で刺激的な体験をたくさんさせて

いただきました。また、さまざまな場面で本当

に勉強させられました２年間でした。 

 現在、地方創生の真っただ中にあります。今

後、総合戦略を策定し取り組みを進めていくこ

ととなりますが、地方創生、今待ったなしの状

況でございます。皆様には若者、よそ者、ばか

者の話もよく聞いて、力を合わせて地方創生に

一丸となって取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 就任の際に、３つのＣを職員の皆さんにお伝

えしましたが、みずからの力でチェンジし、チ

ャレンジし、そしてチャンスをものにする。地

方創生においても、これからの進むべき道では

ないかと思います。 

 皆様が垂水の将来像に向かってチャレンジす

ることが一つ一つ見つけて、今から行動を起こ

せば一人一人の力は大きな変革のうねりとなっ

て、地域の心が一つになれば、輝かしい垂水市

につながることを確信しております。 

 最後になりますが、思い起こせば２年前、心

の準備もできないまま副市長という大役を仰せ

つかり、職員の皆様には迷惑をおかけしながら

２年間、無我夢中で走ってまいりました。ただ、

個人的には現場が大好きで市民の皆様の反応や

まちの動きがダイレクトに体感できる市役所の
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仕事は大変刺激的で充実としており、やりがい

がございました。 

 残された任期期間中も最後まで全力を尽くす

とともに、皆様方から受けました御恩は一生忘

れることなく、退任したあとからが本当の意味

の御恩をお返しする始まりであるとも思ってお

ります。いつまでのこの垂水市のサポーターと

して、精いっぱい応援させていただくことをお

約束させていただきます。 

 これまでの２年間で、私を支えてくださいま

した職員の皆様、そして厳しくかつ温かく接し

ていただきました市議会議員の皆様、そして市

民の皆様に心からお礼を申し上げます。 

 少し早いのですが、この場をお借りしまして、

お礼の言葉といたします。ありがとうございま

した。 

○川越信男議員  ありがとうございました。私

的にはあと１年ぐらいおってほしかったんです

が、退任されてもいつまでも垂水市のサポー

ターとして御支援いただきますようお願いいた

します。 

 続きまして、教育長に伺います。教育長は、

昨年３月の議会答弁において、平成26年度から

垂水の子どもたちに夢を与える教育を進めると

の考えを述べられましたが、具体的に取り組み

と成果について伺います。 

 また、今後、教育の充実発展に向けて、どの

ような取り組みをしていこうと考えておられる

か伺います。 

○教育長（長濱重光）  御質問の垂水の子ども

たちに夢を与える教育についての具体的な取り

組みと成果について、まずお答えをいたします。 

 私は、就任以来、垂水の子どもたちに夢を与

える教育を推進したいとの考えのもと、「子ど

もたちの夢を育む」総合プランを策定し、平成

26年度から取り組んでいるところでございます。

このプランは、５本の柱からなっておりますが、

このうち３つのプランの具体的な取り組みと成

果についてお答えをいたします。 

 １つ目は、夢教室プランであります。これは、

子どもたちに音楽、演劇、バレーなど、一流の

すぐれたものを見る、聞く、触れる機会を設け

ることにより、夢を持たせさまざまなことにチ

ャレンジする意欲を育むものでございます。 

 昨年６月に実施いたしました「わくわくどき

どき！夢教室」では、白鳥バレー団をお招きし、

文化会館において市内の全小中学校の児童生徒

が全員鑑賞をいたしました。ほとんどの子ども

が初めて見る一流のバレーの演舞に興味深く、

驚きと憧れを持って見入っておりました。子ど

もたちは観賞を通して、自分もあのようになり

たいとか、またある子どもは毎日こつこつと努

力して、自分の夢に向かって頑張っていきたい

など、胸に大きな夢を思い描き、芸術に対する

興味、関心も高められたと考えております。 

 ２つ目は、ふるさと学びの教室プランであり

ます。これは本市の教育方針にも掲げておりま

すふるさと垂水を愛し、誇りにする子どもを育

成するため、より具体的で効果的な取り組みを

進めるものでございます。 

 具体的な取り組みといたしましては、今月８

日に垂水の自然や伝統、文化、歴史、産業など

に関する垂水昔と今の丸ごと検定、いわゆる垂

水検定を文化会館で実施いたしました。市内の

小学４年生から高校生まで32人が検定にチャレ

ンジ、正答率に応じて１級から３級までの認定

証を今月の15日に授与することといたしており

ます。 

 また、この検定に先駆けて、２月28日、土曜

日に実施いたしました市内の工場や史跡めぐり

には、小中高校生34人の参加があり、ふるさと

のよさを再発見してくれたものと思います。 

 このように、子どもたちが検定試験への挑戦

や史跡めぐりにより、垂水っ子として必要な知

識を得るとともに、ふるさとに愛着を持ち、豊

かな感性が育まれ、将来、社会に出てから垂水
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を語れる人材が育ってくれるものと期待してい

るところでございます。 

 ３つ目は、ティーチャー学びの教室プランで

ございます。これは、教職員としての資質、能

力を育み、指導力の向上を図ることを目的に、

昨年11月に初めて実施いたしました。教職経験

であります外部講師を招聘しての講演に、勤務

終了後の夕方からではありましたが、80名近く

の参加があり、その後の懇親会にも40名の参加

がありました。 

 他の学校の教職員と意気投合して、垂水の教

育について熱く語っている姿と、少しでも自分

の力量を高めるために、何かを学ぼうとする先

生方の姿を見て、とてもうれしく取り組みの手

応えを感じたところでございます。 

 このように、夢を育む総合プランを通して、

垂水の子どもたちに夢を与え、健全な教育を施

すことで学力向上はもとより、豊かな人間性が

育つものと考えております。 

 次に、２点目の今後の教育の充実発展に向け

ての取り組みについてでありますが、総合プラ

ンに加えて、１つ目は最重要課題として位置づ

けております学力向上に全力で取り組んでまい

ります。 

 現在、すべての学校は、このことを踏まえ、

懸命に取り組んでおりますが、今後は家庭学習

の充実に力を注いでまいりたいと考えておりま

す。子どもたちが確かな学力を身につけるには、

学校での学習はもちろん重要でありますが、家

庭学習の定着が図られ、学校での学びと家庭で

の学習の両輪が連動すれば、学力は確実なもの

となると考えております。そのためには、子ど

もたちが家で学習する環境を整えなければなり

ません。 

 そこで、現在、学校、ＰＴＡの役員の皆さん

とノーメディアデーの実施や携帯、スマートフ

ォン、ゲーム機等の利用制限、例えば全家庭に

おいて夜９時以降は携帯電話等を保護者に預け

て使わないなどの取り組みについて検討を進め

ているところでございます。 

 新年度、早い時期にＰＴＡの主体的な運動と

して、全家庭で取り組んでいただく機運を高め

る手だてを講じたいと考えております。このよ

うな取り組みを進めることにより、子どもたち

の生活習慣の確立が図られ、そして学習時間の

確保につながるものと考えております。 

 このほか一昨年から小学４年生から６年生を

対象に、夏休みに実施しております「あつまれ

わんぱく！夏の勉強会」につきましては、新年

度からこれまでの一日を二日にふやし、子ども

たちの学習意欲を高めたいと考えております。

子どもたちに基礎学力を身につけさせることは、

学校のみならず教育に携わるものとして、最も

大切なことであり使命でありますので、今後と

も学力向上に向けて全力で取り組んでまいりた

いと考えております。 

 ２つ目は、小学校の教育環境の整備について

であります。老朽化が進んでおります小学校６

校の外壁改修を平成25年度から２校ずつ計画的

に進めてまいりました。平成27年度は、残りの

新城小学校と松ヶ崎小学校の外壁改修を行いた

いと考えております。 

 また、学校施設で耐震化が施されていません

でした水之上小学校の体育館につきましては、

この３月までに実施設計を終了し、新年度の早

い時期に着工をし、来年春の卒業式には間に合

うように取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

 今後とも、児童生徒が安全で安心して学べる

教育環境の整備に力を注いでまいりたいと考え

ております。 

 最後に、３つ目は老朽化が進んでおります垂

水中央運動公園の改修についてであります。施

設のあり方検討委員会の提言や市民のニーズを

踏まえ、陸上競技場を多目的利用型への改修を

優先しながら、他の施設につきましても逐次改
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修を進め、この大切な財産を後世に残すために

努めてまいりたいと考えております。 

 このほか秋に開催されます国民文化祭や垂水

高校の振興支援につきましても、関係機関と一

体となって取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 今後とも、多くの課題はございますが、これ

まで本市が取り組んでまいりました有効な施策

や、事業は継承しつつ、新しい発想や考えをも

とに、さまざまな施策に誠心誠意全力で取り組

んでまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございました。教

育長には、垂水市の未来を支える子どもたちの

ために、今後とも御尽力いただきますことをお

願いいたします。 

 次に、防災ラジオの現状をお聞きしましたが、

先ほども申し上げました安心安全からありがた

い事業であると思っております。 

 そこで、個人宅以外の公共施設や社会施設、

福祉施設等への配付について状況や考え方をお

聞きいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  防災ラジオの配付に

ついて、２回目の質問にお答えいたします。 

 公共施設等への配付につきましては、防災、

減災及び防災情報の迅速かつ確実な伝達の観点

から市内の小中学校及び垂水高校、保育園や幼

稚園、地区公民館、病院、介護施設等の福祉施

設など、公的な機関、施設に対して配付するこ

ととして、一般住民への配付を一通り終えたこ

ろから配付を開始しておりまして、対象施設に

対しましてはほぼすべて配付を終えている状況

でございます。 

○川越信男議員  公共施設と社会福祉施設等へ

の配付は終了しておられるようですが、配付し

ていない、配付できない世帯の実態や問題点に

ついてお聞きいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  訪問しても配付して

いない、あるいは配付できない世帯があるわけ

ですが、長期入院等で連絡が全く取れない世帯

や、住民登録があるにもかかわらず、居住実態

のない世帯、また災害発生のおそれがない地域

に居住している、受領書に署名押印をしたくな

いなどの理由で受け取りを拒否されている世帯

などがあります。 

 問題点としましては、垂水市緊急告知放送対

応戸別受信機貸与要綱により、垂水市に住民登

録をしている世帯へ１台ずつ貸与すると定めて

いるため、住民登録地と居住実態地が相違して

いる世帯、実例として、本市に住宅を所有して

居住実態はあるが、何らかの理由で市外へ住民

登録をされている世帯や親や子と同じく住民登

録をしているが、どちらかが別なところに居住

実態がある世帯、同一敷地内で別棟に居住して

いるが、住民登録が一つの世帯などへの配付に

ついての問題点が発生しています。 

 ＦＭたるみず放送が聞き取りにくい世帯につ

いては、外部アンテナを設置することで問題点

の解消を図っております。 

○川越信男議員  最後に、住民登録がない世帯

など問題点があって、配付していない世帯への

対応は、今後どのように考えておられるかお聞

きします。 

○総務課長（中谷大潤）  先ほど申しましたよ

うに、防災ラジオは無償貸与ではありますが、

貸与要綱において本市の住民基本台帳に登録さ

れている世帯と定めているところから、本市に

登録がない世帯については現在、配付を行って

おりません。 

 しかしながら、防災上の安全確保の観点から

ラジオの配付が必要であると判断すれば、居住

実態などを確認の上、27年度予算で柔軟な対応

を行い、先ほど申し上げた問題点の解消に努め、

安心安全なまちづくりの実現を図ってまいりま

す。 

○川越信男議員  配付については、さまざまな
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ケースがあり、諸問題もあると思いますが、ぜ

ひ垂水市民の安心安全のための取り組みとして

頑張っていただきたいと思います。 

 次に、水道事業の基幹管路の耐震診断につい

てお聞きいたしましたが、12月議会の一般質問

の答弁で、今後、耐震化整備計画を立てていく

とのことでしたが、どのような計画を立てて進

めていかれるのかお聞きいたします。 

○水道課長（塚田光春）  水道基幹管路の耐震

化整備計画でございますが、先ほど申し上げま

したように、今後、耐震化が必要な整備延長は

44.8キロメートルでかなりの延長を要すること

から多額の事業費を必要とすることが、今回の

委託でわかりました。 

 そこで近年、国においても東北の大震災以降、

水道施設の耐震化を毎年、推進されていること

から、国の補助制度の新設に期待しているとこ

ろですが、平成27年度から新たな交付金制度が

創設されたものの、その交付金を受ける内容は、

従来の補助制度と内容は変わらず、国庫補助の

採択要件は地震防災地域に地域指定されている

こととなっており、鹿児島県内はすべて地震防

災地域指定に、指定地域には該当していないた

め、今回の交付金も期待できないことから、公

営企業債を利用したところの整備となります。 

 そこで、多額の事業費を必要とするため、財

源などを考慮した場合、耐震化を図る配水管の

範囲をもう少し絞り込み、事業費を抑えて、段

階的に整備を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 その第一段階としましては、国も優先的に推

進している重要施設への水道水の供給でござい

ます。この重要施設とは、災害等が発生した場

合の主な避難所や病院等への施設でございます

が、これらの施設と浄水場、水源地をつなぐ基

幹管路の整備が急務と考えますので、この基幹

管路を中心に耐震化整備計画を今後、立ててま

いりたいと思います。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ありがとうございます。今後、

水道基幹管路等の耐震化を計画的に進めていか

れますが、水道事業は企業会計であることから、

水道料金の値上げにつながらないか、わかる範

囲でお願いいたします。 

○水道課長（塚田光春）  議員御指摘のとおり、

今後、水道基幹管路の耐震化整備を一定の事業

費で計画的に実施してまいりますと、水道料金

の値上げは避けられないと思いますので、今後、

整備をする際は御理解と御協力をくださるよう

お願いいたします。 

 そこで、直近の水道料金の値上げは、平成20

年４月１日に14.61％の値上げをしていること

や、県内19市の水道基幹管路の耐震化も進んで

いないことを考慮した場合、現段階で耐震化整

備のための料金値上げは、時期尚早と思います

ので、水道料金の値上げにつながらないように、

ここ数年は単年度事業費を抑えた中で耐震化整

備計画を立ててまいりたいと考えております。 

 その耐震化整備計画につきましては、先ほど

申し上げましたように、災害等が発生した場合

の主な避難所や病院等への水道水の供給が先決

でございますので、これらにつながる基幹管路

の耐震化を図りますが、その中でも特に経年劣

化し、早急に更新が必要な管路を抽出した耐震

化整備計画を立てていきたいと思います。 

 そして、今後、給水人口が年々減少するため、

水道収益が低下していくことから、現在、市で

進めております人口減少対策プログラムの推進

や、水道事業における人件費や事務経費の削減

及び水道施設の維持管理経費の削減、それに新

たな収入の確保を図るための調査研究にも努め、

水道収益や減債積立金等の収入と工事費等支出

のバランスを見ながら、水道料金の値上げにつ

ながらないように、努めてまいりたいと思いま

す。 

 以上でございます。 
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○川越信男議員  最後に、今年度実施されまし

た漏水調査結果について伺います。 

 漏水調査を始めていくとのことでしたが、漏

水調査における漏水箇所の発見数と有収率は調

査前に比べて上昇したのか、結果を伺います。 

○水道課長（塚田光春）  近年、有収率が低下

してきたことから、平成26年度に水道事業始ま

って以来、初めて漏水調査の委託を実施したと

ころでございます。それでは、漏水調査の効果

の前に、有収率の説明とその委託を実施した経

緯からお答えいたします。 

 まず、有収率とは１年間の水道料金となった

総有収水量と配水池から配水した総配水量の割

合を年度末に百分率であらわしたもので、漏水

は少なければポイントが高くなり、漏水が多く

なるとポイントが低下してまいります。 

 次に、漏水調査を実施した経緯でございます

が、これまで有収率は数十年間90％台で推移し

ておりましたが、平成20年度から90％を割り始

め、平成24年度には85％まで落ち込んできたこ

とから、漏水を防止し、水道水の経費削減を図

るために、平成26年度に漏水調査委託を実施す

ることといたしました。 

 そこで、漏水調査を実施した効果でございま

すが、まず漏水調査により漏水箇所を発見した

件数は、配水支管３件、給水管18件で合計21件

の漏水を発見し、21件すべての修理を行い、漏

水防止を図りました。 

 次に、有収率でございますが、漏水調査は昨

年６月から実施し、随時修理をしてきたため、

26年度の有収率は４月分から３月分の１年間の

集計で算出することとなることから、26年度の

有収率としては算出できませんので、概算では

ございますが、１月分と２月分の２カ月平均で

算出した場合、有収率が88.3％になり、昨年度

と比較した場合、約3.5ポイント上昇したこと

になります。 

 なお、深夜の水道を使わない１時間当たりの

一月の平均夜間最小流量を漏水調査の前後で比

較しますと、調査前の昨年５月では76.3トン流

れ、調査後の今年１月では56.7トン流れており、

調査前より19.6トン減少したことになります。 

 以上でございます。 

○川越信男議員  ぜひ、さっき言われた取り組

みをお願いいたします。 

 次に、地方創生の概要に基づき、今後、垂水

市版の人口ビジョンと総合戦略を策定するとの

ことですが、これまでの垂水市の取り組み状況

と策定に当たっての考え方、策定スケジュール

について伺います。 

○企画課長（角野 毅）  川越議員の地方創生

に関する２回目の御質問にお答えをいたします。 

 本市におきましては、平成26年12月26日に、

人口減少、少子高齢化などの諸課題を解決し、

活力あるまちづくりを推進するために、全庁的

な施策推進を図るため、市長を本部長、副市長

及び教育長を副本部長、全課・局長を部員とす

る垂水市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部

を設置いたしました。 

 まち・ひと・しごと創生長期ビジョン及びま

ち・ひと・しごと創生総合戦略の閣議決定を受

けまして、本年１月７日に第１回の会議を開催

したところでございます。 

 策定スケジュールにつきましては、平成28年

度の予算編成時期となります11月ごろをめどに、

策定を終えたいと考えております。 

 策定に当たりましては、本市が抱える人口減

少、少子高齢化などの課題を改めて洗い出すと

ともに、インゲンやキヌサヤ等に代表される農

産物、ブリ、カンパチなどの水産物、豊かな自

然や温泉などの観光資源、長く伝えられてきま

した歴史や文化など、本市の持つ特性を確認し、

垂水市らしいまち・ひと・しごと創生総合戦略

の策定に取り組んでまいります。 

 また、市民をはじめ産業界、行政機関、教育

機関、金融機関、労働団体、メディア等からな
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ります検討委員会を設置いたしまして、多種多

様な方面からの意見もいただき、人口減少克服、

地方創生の実現に向けました実効ある総合戦略

の策定に取り組んでまいります。 

○川越信男議員  ありがとうございます。 

 人口減少問題の克服、地方創生の実現は、垂

水市の活性化に向けて大変重要な取り組みにな

ってくると考えますが、具体的な取り組みにつ

いては、垂水市版人口ビジョンと総合戦略の中

で示されるとのことですが、現時点で、垂水市

の地方創生に向けての市長の考えを伺います。 

○市長（尾脇雅弥）  川越議員の地方創生につ

いての御質問にお答えをいたします。 

 現在、日本は人口減少、超高齢化社会を迎え

ており、人口減少を克服、地方創生という課題

への取り組みとして、昨年12月27日に、国のま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョン、総合戦略

が閣議決定をされました。 

 先ほど担当課長からも御説明があったとおり

でありますけれども、無駄にできる時間はない、

これまでにない危機感を持ってという表現がさ

れていることからもわかるとおり、国において

も人口減少を最重要課題ととらえていることが

わかります。 

 人口減少という課題につきましては、本市に

おきましては、平成25年度に人口減少対策プロ

グラムを策定し、住環境整備と子育て支援の充

実を柱に取り組みを進めているところでござい

ます。 

 今後、人口問題などさまざまな課題解決へ向

けて、本市の特性を盛り込み、成果を意識した

垂水市版人口ビジョンとまち・ひと・しごと創

生総合戦略を作成し、地方創生に取り組んでい

くこととなります。 

 地方創生は、一朝一夕になし得るものではあ

りません。行政と市民、市議会の皆さんとが、

人口減少や高齢化などの課題を共通認識し、そ

して本市の持つ農・水産業、観光資源、歴史と

伝統などポテンシャルを踏まえ、未来を切り開

いていくための共通のビジョンを描き、一体と

なって進めていくことが大変重要であると考え

ておりますので、どうか御理解をいただきまし

て、御協力をお願いできればというふうに考え

ているところであります。 

○川越信男議員  ありがとうございました。 

 交流人口のための施策としまして、地方創生

事業で南の拠点整備ができないか、検討してい

ただきたいと思います。要望です。 

 私にとって、１期目最後の質問となりました。

先輩議員の皆様から御指導をいただきまして、

４年間務めてまいりました。２期目への挑戦を

行い、南の拠点整備に関して議論してまいりた

いと思い、質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（森 正勝）  次に、２番、堀内貴志議

員の質疑及び質問を許可します。 

   ［堀内貴志議員登壇］ 

○堀内貴志議員  垂水の新しい風の堀内貴志で

ございます。きょうの質問、私にとって１期４

年の任期、最後の質問、16回目の一般質問にな

りますが、関係各課の皆様におかれましては、

本日も積極的な御答弁をよろしくお願いいたし

ます。 

 さて、昨年５月、元総務相の増田寛也氏が座

長を務める民間研究機関、日本創生会議が公表

した試算によると、このまま東京など都市圏へ

の若者流出と若年女性の減少が進めば、今から

25年後の2040年には、全国896の市区町村が消

滅可能性都市になると、衝撃的な発表をしまし

た。 

 これを受けて、安倍政権は素早く反応をし、

さきの内閣改造において新たに設けた地方創生

担当大臣に石破前幹事長を起用して、まち・ひ

と・しごと創生本部を立ち上げました。 

 地方の創生とは、言うまでもなく人が中心で

あり、長期的には地方で人をつくり、その人が
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仕事をつくり、町をつくるという流れを確かな

ものにするということです。その上で、現在の

課題の解決に当たって重要なのが、負のスタイ

ル、悪循環の連鎖に歯止めをかけて、好循環を

確立する取り組みであります。都市部には、仕

事などの条件がかなえば、地方への移転を希望

する人が約４割いると調査結果もあります。 

 国では、その悪循環を断ち切るには、地方に

仕事が人を呼び、人が仕事を呼び込む好循環を

確立することで、地方への新たな人の流れを生

みだし、その好循環を支える町に活力を取り戻

し、人が安心して生活を営み、子供を産み育て

られる社会環境をつくることが急務だとしてい

ます。 

 国は、2060年に１億人の人口を維持するとし

た長期ビジョンとそれを踏まえた今後５カ年の

総合戦略の具体化を進めています。そんな中で、

石破地方創生担当大臣は、一生懸命努力したと

ころとそうでないところを一緒に取り扱うと、

結局、国全体が沈む。一生懸命努力した自治体

には、財政面、人的な面、情報面で、最大限支

援するなどと言われています。 

 市長は、さきの市長選挙において２期目の当

選を果たされました。市長の今後２期目の４年

間は、垂水市が市として生き残れるか否か、そ

の重要な４年間になると思います。我が垂水市

が将来、消滅可能性都市にならないように、し

っかりとしたリーダーシップで、全力で取り組

んでいただきたいということをお願いしまして、

本日の質問に入らせていただきます。 

 まず、大きな一つ目は、地方創生に対する垂

水市の取り組みについてお聞きします。 

 先ほど川越議員の質問にも地方創生に対する

質問がありましたが、単に地方創生をテーマに

しても範囲は多岐にわたり、取り組まなければ

ならない課題は数え切れないほどにあります。 

 地方創生の鍵となる大きなポイントは、東京

への一極集中の是正、若者世代の就労、結婚、

出産の支援、地域の特性に即した地域課題と解

決、この３つだと思います。垂水市において、

地方創生のためには今何ができるのか。やれる

ことから一つ一つやっていかなければならない

と思います。 

 国では、緊急経済対策として平成26年度補正

予算が成立いたしました。本市においても、こ

の緊急経済対策補正予算に基づく事業等が計画

されていると思いますが、どのように生かされ

るのかお聞きします。 

 また、こうした国の流れを受けて、鹿児島県

の自治体では次々に地方創生推進本部が立ち上

がっています。本市においても、昨年暮れに、

地方創生本部会議が立ち上がっていると思いま

すが、その概要と今後の方向性についてお尋ね

します。 

 大きな二つ目は、今議会で上程されている垂

水市民間資金活用集合住宅建設促進条例につい

てお聞きいたします。 

 同条例は、集合住宅の建設を促進することに

よって、垂水市への定住を促進する条例として、

北海道ニセコ町を中心に山形県朝日町、群馬県

下仁田町など全国の、特に人口１万人前後の市

町村で、次々に制定されています。まずは、本

市で制定するに至った背景についてお尋ねいた

します。 

 また、同条例の制定時期は４月１日から施行

し、さかのぼって１月１日から適用するとして

いますが、建設中も含めて、現時点で適用する

建物はどれだけあるのかお尋ねします。 

 大きな三つ目は、職員に対する提案制度の創

設についてをお尋ねします。 

 このテーマについては、平成25年第２回定例

会の一般質問で、人口減少対策プログラムにつ

いて質問した際に、一つの候補として質問をい

たしました。この提案制度とは、職員の研究新

と行政性参加意欲を高めて、行政水準の向上を

目的としています。そして、創意性や実現性の
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ほか効果度、経済性、努力などで評価して、昇

給や昇格などで報償する制度です。 

 このことによって、職員に自治行政に対して

常に意欲を持たせるとともに、郷土愛を育むこ

とにもつながるものと思っています。それをゆ

えに、この提案制度の創設を要望しておきまし

た。 

 前回の質問では、人口減対策を担当する企画

課長から回答がありました。そのときの内容に

ついては議事録にも記載されていますが、多く

の市民の方々から意見を参考にして、自由な発

想で議論しながらアイデアを出し合う、職員が

一丸になって取り組むことが必要である、今後、

全職員からアイデアを募集するなどの取り組み

を検討する、などと前向きな答弁がありました。 

 この提案制度の創設要望について、その後ど

のように生かされたのかお尋ねいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○企画課長（角野 毅）  堀内議員の地方創生

に対する垂水市の取り組みについての1回目の

御質問にお答えをいたします。 

 政府は、地方への好循環拡大に向けた緊急経

済対策に基づき、平成26年度補正予算を編成し、

地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金制度

が設けられるところでございます。この交付金

には、地域における消費喚起策や直接効果を有

する生活支援策に対し、国が支援を行うことを

目的といたしました地域消費喚起・生活支援型

と地方版総合戦略の早期かつ有効な策定とこれ

に関する策定等の実施に対し、国が支援をする

ことを目的といたしました地方創生先行型が設

けられております。 

 人口や財政力指数等に基づきまして配分をさ

れるものでございます。本市へは、地域消費喚

起・生活支援型に4,318万円、地方創生先行型

に4,349万円が交付限度額として示されており

ます。これを受けて、平成26年度第７号補正予

算に関連する事業費を計上させていただいてお

ります。 

 地方創生の実現に向けた本市の組織体制でご

ざいますが、本市におきましては、庁内組織と

して12月26日に、垂水市まち・ひと・しごと創

生総合戦略本部を設置いたしました。12月27日

に、国の長期ビジョンとまち・ひと・しごと創

生総合戦略が閣議決定されましたことを受けま

して、１月７日に第１回の本部会議を開催し、

国の総合戦略の内容等について、共有認識を図

ったところでございます。 

 今後、垂水市版の人口ビジョン及び総合戦略

の作成に向けて、市民を初めといたしまして、

産官学金労言からなります検討委員会を設置し、

人口減少克服、地方創生の実現に向けた実効あ

る総合戦略の作成に取り組んでまいります。 

 引き続きまして、堀内議員の垂水市民間資金

活用集合住宅建設促進条例について、条例制定

の目的と背景についての御質問にお答えをいた

します。 

 垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例案

は、自己が所有する土地に集合住宅を建設する

者に対しまして、税制面の支援を行うことで、

民間資金による集合住宅の建設を促進し、優良

な住宅の確保及び定住促進による地域活性化を

図ろうとするものでございます。 

 本条例案は、垂水市人口減少対策プログラム

において、住環境整備と子育て支援の充実に重

点を置いて施策を推進することとしていること

から、その施策の一つとして提案をさせていた

だくものでございます。 

 良好な住環境の整備と良質な住宅の供給は、

行政の重要な政策の一つであると考えておりま

すが、これらを公費で行うとなりますと、財政

負担が非常に大きいことから今回、民間資金を

活用した集合住宅の建設を促進するための制度

を整備したいと考えているところでございます。 

 この支援策により、固定資産税の減収はござ

いますが、市外からの転入促進や転出抑制が図
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られることで、交付税の確保につながることや

住宅不足の解消、定住促進による地域振興と市

内経済の活性化が期待されるものと考えており

ます。 

○税務課長（前木場強也）  堀内議員の垂水市

民間資金活用集合住宅建設促進条例についての

御質問にお答えいたします。 

 本年４月１日に施行し、さかのぼって１月１

日から適用するとしているが、建設中も含めて、

現時点で垂水市に適用する建物はあるのかとい

う御質問でございますが、本年１月１日を基準

日として、平成27年度から適用になると考えら

れる物件は１件ございます。また、建設中であ

る建物は３件ほど確認しておりますが、これら

に関しましては平成28年度以降の適用となりま

す。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、３点目の

職員に対する提案制度の現状についてお答えい

たします。 

 公民を取り巻く環境が厳しさを増している現

在、公務員が住民の期待にこたえる行政サービ

スを提供していくためには、職員一人一人がそ

の能力を発揮するとともに、組織全体として公

務能率を向上させることが求められています。 

 組織が最高のパフォーマンスを発揮するため

には、適材適所の人材配置が不可欠であり、公

平公正な人事管理は、職員の士気の維持向上に

も資するものでありますことから、人事行政の

あり方が今まで以上に問われているとの認識を

持っております。 

 市の施策等に対する意見、提案につきまして

は、これまで課長会などを通じて職員に周知し、

募ってきておりますし、人口減少対策や組織再

編など、市長公約や重点施策につきまして、

テーマに応じて職種別、年代別、性別などの観

点から、職員を参集し、さまざまなアイデア、

考え方を集約しています。 

 平成25年６月議会で、議員より提案のありま

した職員からの提案制度に関しましては、いま

だ制定に至っておりませんが、職員は事務分掌

による業務を担って、市民サービスの質の維持

向上を目的に、創意工夫をしながら業務を遂行

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  地方創生の問題から２回目の

質問ということで、一問一答方式でお願いいた

します。 

 今の説明で、地域活性化地域住民生活等緊急

支援交付金、これがおりとるということです。

新聞の記事によりますと、全国で生活緊急支援

など景気経済対策で2,500億円、人口減対策、

産業創出など地方創生関係で1,700億円、合わ

せて4,200億円の予算規模になっている。これ

により、鹿児島県の交付金が最大で40億円、半

分が県に行って、その半分が県内の市町村に配

分されるわけです。 

 先ほど課長が、トータルで癩癩約ですけれど

も癩癩市のほうでは約9,000万円ぐらい癩癩弱

ですね癩癩配分があったということですが、そ

の活用と取り組みについて、２問目の質問とい

たします。 

○企画課長（角野 毅）  地域活性化、本市の

取り組みにつきましての２回目の御質問にお答

えをいたします。 

 地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金を

活用いたしました事業につきましての御説明を

申し上げます。地域消費喚起・生活支援型につ

きましては、水産商工観光課が所管課となりま

す垂水市商工会と連携をいたしまして、消費喚

起プレミアム商品券発行支援事業を実施する計

画でございます。この事業によります消費喚起

の想定額は、２億4,000万円でございます。本

市経済の活性化に、大きく寄与するものと考え

ております。 

 地方創生先行型につきましては、垂水市版人



－65－ 

口ビジョンと総合戦略の策定事業、垂水両漁協

が主体となって取り組みます国内外への販売拡

大の取り組みへの支援、交流人口拡大のための

国内外からの研修旅行受け入れ態勢の整備、多

言語パンフレットやＤＶＤの作成等、10事業計

画をいたしております。 

 これらの事業により、基幹産業であります農

水産業の振興と活性化、交流人口拡大による観

光振興と地域経済の活性化が図られ、さらには

新たな雇用の創出や定住の促進が図れていくも

のと考えております。 

○堀内貴志議員  さまざまな計画がされている

ようで、ありがたいことだと思います。その中

で、プレミアム商品券のことについてありまし

たが、後で池之上議員が質問をされますので、

触れないようにしておきます。私は、交流人口

拡大のためのことについて、少し触れて質問を

したいと思います。 

 交流人口拡大のために、国内外から修学旅行

の受け入れ態勢の整備をということがありまし

た。１月30日の県の定例記者会でも、伊藤知事

は、地方創生地方版の総合戦略策定本部を設置

する、もうされたと思いますけれども、これに

よって重要施策の一つに、観光産業の振興を上

げております。 

 垂水市にとっても、観光産業の振興は重要な

施策だと考えなければいけないと思いますし、

私自身、この４年間、観光振興と交流人口の拡

大については、幾度か一般質問でも取り上げて

きました。 

 垂水市というと、海産物、農産物、畜産物な

どの食材が豊富、温泉も充実している、そして

風光が明媚と。しかしながら、これを生かせる

場所がない。豊富な垂水市の食材を選んで、市

内で食べさせてくれる施設がない。垂水市が持

っている食材や温泉、景色を生かせば、垂水市

流のおもてなしが充実すると思います。 

 交流人口拡大のためには、これらのことは大

切なキーワードだと思いますけれども、この交

流人口拡大のため必要な施策とは何なのか、さ

らにちょっと詳しくお答えしていただきたいと

思います。 

 それと、地方創生人材制度。新聞の記事でも

載りました。地方創生の人材、国から派遣する

と。鹿児島県で３市３町が希望を出しておりま

すが、その中に垂水市も入っております。これ

は、国との太いパイプ、そして施策の推進の担

い手として期待された垂水市民も大勢いらっし

ゃると思います。その後、この地方創生人材支

援制度、どうなったのか、市民の方も知りませ

んので、その後について教えていただきたいと

思います。 

○企画課長（角野 毅）  堀内議員の地方創生

についての３回目の御質問にお答えをいたしま

す。 

 ただいま堀内議員のほうから、観光振興、交

流人口の拡大に向けて、垂水らしいおもてなし

が不可欠であるとのお考えをお伺いいたしまし

た。地方創生の実現に向けては、本市の基幹産

業である農水産業の活性化、地域の観光資源を

生かした交流人口の拡大、またこれらに伴う新

たな雇用の創出、地域経済の活性化と地域振興

が重要になってまいります。 

 総合戦略は、地方創生のための処方箋と位置

づけられており、各自治体がそれぞれの特性を

生かした戦略を立てていくことになります。今

後、策定の過程におきましては、市民を初め多

様な世代、職種などから、各方面からの意見を

伺いたいながら、取り組みを進めてまいります。 

 市議会の皆様にも、総合戦略の策定、地方創

生の推進に当たりましては、御協力をいただき

ますようよろしくお願いをいたします。 

 続きまして、国による地方創生推進のための

支援策といたしまして、意欲や能力のある国家

公務員や大学研究者、民間人材を首長の補佐役

として派遣し、地域に応じた処方箋づくりを支
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援する日本版シティマネージャー派遣制度から

解消をされましたが、地方創生人材支援制度が

ございます。本市も国家公務員の派遣を要望し

てまいりましたけれども、国において、垂水市

への派遣希望者がなかった等の理由で見送られ

たことを報告させていただきます。 

○堀内貴志議員  一つだけ訂正しておきます。

先ほどプレミアムつき商品券について、池之上

議員が質疑されると話ましたが、池山議員とい

うことで訂正をさせていただきたいと思います。

しっかりとお願いいたします。 

 地方創生人材支援制度、まずこれについて。

選ばれなかった、要は希望する官僚がいなかっ

たと。非常に残念です。そんだけ垂水市は魅力

がなかったのか。それとも、別な魅力のある町

があったのか。悔しくてなりません。また、機

会があったときには、ぜひともそういった方の

人材を垂水市に来ていただくように、検討して

いただければなと思います。 

 あと交流人口拡大のための施策ですが、私、

この交流人口の拡大、これにはやはり力を入れ

なければいけないと思います。ことしは秋、第

30回国民文化祭もある。それにあわせて、ＹＯ

ＳＡＫＯＩ九州中国祭りｉｎたるみずもある。

これにおいては、踊り子だけでも1,000人以上

が垂水市に入ってくる。そのほかにもいろんな

取り組み、垂水市に来ていただく取り組みを考

えなければいけません。 

 そして、垂水を訪れた方々に、垂水流のおも

てなしの心でお迎えして、リピーターをふやさ

なければならない。ハード面の整備も必要です

が、ソフト面の育成も必要ではないかと思って

います。 

 北海道の観光局ですが、2006年度より、ホス

タビリティ運動として、北海道を訪れる観光客

に北海道の好印象とまた来たいと思う満足感を

得てもらうように、観光ホスタビリティ運動を

道民総ぐるみで運動して、実践しているそうで

す。その結果、リピーター率の向上による観光

入れ込み数が増加したということです。これ、

ネットにも紹介されています。 

 いわゆる１回垂水に来た人、この人たちを逃

さない、２度、３度来てもらうような取り組み。

そうすると、やはり垂水流のおもてなし、これ

が必要になってくるんではないかなと思います。 

 ４回目の質問ですが、最後に市長にお尋ねい

たします。交流人口の拡大のため、垂水市を訪

れるリピーターの拡大は、地方創生の中でも大

切な課題の一つだと思います。そのためには、

垂水流のおもてなしの心が大切だと思いますが、

市長が考える垂水流のおもてなしとは何だと思

われるのか。そして今後、垂水市が取り組むべ

き地方創生とは何なのか、お答え願いたいと思

います。 

○市長（尾脇雅弥）  垂水市にとりまして、も

っとも大事なことは、人口減対策でありますけ

れども、その前に交流人口をふやすということ

が大事な施策だと、常々申し上げているところ

でございます。そのことを踏まえて、堀内議員

の質問にお答えをいたします。 

 国の総合戦略が示され、今後、各自治体にお

ける取り組みが本格化してまいります。各自治

体が、総合戦略を立てて人口減少の克服、地方

創生の実現に向けて、それぞれの持つ地域性や

特性を生かした施策を展開していくものと考え

ております。 

 地域間競争が一層激しくなることが予想され

ておりますので、本市の持つ農・水産業、観光

資源、歴史と伝統などのポテンシャルを生かし

たおもてなし、私自身の経済政策でもあります

６次産業化と観光振興等の施策を具現化するこ

とで、本市の魅力をアピールしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○堀内貴志議員  国の地方創生の波、どんどん

これから鹿児島県へも垂水市へも押し寄せてき

ます。その地方創生の波にしっかり乗っていた
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だいて、垂水市のまちづくりをしていただきと、

このように思います。 

○議長（森 正勝）  堀内委員、済みません。

暫時休憩します。 

○堀内貴志議員  あと10分、15分ぐらいで終わ

るんじゃないかなと思いますけれども、継続じ

ゃいけませんでしょうか。 

○議長（森 正勝）  それじゃ、どうぞ。 

○堀内貴志議員  よろしいですか。持ち時間は

１時間ですけれども、できるだけ早く終わりた

いなと思ってますが、御協力をよろしくお願い

します。 

 垂水市民間資金活用集合住宅建設促進条例に

ついて、２問目の御質問をいたします。 

 まずこの目的、先ほどお聞きしましたが、い

わゆる子育て世代が住みやすい住宅ということ

でありますので、そのためには、やっぱり子育

て世代の市外からの入り込み、これに全力を挙

げてほしいなというふうに思います。 

 この条例、北海道のニセコの条例が基本ベー

スになっております。人口5,000人の町であり

ます。それで、このニセコの条例と垂水市の条

例を比較しましたところ、２カ所違うところが

ございました。 

 ニセコ町は自己所有地に建設し、または新た

に取得し改修を行った２戸以上の集合住宅。本

市においては、自己所有地に建設を行った４戸

以上の集合住宅。ニセコ町は新たに取得し改修

を行った、いわゆる中古物件の買いつけも入っ

ているようです。 

 垂水市は、空き家がたくさん点在します。空

き家を改修した集合住宅は該当しないのか。そ

して、ニセコ町は２戸以上としている。本市は

４戸以上となっていますが、特にその理由があ

れば教えていただきたいと思います。 

 それと、さらに第８条に、減免の措置が書い

てあります。減免を取り消す理由、第９条で減

免した額を違約金として徴収することが記載さ

れている。それで、９条の第２項で、不測の事

態などやむを得ない事由のときは、違約金の納

付を免除することができるとなっています。こ

の不測の事態、私の頭の中では考えつかなかっ

たんですが、この不測の事態というのはどうい

うことを想定されているのか。この点について、

御質問いたします。 

○企画課長（角野 毅）  堀内議員のニセコ町

民間資金活用集合住宅建設等促進条例と本市の

条例との違いにつきましての御質問のほうから

お答えをさせていただきます。 

 本条例案の参考とさせていただきましたニセ

コ町民間資金活用集合住宅建設等促進条例との

違いでございますけれども、１点目としまして、

ニセコ町では、建設した集合住宅以外に新たに

取得をされた、そして改修を行った集合住宅も

対象といたしております。しかし、本市といた

しましては、優良な住宅の供給を目的としてい

ることから、改修物件まで対象とすると、改修

基準の設定、検査、確認作業など煩雑になるこ

とが予想されることから、新たに建設される集

合住宅のみを対象として考えております。 

 次に、２点目としまして、ニセコ町では２戸

以上の集合住宅といたしておりますが、そうし

た場合、二世帯住宅の建設も該当する可能性が

生じてくることから、本市では、比較的少ない

資金で集合住宅の建設が可能になると考えられ

る４戸以上の集合住宅として、定義づけを行っ

たところでございます。 

 それから、不測の事態の範囲ということで、

条例の第９条第２項における不測の事態をどの

ように考えているかということでございますけ

れども、まず法人にあっては、会社の被災等に

より事業の継続が困難な場合、また個人にあり

ましては、病気等によりまして事業の継続が困

難な場合等を想定しております。また、その２

つの事由等に類似するような事由がある場合も、

その範囲というような形で整理をしていきたい
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と考えております。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。この

条例が制定されると、10年間は固定資産税が減

免されるということですから、民間の集合住宅

の促進に大きくつながるものと期待をしていま

す。そこで、気になるのが、市が管理する集合

住宅についてです。 

 土木課長にお聞きします。長寿命化計画にお

ける公共住宅の方向性について、そしてこの条

例との関係について、特に問題になるところは

ないのか、お尋ねをいたします。 

○土木課長（宮迫章二）  今後の公営住宅整備

の方向性と条例との関連についてお答えいたし

ます。 

 まず、この条例に基づきまして、民間が良質

な住宅の確保及び定住促進による地域の活性化

を図るため、集合住宅を建設していただくこと

になれば、市として早急な対策がとれない現状

の中では、大変ありがたい制度だと考えており

ます。 

 現在、市の公営住宅整備の方針としましては、

平成24年度に策定しました垂水市公営住宅等長

寿命化計画に基づきまして整備を推進しており

ますが、垂水市民間資金活用集合住宅建設促進

条例が制定されましても、長寿命化計画に基づ

いて公営住宅の整備を推進していく計画でござ

います。 

 以上でございます。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。 

 引き続きまして、大きな項目の３項目めに行

きます。職員に対する提案制度の創設について、

２回目の質問ということでさせていただきます。 

 現に、この制度はまだつくられてないという

ことです。業務が忙しいのはよく理解しており

ます。ただし、アイデアを出すということは、

いつでも、どこでも考えられるものだと私は思

っております。通常の業務をしながら、もしく

は業務の中で得た情報をもとにして思いつくこ

ともある。あるいは、日常生活の中で御飯を食

べているとき、風呂に入っているとき、趣味で

いきますと釣りをしてるとき、ドライブをして

るとき、ありとあらゆる場所で思いつく場合も

あります。要は、垂水市のために常に危機感を

持って取り組み、知恵を出すんだという強い心

構えを常に持っているかどうかということだと

思います。 

 そして、素晴らしいアイデアや知恵を出した

職員に対しては、報償することも必要になって

くるのではないかと思います。そのことが、や

る気とやりがいにつながるものだと私は思いま

す。 

 残念ながら、現在の垂水市の制度には、悪い

ことをした職員を罰する懲戒処分制度はありま

すが、よいことをした職員をたたえる、ほめる

制度は存在していません。さらにやる気を起こ

させるために、報償する制度があってもいいの

ではないかと思います。 

 私は、垂水市にＵターンする前、警察官であ

りました。警察官というと階級制度であります

から、昇任試験も幾度となく受験をいたしまし

た。その論文試験に常に書いた言葉が、信賞必

罰です。信賞必罰とは、功績があれば賞を与え、

罪があれば罰するということです。悪いことを

すれば、懲戒制度で処分されるのは当然ですが、

よいことをしたときは必ず賞が与えられる。 

 警察組織には、すばらしい業績を上げるとた

たえる制度がありました。例えば刑法犯や特別

法犯の検挙、悪質交通犯の検挙、人命救助、提

案制度もその一つでした。表彰の場所も、毎朝

行われる朝礼の場だったり、月に１回の招集行

事の場だったり、あるいは警察本部に呼ばれて

表彰されることもある。中には、誘拐犯人を検

挙して、階級が１階級特進した人もおりました。

また、わかりやすく話すと、月間ＭＶＰ、年間

ＭＶＰというように、月間を通じて、年間を通

じて、優秀な職員に対しても表彰する制度もあ
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りました。表彰されることによって、常に問題

意識を持ってやる気を出す。士気を高めるため

には、必要な取り組みだったと思っております。 

 冒頭で話しましたが、今から25年後の2040年

には、全国で896の市区町村が消滅可能性都市

になる。当然に、この中に垂水市も含まれてい

ます。今、国は、地方創生に大きくかじ取りを

して走り出しています。 

 そして国は、やる気のない自治体には支援し

ない。独自の発想と施策で、やる気を持って努

力する自治体には、財政面、人的な面、情報面

で最大限支援すると言っているんです。そのた

めにも、職員全員が、垂水市の現状について危

機感を持って、知恵を出し合うシステムづくり

が必要ではないかと思います。 

 垂水市として、独自の発想力で、地方創生の

施策を打ち出さなければならないときに来てい

ます。どうか提案制度の創設と、すばらしい提

案をした職員に対しては報償する取り組み、こ

れはできないものか再度、お尋ねをいたします。 

○総務課長（中谷大潤）  民間企業においては、

業績に応じて給与上の弾力的な対応が可能です

が、地方公共団体の人権費には毎年度、予算上

の制約があります。そのため、効果的な提案や

業績への結果を給与へ反映することは、予算の

範囲内で行わざるを得ず、限られた原資をいか

に適切に配分するかという問題が生じることに

なります。 

 これまで、人材育成は職員一人一人の在職期

間を見通した長期的な視野で実施されることが

望ましいとされてきています。昇給や昇格につ

いては、一つの業務に精通すること、一つの提

案や提言も大切でありますが、配置先で与えら

れた幅広い業務を適切に処理、対応して、サー

ビスの質を維持向上させる能力も重要です。 

 しかしながら、提案や功績などがあった職員

に対し、何らかの形で表彰する制度は、職員の

士気向上につながると思います。実際に、職員

のやる気を引き出し、人材育成につなげるとと

もに、活気ある職場づくりのため、日常業務に

おける努力や貢献など、より日常的な功績を対

象として職員を表彰する自治体もございます。 

 本市においても、職員がやる気を持って業務

に取り組めるような環境づくりとしての表彰制

度が、現状の勤務形態や本市の実情にふさわし

いのか、何をどういう形で、どういう方法で表

彰すればいいのかなど、課題を一つ一つ検証し

ながら、本市の実情にふさわしい表彰制度を検

討してまいりたいと考えております。 

○堀内貴志議員  通告外ですけれども、消防長、

一つ御質問をいたします。以前、２年前でした

か、協和地区の運動会で消防職員が……。 

○議長（森 正勝）  堀口議員に申し上げます。

通告外質問はちょっと、通告されていませんの

で。 

○堀内貴志議員  わかる範囲で結構です。救助

された。あれはすばらしいいことだったと思う

んです。消防長として、何か表彰されたことが

あるのか。人命救助は当然の仕事だと思います

けれども、私事で行っていた運動会の席上で人

命救助をしたと。これ、すばらしい功績だと思

いますけど、消防長は、そのときに何か報償を

されたのかどうか、それだけ答えてください。 

○消防長（迫田八州夕起）  救助した職員が、

消防職員が主で行っていたものですから、その

ときは、表彰はしませんでした。 

○堀内貴志議員  ありがとうございます。やは

り賞を与えると、またさらにやる気を持つと思

いますので、その点もちょっと前向きに検討を

していただきたいと思います。 

 最後、副市長に対して質問をいたします。副

市長は、２年の任期を終えて、垂水市に来られ

ました。３月いっぱいで県にお帰りになられる

ということですが、この２年の思いは、先ほど

川越への答弁の中でお聞きしました。 

 この提案制度について、県ではどんなことを
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やっているのか、あとこのことについて、副市

長としてアイデアがあれば教えていただきたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

○副市長（松下 正）  県で実施している職員

提案制度については、平成15年から始まってお

りますが、県庁ＬＡＮという職員コミュニケー

ションシステムという職員間の連絡事項等に活

用できる電子会議システムがございまして、そ

の中に職員提案というコーナーがあります。例

えば事務改善についてテーマを設けて、一人の

方がこのようなアイデアはどうかと提案をしま

したら、別の方がそのアイデアについて、もっ

とこうしたほうがいいとか、次々に書き込みを

行うようになっています。しばらく期限を置い

て、終結した実際のアイデアを実際の事務改善

に使っているということをお聞きしております。 

 事務改善の事例としては、備品の節約につな

がったケースとか、例えば電子メールの署名欄

に、その時々にＰＲしたいコメントを入れる。

これは観光課の職員から来たメールですけれど

も、自然や人情、美しい食があふれる本物鹿児

島県へどうぞお越し下さいなどというコメント

を入れることも、この職員提案の制度から始ま

ったとお聞きしております。 

 この電子会議システムは、時間と手間はかか

りませんし、さらに匿名での意見交換でありま

すから、手軽に始められる職員提案制度である

と思っております。ただ、この電子会議システ

ムは、投稿する者が限定されるという問題があ

ります。また、アンケートの方式もありますけ

ど、斬新なアイデアは出しにくいということも

課題かと思います。 

 幅広い職員から意見を募集するという方式の

ほかに、フリートークの意見交換会、例えば

ワールドカフェ方式という意見交換の手法がご

ざいます。何人かの会議で、討論のやり方の一

形式でありますが、与えられたテーマについて、

幾つかのテーブルごとに数人ずつでまず議論を

して、次にテーブルの取りまとめ役以外は、ほ

かのテーブルへシャッフルして移動する。その

取りまとめ役から前の議論の内容を聞いてから

さらに議論を深め、これを何回か繰り返した後

に、各テーブルの取りまとめ役がまとめの報告

を全員にするという方法であります。カフェ方

式というのも、お茶でも飲みながらざっくばら

んに、リラックスして気軽に参加できるように

するというものであり、また参加者が少人数で

自由に発言をしながら、他の人々のさまざまな

意見にも耳を傾ける機会をふやすやり方である

ことから、職員研修の一環、地方創生等の一環

として実施してみるのもよい方法かと思います。 

 以上です。 

○堀内貴志議員  終わります。 

○議長（森 正勝）  ここで暫時休憩します。 

 次は１時25分から再開します。 

      午後０時14分休憩 

 

      午後１時25分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 16番、川畑三郎議員の質問を許可します。 

   ［川畑三郎議員登壇］ 

○川畑三郎議員  平成27年の年明けから、桜島

の活動が活発になり、ごうごうとものすごい高

音が鳴り響き、今にも爆発するのではないかと

さえ思われました。海潟の旅館の宿泊者も音に

びっくりされていたそうであります。その後は、

爆発を繰り返し、多量の灰を北西の風にのせて、

垂水に降らしています。現在も活発な活動を続

けていて、近年にない、集中的な降灰量だと考

えます。垂水中に降ったため、ロードスイー

パーもフル回転であったようですが、ロードス

イーパーが灰がたまっているのに、こないこと

に市は何をしているのか。ロードスイーパーを

他市に貸しているのではないかといったような、

身勝手な話も堂々とされている状況もありまし
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た。それぐらい降灰が多かったということであ

ります。降灰の状況はどうなっているのか、お

伺いいたします。 

 次に、市長は１月の選挙によって再選されま

した。おめでとうございます。２期目に対する

市長の決意のほどをお聞かせいただきまして、

私の１回目の質問を終わります。 

○土木課長（宮迫章二）  桜島降灰対策の降灰

の状況についてお答えいたします。 

 ことしの桜島は、正月早々から鳴動はいえ、

活発な活動が続いており、協和小学校の屋上の

観測所で１月の降灰量が2,305グラム、２月が

3,091グラムで、この２カ月で5,396グラムが観

測されております。平成26年の１年間の降灰量

は4,601グラムありましたので、この２カ月で

昨年の降灰量を上回ったことになります。既に

報道等で御存じのとおり、山体膨張も継続して

いることから、今後も多量の降灰を伴う噴火の

発生が懸念されており、特に海潟地区、牛根麓

地区では、多量の降灰があり、市民生活にも非

常に大変な影響が出ているところでございます。

ことしの爆発回数は、既に３月３日には150回

を記録しておりまして、平成21年から活動が活

発化し、爆発回数は平成23年の996回、降灰量

は平成24年の１平米当たり、１万3,234グラム

に匹敵するような勢いで連日噴火しており、専

門家によると、今のところ大噴火の恐れはない

ということでありますが、大変心配していると

ころでございます。 

 以上でございます。 

○農林課長（池松 烈）  川畑議員の桜島降灰

対策につきまして、お答えさせていただきたい

と思います。 

 降灰の状況についてでございますが、噴火は

農作物の被害状況につきまして報告させていた

だきます。議員におかれましては、御自分でも

農業に携わっていらっしゃいますので、その状

況につきまして御承知されていらっしゃいます

が、御了承いただきたいと思います。それぞれ

の作物によりまして、年を通して、いつの時期

か、生育ステージのどの段階か、被害予想の状

況はどうかと違いがあるわけでございますが、

大まかには、受胎の立ち枯れ、落下等による収

穫減少、収穫物のすれ、がく崩れによる品質低

下、ビニールハウス等に灰が積もることで日照

不足となり、成長不良につながっていく状況の

ようでございます。 

 そして、その被害額でございますが、平成26

年は総額２億5,434万円でございまして、内訳

としまして、野菜類１億9,843万円、果樹類

2,165万1,000円、飼料作物類1,094万円が主な

ものでございます。また、本市の基幹作物でご

ざいます、きぬさやえんどうは2,366万4,000円、

いんげんは１億3,021万8,000円でございました。 

 以上でございます。 

○市長（尾脇雅弥）  川畑議員の御質問にお答

えをいたします。 

 先ほど川越議員への答弁と重複する部分もあ

りますが、私は去る１月の市長選挙におきまし

て、16代目の垂水市長として、再び市政を担わ

せていただくこととなりました。市民の皆様に

感謝すると同時に、その責任の重さを痛感して

いるところでございます。少子高齢化、人口減

少社会の時代背景の中で、持続可能な垂水市を

つくっていくために、また２期目に向け、市民

の皆様の付託に応えていくために、３つの大き

な政策の柱を立てています。 

 まず１つ目が経済への挑戦で、水産業、農業、

畜産業の６次産業化を図り、また観光振興に取

り組み、交流人口の増加による雇用を生み出し、

所得向上を図ります。 

 ２つ目が安心への挑戦で、防災対策に取り組

み、安心安全で災害に強い町、地域包括ケアの

推進により、いつまでも住み続けられる町を目

指して、錦江湾横断道路、大隅横断道路ネット

ワーク構想の推進により、基盤を強化してまい
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ります。 

 ３つ目が未来への挑戦で、情報発信に積極的

に取り組み、県内外に本市をＰＲし、子供を育

てやすい環境をつくり、子育て世代を支援し、

定住人口対策を進め、賑わいや元気のある町を

目指してまいります。具体的な施策などにつき

ましては、次の定例市議会におきまして、施政

運営方針としてお示しをしたいと考えておりま

すので、今しばらくの猶予を賜りたいと思いま

す。人口減少による地方の衰退など、課題が山

積みしている中ではありますけれども、地方創

生という喫緊の課題に先頭に立って取り組んで

まいりまして、市民に付託された４年間の任期

を市政発展に一生懸命、精一杯尽くしてまいり

たいと考えております。 

○川畑三郎議員  一問一答式でお願いいたしま

す。 

 降灰対策についてですけれども、垂水市民は、

この降灰にはもう慣れっこになっておりまして、

降っても当たり前というような状況はここ何年

かあったんですけれども、ことしの正月明けの

桜島の轟音です。私は近くにいるんですけれど

も、ものすごい音でした。それから幾日かして、

爆発した。噴煙を上げたわけですけれども、そ

れ以来、降灰量がものすごく多くて、近年にな

い降灰量だと思います。だから、この降灰が垂

水の中央にも降るし、協和のほうにも降るとい

うことです。もうロードスイーパーもなかなか

私は手が回らなかったじゃないのかと、私は思

うのです。それはあたりまえだと思います。海

潟によって、垂水のほうでロードスイーパーを

回っている人です。状況はわかるんですけれど

も、住民は考えないのです。もう海潟、中俣だ

けが灰が降るという気持ちしかなくて、そうい

う、本当にさっき言いましたように、ロードス

イーパーを他市に貸しているんじゃないかとい

う話から、貸せよったどという言葉になったり

して、大変な状況でしたけれども、私もそうい

うお話で電話をしてきた方もいらっしゃいまし

たけれども、状況は、私はよくわかっていまし

たので、一応、土木課長にはこういうことだよ

という電話も入れましたけれども、ロードス

イーパーも台数が決まっておりますので、なか

なかだったと思います。今後もそういう状況が

今まだ活発についておりますので、そこら辺を

今度の議会にも、ロードスイーパーの件が出て

いますけれども、しっかりとそこを住民に納得

いくようなことで、進めていってもらいたいと

思います。そういった今後の対策はどうしてい

くのかということをお願いいたしたいと思いま

す。 

 また、土木課にしても、降灰の状況について

は、説明がありましたけれども、今後の対策で

す。どう進めていくのか、そこら辺を２回目で

お願いいたしたいと思います。 

 それと、この降灰については、教育関係も相

当、私は影響しているんじゃないかと思うので

すけれども、教育委員会も範囲が広いですけれ

ども、学校施設、それと公民館施設、そこら辺

の状況もありますので、ここら辺の状況と対策

はどうだったのか、これも一つお知らせいただ

きたいと思います。 

○土木課長（宮迫章二）  まず、桜島降灰対策

はどうだったかということについて、お答えい

たします。 

 土木課といたしましては、市道等の降灰除去

の出動をことしになって、１月に２回と２月に

１回、請負業者に指示をしておりますが、１回

の指示で校区によっても違いますが、３日から

５日間の除去作業を実施しております。同時に

降灰事業では、対応できない市民館や文化会館

等の公共施設の駐車場の降灰除去や、垂水漁協、

牛根漁協の駐車場、さらに道の駅、森の駅の駐

車場の降灰除去も環境整備班で対応したところ

でございます。 

 宅地降灰事業につきましては、牛根地区が月
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１回、協和、中央地区は月２回の回収計画にな

っておりますが、道路沿いに出ている状況を見

まして、請負業者も回収に回ってもらいまして、

この１月と２月で牛根地区は４回、協和地区で

18回、中央地区で15回、回収いたしました。今

後の対策としましては、早急な対応ができるよ

うに、降灰が観測されたら、すぐに現場を確認

し、契約業者に指示できるような体制をとり、

市民の皆様方への影響をできるだけ減らせるよ

うに、努めてまいりたいと考えております。 

 なお、本年２月に国土交通省に平成26年降灰

除去事業の補助申請に行った際、路面清掃車の

老朽化に伴いまして、故障がふえてきており、

作業に支障を来しておりますので、本市保有の

路面清掃車の更新計画を説明し、了承をいただ

いたところでございます。この更新計画は、古

く故障も頻発する路面清掃車から順次更新して

いく計画でございまして、平成27年度中に、大

型三輪清掃車２台を更新するものでございます。

契約の方法としましては、リース方式で４トン

車ベースの路面清掃車を２台購入する計画で、

提案しているところでございます。これまで作

業効率の悪さや降灰の取り残しの苦情が来てお

りましたが、新型の路面清掃車を購入すること

で、それらの問題点の解消や交通の安全性が図

られるものと考えております。 

 以上でございます。 

○農林課長（池松 烈）  対策についてでござ

いますが、農作物の被害対策につきましては、

本市にとりましては、非常にありがたい。国、

県で75％もの高い補助率でございます。活動火

山周辺地域防災営農対策事業がございます。近

年は国の補正等によります景気対策によりまし

て、後年度の事業計画予定まで既に実施終了し

ているものもございます。ここ３カ年度の土壌

と共生事業も含めました総事業費ベースで申し

上げますと、24年度は８件の5,473万9,000円、

25年度は８件の２億2,789万円、26年度は４件

の３億2,662万円となっているところでござい

ます。だいぶいい事業展開が実施できているの

ではと考えるところでございます。 

 次に、耕地関係の農道、林道、河川の対策に

ついてでございますが、予算の枠内、範囲内で

はございますが、事業効果や緊急性を考慮し、

委託料、重機借り上げ料、場合によりましては、

工事の実施等によりまして、対策を図っている

ところでございまして、さらには状況に応じま

して、土木課、環境整備班によります作業で対

応しているところでございます。また、農家の

皆様の御理解をいただきながら、中山間地域等

直接支払制度や多面的機能支払制度を活用し、

地元農家等の御協力をいただきながら、対策を

図ってきているところでございます。 

 以上でございます。 

○教育総務課長（川畑千歳）  川畑議員の学校

施設における降灰対策の状況とその対策につい

ての御質問にお答えいたします。 

 依然として桜島の火山活動状況は活発で、噴

火活動に伴う降灰によって、校舎の屋根や校庭

等に灰が堆積し、砂塵が舞い上がるなど、教育

活動全般に大きな支障を来し続けております。

このような中、教育委員会では、教育環境の改

善が図れるよう、校庭等に堆積した降灰を適切

に除去する手立てを講じているところでござい

ます。特に、降灰量の多い協和小学校及び松ヶ

崎小学校については、平成24年度から26年度ま

で連続して、公立学校施設災害復旧費、国庫補

助事業による校庭の降灰除去を実施してきてお

ります。 

 また、砂塵の舞い上がりを防止するための塩

化カルシウムを購入し、市内の小中学校に配付

したり、校舎や校内の降灰除去を一般財源で措

置し、実施しております。さらに、平成24年度

あたりから夏場でも、垂水市方面への降灰の量

と回数がふえる傾向にあり、水泳の授業ができ

ない事例があったことから、平成26年度に協和
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小学校と垂水小学校にプール専用の掃除機、

プールクリーナーを各校１台ずつ、財団法人日

本学校保健会からの対応により整備いたしまし

た。今後もよりよい教育環境を保っていくため

には、降灰除去等の事業を継続し、取り組んで

いく必要がありますことから、平成27年度予算

案に必要経費を計上させていただいたところで

す。なお、本市の小学校には校庭に芝を植栽し

ている学校は４校あることから、芝を含めた校

庭の降灰除去を行った後の、新たな芝張りにつ

いても補助対象とするよう、制度拡充の要望を

桜島火山活動対策協議会として、平成26年度か

ら国へ要望しているところでございます。 

 以上です。 

○社会教育課長（森山博之）  川畑議員の社会

教育施設であります各地区公民館の状況並びに

その対策について、お答えいたします。 

 既に舗装済の市民館につきましては、先ほど

土木課長の答弁にもございましたとおり、道路

維持班により清掃をしていただいております。

また、新城、柊原地区公民館を含めた５カ所に

つきましては、全体的に降灰が堆積している状

況ではございませんが、吹き溜まりや側溝など、

部分的に堆積しております。除去作業につきま

しては、市民館、新城、牛根両支所の地区公民

館では、館長、主事並びに市の職員で対応して

おりますが、そのほかの地区公民館では美化作

業の一環として、地域の皆様方に御協力をいた

だき、清掃を行っているところでございます。 

 また、舗装がされていない境、松ヶ崎、大野

地区公民館でも同様に美化作業の一環として、

除去作業をしていただいております。さらに、

協和地区公民館におきましては、降灰量が最も

多い場所に位置しており、これまで可能な限り

除去作業をしていただいておりましたが、箇所

によっては堆積の厚さが数十センチにも達して

おり、人力による作業が困難な状況にあります。

このようなことから、今後は重機などによる作

業を検討し、改善に努めてまいりたいと考えて

おります。なお、平成26年度から文部科学省へ

提出しております桜島火山対策に係る要望にお

きましては、社会教育施設並びに社会体育施設

につきましても、補助の対象となりますよう、

活動を行っているところでございます。 

 以上です。 

○川畑三郎議員  降灰対策については、いろい

ろしなければならないところは、多数あると思

います。土木課長のほうでは対策と、今後の対

策はどうだったのかと、現状と今後の対策につ

いても答弁をいただきました。土木課としても、

課長は一生懸命走り回ってやっているのかなと

は思うのですけれども、先日も鉄道跡地のほう

も、農林課と連携して、ものすごい灰でしたけ

れども、維持班やら出していただいて、すぐ対

処していただいたと、これはありがたく思って

おります。今後も、特に、ことしは灰が多かっ

たせいで、かねては請負業者の件ですけれども、

１月から請け負った業者は正月前に全部灰が済

むだから、あまり灰がなくて、１月からその事

業をとった人はあまり事業が少ないんでしょう

という話を聞いておったんですが、ことしは異

常でもう正月からぶっ通し、今お話があったよ

うに、十何数回とったということで、国道沿い

は克灰袋でいっぱいでした。克灰袋が足りない

ところは、肥料袋でやっている箇所もあったり

して、そういう状況でありましたけれども、ど

うにかこうして、きれいに除去していただいた

りして、ありがたく思っておりますので、今後

も住民のそういう状況を把握して、しっかりと

して対策をとっていただきたいと思います。 

 農林関係ですけれども、現在の対策をお話し

ていただきました。農林については、やっぱり

農業者が多いということで、施設の問題ですけ

れども、前もビニールの張り替えが今度はでき

るんだよという話をあったんですけれども、そ

の状況にマッチしなくてできなかったという状
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況を聞いているのですが、どうにかそれができ

るようにということで、一生懸命運動されてい

ると思うんですけれども、そういったことやら、

今後の農林に対する対策、そこを課長、一言お

願いしたいと思います。 

 それと、教育委員会です。この問題を出して

から、教育委員会もですよということで、学校

の施設も総務課のほうで見ていただいたりして、

状況を教えていただいていました。それなりに

降灰もあるとは思いますけれど、これ以上ふえ

たら除去するんだよという状況で、今後対処し

ていただきたいなと思います。 

 それと、公民館施設ですけれども、社会教育

課の。今お話を聞きました。特に、協和地区は

あんだけ降灰が多いのに、今思えば、去年一日

半で一部はとっていただいたんですけれども、

相撲場があのような状況と、入り口のほうは全

然助かっていないんですけれども、よくここま

で置いとったなと、私自身もそう感じておりま

す。ですから、あれは行けばお分かりに、除去

作業になるのかなと、私は思いますので、これ

は財政にもお願いが来ると思います。財政課長、

一応聞いていただいて、降灰対策の事業ででき

るようであれば、それでいいんですけど、それ

がなかなかできないとなれば、協議をして、私

はやるべきだと思いますので、そういうことで、

これは前向きに対処していただきたいと思いま

す。 

○農林課長（池松 烈）  今後の対策について

でございますが、農作物の被害対策については、

先ほど述べました。高い補助率でございます。

活動火山周辺地域防災営農対策事業がございま

すので、今後とも事業の推進を図っていきます

とともに、国、県を初めとしました関係機関に

は、予算の確保や事業の充実をお願いしていき

たいと思います。 

 また、本年度から実施されました被覆資材や

劣化の済んだビニールハウス等施設の支援の補

助が、本年度は結果としまして、要件充足の難

しさ等から、幾分要件の緩和はあったのですが、

事業実施ができなかったことから、今後は国、

県を初めとしました関係機関には、農家の方々

が少しでも事業導入がしやすいように、お願い

を重ねていきたいと思います。 

 次に、公地関係の農道、林道、河川の対策に

ついてでございますが、今までと同様、予算の

範囲内ではございますが、事業効果や緊急性を

考慮し、委託料、住基借り上げ料、場合により

ましては、工事等の実施によりまして、対策を

図っていきますとともに、状況に応じましては、

土木課、環境整備班によります作業で対応して

いきたいと考えているところでございます。ま

た、農家の皆様の御理解をいただきながら、中

山間地域等直接支払制度や多面的機能支払制度

を活用し、地元農家等の御協力をいただきなが

ら、対策を図っていきたいと思います。また、

降灰量の現在以上の量も想定されてくると思い

ますので、国、県を初めとしました関係機関に

は予算の確保や、事業の充実等を怠ることなく、

しっかりとお願いをしていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川畑三郎議員  農林関係の被覆ビニールの件

のお願いですけれど、一生懸命やっているので

すけれども、そこら辺が被覆の状況を緩和して

いただいて、できるように、一生懸命やらなけ

ればならないと思うのです。鹿児島市やらの対

策協議会もあるのですけれども、そこら辺でも

お願いはできると思うのですけれども、一つ積

極的にできるように、頑張ってください。お願

いいたします。 

 次の２期目への決意ということで、市長のお

話を聞きました。市長も１期、一生懸命頑張っ

て、それなりに結果を出されていると思います。

選挙の結果は、幾分差が少なかったわけですけ

れども、市長が頑張って、その差というのは、

勝つか負けるというような大きな差が僕はある
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と思います。それだけ頑張ったということです

ので、自信を持って、これから４年間頑張って

いってもらいたいと思います。 

 そしてまた、１期である程度の尾脇市政とい

うのをつくったわけですけれども、継続するた

めには、自分から住民の中に足を運んでお話を

して、いけなこっですか？という状況もつくり

出して、一緒になってやるべきだ。今後は。そ

れが一番大事かなと思いますので、議会の皆さ

んと一緒になって、もう２期目は自分の思った

事業ができるように、私は頑張っていただきた

い。もうそれしか言えません。 

 副市長も２年間御苦労さんでした。あんたの

おかげで、僕はこの200票がね、あったと思う

のです。これはとりようですけれど、副市長が

一緒によって、勝利に導いたというという。こ

こをもう退職されるということですので、また

県に帰って、どうなるかわかりませんですけれ

ども、部長級になって、上に上がるような気が

しますので、一つそういうことで、副市長も体

に気をつけて、頑張ってください。２年間御苦

労さまでした。補佐をしていただいて、２人で

一緒にやってこられましたので、今後も帰って

も、垂水市のことを思って、知恵をいただいて、

市長を助けてやってください。お願いします。

市長もそういう気持ちで連携をとってください。

そういうことをお願いして、もう私はこれで終

わりです。ありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  次に、13番、宮迫泰倫議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［宮迫泰倫議員登壇］ 

○宮迫泰倫議員  ３月になりまして、どうして

もまだ元気が出ません。頑張りますので、よろ

しくお願いを申し上げます。市長、２期目、よ

ろしくお願いを申し上げます。みんな期待をし

ております。 

 まず、きょうは地方創生について質問したい

のですけど、何もわからんものですから、逆に、

こっちから市長さんにお願いしようかと思って、

こういう考えでいいのかということで、お聞き

しますのでお答えください。 

 我が国は、2008年をピークに人口減少局面に

入っており、停滞しがちな日本経済、日本社会

をまち・ひと・しごと創生総合戦略で国、県、

市町村が従来の行政モデルではなく、質の向上

と政策を高めるという新しい行政手法で活力あ

る日本社会を維持し、後世に残すことと私は今

のところ理解をしております。 

 ところで、まず第１に地元を活性化させるた

めに必要なことは何か。市長のお考えをお聞か

せください。 

 ２番目に、行政、市民の役割はどんなものが

あるのか。これもお答えください。 

 ３番目に、平成27年度の予算案に盛り込まれ

ているのかどうか。これは先ほど、補正をもら

ったんですが、補正はちょっと載っておりまし

たけど、それもお答えください。 

 ４番目、今ある各種基金を地方創生に活用す

る考えはあるのかどうか。また併用できるのか。

そしてまた、それは転換できるのかということ

です。 

 ５番目、地域おこしに関連しまして、昔売り

払った旧市有地が買い取り目的になっていない

ところがあります。そこ、ちょっと言い方が悪

かった。変えます。地域おこしに関連して、売

り払った旧市有地が荒れ放題になっているとこ

ろがありますが、買い戻すことや所有者に指導

する考えがあるのか。これも地域創生について、

一緒にお答えください。 

 次、大きな２番目です。これも前も言いまし

たけれども、垂水市政治倫理条例の制定につい

て。２年前、議会は改革をやりました。二元代

表制のあるべき姿をつくり上げる時期にきてい

るのではないでしょうか。市長のお考えをお願

いいたします。 

 以上で１回目を終わります。よろしくお願い
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申し上げます。 

○市長（尾脇雅弥）  宮迫議員の質問にお答え

をいたします。 

 まずは、活性化に必要なことということでご

ざいまして、本市における課題を再度洗い直し

て、農林水産業や観光資源、歴史文化などの本

市の持つ特性を確認し、垂水市らしいまち・ひ

と・しごと創生総合戦略を市民を初め、産業界、

行政機関、教育機関、金融機関、労働機関、メ

ディアからなる検討委員会を設置し、多種多様

な方面からの御意見をいただきながら、議会に

おきましても、総合戦略の策定段階や効果の検

証段階において、十分な審議を行っていただき、

中長期的な展望に立って実行性のある戦略の策

定をすることが必要であるというふうに考えて

おります。 

 ２番目の行政、市民の役割に関しましては、

地方創生を推進していくに当たっては、行政と

市民の協働が必要不可欠であります。行政は総

合戦略の策定に当たって、地域の特色や地域資

源を生かした住民に身近な施策の策定と、その

戦略の実施を期待されており、市民との協働な

くしては戦略に定めた数値目標や重要業績、指

標の達成は困難なものになると考えております。 

 ３点目の予算の関係に関しましては、担当課

長より説明をさせます。 

○財政課長（野妻正美）  １の３の平成27年度

予算案に盛り込まれているのかの御質問にお答

えいたします。 

 国、県における地方創生関連事業は、平成27

年度当初予算においても、まち・ひと・しごと

創生事業費等を活用しながら、平成26年度補正

に計上した交付金事業と一体となって、地方創

生に積極的に取り組むとされております。本市

におきましても、国の補正予算に対応した平成

26年度補正予算、第７号案を本日追加上程いた

しました。御質問の平成27年度当初予算におい

ては、地方創生関連の対象事業であると思われ

る既存事業については、予算計上しております

が、新しい事業については、骨格予算でもあり、

まだ地方創生にかかわる新たな交付金は平成27

年のうち、策定、推進される地方版総合戦略を

踏まえ、平成28年度からの本格実施に向けて、

その財源等も踏まえ、検討することになります

ので、計上しておりません。そのため、平成27

年度は平成26年度補正予算での交付金事業が中

心になると予想されます。また、新しい交付金

事業を初め、地方創生関連事業については、財

源等について、継続されるか、いまだ不明なと

ころが多いことから、地方創生関連事業につい

ては、今後も情報収集に努めてまいりたいと思

います。 

 次に、４番目の各種基金を地方創生に活用で

きる考えはあるか、また併用できるか、転換で

きるかの御質問についてお答えいたします。 

 平成27年度の国の予算は、地域の実情に応じ

たきめ細かな施策を可能にする等の観点から、

地方創生の取り組みに要する経費について、地

方財政計画の歳出に１兆円計上しております。

地方創生にかかわる基金の新設については、今

回の平成26年度補正に計上した交付金事業では、

交付金を原資として基金への積み立てはできな

いこととなっております。基金残高見込みでご

ざいますが、平成26年度末の一般会計分で、24

億5,000円余りとなる見込みでございます。基

金は、当該基金の設置条例で定める特定の目的

に応じ、確実かつ効率的に運用しなければなら

ないと地方自治法に規定されております。特定

目的基金については、その基金の使用目的が決

められており、その目的が地方創生の趣旨に合

うのであれば、活用は可能と考えます。 

 特定目的基金の併用、転換については、趣旨

に合わなければ基金を廃止し、別の基金を新設

するなどしない限り、難しいものと考えており

ます。財政調整基金は、原則、不測の事態への

対応や年度間の財源の不均衡を調整するための
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積立金ですが、地方創生にかかわる事業実施に

際し、財源不足が生じるのであれば、活用がで

きるものと考えております。国においては、平

成28年度からの本格実施に向けて、その財源等

も含め、検討するとされておりますことから、

地方創生関連事業とともに、基金造成について

も情報収集に努めてまいります。 

 ５番目の売り払った旧市有地に関連する御質

問にお答えいたします。 

 売買時の土地売買契約書には、通常土地の利

用目的や制限等は規定しておりません。その契

約書に定める義務を履行しないときは、契約解

除できますが、契約書に指定用途または買い戻

しに関する規定等が盛り込まれていなければ、

契約上の土地利用についての制限はできず、買

い戻し等は困難と考えております。 

 また、土地の管理人につきましても、所有権

は買受人に移転しているため、買受人が責任を

負うものであり、契約上指導するのは困難と考

えます。 

 以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  垂水市議会議員政治倫理

条例につきましては、平成12年に市政が市民の

厳粛な信託によるものであることを認識をし、

その付託に応えるため、市議会議員の政治活動

及び職務遂行においては、連結かつ公正を確保

するための基金となる事項を定め、市民に信頼

される清潔で民主的な市政の発展に寄与するこ

とを目的としているところであり、平成25年の

議会改革による議会基本条例による議員の行為

規範に位置づけられているところでございます。 

 また、垂水市長等の倫理に関する条例は、市

長、副市長及び教育長が市民全体の奉仕者であ

って、その職務は市民から付託された公務であ

ることに鑑み、その職務にかかわる倫理の確立

と向上に資するため、必要な事項を定め、職務

の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招

くような行為を防止し、公務に対する市民の信

頼を確保するとともに、あわせて市政に対する

市民の正しい認識と自覚の向上により、民主的

な市政の発展に寄与することを目的としている

ところでございます。また、かねてより市政へ

の不信を招くことのないよう、品位と名誉を損

なう行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑

をもたれる恐れのある行為をしないことなどの

倫理基準を順守しているところでございます。 

 以上でございます。 

○宮迫泰倫議員  一問一答で申し上げます。 

 まず小さな１番、地元を活性するために必要

なことは何かと、今聞きましたけれども、これ

をやるにはやっぱし基本になることがあると思

うのです。ただ、上ばかりじゃなくて、本当に

こういう体制ができるのか。地方創生をやるた

めにはどういう人材が必要なのか。時間が必要

なのか。お金が必要なのか。それが一番大事だ

と思うのです。 

 だから、このメンバーが足りないときは、ど

こからか市長の力で持ってきて、そういう人が

おれば、それでいいと思う。この中でやったら

一番いいのです。だから、今までみたいに市長

が幾ら大きな事業を持ってきた。補助金を持っ

てきた。それで払う率はこれぐらいで、もうそ

ういう時代は過ぎたのです。もう次のモデルに

行かな、それは今後の新しい地方創生だと思う。

そのためには、東京一極集中だからどうしたら

いいか。それは各人で考えなきゃいけません。

そういうことですけど、そういう従来のモデル

ではなく、なんか新しいやり方はあるのか。今

の考えの中で、基本的なことです。それをお聞

きしております。あれば。 

○市長（尾脇雅弥）  質問の趣旨とは違うかも

しれませんので、そのときは御指摘をください。

地方創生というよりは、まちづくりの考え方と

いう点で、私はさせていただきます。今、宮迫

議員が御指摘あったような、どの時代をさすと

は、明言できませんけれども、国から県、市へ
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予算と政策が下りてきた時代は終えて、地方の

アイデア合戦の時代がある面、地方創生という

ことが言えるというふうに思います。その考え

にしたがって、中身に対して実行性のあるもの、

また評価の高い部分にお金がついていくという

ようなことではないかなというふうに思ってお

ります。そういう考え方の中で、垂水市という

状況を考えたときに、南北37キロ余りというこ

とで、大変縦長の町でありまして、基本的に私

のまちづくりの基本になりますのは、それぞれ

の小学校区単位の中で、それぞれの地域の10年

後をどうやってやっていくのかという、今地域

振興計画ということを推進をしております。そ

の絵をほとんど、あとは中央地区です。中央地

区が残っておりますけれども、まず絵を描いて、

その絵に大野地区を皮切りに、今予算をつけて

いただいて、少しずつですけれども、持続可能

な町のための予算はつけていただいております

ので、このことと地方創生、今タイトル程度の

ことしかわかりませんけれども、具体的には28

年度からいろいろ形になっていくということで

ありますが、そういった背景の中で今お話させ

ていただいたような地域の持続発展という考え

方をもとに、地方創生の趣旨に合うような形の

事業に積極的に市民の皆さんの声を聞きながら、

形にしていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

○宮迫泰倫議員  この前、市役所からまち・ひ

と・しごと創生総合戦略というのが来たのです。

ＤＶＤが。わからんです。自分でも。私たちは

わからんければ、市長もまだわからんのだから、

こういう勉強会をどこかでせないかんと思う。

ただありましたじゃなくて、やっぱりこれは皆

さん、一般の市民……。次の小さな２番である。

行政市民の役割とあるのです。 

 その前に、これどういうことかということを

皆さんがわかって、それを商品として売ればい

いんです、市民の皆さんに。それを皆さんで、

さっき言われたごとある国単位で言わす、わか

りやすく言えば、各種振興会であります防災組

織と一緒ですよ。つくってしまえばうまくでき

るんです。そういう方法で何かできないかとう

いうことなんです。 

 そのためには、やっぱし、質の向上とか、政

策を高めるにはどうしたらいいかとか、質を高

めるということは、例えば数値の目標をして、

それを検証しなきゃいけないということも書い

てあるんです、こん中に。 

 だから、あと県と市との役割の分担、連携、

それと隣町との連携、例えば、産婦人科の先生

がいなければ、みんなが協力してどっかきても

らいましょうとか、そういうことが垂水ができ

なければ、そういうことも政策を高めることで

す。そういうこともできるんじゃないかと。 

 政策を高めていいんですけども、その中で数

値をやったんです、今までどおりやりっ放し配

るということだと思うんですけれども。 

 それから持続可能な実行力が必要だと思うん

です。途中で投げられたら因るんです。 

 だから、これ予算につけるんじゃなくて、決

算でということだと思うんですよ。短期で終わ

らないで中長期にかけて、やらなければいけな

いと、このあたりで申したいのは例えば５年間

に書類がなくなります。それもやっぱり必要な

のは10年、20年は書類をとっとかないと、いや

その時にありません、わかりませんじゃ、困り

ますので、そういうことを、今聞いたんですけ

ど、その質の向上とか、政策を高めるための何

かそういう施策を、一応決定してベースになる

ことだと思うんですが、どうなんですか。市長。 

○市長（尾脇雅弥）  足らない部分は担当課長

から答弁をさせたいと思いますけれども、先ほ

どありました地方創生という言葉としては、皆

さん御理解をしていただいていると思いますけ

れども、具体個別というのはいろいろありまし

て、今出ているもの、あるいはこれから出てい
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くもの、そのベースにある考え方というのは、

先ほど申し上げました細かいことでいえば、本

市の場合、地域振興計画、あるいは大きなとこ

ろでいえば、総合計画というのがありますので、

総合計画自体もこれまでと違って、自分たちの

手づくりというのが垂水市の最大の特徴で、プ

ラン・ドゥ・チェックいうようなシステムに乗

っといて途中見直しをしたり、次の計画を立て

ていくというのが基本にあると思います。 

 今、地方創生に関しては、国から石破大臣の

発言も含めたＤＶＤ、あるいは大まかなそうい

ったＤＶＤが届いておりますので、まずは近い

ところで、数日のうちに次の課長会において、

そこをしっかりと検証して議論をする、そして、

庁内まずは職員に対してそういったものをしっ

かりと研修をしていくということから、まず、

庁内的に始めたいと思いますし、そのことを市

全体としてやっていくためには、それぞれの地

域の皆さん、市民の皆さんの理解というのが必

要だと思いますので、そういった面に関しては、

今、議員御指摘のとおり、ただ、ただそういっ

たことがありますよと、おいからトップダウン

だけでなくて、現場のニーズあるいは課題を吸

収する形で、その地方創生という物差しを当て

ていって、手触り感のあるものをつくっていか

なければならないというふうに思っております

ので、そのために、今いただいた御意見を参考

にしながら、段階的にやっていく必要があると

いうふうに考えております。 

○宮迫泰倫議員  やっぱり、これは地方版の総

合戦略を早く皆さんに知らしめないかんと思う

んですよ、５年間なら５年間と、これをやるこ

とによって、最初からやったところとやらない

ところと差がつくと思うんです。 

 早くやったほうが勝ちだと思うんです。私は、

こうやりたいです。そうじゃないと、今までは

どこもみんな一緒だったと思うんですよ。ただ、

分捕り合戦だったもんですから。 

 これからは、やっぱりそういう企画をして、

こうこうだと数値をあらわしたりしてもらえば、

国のほうもわかるんやないかと思うんですけれ

ども、そういうことをやっていただきたいんで

すけども、その前にやっぱし、首長さんが主義

主張が変わると困るんですよ。言葉とあれがで

す。いつも言っています、言葉と心が方向性と、

意思表示をしてもらわって、こういうことをや

るんだと、皆さんに、市民の皆さん方、議会の

皆さんにもその機会あるごとに言ってもらわな

いと、そういう考えはあるのかどうか。 

○市長（尾脇雅弥）  地方創生に関しましては、

昨年の暮れぐらいから、動きが活発になってき

たわけですけれども、ちょうど皆さん御承知の

とおり、12月の２日から国政選挙がございまし

て、予算編成が少しおくれました。逆を言いま

すと、それが終わったら各首長、各市町村、競

争になっておりました。 

 ただ、そういった中で我々は市長選というタ

イミングがございましたので、少しそういった

意味では、タイムスケジュール的には、一般的

に出おくれる心配がございましたので、その分

はある程度、地方創生の中で地元選出の代議士

に事前に御相談を申し上げて、また、１月18日

当選の３日後には上京して、地方創生に対して

我々の思いというのを要望をさせていただきま

した。 

 そのことは、御理解をいただいているという

ふうに思います。 

 先ほど宮迫議員がおっしゃる考え方というの

は、全くそのとおりだというふうに思っており

ますので、その考え方の全国でも先進的なモデ

ルというのが、我々の地域振興計画だというふ

うに思います。 

 なぜならば、全国でその申請した件数の採択

件数というのが、全国一位タイでありますし、

それについた予算としては、全国で一番予算い

ただいているという結果でありますので、方向
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性としては間違っていないんだというふうに思

いますので、そのことをしっかりと継続をして、

また新たに地方創生という名のもとに、国のほ

うで今いろいろ考えておられる分で、追加的な

方向性が示されたときに、そのベースとなるも

のは、今申し上げました総合計画であり、地域

振興計画この制度を高めて、そのニーズに答え

られるように対応していく必要があるというふ

うに考えております。 

○宮迫泰倫議員  次、行政、市民の役割はとい

うことであったんですけど、これもやっぱり立

場はどうなのか、ということなんです。 

 例えば、産官学金労言、これはやっぱり皆さ

んがいろいろやって、このメンバーではなくて、

そういう人を入れるということなんです。 

 この中で、大学のそういう高等機関の先生を

呼ぶとかあるんですけど、それは垂校の先生で

いいんじゃないかと思うんですよ、希望があれ

ばですね、それはやっぱり地方公共団体、それ

はそうなんです。産学、それはその通りだと思

うんですけども、やっぱりこういう従来の人じ

ゃなくて、そういういろんな基礎から出しても

らって、それを総合していって、どっかで合致

すれば、非常にいいと思うんです。 

 そのためには、やっぱり住民の皆さん、また

議会の皆さんにも、今こういうふうだとか、常

に数値とかそういう数字であらわして、検証し

てもらう必要があるんですけれども、そこら辺

はどうなんですか。できるのか、できないのか。

やる気あるのか。 

○市長（尾脇雅弥）  今の点に関しても、全く

考え方は大事なことだと思っておりますし、本

市においては比較的、それも先進的に取り組ん

でいると思います。 

 先ほど、お話をしました総合計画の中におき

ましても、鹿児島大学との提携の中で、多様な

教授の先生方に垂水に入っていただいて、今も

スタート時以降からも協力していただいている

先生方々もおられますから、そういった方々の

ベースがありまして、大野皮切りとした地域振

興計画なども進んでいますので、ただ、そこが

全てということではありませんので、もっと違

う視点でどういう方々の意見を取り入れればい

いのかというのは、また、今後、その方向性が

打ち出される日にあわせて、検討していかなけ

ればいけない課題だというふうに思っておりま

す。 

○宮迫泰倫議員  今、申しました、この産官学

金労言と、やっぱりプランがないと何もできな

いと思うんですよ。 

 そのためには、みんながやっぱり参加できる

ようなプラン、言えるようなプランです。だか

ら、こうしたがいいんじゃないか。ああしたが

いいんじゃないか、そういう市民の皆さんにも

わかりやすいプラン、それを実行できるか、で

きないか。それから、それを継承できるか、で

きないか。 

 そこだと思うんですけれども、各プランを最

大限に伸ばす努力をせですね。これは深刻に考

えたんです。真剣に考えな。深刻に考えたら何

もできません。できること言って、それからい

いのだけ言えばいいんですよ。できないこと言

ったらだめなんですから。 

 できることを言って、将来の垂水はこうなり

ますよと、将来の日本はこうなりますよと、い

うこと常に頭に入れとかな、ただ、何となく何

月何日何時からどこで会があるでは困ると思う

んです。 

 だから、１人１個ずつ言うていったら、ああ

こうやった、こうやったと、さっき誰か言いま

した、コーヒー飲みながらでもいいんですよ。

そんなこと必要だと思うんですよ、俺は課長だ、

何も仕事せんでもよかっちゅうことでは困りま

すので、お互い。それから、それは表彰規定と

いうのはなくてもいいんです、私は公務員、皆

公務員ですから、皆さんの給料もらっている、
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私共の報酬もそうなんですよ。皆さんの汗の結

晶の税金をいただいているわけですから、それ

はなくてもいいんです。 

 だから、どれだけ垂水が、ほかのまちどれだ

け先に行って、今のとがここ何年かできると思

います。 

 市長、期待しておりますので、よろしくお願

い申し上げます。何か何もないでしょう。 

○市長（尾脇雅弥）  今んとこは。（笑声） 

○宮迫泰倫議員  もし、あれば。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどから宮迫議員の質

問をいろいろ承っておりまして、本当に基本的

には、私もそのように考えております。 

 なかなか難しい時代背景になっておりますの

で、そういった中で高度経済成長のお金も施策

もという時代と違う中で、どうやってまちづく

りを進めていくかということになっております

ので、そういった意味ではいろんな方々の御意

見を聞いて、ただ、決めるとこは決めなければ

いけないというのがありますので、基本的な考

え方で職員の皆様にも常日ごろ話をしておりま

すのが、いろんなプロジェクトをやろうとする

ときに、こうだからできないということではな

くて、どうすればできるかと、その背景にあり

ますのは、垂水市の発展であり市民の幸福と、

そのためにそれぞれの立場で役割があるという

ふうに考えておりますので、そういうことを包

括しながら、決断をして、前に進めていきたい

というふうに考えているところであります。 

○宮迫泰倫議員  次の平成27年度云々でありま

す。 

 本市の地方税の今後の見込みは、あとは努力

することは何があるのか。地方税に対してお願

いします。 

○財政課長（野妻正美）  当初予算で前に税務

課からいただいた資料を見てみますと、地方税、

国においては増税となるという見込みでありま

すが、本市の当初予算での見込みの段階では減

額ということになっています。 

 内容につきましては、税務課のほうで報告し

ます。 

○税務課長（前木場強也）  市税につきまして

は、固定資産税が主な大きな税金になりますの

で、固定資産税につきましては、やっぱり最近

は下降傾向という形になっておりますので、な

かなか増収は見込めないということはあります。 

 それもありますけど、やっぱり徴収率ですか、

それに向けての向上ということで、広報も努力

していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○宮迫泰倫議員  石破担当大臣は、この地方創

生について最初から差がつくことを前提にして

話をすることはどんななったんですか。間違い

であった。 

 一所懸命やった市とそうでない市を一緒にし

たら国がもう沈んでしまう、そういう効能とい

いますか、一所懸命努力をするものがばかばか

しいと思ったら、そうじゃないと、やっぱし、

やったとこはやったところだけ成果があるとい

うこと言われていました。皆さん頑張ってくだ

さい。こう石破大臣は言ったんですから。 

 ですから、国は地方の財政面、地方活性化の

ために税制面、財政面、人的面、情報面等に国

は最大限に地方を支援すると言われておりまし

た。 

 これまた、そういう人材があったり、そうい

う情報、財政あれば常に入手できるようにして、

早く垂水がほかのまちよりも、裕福に、皆が住

んでてよかったというまちづくりになれば、僕

たちも、議員たちも立場がよくなるんじゃない

か。 

 これはどこよりもちょっとおくれたら、どう

なると思います。今のところ、もし、誰か…… 

○市長（尾脇雅弥）  済いません。もう一回ち

ょっと反問権で、もう一回お願いします。 

○宮迫泰倫議員  今、これはお金の面なんです
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けども、最初から何もやらなくて後で皆さんの

まねをして頑張っても、それはどうにもならな

いと、やっぱり自分たちの考えを出せというこ

とだと思うんです。 

 もう、最初から差がつくと思うんです。やる

とこ、やらないところが。そういうところが創

生の事業をやっているか、やっていないかと思

うんです。 

 そのためには、国はお金を出しますというん

です。財政とか人的、人とか、出すんです。情

報とか、そういうのを有効に活用してより早く

市民の皆さんにも知らしめて、みんなでプラン

を設定して、予算の面なんですけども、全てが

そうあってほしいということなんですよ。 

 そういう意思表示はしないんですか。 

○市長（尾脇雅弥）  もちろんおっしゃるとお

り、少しでもという気持ちで、取り組みをして

おリますけれども、そういう気持ちが、あるか

ないかということになれば、もちろんございま

すし、そのために、先ほどから繰り返しになり

ますけれども、地域振興計画が高い評価を得た

ということは、そのプラン自体が全国の中で比

較しても、すぐれているという評価をいただい

て、それに予算がついたということであります

ので、地方創生に関しても同じような市政で、

特にうちは小さな自治体でありますので、その

辺のところにアンテナを特に高くして、縦横の

連携をとりながら、しっかりと情報収集して対

応して、取りつけるものは全て取りつきたいし、

しております。 

○宮迫泰倫議員  各種の基金の事に、今担当課

長からお話があったんですけども、今、垂水市

に所有する土地がどれくらいあるのか、それは

有効活用ができるのか、塩漬けなのか、ドブ漬

けなのか、ドブ漬けはごめんなさい、将来そう

いう、地方創生に活用できるのか、どうか。

我々の近くに、例えば市有地がこれぐらいあっ

てそんな構いません、大きなんだけでいいです。

面積がそれぐらいあるのか。それから金額でど

れくらいか。利用価値はできないかということ

なんです。 

○財政課長（野妻正美）  宮迫議員の２回目の

質問にお答えいたします。 

 平成25年度策定しました施設白書での資料で

御説明しますと、市が保有する土地は全部で

9,716筆、約576万平方メートルであり、利用目

的別内訳、面積の大きい順に申しますと、山林

が558筆、約311万平方メートルで、全体の

54.1％です。次いで、公衆用道路が7,106筆、

128万平方メートルで、22.2％、次が公園敷地

で91筆、約44万平方メートルで、7.8％となっ

ております。 

 また財産別には行政財産が702筆の約375万平

方メートルで、全体の65％、普通財産が1,135

筆の約63万平方メートルで11％、その他インフ

ラ資産が7,979筆約14万平方メートルで、24％

となっております。 

 利用可能な市有地がどれぐらいあるのかとい

う御質問ですが、現在、未利用地で今後利活用

できる財産として、最初に頭に浮かぶのが、普

通財産でございます。 

 普通財産だけでも、先ほど申しましたとおり

約1,135筆の約63万平方メートルでございます。

この中には、山林や貸付地と、公用または公共

用として使用されていないあらゆる土地が含ま

れております。 

 つきましては、土地利用者により希望する土

地形態はさまざまあると考えられますが、市有

財産を十分状況把握した上で、利用希望者の

ニーズに対応できる土地を適切に情報提供でき

るように努めてまいりたいと考えております。 

 普通財産の有効活用につきましては、第２次

財政改革プログラムの目標としても掲げており

ますが、未利用地の売却や貸付等により有効活

用を図るように定めておりますので、まちづく

りのための地域住民から未利用地の有効活用の
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希望等があった場合でも、前向きに検討、対応

していきたいと考えております。 

 以上です。 

○宮迫泰倫議員  ここ何年間、そこの武道館跡

とそれから中央病院の前の教員住宅、それから

小学校の後ろのほうの前の住宅跡、それを一応

売却したと、それはそのほうがよかったと思う

んです。 

 今度、この地方創生があれば、ありゃおいこ

んなのつくりたいとかあると思うんです。しか

し、消防署、これだめでしょう。今、どこか直

せんな。そう規制、指示が、だと思うんです。

もし災害がおきたときは、これは利活用できな

いと、消防署は。だから、こんなの直せとかあ

ると思うんです。それからこの建物もどっかに

直せんないかんということなんです。 

 だから、このままあって、これを使っといて

ということもどっかでかまた線を引いてもらっ

て、早くしてもらわないかんと。 

 中央地区には公民館もあるし、それをどうし

たらいいかと、それから垂水高校も、もう人数

が少なくなれば、本当にいいのは、そこを県庁

からもらえばいいんです。いや、体育館もある

し、そういう対策しかないですよ。向こうは後

払いでいいですけど、人口も少なくなりますし、

こういう高校もあってもいいんですけど、もう

人数も垂校の卒業生が来ても、大方行かないん

ですから、そらどっかいしゃ行かないかんと。

いつまでもかばっといてもいいんでしょうけど、

教える側もやる気がないんでしょう。垂校の先

生だと、（笑声）そう思うんです、私は。言っ

て悪いんですけど、実際はそうなんですよ。 

 だから、先生たちがしっかりして、みっくれ

ばいいんですけど、ただ、市役所からいやどう

のこうのって言われれば、どう思います。 

 本当はそういう先生方をこの地方創生のメン

バーの中に１人でも２人でも入ってもらったら、

また自分の仕事場なもんですから、また活気が

あっていいんじゃないですか。いうことです。 

 だからそういう活用の仕方もあると思うんで

す。とにかくあっても用地を売るのは容易だと

思うんです。それを買った人はどうするか。そ

れから今度、地方創生の中に必要かもしれませ

ん。それはまた、そのとき、そのときのあれで

いいと思うんです。あんま時を急いでもだめだ

し、今そういうお金はまだ十分あるんでしょ、

垂水市が使えるお金が、地方創生のために。 

 合わせて、よろしくお願い申し上げます。

（笑声） 

○財政課長（野妻正美）  反問権ですが、お金

があるということですが、（発言する者あり）

基金の中ですか。 

○宮迫泰倫議員  全部、基金でも、税金でもい

い。土地を売っても。 

○財政課長（野妻正美）  一般的に考えられる

のが財政調整基金なんですが、基金の中でもこ

こが主たるもので、その活用自体も幅が広いと、

ただしこれが、昨年の25年度で13億8,000万円

余りだったですか、この基金につきましても、

前も委員会でしたか、御説明しましたが、これ

は月収倍率のうちの３カ月ということで、その

最低限を積んだものです。そこの事態、さきほ

ども御説明しましたが、次回に備えるものある

いは年度間の均衡を図るために使用するもので、

原則的な使い方があります。 

 ですので、積み過ぎと財政課としては考えて

おりません。これについては最低限を積んだと

いうところで、個々については顕示したいとい

うふうに所管としては考えております。 

 ただ、一番大事なものは市庁舎建設、さきほ

どもありましたが、ここについては早急に建設

に着手したいというふうに考えてはおります。 

 しかし、ここの基金につきましても、まだ積

まなければならないと、そうしますと、まこと

に申しわけありませんが、この基金からの視点

でいきますともう自由になるお金自体がない、
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いろんな事業を持ってくるときにも、市長が先

ほど申しましたがいろんなその歳入の確保が大

事です。歳入がなければ、事業が実施できない

と、個々については、脆弱な体質は今も続いて

いるということでございます。 

 それでまことに、今の御質問についての余裕

があるのかということにつきましては、財政の

運営厳しい状況は続いているということでござ

います。 

 以上です。 

○宮迫泰倫議員  地方創生にさっき申しました、

労力がいります、時間がかかります、皆さん自

分の仕事以外にいろいろあるです、仕事は。農

林課の課長も田んぼばっかじゃだめです。それ

から皆さんもそうですよ。だから自分の仕事プ

ラス垂水の将来、日本の将来考える、やっぱり

これ大変だと思うんですよ。そのためには行動

力が必要です。お金が必要です。時間が必要で

す。それ、頭に入れてください。そこで、元気

なまちづくりはどういうものかといえば、やっ

ぱり心です、皆さんの心、敬う心、尊重する心、

そして思いやりが必要だと思うんですよ。なん

となくじゃ困ります、さっき言いましたように。 

 それから市長、話し合いはいつするんですよ、

きょうは市長に、特にお願いします。かねては

出やらんですよ、市長は。答えやらんですよ、

ほんのこて市長が答えて、この件は何々させま

すというような、本当に、ただ、課長たちゃ本

気にこれが議会だろうかと思います。 

 それから、決算委員会も予算委員会も必ず出

てください。ほんでな、例えばこれしかないん

ですよ。話というのは、市長との会話。その常

任委員会の後ではやっぱりその他５項目はあり

ますから、それは僕らも情報出すと思うんです

よ。それをどうしたらいいかということ、たび

たび情報を常に入れてですね、それ自分たちの

考え、それもいいでしょうけども、僕たちもそ

ういう今度14人になられますけども御期待して

ください。 

 ということですので、話はあんまり深刻にな

らんで、真剣に頑張ってください。もうしかあ

りません。 

 以上で、１回目の項をおわりまして、次の項

に移ります。 

 議会は、議会改革をやりました。議会はこれ

でいいんですけども、今度市長局とやりたいと

いうことを前も申しました。総務課長にも検討

してくださいと言ったんですけども、もう答え

は要りません。 

 課長、もう答えは要りませんから、したか、

しないかというのは、もうしないんですから。 

 やっぱり、二元代表制ということはどういう

ことかと考えてください。議会はしました、そ

れと、車の両輪とありますけど、片方うまくい

っても、こっちが、僕らが理解できなんですよ、

どういうことか、それを一緒にすれば、垂水市

の政治倫理条例やと思うんです。議会お互いの

倫理条例、そしたらそちらにあるでしょ、こっ

ちはこっちであります。それを１つにしたのが

ほしいということなんです。 

 だからお前は何か、もう会長はいいわと、次

の会の新しいメンバーに考えてもらいます。そ

の前に市長はどういう考えかということ、そう

いうのは知りません。この中で、一応目的とか

あると思うんですよ。しかし、議員及び市長等

の行動基準というの設けないかんと思うんです。

お互いの。例えば、「議員及び市長等は市全体

の代表者として、市政に携わる権能と責務を深

く自覚し、その使命の達成に努めること」が一

応基準になっています。その後に「市民全体の

利益の実現を目的として行動すること」と書い

てありました。 

 ２番目に「地方自治の本旨にのっとって、本

来の責務を全うすること」、「みずからの行動

を厳しく律し、品位と見識を養うこと」、「公

正かつ清廉な選挙運動及び政治活動を通じて、
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市民の支持と信頼を培うこと」、５番「政治倫

理に反する事実があるとの疑惑をもたれたとき

は、みずから進んで真摯かつ誠実にその疑惑を

解明し、その責任を明らかにすること」、それ

から、またあと市民の調査請求権もありますけ

れども、これはどっかのまちの政治倫理条例に

なっています。 

 こういうのが出来たらとは思わんでしょうけ

ど、市長の考えはどうですか。 

○市長（尾脇雅弥）  １元化に関することにつ

きましては、昨年の３月議会において、今後の

課題としてさらえ、鋭意調査研究してまいりま

すと、答弁をしておりますので、まず経過につ

きまして担当課長より説明させます。 

○総務課長（中谷大潤）  当市の政治倫理条例

につきまして、市政を推進する試行期間と、議

員期間の両者とも制定されているところですけ

れども、その目的は市長、副市長、教育長及び

議会議員が、その権限または地位による影響力

を不正に行使して、自己または特定の利益を図

ることのないよう必要な措置を定めることだと

理解しております。 

 各政治倫理条例において、市長等は市政に携

わる権限と責務があり、倫理機関は市政に携わ

る権能と責務があると明記されていたり、市長

と議会の二元化代表制のもと合規性の機関であ

る議会の役割を踏まえ、市民及び市長等の関係、

議会及び議員の活動、原則等の議会に関する基

本的な事項など、政治倫理基準の整理、資産報

告書や市民責務の規定のあり方の一元化につい

ては、まだまだ調査研究の必要があると考えて

おります。 

 他市の状況を見ても、両者で条例を制定して、

それぞれの立場で責務を果たしているところが

ほとんどでございますことから、さらに調査研

究を進めてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

○市長（尾脇雅弥）  ただいま担当課長から答

弁がありましたけれども、そこを踏まえて、私

のほうからも少し、執行機関と議事機関の条例

の一元化ということにつきましては、議員と市

長等との政治倫理基準の検証または整理、市長

が行っている試算報告を議員まで適応するのか、

また、市民の責務のあり方などの議論と並行し

て職務に関する倫理条例を制定することも視野

に入れなければなりませんので、ただいま担当

課長が申し上げましたように、もう少し調査、

研究していかなければならない課題であるとい

うふうに考えております。 

○宮迫泰倫議員  やっぱりこれから先、そうい

う地方創生やるにも同じ立場で言わなですね、

こっちだけこういうのができています。そっち

は、２つは必要でなくて、お互いの責任をなす

り合うんじゃなくて、みんなで責任をとればい

いんです。そっちはチェック機関とかあります、

今回は。数値の出し方もあると思うんですよ。

それでいいのか、悪いのか。実はこうじゃない

かとか、そういうことでも、やはり必要だと思

うんです。 

 やっぱり、そういうものは早くつくるべきだ

と思うんです。検討はもう済みました。もう言

うのは済みました、実行の段階に早くやっても

らったほうが私はいいんじゃないかと思います

けど、もう一回。 

○市長（尾脇雅弥）  二元代表制という役割の

中で、それぞれ役割は違うものの、大きな目的

は同じ方向だということを、お話をされたとい

うふうに理解をしております。 

 ただ、今申し上げましたように、いろいろ、

これまでとは違うあり方が求められる場面があ

りますので、議会の皆さんの総意ということも

あろうかと思いますので、お互いによく研究し

て、先送りではなくて、どうするのかというの

は時間をかけずに調査、研究して結論を出して

いく方向が大事だというように思っております。 

○宮迫泰倫議員  私はこれで最後の質問になり
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ました。まだ、十何分残っているんですけれど

も、どうしようかと、今、考えています。 

 実は、私が議員になるとき、議員は自治体の

職員であると言われました。それから、有権者

の貴重な１票で選ばれ、税金から報酬が支払わ

れていると言われました。その通りです、皆さ

んもそうです。 

 任期中は一人一人に全力を働いてもらわなけ

ればならないと言われました。皆そうです。そ

の気持ちは、そういうつもりで、この20年間頑

張りました。副議長も、議長もやらしていただ

きました。議会改革もありました。それから、

議員削減のときもありました、それから議会議

員連盟の組織も４市５町でできました。それも

今後その地方創生とか、そういうのに活用でき

ると思うんです。だからきょう、ことし、来年

地方創生ができますけども、あと残った14人の

皆さんと頑張ればよりよい垂水、よりよい日本

になると思います。 

 そういうことを期待申し上げまして、本当に

20年間ありがとうございました。 

 これで終わります。 

○議長（森 正勝）  宮迫議員、御苦労さまで

した。 

 ここで、暫時休憩します。２時55分から再開

します。 

     午後２時44分休憩 

 

     午後２時55分再開 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 10番、池山節夫議員の質疑及び質問を許可し

ます。 

   ［池山節夫議員登壇］ 

○池山節夫議員  それでは、議長に発言の許可

をいただきましたので、先の通告順に質問をし

てまいります。市長並びに関係課長の御答弁を

よろしくお願いいたします。 

 市政について。一般会計予算案について。平

成27年度当初予算にあります新規事業の中で認

定こども園事業費と生活困窮者自立支援事業に

ついて伺います。まち・ひと・しごと創生本部

は昨年12月に決定しました、まち・ひと・しご

と創生総合戦略をいただきましたので、読ませ

ていただきました。この中で、地方創生に関し

て重要だと感じる部分でありながら、理解に苦

しむところが２点ほどありますので、質問をい

たします。 

 小さな拠点の形成については、垂水市のよう

な人口規模の自治体から見れば、大きな拠点の

形成に思えるのでありますが、担当課の見解を

伺います。 

 地方財政措置について。地方創生については、

国と地方が適切に役割分担を行うことが必要で、

その上で少子化や人口減少などの要因や課題は

地域ごとに大きく異なるので、地域の課題は地

域の実情に応じて、地方の責任と総意による対

策が講じられることが重要である。このため、

地方公共団体が自主性、主体性を最大限に発揮

できるようにするための、地方財政措置を講じ

るとあります。 

 地域の実情に応じたきめ細かな施策を可能に

する観点から、地方創生の取り組みに要する経

費について、地方交付税を含む地方の一般財源

を確保する。地方版総合戦略を策定、推進する

地方公共団体に対し、自主的、主体的な事業設

計と合わせて明確な政策目標のもと、客観的な

指標の設定やＰＤＣＡサイクルの確立を求める、

新しいタイプの交付金について、先行的な仕組

みを創設し、2016年度からの本格実施に向けて

検討し、成案をおる。 

 また、地方財政計画に計上した地方創生の取

り組みに要する経費については、地方交付税の

算定において、地方公共団体が地方創生や人口

減少の克服に取り組むための財政需要を的確に

反映するための、指標を用いた算定を行うとな
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っています。もうこのあたりにくると、何を言

っているのかよくわからん。これが率直な感想

なんです。地方創生についての財政措置につい

てわかりやすく教えてください。 

 プレミア付商品券について。先ほどの議案第

38号において、地域住民生活等緊急支援交付金、

地域消費喚起型として4,350万円の予算が提案

をされましたが、詳しく教えてください。 

 高齢者虐待について。介護における家族の虐

待と介護施設での虐待が問題になっていますが、

市内での状況について伺います。 

 公共施設の集約について。老朽化した公共施

設を集約したり別の用途に転移したりする地方

自治体を、来年度から総務省が財政支援するこ

とになりました。財政支援で集約を後押しする

ことで、統廃合を促し、将来の管理コストを削

減するとともに、転用で既存施設の有効活用を

図る、このことが目的です。これまで認められ

ていなかった地方債で費用を捻出できるという

ことでありますが、対応について教えてくださ

い。 

 無線ＬＡＮについて。韓国では国内のどこで

も無線ＬＡＮが使えるようですが、日本では相

当遅れているように思います。他の自治体に先

駆けて垂水市内で使えるようになると、思いが

けない効果が生まれるのではと考えますが、地

方創生事業に乗せて整備できないかを伺います。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  それでは、池山

議員の認定こども園事業費についての御質問に

お答えいたします。 

 認定こども園は、保育所と幼稚園の機能が一

体となった施設で、県が認可をする施設であり、

本市はカトリック幼稚園が本年４月１日から認

定こども園へ移行する予定となっております。 

 認定こども園事業費は、認定こども園の運営

費のことでありまして、現行の保育所運営費と

同様、補助率は国が２分の１、県が４分の１、

市が４分の１となっております。この積算方法

としましては、各年齢で定められている保育単

価に、各年齢の入園予定者数を掛けて算出して

おります。これまで現行の幼稚園については、

私学助成が行われておりましたが、平成27年４

月１日から施行予定の子ども子育て支援新制度

により移行する保育施設、教育施設へは財源措

置が一元化されることになっており、認定こど

も園についても運営費を市が直接支払うことと

なります。 

 なお、新制度に移行する市内は、各施設の任

意であり、他の幼稚園については移行しない方

針であり、現行の私学助成となりますが、27年

度以降においては、新制度へ移行することは可

能であります。今後は国、県の動向を踏まえな

がら市内の施設の移行に対応していくこととな

ります。 

 次に、生活困窮者自立支援事業についてでご

ざいますが、この生活困窮者自立支援制度創設

の背景としまして、バブル経済崩壊後、景気低

迷が長期化し、長期失業者や若年失業者が増加

し続け、さらに雇用形態も変化し、非正規雇用

労働者の割合が全体の３割を超え、ニートと呼

ばれる若年失業者、引きこもりの増加など多様

な課題を抱えた生活困窮者が存在するようにな

り、このような生活困窮者に対応する福祉制度

や支援システムがなかったことから、生活困窮

者自立支援法が平成27年４月１日から施行され

ることになりました。 

 この法律は、生活保護受給者以外の生活困窮

者への支援を抜本的に強化するもので、対象者

は現在生活保護を受給していないが、生活保護

に至る可能性のあるもので、自立が見こまれる

者となっております。事業として必須事業と任

意事業がありますが、必須事業として就労その

他の自立支援に関する相談支援プランの作成等

を行う自立相談支援事業と、離職などで住宅を

失った者の生活困窮者に対し家賃相当を支給す
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る住宅確保給付金事業がございます。 

 また、任意事業として就労準備支援事業や一

時生活支援事業等がございます。本市は平成27

年度につきましては、必須事業である自立相談

支援事業として67万2,000円、住宅確保給付金

事業として37万8,000円の事業を実施する予定

でございます。任意事業につきましては、当面

はこの法律が軌道に乗った後、実施について検

討したいと考えております。 

○企画課長（角野 毅）  池山議員のまち・ひ

と・しごと創生総合戦略について、小さな拠点

の形成についての御質問にお答えをいたします。 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略は、１、東

京一極集中の是正、２、若い世代の就労、結婚、

子育ての希望の実現、３、地域の特性に即した

地域課題の解決を基本的視点として人口減少問

題に取り組み、2060年に１億人程度の人口を確

保することを目指す、まち・ひと・しごと創生

長期ビジョンに基づきまして、人口減少と地域

経済縮小の克服と、まち・ひと・しごとの創生

と、好循環の確立、すなわち地方創生の実現を

図るための考え方を示したものでございます。 

 小さな拠点でございますが、これは国土交通

省が平成26年７月に公表いたしまいた。国土の

グランドデザイン2050、対流型国土の形成に

2050年の目指すべき国土像を実現するため、12

の基本戦略の１番目の国土の細胞としての小さ

な拠点と、高次地方都市連合等の構築として示

されているものでございます。 

 国のまち・ひと・しごと創生総合戦略におき

ましても、人口減少の克服と地方創生の実現に

向けて設定された４つの基本目標のうち、基本

目標４で、「時代に合った地域をつくり、安心

な暮らしを守る」とともに、「地域と地域を連

携する」に関連する政策パッケージとして示さ

れております。 

 地方や中山間地域等において、人口減少、少

子高齢化が進む中、日常生活に必要な医療、福

祉、介護、教育、買物、公共交通、燃料供給な

ど、身近なサービスが徐々に失われる生活サー

ビスがばらばらに点在し、公共交通も不便で暮

らしにくい、地域の伝統や文化を担っていく若

い世代の減少によるコミュニティ機能が失われ

ていくのではないかといったような不安の広が

りといった課題を解決する方法として、小さな

拠点の整備が示されているところでございます。 

 小さな拠点は、小学校区など複数の集落が集

まる地域において、商店、診療所などの生活

サービスや、地域活動を歩いて動ける範囲でつ

なぎ、各集落とコミュニティバスなどで結ぶこ

とで人々が集い、交流する機会を広げる新しい

集落地域の再生を目指す取り組みのことでござ

います。集落地域の暮らしの安全を守る心の大

きなよりどころとなる、地域の未来の展望を開

く希望の拠点となることが期待されております。

本市におきましても、人口減少の克服と地方創

生実現のために垂水市版総合戦略の策定に向け

て準備を進めているところではございます。具

体的な取り組み等につきましては、市民の方や

各界の方々からの御意見をいただきながら、検

討を進めてまいります。 

 小さい拠点につきましては、国が示している

イメージと本市の各地域に点在する生活サービ

ス等の実態には、地域の実情に応じた差がある

と感じております。垂水市の特性に合った拠点

づくりについて調査、研究を進めてまいりたい

と考えております。 

○財政課長（野妻正美）  まち・ひと・しごと

創生総合戦略にかかわる地方財政措置について

の御質問にお答えいたします。 

 国は景気回復の実感を地方にも届けるとして、

地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を、

平成26年12月27日閣議決定し、平成27年２月３

日成立した平成26年度補正予算と平成27年度予

算を合わせ、経済再生と財政再建の両立の実現

を目指すとしております。 
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 今回の国の補正予算は地方への好循環拡大に

向けた、緊急経済対策の実行に伴う予算として、

総額３兆1,180億円となっています。その中で、

地域住民生活と緊急支援のための交付金として、

消費環境を促進する事業2,500億円、地方創生

に向けて先行的に実施する事業1,700億円が予

算計上をされております。本市におきましても、

この補正予算に対応し、今回、本日７号補正予

算案を追加上程したところでございます。 

 一方、国の平成27年度の予算は総合戦略等を

踏まえ、優先課題推進枠も活用し、創生関連事

業費0.7兆円が措置されております。加えて地

域の実情に応じたきめ細かな施策を可能にする

等の観点から、地方創生の取り組みに要る経費

について、地方財政計画の歳出に、まち・ひ

と・しごと創生事業費が創設され、１兆円計上

されております。御質問の地方財政措置ですが、

地方財政計画にまち・ひと・しごと創生事業費

１兆円が創設されたことに対応し、平成27年度

普通交付税の算定方法に関連費目が追加されて

おります。地方交付税の算定に当たっては、各

地方公共団体がまち・ひと・しごと創生に取り

組むため、既存の地域の元気創造事業費4,000

億円に加え、新たな費目、人口減少等特別対策

事業に6,000億円が財源事業額と設けられてお

り、結果１兆円は普通交付税で地方財政措置さ

れることとなるようです。 

 算定方法ですが、地域の元気創造事業費は行

革努力分と地域経済活性化分で算定され、新し

い費目、人口減少等特別対策事業については、

人口を基本とした上でまち・ひと・しごと創生

事業の取り組みの必要度と、取り組みの成果を

反映することとされております。結果、交付に

際しては成果があった市町村に多く普通交付税

として配分されることになっているようでござ

います。しかしながら、平成27年度地方財政計

画における地方交付税は、対前年度比で0.8％

減額となっております。この、まち・ひと・し

ごと創生事業費１兆円を超えたにもかかわらず、

本市の主要財源の地方交付税がマイナスとなる

と、その影響が心配されるところです。 

 また、地方公共団体が求める新たな交付金は、

平成26年度補正予算において先行的な仕組みと

して1,700億円創設され、本市においても4,349

万円が交付限度額として通知があったことから、

本日、７号補正予算案で追加上程しております。

平成27年度以降については国において、平成27

年度に策定、推進される地方版総合戦略を踏ま

え、平成28年度からの本格実施に向けて、その

財源等も含め検討するとされておりますが、恐

らく平成27年度は交付金はないものと思われま

す。新たな交付金につきましても、地方創生関

連事業とともに情報収集に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（山口親志）  池山議員の

プレミアム付商品券についての質問にお答えい

たします。 

 本日７号補正で提案いたしました地方創生で

の取り組みの一つとしまして、地域消費喚起生

活支援型のメニューにおいて、今回地域消費と

してのプレミアム付商品券事業を交付金として

行う予定であります。この事業は、垂水市商工

会を事業主体とし、２億円の商品券に対しまし

て、20％のプレミアム率4,000万円の商品券発

行事業を行い、総額で２億4,000万円の商品券

発行となります。 

 事務費としまして、印刷広報経費、事務職員

の経費3,350万円も含みまして、交付金を含め

て、予算額4,350万円で実施いたします。地域

における個人消費を喚起し、商店街を初めとす

る地域経済の活性化を図る目的であります。現

在の予定では、販売期間を平成27年７月１日か

ら９月30日まで。使用有効期間を７月１日から

11月30日まで。商工会での換金期間を７月１日

から12月28日までの計画であります。 

 予算執行に当たりましては、上限10万円を個
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人購入金額予定とし、広く市民が購入できる取

り組みの検討を行い、また現在予定しておりま

す331店の加盟店の追加や、消費者のための商

品の品ぞろえ等も含め、商工会と十分に協議し、

今回の地方創生の目的であります、市内の消費

喚起、生活支援のための取り組みを行ってまい

りたいと思います。県内の状況も（「もうい

い」と呼ぶ者あり）いいですか。 

 以上であります。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  高齢者虐待につ

いてでございますが、保健福祉課では高齢者虐

待の相談窓口を、垂水市地域包括支援センター

に設けております。その中で、家庭内での虐待

について、デイサービスや在宅サービスを利用

されている方で、身体的なあざや家族などの言

動で虐待を疑われる場合は、地域包括支援セン

ターに通報していただくシステムとなっており

ます。 

 また、民生委員、振興会長等、住民の方から

の相談通報もお願いをしているところでござい

ます。平成26年度に虐待が疑われ逮捕した事例

は、現在５件ございます。内訳としまして、金

銭的虐待の疑いが２件、身体的虐待の疑いが３

件ということでございます。その対応ですが、

虐待を疑われる家庭を地域包括支援センターの

職員が訪問し、実態把握を行い、関係者を集め

た個別ケア会議を開催して対応を話し合い、問

題解決へとつなげております。その後も随時訪

問等を行い、経過把握を図っております。 

 次に、施設での虐待についてですが、例えば

グループホームなどの地域密着型サービスにお

いては、２カ月に１回の割合で、地域住民、家

族代表、行政による運営推進会議を施設で開催

をしております。この会議は、地域住民との連

携、交流を目的に開催されておりますが、これ

に参加することで入所者及び利用者の実態を知

る場ともなっています。 

 問題が発覚した場合は、実地指導を行う体制

が整えられており、現在までのところ虐待の事

実は発生をしておりません。なお、老健施設、

特別養護老人ホーム等については、問題が発生

した場合は県の実地指導が行われることとなっ

ております。 

 予防対策ですが、高齢者虐待はさまざまな要

因が重なり合って発生するもので、家族が自覚

していないケースもあります。虐待についての

粘り強い啓発活動を続けていくことが重要であ

ると考えております。 

 なお、平成25年度に行った啓発活動として、

高齢者大学医療法人職員研修、介護事業所職員

研修等を行っております。また、大きな問題と

なる前に地域の皆様からの情報提供が不可欠で

ありますので、相談しやすい窓口の充実を図っ

てまいります。 

 以上でございます。 

○財政課長（野妻正美）  ５番目の公共施設の

集約についての御質問にお答えいたします。 

 公共施設の老朽化は、全国的な問題となって

おりますが、本市の公共施設も高度成長期に建

設され、老朽化が進んだものが多くなってきて

おり、これから大量に更新時期を迎えることに

なり、維持管理が大きな課題となります。また

人口減少等により、今後の公共施設等の利用需

要が変化していくことも予測されます。今後は、

現在の公共施設をこれまで同様に保全、維持し

ていくことは困難で、施設全体の最適化を図る

必要があります。本市では公共施設の現状の把

握し、今後の公共施設のあり方を検討する基礎

資料とするため、公共施設白書を作成しました。 

 また、国は今年度、公共施設等の総合的な管

理による老朽化対策として、公共施設等総合管

理計画の策定を、自治体に要請しております。 

 この公共施設等総合管理経過に織り込むべき

必須の条件として、１番目が10年以上の長期に

わたる計画とすること。２番目に、箱物などの

公共施設に限らず、道路とインフラ施設を含む
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自治体が所有する全ての公共施設等を対象とす

ること。３番目に、公共施設等の管理に関する

基本的な考え方を記載することの３点が挙げら

れております。 

 本市では、公共施設白書をもとに、平成27年

度から平成28年度にかけて、公共施設等総合管

理計画を策定し、公共施設等の現状及び将来の

見通しや、更新、統廃合、長寿命化など、総合

的かつ計画的な管理に関する基本を示し、将来

の財政負担の軽減平準化を図りたいと考えてお

ります。この計画策定に対する支援としまして、

計画策定に要する経費の２分の１について、特

別交付税措置されます。 

 また、この計画に基づいて実施される既存の

公共施設等の集約化、転用、除却等の事業につ

いて、地方財政措置が創設され、地方債の対象

となっております。なお、これらの財政措置に

ついては、現段階では詳細にわかっていない部

分もありますので、今後、情報収集に努め、財

政面の負担軽減を図りたいと考えております。 

 以上です。 

○企画課長（角野 毅）  池山議員の無線ＬＡ

Ｎ、Ｗｉ―Ｆｉについての御質問にお答えをい

たします。 

 議員の御指摘、無線ＬＡＮ、Ｗｉ―Ｆｉでご

ざいますが、観光庁が示した外国人観光客に対

するアンケート結果によりますと、36.7％の方

が旅行中に困ったこととして、無料公衆無線、

ＬＡＮ環境を上げております。国のまち・ひ

と・しごと創生総合戦略におきましても、地方

版総合戦略を策定、実施していくに当たり、必

要と考えられる支援策として示されているとこ

ろでございます。政策パッケージのメニューの

中に、無料公衆無線ＬＡＮの整備が組まれてお

ります。国内外から観光客を誘客するための魅

力ある観光地づくりのために、効果的な事業に

なり得るものであると思っておりますので、今

後、垂水市版総合戦略を策定し、地方創生の実

現に向けて具体的な施策を決定していく過程の

中で協議、検討されていくものと考えておりま

す。 

○池山節夫議員  質問もありませんから、議長

お願いです。一問一答ということでやっており

ましたけど、一括でいいですか。 

○議長（森 正勝）  はい、どうぞ。 

○池山節夫議員  認定こども園のこれについて

は、まだ幾つかあるのかと思ったらカトリック

だけと。これ幼稚園と保育園を一体型になって、

便利だと思うんです。だからもうちょっと手を

挙げるかなと思ったけど、カトリックだけとい

うことで。 

 これまでは、同居してるおじいちゃん、おば

あちゃんがいたら、保育園にはなかなか入れな

いと。親が働きに行ってても、じいちゃん、ば

あちゃんいるんじゃないかということで、保育

園には入れなかったのが、これからは今度の制

度で認定のこのこども園になると、おじいさん、

おばあさんがいても、親が働いてればすぐ入れ

ると。短いパートの働きに出てても入れるとい

うようなことで、非常にお父さん、お母さんに

とっては便利になるし、その少子化の中で幼稚

園側としても、皆さん手を挙げるのかなと思っ

たけど、カトリックだけということですね。こ

れについては、来年度かその後もまたそういう

ふうに手を挙げられたら認定されるということ

でだったので、これについてはもうよろしいで

す。 

 この、まち・ひと・しごと創生事業の、この

財政土地の、小さな拠点のほうは非常に疑問が

あって、垂水なんかに関しては、これ小さな拠

点じゃないぞというのが私の思いなんですけど、

これは国の方針ですからいいでしょう。 

 あと財政のほうが、いくら読んでもわからな

いんです。さっき財政課長言われたように、こ

ういう創生の、こういうのをやって新たな交付

金がどうのこうのって言いながら、地方交付税
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に算定するよって言いながら、全体の垂水市へ

来るのは0.8％減ると。むちゃくちゃや。本当

ですよ。私がこれいただいて、これちょっと読

んでみたんです。まず、財政のことも漠然とど

うでも取れるように書いてあるし。これはどう

いう新しい地方創生の事業を始めたら、どんな

財源をどう付けてくれるのかと、本当に明確な

ふうには書かないで、わざとぼかしたように。

これは、頭のいい官僚の人が考えるから、どう

でも取れるようになってるんだろうけど、私は、

我々議員も、これを読んでも、どんな質問をし

ていいか、どうしたら、もうわけがわからん。

財政課長もどうなんだろうかなと思って聞いて

るんですけど。 

 財政課長の答弁が、さっきから同僚議員の質

問で地方創生について財源の話も出てるんだけ

ど、これからも情報収集しながら、そういう答

弁しかないんです、ずっと。三、四人されまし

たけど。情報収集しながら、これは財源措置が

来るかな。これなら大丈夫かなと思って、企画

課と話し合いをしながら、一生懸命にやっても

らうしかないですけど。一生懸命やったはやっ

たが、財源の措置はないは、財源の措置がある

と思ったが、でも全体では交付税は減るは。た

まったもんじゃないよな、本当に。この後の質

問に関しては、次にここに帰って来れるかどう

かわかりませんけど、６月議会にもし私がここ

にいたら、この先を質問しようと思います。と

いうことで、これも先へ進みます。 

 このプレミア付商品券、限度を10万円で買う

ちゅうことやったんですけど、ここで一つだけ、

後で池之上議員も質問されるかもしれないです

けど、限度10万円で買うのはいいですよ。使う

のも一点に関して限度10万円ぐらいに決めてい

ただきたいなちゅうのが、私の思いがあります。

要するに10万円買いました。例えば私が10万円

買える、女房も10万円買える、それはいいんじ

ゃないかな。どうなるかわからんです。例えば

子供も10万円買いました。例えば家族３人いて

10万ずつ30万買いましたと。でも、何か物を買

うに関してはやっぱり分担して、垂水の経済の

中にお金が回るようにしてほしいという思いが

あって、その30万一括でどんと何かを買うんじ

ゃなくて、買う側も10万円買いましたけど、１

人で使う分に関しては10万円が限度ですよと。

できることなら、その辺のことも考慮に入れて、

また発行するときに考慮してもらえないかと。

この質問を水産商工観光課長に１点だけ質問を

します。検討できるかどうか。 

 あと、高齢者の虐待については年々ふえてる

んです。ふえてるのが、やっぱり認知症に関す

る虐待がふえてるということで、質問をしたん

ですけど。家族で、介護をしたりしてると、そ

の介護疲れのストレスと疲れで虐待になるとい

うこともあると思うんです。だから、その辺も

さっきの対応でいいですけど、その辺のことも

よく対応して、これからもやっていただきたい

ということで、これは要望しておきます。 

 公共施設の集約も、いろんなことができると

思うんです。廃校になった校舎を例えば高齢者

の施設に転用したりすると、それでまた補助が

くると。だから、これから先そういうことを検

討しながら、集約をしていただきたい。これは

もういいです。 

 まず、今質問してるのは、水産商工観光課長

の１点だけです。後、無線ＬＡＮのことについ

てです。私は、韓国はどういうわけかしらんけ

ど、相当進んでるんです。韓国から旅行に来ら

れた方はほとんど日本の不便さを嘆くと。さっ

きあったみたいにですけど。このＷｉ―Ｆｉが

全部整備されてると、いろんなことができるわ

けです。横須賀市、この商業環境課は、スマホ

なんかのゲームで猿島というところが、ちょっ

と離れたところがあるんだけど、そこでスマホ

でゲームをさせる。すると結構来るらしいんだ

が、これに関してはまた、この次にしますよ、
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商工観光課長。これ観光にも役立つと思うんで。

次の機会があったらです、また質問しますけど。

こういうふうにゲームをしながら、そのことで

人があんまり来るもんだから、今度はその島へ

渡るのに横須賀市は、フェリー代というか、そ

の運賃は半額は補助してると。そのくらい人が

来ると。そういうことで、だからどんな効果が、

思いがけなく効果があると思うんです。 

 だから、私がこの地方創生の、さっき言いま

したように事業に乗せて、人の、ほかの市町村

より先に垂水っていうところは、本当にどこに

行ってもそういうＷｉ―Ｆｉの環境があると。

猿ヶ城に行っても、千本イチョウのところに行

ったときも、道の駅も。そうすると、そこへ来

やすいと。いろんな人が集まってくるんじゃな

いかということで、こういうことを思って質問

をしております。質問というか、要望しておき

ます。 

 水産商工観光課長にそのプレミア付商品券の、

その買う分について、その１点だけ、検討でき

るかできないか、それ聞いて、今回の質問は終

わりにします。 

○水産商工観光課長（山口親志）  プレミアム

商品券の計画ですが、１万円の商品券を１セッ

ト買いますと、それに合わせてプレミアム率も

付けた１万円購入すれば１万2,000円付くとい

う形で、10万円の10セット買えば12万なんです

が、今、池山議員が言われました、家庭の中で、

家庭の方が３人、４人やられたときには、満額

買われたときに、48万ぐらいと。それをできた

らその家庭の中で一人一人が分散してという話

だと思いますが、目的は広く商店街の331店舗

の中で広く使っていただくということでありま

すし、それには先ほど申し上げました店舗の、

新しい331店舗以外の店舗の開拓。それから、

やはり品ぞろえの改革という、そこらあたりも

必要になってくるんじゃないかと思います。 

 26年度実施した中の実績もあるんですが、結

構思ったより広く使われているようであります。

今、言われましたそのことが、この中ではっき

りそのような形で実施しますということははっ

きり言えませんが、ただ売る場合に、商品券を

購入して、購入権の中にチラシ等を入れて、で

きましたら広く商店街の中で活用してください

というような案内を出しながら、広く市民の

方々が使える、また広く331店舗の場所で使え

るような形を商工会と検討してみます。 

 ただ、先ほど言いました家庭の中で一人一人

持ってる。12万が別々になるのか、一緒にまと

められるのか、それは家庭の中で少しわかりま

せんが、そのあたりの検討も、意見があったこ

とも供給しながら、広く広がるように商工会と

も供給してみたいと思います。 

○池山節夫議員  終わります。 

○議長（森 正勝）  次に、４番、感王寺耕造

議員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［感王寺耕造議員登壇］ 

○感王寺耕造議員  皆さん、お疲れ様でござい

ます。本日、６番目の登壇でございます。なか

なか眠い時間ですけども、持ち時間は１時間し

かございませんので、１時間お付き合いのほど、

よろしくお願い申し上げます。 

 それでは議長の許可をいただきましたので、

早速質問に入らせていただきます。 

 地方創生について質問いたします。本市の見

込み交付限度額、また本年度の交付額について

は、本日提出の一般会計７号補正案で財政課長

から説明いただきましたので、割愛いたします。

国の総合戦略を踏まえ、優先課題推進枠0.7兆

円の設置、26年度補正予算と合わせれば１兆円

超。地方財政計画の歳出に１兆円を計上。また、

消費税増収分を活用した社会保障の充実と合わ

せれば、３兆円の予算措置がなされるとのこと

です。 

 今回の地方創生については、ソフト事業のみ

の２階建ての事業であり、国は伴奏型支援、情
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報、人材、財政支援を行うとのことで、地方が

主役となり、地域特性に応じた地方創生を展開

することが求められております。ちまたでは、

事業の取り組み如何によっては、行政間格差が

生じるのではとの懸念も出ております。今後５

カ年の目標や施策の方向性と、施策、政策作成

のあり方について市長の見解を伺います。また、

市民の声をどのように施策に反映させていくの

か。まちづくりを推進していく市民の育成の考

えがないのか。合わせてお答えください。 

 次に、空き家対策特別措置法について市長に

伺います。昨年12月３日、空き家対策特別措置

法が成立、本年２月26日、一部施行されました。

成立、施行を受け、特定空き家の対策にどのよ

うに取り組むのか。市内847戸の利活用可能な

家屋の有効活用をどのように図っていくのか、

お答えください。 

 次に、ふるさと納税制度について企画課長に

質問します。市出身者、縁故のない寄附者の内

訳は、直接寄附の総額2,404万円は県内に何番

目に位置しているのか。お礼品の品ぞろえと価

格はどうなっているのか、お答えください。 

 次に、住宅取得費助成制度について、市長に

伺います。平成26年４月１日以降に市内で自ら

居住するための一戸建て住宅を建設、または購

入し、引き渡しを受けた方に助成をするもので、

既に交付決定を受けた方もおられるようです。

定住人口の増加を図るために必要な事業ではあ

ると思いますが、引き渡しを受けた時点で、市

内、市在住２年以内の方が助成条件となってお

り、従前より垂水市民であった方は助成対象に

ならず不公平ではとの市民の皆様の御意見もち

ょうだいしております。 

 また、近隣市町でも同様の助成を行っている

自治体も多く、住宅建設を考えている若い子育

て世帯は、近隣自治体へ流出をするのではと懸

念されます。２年以内の助成対象条件を撤廃し、

市民にも助成対象を広げるべきと考えますが、

市長の見解を伺います。 

 次に、残土処分場の新設の方向性について土

木課長に伺います。 

 次に、小学校の統廃合について教育長に伺い

ます。文科省は本年１月公立小学校の統廃合の

考え方を記した手引きを、約60年ぶりに見直し

ました。小中いずれも１校当たり12から18学級

を標準とすると考えは維持するが、小学校で１

校６学級以下、中学校で１校３学級以下の場合

は、自治体が統廃合について速やかに検討する

よう求めています。通学距離の目安、小学校は

４キロ以内、中学校６キロ以内に加え、今回、

通学時間の目安も示し、１時間以内としました。

文科省の統廃合の基準の見直しを受け、今後、

小学校の統廃合の方向性をどう考えるか、お答

えください。 

 次に、土曜授業の実施について学校教育課長

に伺います。県教育委員会からの通知後、市教

育委員会でどのような議論がなされ実施決定と

なったのか、土曜授業は受講義務なのか、２点

お答えください。 

 最後に、終戦70周年事業について市長に伺い

ます。歴史を振り返るためにも、記念事業が必

要と考えますが、計画の予定はないのかお考え

をお答えください。 

 今回は、質問が多岐にわたりますので、答弁

は簡潔明瞭に願います。 

 これで、１回目の質問を終わります。 

○市長（尾脇雅弥）  感王寺議員の地方創生に

ついての御質問にお答えいたします。 

 先ほどからの御質問でもお答えをいたしまし

たが、国のまち・ひと・しごと創生本部の設置

を受けて、本市におきましても12月26日に垂水

市まち・ひと・しごと創生総合戦略本部を設置

し、１月７日に第１回の本部会議を開催し、国

の総合戦略の内容等について共通認識を図った

ところでございます。今後、垂水市版の人口ビ

ジョン及び総合戦略の策定に向けて、市民を初
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め産業界、行政機関、教育機関、金融機関、労

働団体、メディアからなる検討委員会を設置す

る予定です。国が示した総合戦略の内容を勘案

しつつ、本市の持つ特性を反映した垂水市版総

合戦略の策定に向けて市民の皆様や、各方面か

らの御意見をお伺いし、また市議会の皆様にも

御協力をいただきながら人口減少克服、地方創

生の実現に向けた実効ある総合戦略の策定に取

り組んでまいります。 

 今回、国の補正予算の成立を受けまして、地

方創生の先行的取り組みとして、本市におきま

しては、国のまち・ひと・しごと創生総合戦略

に示された４つの基本目標のうち１、地方に仕

事をつくり安心して働けるようにする、２、地

方への新しい人の流れをつくる、３、若い世代

の結婚、出産、子育ての希望を叶えるに合致す

る事業に補正予算第７号に計上しております。

垂水市版総合戦略の策定に当たりましては、こ

れらの事業と合わせ、既存事業の見直しや地方

創生のために有効と思われる新規事業の検討を

行ってまいります。 

 また、まちづくりを推進していく民間人の育

成についての考えをということでございますが、

本市におきましてはこれまで市内８地区でそれ

ぞれの地域の住民の皆様の、自分たちの町はこ

うありたいという思いを形にするための、地域

振興計画を策定してまいりました。中央地区を

残すのみとなり、平成27年度に策定に着手する

計画でございます。計画策定の過程において、

鹿児島大学の小栗准教授をお招きしての公開講

座の開催、先進的取り組みを進めている地域、

団体への研究視察により、まちづくりに対する

意識の醸成や地域におけるリーダーとして活躍

していただける人材の育成を図ってまいりまし

た。これらを、これから策定する中央地区はも

ちろんですが、策定済みの地域も含めて公開講

座の開催や、研究視察、それぞれの地区の取り

組み等についての発表や意見交換の機会等を設

けるなどし、まちづくりを担う人材の育成に努

めてまいります。 

 以降は、担当課長に説明をさせます。（発言

する者あり） 

○土木課長（宮迫章二）  空き家対策特別措置

法について、成立施行を受け、特定空き家の対

策にどのように取り組むのかについての質問に

お答えいたします。 

 空き家対策の推進に関する特別措置法の一部

が、２月26日に施行され、基本指針、空き家等

に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

めの基本的な指針が、公表されたところでござ

います。それによりますと、国は１、空き家等

に関する施策の実施に関する基本的な事項、２、

空き家等対策計画に関する事項、３、その他空

き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施

するために必要な事項を定めるとしております。 

 その内容は、国や県が取り組む施策や、市に

策定を求める空き家対策計画に盛り込む項目が

明示され、市の計画には優先的に対策を行う地

区や実施期間、空き家の再生、改修や、撤去な

どを行う際の財政上の措置も盛り込まれること

になるようです。この特別措置法は５月26日に

全面施行されるようですが、特に倒壊リスクが

高く、景観を損ねている危険な空き家を市が特

定空き家に指定し、所有者に除去や修繕を命じ

たりできるようになるようです。それに先立ち、

国は全面施行までに特定空き家指定基準等を定

めた特定空き家選定の指針を策定するようでご

ざいます。市の今後の取り組みとしましては、

その指針を受けまして、特定空き家の対策がで

きるように、関係課とも協議をしながら計画を

策定していかなければならないと考えていると

ころでございます。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○企画課長（角野 毅）  感王寺議員の空き家

対策特別措置法についての、利用可能な空き家

の有効活用についての御質問にお答えをいたし
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ます。 

 垂水市では、平成24年垂水市の空きや状況調

査を行い、市内に1,061戸の空き家を確認して

おり、そのうち外観からの判断ではございます

が、847戸が空き家総数から廃屋を引いた戸数

となっております。ただ、廃屋この空き家につ

きまして、改修不要なもの、軽微な改修が必要

なもの、大規模な改修が必要なものの３種類に

分類をされており、改修不要なもの及び軽微な

改修が必要なものと判断された723戸を利用可

能な空き家としてカウントをいたしております。 

 本市におきましては、平成17年度から垂水市

空き家バンク制度を設け、市内の空き家の利活

用を促進する取り組みを行っており、平成27年

２月現在162件の物件を利活用いたしておりま

す。ただし、空き家バンクに登録を希望される

物件につきましては、家財道具が残されており、

現状で登録ができない物件や、利用者の要望も

あり、トイレの水洗化や家屋の状況が大きく影

響して登録に至らない物件も多数ございます。 

 利活用が可能であるとされた空き家につきま

しても、内部の状況を活用しなければ、実際に

登録できるかどうか、判断が大変難しく、思う

ように登録物件数がふえない要因でもございま

す。これらの要因の排除を行うことで、空き家

の利用促進を図るため、家財道具につきまして

は、平成25年度から垂水市空き家有効活用推進

事業支援補助金を実施し、家財道具の処分費用

について一定の補助を実施し、平成27年度から

は水洗トイレ化や家屋の補修、改善を行いやす

くする方策として、空き家リフォーム促進事業

を計画いたしております。 

 空き家リフォーム促進事業は、空き家を空き

家バンクに登録することを条件とし、リフォー

ムにかかる経費の２分の１以内で、50万円を上

限として空き家をリフォームしようとする所有

者に助成を行い、空き家活用の促進を図ろうと

するものでございます。 

 このほかには、平成25年度より実施してきて

おります市街の固定資産の納税義務者に対する

空き家バンク制度の紹介と、登録の進めを納付

書への同封を継続して行ってまいりたいと考え

ております。空き家の利活用につきましては、

今後も継続的にホームページなどの広報、手段

を通じて広く周知を行い、利活用の促進を図っ

てまいりたいと考えております。 

 次に、ふるさと納税制度につきまして１問目

の御質問にお答えをいたします。垂水市へふる

さと納税を行っていただいた寄附者の出身地に

つきましては、統計等をとっておりませんが、

関東、関西垂水会などの、私どもが把握できて

いる範囲でお答えをいたします。まず、平成26

年度の実績につきまして、平成27年１月末現在

で、寄附者数699名、寄附金額2,404万円となっ

ております。このうち本市出身者と確認できて

いる方は、関東、関西垂水会や、職員等の紹介

による方など63名、寄附金額は550万円となっ

ております。 

 次に、２問目の御質問にお答えをいたします。

鹿児島県によりますと、平成27年１月末現在、

本市の県内での寄附件数、寄附金額につきまし

てはともに第４位という位置に位置しておりま

す。今回の納税制度により寄附控除額の拡大や、

申告手続きの簡素化が図られ、寄附者数、寄附

金額の増加が期待されております。今後は、こ

れらの垂水市出身者の会等での呼びかけや、市

ホームページ、インターネットサイト、情報誌

等を活用し、情報発信、実績報告書を全寄附者

へ送付して、継続的な寄附のお願いを行う等の

取り組みのさらなる推進と合わせて、現在県内

第１位の曽於市が実践しておりますインターネ

ットのふるさと納税紹介サイト、ふるさとチョ

イスへの登録を行い、クレジットカード決済を

導入することで、寄附者が申し込みから寄附金

の支払いまでを一度に行える仕組みをつくり、

寄附者の利便性の向上を図るなどし、寄附者数
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の増加に向けた取り組みを推進してまいります。 

 次に、感王寺議員のふるさと納税制度につい

ての、３問目の御質問にお答えをいたします。

本市では、１万円以上の寄附をいただいた方へ

寄附のお礼と地場産業の振興を目的に、お礼の

特産品をお送りしております。お礼の特産品は、

制度開始から魚、豚肉、果物、焼酎、温泉水な

ど、合計８種類をそろえておりましたが、平成

27年１月から水産業者の加工品を加えて、合計

９種類の中から寄附金額に応じた数の特産品を

選んでいただくこととしております。特産品に

つきましては、寄附者の獲得競争が激しくなる

中で、それぞれの自治体が工夫をこらしており、

加熱しすぎではないかとの指摘もございます。

本市としましては、ふるさと納税制度本来の趣

旨を守り、地元産業の振興、地域経済の活性化、

特産品の安定的供給及び発送可能時期等を考慮

したうえで取り扱い業者の掘り起しを行い、特

産品がさらに魅力ある品ぞろえとなりますよう、

充実を図ってまいります。 

 また、平成26年７月から100万円以上の寄附

者の方へ、美湯豚２頭分、特別製の八千代伝、

３升甕壺などの豪華賞品を贈呈することといた

しております。往来の特産品の品ぞろえの充実

と合わせて、コース制等の導入を検討し、寄附

者へのニーズに応えられる体制を整え、より多

くの寄附者の獲得、寄附金額の確保に努めてま

いります。 

 次に、感王寺議員の住宅取得費助成制度につ

いて、市民にも対象を広げる考えはについての

御質問にお答えをいたします。垂水市住宅取得

費と助成制度は、人口減少対策プログラムに基

づく平成26年度新規事業でございます。この制

度は転入者で、自ら居住するために住宅を建設

し、または購入する方に対して助成を行い、本

市における定住人口の増加を図ることを目的と

いたしております。本事業により、転入促進が

図られることで新たな交付税の確保につながる

ことや、新たに取得された家屋の固定資産税に

伴う増収が図られ、さらには市内経済の活性化

による効果が期待されるものと考えております。 

 議員御提案の助成制度の拡大につきましては、

市民の方の住宅の取得は転出抑制に対しまして

も大きな効果があると考えております。本市の

人口減少対策プログラムにおきましても、子育

て世代をターゲットとして、住環境整備と子育

て支援の充実を図ることとしておりますので、

子育て世代への制度の拡大などについて、前向

きに検討をしてまいりたいと考えております。 

 なお、垂水市住宅取得費助成制度の現在の活

用状況でございますが、３件の申請があり、２

月16日に第１号の家庭贈呈式を行ったところで

ございますが、贈呈式の模様が新聞、テレビ等

で報道されたことによりまして、鹿児島市、鹿

屋市在住の方から数件のお問い合わせもいただ

いております。 

 以上でございます。 

○土木課長（宮迫章二）  残土処分場について。

新規残土処分場の新設の方向性はという御質問

にお答えいたします。 

 現在あります市の残土処分場は、林地開発許

可の手続きを取り、建設残土や桜島降灰を搬入

しておりますが、度重なる大災害や近年の桜島

降灰量の増加に伴いまして、受け入れ許容量が

少なくなっていたことから、平成25年４月から

の公共工事や降灰対策事業の残土処分につきま

しては、桜島にあります民間の残土処分場に搬

入しております。現在、市内の残土処分場への

搬入は環境整備班が対応している地域ボランテ

ィアや公共施設の清掃による土砂などを受け入

れているようでございます。この市の残土処分

場は、林地開発の許可条件としまして、調整池

や排水路を整備し、植林をして山の形態に戻す

ことになっております。 

 平成26年度は、幹線排水路を敷設しましたの

で、処分場内の土砂流出の対策につきましては、
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一応実施されたところでありますが、今後も排

水路や調整池の整備をし、その上に植林もしな

ければなりません。このように市の残土処分場

を確保するためには、これまでも用地買収費や

委託費、土地土砂流出防止工事等など、かなり

の費用がかかっているところでございます。市

で管理する残土処分場があれば、大災害時に即

対応ができることから必要だと考えられますが、

災害復旧事業や社会資本整備事業などの補助事

業では、市で管理する残土処分場へ搬入する場

合は、その処分費を計上することが認められま

せん。しかし、桜島の民間の残土処分場に搬入

しますと、補助事業に処分費が計上できるとと

もに、補助金と補助残につきましても、各種起

債が充当できますので、一般財源の持ち出しは

少なくなるようでございます。 

 このように、新たな市で管理する残土処分場

につきましても調査、研究をしておりますが、

運搬経路の問題や保安林指定等の問題、さらに

費用対効果の問題もございますことから、今後

も桜島にあります民間の残土処分場に搬入する

ほうが有利であると考えているところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○教育長（長濱重光）  感王寺議員の文科省の

統廃合の基準の見直しを受けての、今後の方向

性についての御質問にお答えいたします。 

 文科省は、昭和31年に小中学校の規模適正化

について、事務次官通知を発出して、学校規模

の適正化を推進してきました。近年、少子化の

進展による学校の小規模化に伴う教育上の諸問

題が顕在化することなどが懸念されることから、

約60年ぶりに学校規模の適正化についての考え

方を見直し、公立小学校、中学校の適正規模、

適正配置等に関する手引きを策定し、平成27年

１月27日付で都道府県教育委員会に通知がなさ

れたところでございます。法令上の学校規模の

標準は、学級数につきましては小中学校とも12

学級以上18学級以下とされ、垂水市でこの標準

を多く満たしているのは、垂水小学校だけとな

っております。 

 手引きでは、標準を下回る場合の市町村の対

応を学校規模別に整理し、統廃合が困難な場合

は小規模校のメリットを最大限生かす方策や、

小規模校のデメリットの解消策や緩和策を検討、

実施する必要があるとしております。また、通

学距離の基準につきましては、小学校でおおむ

ね４キロ以内、中学校ではおおむね６キロ以内

でこれまでどおりとし、スクールバスでの通学

もふえるのを想定して、おおむね１時間以内と

する新たな考え方を示しています。文科省は、

今回の手引きで統廃合の検討を市町村に求めた

一方、最終的に判断するのは市町村とした上で、

手引きを検討の参考にしてほしいとしておりま

す。 

 現在の垂水市におきます小規模校の取り組み

についてでありますが、きめ細かな指導ができ

ることや、活躍の場を多く持てるなどの小規模

校のメリットに加え、近隣の学校同士や５校に

よる集合学習など、小規模校のデメリットの緩

和策に努めているところでございます。また、

ことしの５月には小規模５校による修学旅行も

計画されております。さらに中学校入学前には、

垂水小学校に市内全小学校の６学年全員が集合

し、互いに学び合い、午後からは中学校の授業

参観や入学説明会を行っております。 

 小規模校の統廃合につきましては、これまで

申し上げてきましたように、小学校は中学校に

比べて長い歴史があり、地域により密着してい

ることから、地域の方々や度同窓生の皆さんに

とりましては、非常に愛着も深いものがござい

ます。また、小学校は地域文化の拠点であると

同時に災害時の避難施設としての役割も担って

おりますことから、統廃合は児童数だけで行わ

れるものではないと考えております。 

 一方、主役であります子供たちにとって、ど
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うすることがベストなのかということは、考え

ていかなければならない問題だと考えておりま

す。いずれにしましても、保護者、地域の皆さ

んが統廃合してほしいとの意見が多くなりまし

たら、検討しなければならないと考えておりま

す。なお、住民基本台帳をもとにした児童数は、

今年度620人に対し、向こう５年間は下回るこ

となく、640人から650人前後と推移し、ふえる

傾向にあります。具体的には水之上小学校が向

こう５年間で約40人増加し、小規模校では新城

小、柊原小、牛根小がそれぞれ５人程度ふえ、

松ヶ崎小と境小は数名ずつ減少する見込みでご

ざいます。以上のようなことから、現時点では

近い将来の小学校の統廃合は考えておりません。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（牧 浩寿）  感王寺議員の御

質問にお答えいたします。 

 昨年の12月３日付で県教育委員会教育長から、

小中学校における土曜日の授業実施にかかる留

意事項等についての通知文が届きました。そこ

に示された基本方針には次の３点が示されてお

ります。その１、土曜授業を含めた教育課程全

体の見直しを行い、児童生徒一人一人の生きる

力を支える確かな学力、豊かな心、健やかな体

の調和のとれた育成を重視し、各学校の教育課

題の解決に努めること。その２、児童生徒の発

達の段階を踏まえ、一人一人が達成感を味わい、

学習意欲の喚起を図るための学びの場の拡充に

より、主体的に考え判断し、活用できる力の育

成を目指した工夫ある事業改善に努めること。

その３、実施に当たっては、保護者、地域住民、

関係団体等との連携を強め、土曜日に実施する

ことの利点を生かすなど、社会全体での教育力

の向上にも努めること。以上の３点でございま

す。 

 そこで、私たちはこの基本方針の趣旨に則り、

円滑に土曜授業を展開するために最新の注意を

払って準備をしてまいりました。初めに、垂水

市内の各学校長と土曜授業を実施した場合の効

果や課題について、また実施時期等について話

合いをいたしました。そして、大隅地区の各教

育委員会との連携を図りました。それは、もし

各教育委員会が土曜授業をばらばらに実施した

場合、各種スポーツ大会や文化的行事等の実施

に支障をきたすと考えたからであります。また、

土曜授業の導入は、教職員の勤務時間にもかか

わることから、職員組合とも交渉を行ったとこ

ろでございます。さらに、教育委員の皆様にも、

正式決定に至るまでの間、委員研究会を開催し、

県の方針や市教委及び学校長の考え方及び大隅

地区での方向性等を説明の上、協議していただ

く機会を設けてまいりました。 

 そして、実施に向けてのさまざまな状況整備

が整った時点で、臨時教育委員会を12月16日に

開催し、教育委員会として土曜授業の実施を正

式に決定し、各学校に通知文を発出したところ

でございます。その後、来年度からの実施をス

ムーズに行うために、保護者向けのリーフレッ

トを作成、配布。スポーツ少年団関係者や公民

館長など、社会教育関係者などへの説明、さら

には市議会議員の皆様方にもお知らせをさせて

いただいたところでございます。各学校におき

ましては、その後、平成27年度の教育課程の編

成を行い、全ての学校が本年10月からの実施に

向け、異常なく準備が整いました。以上が、実

施決定までの流れでございます。 

 続きまして、土曜授業は義務なのかという御

質問にお答えいたします。土曜授業の実施は義

務なのかと問われれば、これは義務ではござい

ません。あくまでも、設置者である市長教育委

員会の判断にゆだねられております。しかしな

がら、県からの通知文が出されたことを踏まえ、

当教育委員会といたしましても、そのことを真

摯に受けとめ、積極的に取り組んでいくことと

したところでございます。 

 以上でございます。 
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○保健福祉課長（篠原輝義）  終戦70周年記念

事業についてでござますが、以前、市主催で行

っておりました慰霊祭について、少し述べさせ

ていただきますと、戦死者の霊を弔い、恒久平

和を誓うため、昭和40年11月に第１回戦没者追

悼式を行い、平成16年11月まで計40回開催をし

ております。前水迫市長の時代に、当時の市遺

族会長が、戦後の節目も終わったので、市主催

の慰霊祭はもういいですと。これからは遺族会

だけで年１回お寺でしますということで、それ

以来、市主催の慰霊祭はなく、遺族会だけで年

１回お寺で法要をされております。 

 そのほか、毎年鹿児島県主催の県戦没者追悼

式には市職員が随行し、二十数名の遺族会の方

が参加されております。市遺族会は現在、正会

員の方は13名いらっしゃり、平均年齢95歳と高

齢であられ、戦没者の遺児等で構成されます準

会員の方を入れますと約230名で構成されてい

るようであります。戦後70周年関連の動きにつ

いてでございますが、市遺族会では特別なこと

は予定してなく、年１回の法要はことしも行う

とのことであります。 

 また、県遺族会の全体をまとめた取り組みと

して、鹿児島県遺族大会を開催する動きがあり

ますが、まだ未定とのことであります。 

○市長（尾脇雅弥）  先の戦争からことしで70

年という歳月がたとうとしております。この間、

多くの国民、市民の方々の平和への切実たる願

いと行動の土台の上に、敗戦からの復興を果た

し、世界有数の経済技術大国へと発展をしてき

たと思います。戦後の復興、反映をもたらした

もの、私たちの平和で豊かな社会の裏には多く

の犠牲と苦しみがあったことを忘れてはならな

いと思っております。思いは人それぞれであり

ますけれども、私は戦争はしてはならないと強

く感じています。 

 戦争が起こる理由はさまざまであります。そ

の理由を戦争が起こる前に人間の英知で取り除

いていかなければなりません。そのためには、

国民的賢明さと一人一人が利害を超えた強い意

志が求められるものと思います。 

 平成25年８月号の市報において、垂水戦争証

言として特集記事を組み、柊原付近の空襲時の

写真、垂水大空襲や、第六垂水丸転覆事故に関

する証言、太平洋戦争に関する書籍、遺留品や

戦後品、跡地、石碑等について掲載したところ

であります。このことについては、約５時間に

及ぶ垂水市内の空襲について知るということ、

その思いを募らせるということになった特集で

あったようでございまして、市報を読まれた

方々からお便りも幾つかいただいたところでご

ざいます。 

 課題といたしましては、語り継ぐ戦争体験者

の高齢者や、家族にも伝えていない人も多く、

貴重な証言、資料等がこのまま歴史に埋もれて

風化されることが懸念をされるところでござい

ます。また、第六垂水丸転覆事故の合同慰霊祭

についても、遺族の高齢化が進み、平成25年２

月６日営まれた70回忌法要が最後となったこと

も非常に残念な思いであります。 

 以上が、今、私が思っているところでありま

す。 

○感王寺耕造議員  一問一答方式でお願いしま

す。まず、地方創生についてでございます。 

 私、さきほど池山議員がちょっと地方創生に

ついて質問されたんですけど、私も、ちょっと

愚痴みたいな形で出たんですが、池山議員。私

もそう思ってるんですよ、実は。ソフト事業っ

ていうことで、なかなか使いにくい事業である

とういうことです。こうなったら、まだ元気交

付金ずっともらったほうがいいような気もしま

すし、あと、東京の一極集中をなくしていくん

だと。まち・ひと・しごと創生を通じて東京の

一極集中をなくしてく、また地方の特性を生か

していくということなんですけど、現在、官公

庁、高等教育機関です。企業の本社機能、全て
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東京一極集中ですよ。こういう中にあって、地

方に頑張れ頑張れと言われてもちょっと困るよ

うな気がするんです。ただ、そうは言っても、

もう出されたもんですからしょうがございませ

ん。本年度については今までの既存の事業です

ね。昨年末に出てきた事業ですから、事業の収

集して、うまく今度の予算をつくっていただい

たと思ってます。これは職員の皆さんが一致団

結して情報収集に当たって、今まで進めてきた

市内漁協への販売戦略とか、あとプレミアム商

品券、そういう形です。また、子育て世代のリ

フォームの部分、よくできてると思います。 

 そういう形で、またこれからも頑張っていた

だきたいんですが、ただ１点だけ、思う部分が

ございまして、先ほど、政策の策定のプロセス

の部分で、産業、行政、教育、金融機関、労働

団体、メディアということです。産、官、学、

金、言ですか。そういう形です。市民を初めと

いう部分で策定プロセスという部分が入ってる

んですけども、私、市長ですね、まちづくりっ

ていう部分はひとづくりだと思ってるんです。

先ほど、今までも取り組んできたという部分あ

るんですけども、私ども、一昨年、岐阜県の郡

上市で、産業厚生委員会で研修行ってまいりま

した。研修の内容といいますのは、物産館の建

設でございましたり、あと農学です。また短歌

等を使った、そういうような町おこしでした。 

 また、近くにはですね、皆さんも御承知のと

おり鹿屋市のやねだんの部分です。この部分も

今、全国各地から公務員の方が逆に研修に来て

おられると。ここは得意なところで補助金はど

こからも一銭ももらってらっしゃらないですけ

ど、１人の意志で私はまちづくりという部分は

変わっていくと思います。そういう部分で、市

長が先ほど市内８区の地域振興計画で人材づく

りも行ってきたと。これから公開講座等もやっ

ていくということなんですけども、私は、今ま

で包括協定等で、総合計画づくり等についても

鹿大と包括協定結んでますから、先生方がやっ

てこられた部分については評価するんですが、

ただ、学問を馬鹿にするわけではございません

が、企業です。交付創生事業は企業、業を起こ

す部分の性格が強いと思うんです。そうします

と、やっぱり学問は学問だと思うんです。実際

の現場の部分ではやはり企業、業を起こすって

いう部分が大事ですんで、幅広い人材の育成と

いう部分でお願いしたいということでございま

す。これは要望にいたします。 

 あと、きのうの新聞です。読売新聞、きのう

の分です。ここで、2020年東京オリンピック、

パラリンピックを地方創生につなげようと、全

国の約70市町村が６月首長連合を発足させると

いうことでございます。市単独だけではなくて、

県とか要するに広域とかそういう連携の方法も

あると思うんですが、その点について、１点だ

け市長に質問いたします。よろしくお願いしま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  地方創生に関しては、今

月の３月号の広報誌の中での少し市長日記のと

ころで述べさせていただきました。感王寺議員

がおっしゃるように忸怩たる思いの部分もござ

います。ただ、川の流れは変えられないけれど

も、流れを見極めて対応していくというのが今

御指摘のあったようなことだというふうに思い

ますので、これまでの鹿大との連携とか、官、

民、学の連携にちょっとリングを広げて、今御

指摘があったような分野の方々も取り入れて、

民間の活力、成果というものを意識しながら、

スピード感を持って取り組んでいきたいという

ふうに考えております。 

○感王寺耕造議員  ３回目の質問ですが、１点

だけ。私いつも市長は６次産業からやられてる

わけですけど、農業の部分がなかなか難しいと。

ただ、１次産業で生き残るすべはあるんだよと。

園芸農家です。そういった部分で、園芸用ハウ

スのリース事業の部分を御提案差し上げたこと
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があるんですけども、農林課長、企画課長どち

らでも結構ですから、今回の地方創生の部分、

この部分で該当する事業なのか。それ、現時点

でわかっていれば答えてください。 

○農林課長（池松 烈）  確かに、感王寺議員

から前、私どものほうに御提案いただいたんで

すけども、今回の件についてはまだちょっと情

報のほうが入ってきておりませんので、今後、

また情報収集をしっかりとやっていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○感王寺耕造議員  情報収集して、もし利用可

能であれば、市長、志布志市は旧志布志町で農

業公地を持っておりましたから、毎年五、六名

やってるんです。それで、防災の事業を使えば、

当初は20アールで結構だと思います。補助対象

の部分が600万円ですから、ハウスの減価償却

の部分が８年間ぐらいで均等に返していくと。

財源の部分は、流出しないと思いますんで、活

用できたら活用していただきたいと、これは要

望といたします。 

 次に進みまして、空き家対策特別措置法につ

いてでございますが、そうですね、土木課長が

言われたとおり、また国の財政措置の部分、こ

の部分がまだ未決であると。また国交省の部分

も、これ問題なのは空き家の判断基準のガイド

ラインですね、これもまだ示されておりません

から、それからだということなんですが。ただ、

皆さん、ネットを空き家と検索しますと、もう

民間企業はこの特定空き家の部分が商売になる

ということで、ずらずらっと企業がネットに出

してるんです。 

 どういうことかといいますと、今回は見送ら

れたものの、固定資産税の減免措置です。200

平米未満までが６分の１ですか。200メーター

超、３分の１ということですけども、これが今

後はこの減免措置を見直すということで、マス

コミ等でも、週刊誌上でも、いろいろ言われて

おります。そうなった中で、今後この部分が３

倍、６倍になったら、固税負担が重荷となって、

担税能力のない方々、また亡くなった被相続者

が貯金もしてなかったら、もう家もいらないよ

ということで、そういう部分で固定資産税の部

分も重荷になって、市への寄付という申し込み

もあると思うんです。現状では、もらわないっ

ていうことは当然わかってるんですけど、ただ

市長、人口の増対策に市長取り組まれているわ

けで、もしこれが有効活用できる、空き家の部

分とも有効活用して人口対策に使える物件であ

るという部分が、これからの調査でわかったら

引き受けて、その部分を土地は土地で何年間か

住んでくれたら、もうあげるよとか、そういう

ような利用の仕方もあると思うんですけども、

これは市長のお考えについてちょっと聞かせて

ください。 

○市長（尾脇雅弥）  今回、いろんな制度が変

わっていく中で、これまでと違う視点で見つめ

ていくということは、大事な視点だと思います

ので、今お話があったとおり、全てのというわ

けにはいきませんけれども、それを市が購入し

て有効活用ができる人口増対策にもつなげてい

けるということであるならば、そのことは検討

していかなければいけないと思いますので、そ

のように考えているところであります。 

○感王寺耕造議員  市長の前向きな答弁と受け

とめましたので、いろいろ調査、検討していた

だいて、やっていってただきたいと思います、

有効活用です。 

 あと１点。土木課長。ことしの１月でしたか。

私ちょっと地元を回っておりましたら、もう倒

壊している物件ですね、隣にあと15メーターぐ

らいでもう家が建ってるんです。こさっとポシ

ャてるんです。ちょっと台風とか強風の日倒れ

たら人的被害、また隣家への物的被害があった

んではないかということで調査依頼いたしまし

た。場所等については、ちょっと個人情報の絡

みで申し上げられませんが、実際でも倒れてる
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んです、家が、どんどん。これから家も倒れて

くると。そういう中で、やはり国の特別措置法

ができてから日が浅いという部分はわかるんで

すが、ただ行政の役割として、今言ってる部分

については、相続債権者の方がどなたの解体費

用って、もう解体も壊れてるんですけども、そ

の持ち出しの費用を持てないっていうことでそ

のままになってるんです。ただ、これは行政の

じゃあ役割は何なのかっていう部分で、国の財

政措置等も含めて今後、きちっとやっぱりして

いかなくっちゃいけないと思うんですが、市長、

ちょっと私の質問の主旨わかりましたか。実際、

そういう被害があるんです。だから、空き家基

本条例つくってちゃんとやっていくんだと。そ

の部分の決意のほどをお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  いろんなケースがあろう

かと思いますけれども、前回の御質問に際して

も、今回の新しい法整備の以降、しっかりとい

ろんな案件を対応していくということで申し上

げたと思いますので、そのような形でいろんな

物件の状況を見ながら、対応を講じていきたい

というふうに思っております。 

○感王寺耕造議員  時間もありませんので、じ

ゃあ前向きに各担当課とも手を携えて、この空

き家対策、実際、私きょう写真持って来ようと

思ったんですけれども、場所を特定されると問

題がありますから持ってきませんでした。市長

も機会があれば現場行ってみてください。土木

課長が場所を知っておりますんで。よろしくお

願いします。前向きに、各関係課と連携をとっ

て、よろしくお願い申し上げます。 

 ふるさと納税についてでございます。１点目

の問題です。市出身者、また縁故のない寄附者

の内訳はということで、関東垂水会、関西垂水

会、職員紹介ということで、わかった部分で63

件というお答えだったんですが、私なぜこの質

問をしたかと言いますと、テレビでもあるし週

刊誌でも、マスメディア等でふるさと納税の節

税効果という部分、あと４月からですか、ふる

さと納税の申告制度が変わるということです。

簡易になるということで、その２点が主な理由

なんでしょう、どんどんふえております。そう

いった中で、実際縁故者、外からのお金、縁故

者でない方々幾ら頑張って企画課長が発生して

きてくれたのかということが知りたくて質問し

たんですが、この部分については、なかなか見

えない部分がありますんで、細かくはあれなん

ですが、県内の分で頑張っていただいていると

いうことですんで、評価したいと思います。 

 これは週刊現代なんですが、牛肉とか、いろ

んな部分の品があるんですよね、いろんな部分

が。品ぞろえの件に移りますけども、企画課長

の答弁で品ぞろえの部分についても、充実して

いくんだと。事実、９番目のタイと勘八ですか、

この部分は実際ふやされるということなんです

けども。ふるさと納税の利点という部分は、市

長、私が思いますに、市税外の部分をふるさと

納税振り込んでいただいて、それを有効活用さ

せていただくという部分が１点と、もう一点が

市の特産品です。これをどんどんつくっていっ

て、それでコマーシャルになるんだということ

なんです。そうなったら、ちょっと私畜産業営

んでおりますから、お願いしたい部分はあるん

ですけども、黒牛については、黒毛和牛につい

ては私どもの本市の肥育農家の部分の出荷とい

う部分は、農協系列の部分で、まず鹿児島黒牛

というブランドがあります。もう一つの、一家

族の分は、鹿児島のほうのカミチクさんのほう

でわって、今でもその方のブランドでタイヨー

で販売されております。そういう、結局農協関

係とか、カミチクさんとか、そういう黒毛和牛

の部分も宣伝にもつながりますから、そういう

団体と企画課長、交渉をしていく方向性とかも

あると思うんですが、その点について。企画課

長かどっちでもいいです。 

○企画課長（角野 毅）  品ぞろえにつきまし
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ての御質問でございますけれども、現在、本市

９つの種類について品ぞろえをしております。

新しい商品の開発につきましても、検討をして

いるところではございますけれども。例えば、

注文が集中して発送が間に合わない、発送する

品物がなくなってしまう。 

 曽於市なんかが、思わぬ件数増によりまして

発送ができないと、品物はそろわないと。地元

での食べる牛もないよというようなクレームが

出ているといったような状況も発生しているよ

うでございます。ですので我々としては、適切

な販売ができることを念頭に置きながら進めて

いきたいと思いますが、牛、牛肉等につきまし

ても、今後検討の対象となるようであれば、十

分協議をさせていただきながら、品目への加入

ということを検討していきたいと思います。 

○感王寺耕造議員  ふるさとチョイスにも入っ

て、クレジットの部分の決済で頑張っていくと

いう企画課長の話もいただいたんですけども、

もう皆さん御承知かもしれませんが、長崎県の

平戸市、ここはふるさと納税で10億2,420万円、

実に市税の収入より多い部分をふるさと納税で

賄っておられるということです。ここまではい

かなくても、関東垂水会を初め、あらゆるイベ

ントを通じて、それで市長、ゆるキャラもつく

りました。あれ活躍してるのか、活躍してない

のかわからんのですけども、ふるさと納税のほ

うにも使えますんで、予算執行したんですから

ぜひとも有効活用して、ふるさと納税を１円で

も２円でも多く稼いでいただけるように検討を

祈りまして、この問題については終わります。 

 住宅取得費助成制度です。この部分について、

子育て世帯ですね、流出がないように前向きな

答弁をいただきました。ありがとうございます。

ぜひともお願い申し上げます。早急な実施をで

すね。ただ１点だけ、市長にこれは答弁をお願

いします。 

 現在、中古物件の購入の部分、中古物件500

万円で購入しても、このお金は出るんですけど

も、現在、地価が下がっております。あした、

あさっては私は１件の家を紹介するんですけれ

ども、この物件が宅地が80坪ぐらいですか、そ

れで家が22坪ぐらいあるんです。これで幾らす

ると思います。売値が350万円です。そういっ

た部分で、土地または家屋の部分が安くなって

おりますから、不動産物件が。この部分を500

万円と言わず下げる方向性はないのか、その１

点だけお答えください。 

○市長（尾脇雅弥）  この制度は、今スタート

したばかりでありますので、せんだって第1号

ということでありますので、今後の動向を見な

がら、必要があれば検討していきたいというふ

うに思います。 

○感王寺耕造議員  よろしく検討をお願いしま

す。 

 残土処分場について、土木課長の部分で、自

前で持つより民間業者に持ち込んだほうが事業

費を計上できると。一般財源がかからないとい

うことで、そういうふうな方向性ということは

わかりました。ただ１点だけ、それでいいでし

ょう。ただ私ども、土木課長、地域でボランテ

ィアをします。学校もそうですし、あと農道、

市道、なかなか事業実施していただいておりま

せんので、みずからの電気機械ですね、自分た

ちが持っている建設機械、２トン車を使って、

降灰であったりとかですね、学校の草木除去と

か、そういう部分で私の地区は頑張っておりま

す。 

 そうした場合、現在既存の処分場を持ち込み

ができないと。で、地元で仮置場をつくって、

たまった時点で先ほどあった桜島の民間業者の

部分ですね、持ち込んでいただきたいと思うん

ですけども、自助共助だと言わないで、そうい

うような事業実施をしていただけるのか、いた

だけないのか、お願いします。 

○土木課長（宮迫章二）  地域ボランティアで
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作業した土砂の処分についてお答えいたします。 

 市で管理する道路の管理につきましては、環

境整備班で対応しなければならないと思ってい

ますが、要望件数が多いため、すぐに対応でき

ない場合もありますので、地域によりましては、

側溝や路肩の土砂除去などの作業を地域ボラン

ティアで実施していただいており、大変感謝し

ているところでございます。地域ボランティア

作業で出た土砂の処分につきましては、仮置き

できる場所があれば、後日環境整備班で搬出し

ているところでございますが、先ほど申し上げ

ましたように、残土処分場の空き容量は少なく

なってきておりますので、将来的には市有地な

どの空き地があれば、仮置場として指定し、地

域ボランティア等で出た土砂等を一時仮置きし、

ある程度たまりましたら、大型ダンプでまとめ

て桜島の民間の残土処分場へ持ち込むことを検

討してまいりたいと考えているところでござい

ます。 

○感王寺耕造議員  検討するということではな

くてですね、市長、財政課長、この分は予算措

置ぴしっとつくって、仮置場をつくってくださ

い。そうでないと、私どもは今後一切ボランテ

ィア事業活動はできませんので、自助共助だ、

自助だけ言わんでください、共助だけ。お金を

出すような方向性でぜひともお願いして終わり

ます、この問題については。 

 次に、小学校の統廃合問題についてです。教

育長の答弁では、当面は考えてないということ

ですね。先ほどありましたように、地域の文化

的な守りの場所であるし、これがなくなっ

て癩癩子供たちもやっぱり地域の部分というの

を触れ合いの部分で、地域が子供を育てるとい

う部分がありますんで、そういった部分の観点

とか、あと、いざとなったとき、避難するス

ペースになったりとかしないということですけ

ども、教育長はそうですが、市長の考えは当面

しないということでよろしいですね。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほど教育長が答弁した

とおりの考え方と同じであります。 

○感王寺耕造議員  言質をいただきましたので、

この問題についてはこれで終わります。 

 あと、同和事業の実施についてということで

すけども、事業は、ちょっと時間が少ないので、

これは要望のみにとどめますから学校教育課長、

教育長はよく聞いておいてください。 

 教育課程の見直しですね、このようにくるく

る変わるのもどうかと思うんです。でもそんな

中保護者も説明して、大隅広域の部分で決めた

ということであれば、それでしようがないとは

思うんですが、ただ１点だけ、小1、小２、こ

の子供たちですね、やっぱり早生まれだとする

と体力ないんですよ。私の子供も２年生のとき、

国道脇の緑地帯のところで寝てまして、近隣の

方からお電話いただいたことがあります。だか

ら小１、小２の学童の部分の体力の問題もござ

いますので、その辺の分については、きちっと

対処していただきたいということと、あと、私

田舎、こっちの高校を出まして卒業した後東京

の大学を出ました。そうしたら、「井の中のカ

ワズ大海を知らず」、田舎者だということが、

知識が少ないなという部分がわかりました。な

ぜかというと、私の出身大学が２つの、杉並と

あとはどこか、中央大附属と２つあったんです

けど、その人たちが、もう10人ぐらいで１クラ

ス占めているんです、推薦で。どうもこう、学

問の知識も少ないし、田舎者だから、なかなか

東京で苦労した経緯があるんですけども。そう

いった意味で、幅広い知識とか、そういう部分

ですね。それでまあアカデミックな学問だけで

はなくて、金融の知識とか、その辺についても、

これは以前お願いしたことがありますけども、

消費下がり理論の分でですね。そういう部分の

知識も中学生になったら必要だと思いますんで、

その分も配慮していただければありがたいと思

います。 
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 終戦70周年事業について移ります。これは市

長へのお願いですけども、昨年、ある劇団の部

分が鹿屋、志布志等で公演を開かれました。私

もちょっと拝見をしたんですけども、非常にい

い公演でございました。中身もちょうど鹿屋特

攻基地を舞台として、また右でもない左でもな

いですね、先ほど市長言われましたように、利

害を超えた意志が戦争をとめていくんだという

ことですんで、だからそう言う市長も戦争反対、

絶対やってはいけないって言われる意志をもっ

てやっていくんだということがあれば、そうい

った演劇を通した部分を小中学生に見せるとい

う部分を行事でもありましたら……（「感王寺

議員、時間を越えています」と呼ぶ者あり）済

みません。 

 そういうことを要望して終わります。失礼い

たしました。 

○議長（森 正勝）  本日は、以上で終了いた

します。 

   △日程報告 

○議長（森 正勝）  次は明日午前９時半から

本会議を開き、質疑及び一般質問を続行いたし

ます。 

   △散  会 

○議長（森 正勝）  本日はこれをもちまして

散会します。 

     午後４時33分散会 
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 平成27年３月11日午前９時30分開議 

 

 

   △開  議 

○事務局長（礒脇正道）  御起立願います。一

同、礼。着席願います。 

○議長（森 正勝）  皆さん、おはようござい

ます。 

 定刻、定足数に達しておりますので、ただい

まから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしたと

おりであります。 

   △議案第32号上程 

○議長（森 正勝）  日程第１、議案第32号垂

水市副市長の選任についてを議題といたします。 

 きのうの本会議で説明がありましたので、た

だいまから暫時休憩し、全員協議会を開きます。

議案第32号をもって御参集願います。 

     午前９時31分休憩 

 

     午前９時37分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 お諮りいたします。 

 議案第32号について同意することに御異議あ

りませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第32号垂水市副市長の選任につ

いては、同意することに決定いたしました。 

   △平成27年度各会計予算案に対する質

疑・一般質問 

○議長（森 正勝）  日程第２、きのうに引き

続き、平成27年度各会計予算案に対する質疑及

び一般質問を続行いたします。 

 それでは、通告にしたがって順次質疑及び質

問を許可いたします。 

 最初に８番、持留良一議員の質疑及び質問を

許可いたします。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。 

 まず最初に、東日本大震災と福島原発事故か

ら４年が経過をしました。改めて犠牲になられ

た方々に哀悼の意を表するとともに、被災者の

皆様にお見舞いを申し上げます。復興へ向けて

粘り強い努力を続けている被災者皆さん、自治

体の民さん、また支援を続けていられる全国の

皆さんに、改めて心から敬意を表するものであ

ります。 

 それでは早速質問に入っていきたいと思いま

す。 

 まず、冒頭暮らしと経済について、安倍政権

の経済政策の根本は、大企業はもうかれば、そ

の恩恵がいずれ庶民の暮らしに回るというもの

でした。しかし現実は、円安と株高によって大

企業は空前のもうけを得ていますが、働く人た

ちの実質賃金は18カ月連続マイナス、年収200

万以下のいわゆる働く貧困層といわれる方々は、

史上最多の1,120万人に達したと言われてます。 

 このようなことからも、経済政策が曖昧であ

り、持たされたものは格差拡大だったことは、

事実が証明をしてるのではないでしょうか。任

期最後の質問の根底にある問題源ということで、

まず指摘をしておきたいというふうに思います。 

 そこで、最初の質問は市長の誠実性、改めて

自治体のあり方について正します。 

 自体は、行政サービスをもって住民の福祉の

向上に努める役割があります。これは住民みず

から生命、生活、権利を守り、改善していく拠

点が自治体だということです。私は市長の４年
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間、市民が安心に生きがいと希望を持って暮ら

していける取り組みができたのか、疑問があり

ます。この点についてどのように図られてきた

のか、認識について伺います。政府の来年度の

予算では、介護保険料の値上げなど、老いも若

きも際限のない負担増は進んでいく計画です。

これらを市民の暮らしに持ち込むのか、それと

も暮らし、福祉、子育てを守る本来の自治体の

役割を果たすのかが問われています。今後どの

ように取り組んでいくか見解を求めます。 

 次に、地方創生問題について正します。 

 まず最初に、基本的な考え方として、地方創

生は、地域再生と考えます。地域再生は、何よ

りもまず地域で生活する人々の人権を守り、社

会保障、社会福祉の自立によって、安心して暮

らしていける地域をつくるということが重要だ

と考えます。 

 しかるに、長年の自民党政治は消費税の増税、

福祉、介護、医療の国庫負担削減、輸入自由化、

大店舗規制の廃止、指定雇用の拡大、平成の合

併の押しつけなどによって、地方を衰退させて

きた責任があるのではないか。その反省もなく、

地方創生といっても通用しないというふうに思

います。この転換こそが、地方再生への補償だ

と考えます。基本的な問題点として、政府が掲

げた政策は、地方再生保障の可能性があるのか

伺います。 

 支援交付金の問題について正します。支援交

付金は自治体で、住民生活等地域活性化の支援

策を具体化するための財源となり得るものと考

えます。そこで１点目は、地域消費喚起生活支

援型、生活支援と地域活性化していくためには、

財源、国の補正予算と当初予算は確保されてる

のか伺います。 

 ２点目は、住民の要求は、どのように反映さ

れているかです。 

 １つは地域にある力、人、資源を生かし、飛

ばす産業振興策、経済政策がカギになると考え

ます。基幹産業の農林水産業を初め、特産品の

開発や加工など地元の資源を生かした、事業発

展の方向支援してこそ、地域の活性化の道は開

かれます。考え方と具体策について伺います。 

 ２点目は、子育て支援策の拡充が、人口増の

重要な要因だというのは、もう衆目一致であり

ます。子育て支援と若者の雇用問題は、地域再

生の重要な課題であることは共通の認識です。

大事な視点は、若者の安定した雇用の確保、住

居などの支援、結婚、妊娠、出産、子育て支援

までわたる総合的な若者対策として位置づけ、

現在の取り組みを発展させることが重要だと考

えます。具体策について見解を求めます。 

 次に、臨時、非常勤職員の待遇改善と水道検

針の給与問題について正します。 

 １点目は、臨時、非常勤職員の待遇改善問題

です。この問題については2014年１月の４日の

再度改善を求める通知が出されました。主な内

容は時間外手当、通勤費も支給できるように明

記もされてます。また、さまざまな裁判もあっ

たことから、その例もあることから、年休、産

休、育休、介護休等も整備するように求めてい

ます。議論の内容や改善策について、見解を求

めます。 

 ２点目は、水道検針の給与問題です。 

 給与表にある検針単価は、大隅地域では垂水

の場合は10円ほど低い額になってます。現行、

時間給の設定時期と改善方向の必要性について

問題意識はないのか見解を求めます。 

 次に、道の駅の職員の労働環境整備問題につ

いて正します。 

 先の議会で論点を整理し、具体的な対案を示

しました。要は、人間らしく働ける雇用のルー

ルの確保が制度的に保障されるべきであるとい

うことでした。具体的には、帯広市の指定管理

者業務、留意事項が大いに参考になると提案も

しました。今日、所得の減少や社会保障の削減

と、負担増で、貧困と格差が拡大しています。
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雇用の問題でも、非正規の雇用の拡大で、貧困

と格差が拡大しています。垂水市がワーキング

ポアをつくらないためにも、率先して、また役

割、責任からも行政が一足改善していくことが

求められています。この取り組みの経過と対策

について、見解を求めます。 

 次に、小規模企業振興基本法の実践というこ

とで、取り組みの振興状況と次のステップとな

り得る中小企業振興条例の制定の考え方につい

てと方向性について正します。 

 中小企業振興条例は、地方自治体が地域の中

小企業の役割を重視し、その振興を行政の柱と

することを明確するものとなってます。全国で

は149自治体で制定され、取り組みとしては、

中小企業の雇用危機施策を検討する審議会等が

設置され、産業振興ビジョン、いわゆる計画が

つくられ実行されてるというものです。この点

についての見解を求めます。 

 次に、寡婦控除の見直し、適用について正し

ます。 

 御存じのとおり、寡婦控除とは死別、離婚に

よるひとり親家庭の対象に27万円の控除が受け

られる制度ですが、税法上の控除は受けられま

せん。これらを解消するために、所得税法の改

正が一刻も早く求められています。 

 しかしこのような中、民法の改正が行われ、

これを機に婚姻歴の有無によるひとり親家庭の

差別を解消する動きは進んでます。本市でも現

在保育料にはみなし適用がされています。この

適用の整合性の確保と保険料等の見直しの統一

を図るためにも適用できる対象事業について実

施することが私は求められてるというふうに思

います。 

 これまでも、議論してきました。適用を受け

れないことで、既婚のひとり親家庭が不利益を

受けていることは、法の下の平等にも反します。

差別する根拠はありません。法改正を促してい

くためにもみなし適用を広げていくことが重要

です。これはまさにあとは市長の政治判断だと

考えますが見解を求めます。 

 次に、特別会計について正します。最初は、

介護保険特別会計です。１点目の保険料値上げ

の抑制への取り組みは、ほんとに十分だったの

かという問題であります。 

 社会保障の解約で際限のない負担が、先ほど

言いましたとおり老いも若きもふえてきていま

す。社会保障の削減は、ストレートに、市の福

祉施設にもさまざま、また市民にも影響を及ぼ

していきます。住民の命と暮らしを守るために

も、自治体がその防波堤になるかが問われてい

る問題でもあります。 

 そこで、基金の取り崩しもされたと思います

が、一般会計からの繰り入れの検討や県への働

きかけの議論はなかったのか伺います。 

 ２点目は、要支援者への介護支援サービスの

継続と新たな要介護認定を受ける権利の保障は

されるべきものと考えます。 

 認定されているということで、権利を保障す

る責務が自治体にあります。介護保険制度とし

ても、要認定、要介護認定を受ける権利を保障

はされるべきものであります。そうでなければ、

現状の症状を悪化させ、利用者とその家族に犠

牲を強いるものになります。誰もが必要なとき

に安心してサービスを受けられるようにするの

が行政の責任です。見解を求めます。 

 最後は、国民健康保険特別会計について正し

ます。 

 国保税は高い、いわゆる負担税力を超えてい

るとの認識はあるのかまず伺います。平成25年

度の決算の資料で、滞納者は217人、世帯数の

１割弱です。私たちのとったアンケートでは、

高すぎるが４割、引き上げ反対は９割でした。

例えば給与所得の200万円、この方々の国保税

は年間31万2,400円、負担にすると15.6％です。

１割を超える負担というのは、まさにこれは生

活への大きな影響が出ると言われている内容で
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もあります。所得に対し、１割以上の負担は生

活に大きな影響を与えることは必至であります。 

 ２点目は、国の来年度自治体への財政支援、

いわゆる保険者支援はどうなってるのか伺いま

す。 

 ３点目は、国のこの財政支援策で国保税引き

下げの検討はできないのか提案いたします。市

民の命と暮らしを守るため、何らかの対策をと

るというのは市長の責任ではないでしょうか。

見解を求めます。 

 以上で、質問を終わりますけども、問題につ

いては再質問を行っていきます。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員の質問にお答え

をいたします。 

 まず１点目でございますけれども、安倍政権

が最重要視した経済政策の目玉である、大胆な

金融政策、機動的な財政政策、成長戦略の３本

の矢からなるアベノミクスの最終目的は、第１

の矢である金融政策によって、円安株高を実現

し、これを契機とする企業業績の回復が、民間

設備投資の拡大、賃金上昇による持続的な個人

消費の拡大に結びつく好循環を実現するという

ことであります。 

 この点については、全体として景気回復が進

んでいると言われておりますけれども、都心部

と地方圏の景気の感覚差が大きくなってると感

じており、いまだ十分な効果が発揮されてたと

は判断をされていません。 

 第３次安倍内閣においても、閣僚はほとんど

同じ顔ぶれです。経済対策など急ぐべき課題が

山積みしていることもありますが、これまでの

政策や政治路線を続けるのだという安倍総理の

意思がうかがえます。継続している課題は、い

わゆるアベノミクスなど、経済財政政策、社会

保障の充実、集団的自衛権の行使容認、原発の

再稼働など、さまざまな政策がありますが、安

倍総理としては、経済最優先の姿勢を打ち出し

ています。 

 家計は厳しさを増して、増税先送りによって、

社会保障の充実についても見直しが必要になっ

ています。都市部と地方の格差、個人の所得格

差の問題に光を当てる政策も求められておりま

す。そういう経済情勢に加え、税収の減少や、

地方交付税の削減、国庫負担率の引き下げ、財

政基盤の強化や財源移譲がなかなか進まない厳

しい中、平成23年１月27日に垂水市長に就任を

して以来、垂水市発展、市民の幸福のために住

んでよかったと思えるまちづくり、元気な垂水

づくりのために、できる限り現場に足を運んで、

現状を把握し、市民の皆様の声に耳を傾け、垂

水市発展に向けて市政を運営をしてまいりまし

た。その結果、安心・安全なまちづくり、６次

産業化と観光振興、教育の充実、地域振興計画

など市民の福祉と暮らしの増進に微力でありま

すけれども、寄与できたのではないかと認識を

してるところであります。 

 子育て支援センターをリニューアルオープン

して、利用者数の増減につなげたところでござ

います。地域包括ケアシステム、地域包括ケア

センター構想を策定をして、高齢者対策の取り

組みを進めているところでございます。人口減

少対策プログラムに基づく住宅取得等、助成事

業で、子供医療費助成事業も実施しているとこ

ろでございます。これも職員や議員の皆さんが

定員適正化計画や、行財政改革に対し、御理解

をいただいて御協力をしていただいたたまもの

だと痛切に感じて感謝をしているところであり

ます。 

 本年は、戦後70年という節目になります。中

国や韓国だけでなく、国際社会全体が戦後の歴

史に向き合い議論が交わされることになります。

国内においても東日本大震災と原発事故の被害

がなお残っておりますし、人口減少による地方

の衰退など社会全体が揺らぎ始めている中、み

ずからの総意工夫を生かして、自立の道を探る

地方創生という喫緊の課題に取り組んでまいる
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所存でございますが、今後の具体的な施策など

につきましては、次の定例市議会におきまして、

市政運営方針としてお示しをしたいと考えてお

りますので、今しばらくの猶予賜りたいという

ふうに思っております。 

 総括して申し上げますと、私の市長としての

理念は、垂水市の発展、垂水市民の幸福であり、

そのためにそのときどきの案件に対し、その理

念に従って、ものさしを当てながら、今後とも

課題の解決に力を尽くしてまいりたいと思って

いるところでございます。 

 以上でございます。 

○企画課長（角野 毅）  持留議員の地方創生

の問題についての、１回目の御質問にお答えを

いたします。 

 人口減少、少子高齢化の流れが全国的に続く

中で、本市の活性化を図るために人口減少対策

地域振興計画などの施策を展開してまいりまし

た。このような中今回、国のまち・ひと・しご

と創生総合戦略が示され、各自治体において、

人口減少の克服、地方創生の実現に向けた取り

組みが始まります。 

 本市におきましても、市民、産官学金労言な

どの各界の方々からの多種多様な御意見を取り

入れながら、垂水市版総合戦略の策定に取り組

み、庁内横断できる施策を展開し、本市の活性

化を図り、持続可能な行政運営に努めてまいり

ます。 

 続きまして、地域消費喚起生活支援型、生活

支援等地域活性化について、活性化していくた

めの財源は確保されているのかとの御質問にお

答えをいたします。 

 国は地方への好循環拡大に向けた緊急経済対

策を閣議決定、この経済対策に基づき、国の平

成26年度補正予算が編成され、地域活性化、地

域住民生活緊急支援交付金制度が設けられ、本

市におきましても、この国の補正予算に基づき

まして、補正予算（第７号）を計上しておりま

す。 

 しかしながら、平成27年度につきましては、

国は地方財政計画に１兆円を計上しております

ものの、現在のところ普通交付税の算定基準に

おきまして、算定されること以外には、明確に

示されておりません。また、28年度以降につき

ましても新たな交付金の財源等も含めて検討す

ることとされております。 

 以上のように、地方創生に関連する国からの

交付税、交付金額等につきましては、不確かな

状況でございます。引き続き、国の方針等につ

きまして、情報収集に努めてまいりたいと考え

ております。 

 引き続きまして、住民の要求はどのように反

映されているのか、及び産業振興、経済施策、

子育て支援策の具体策案についての御質問にお

答えをいたします。 

 現在、庁内組織として垂水市、まち・ひと・

しごと創生総合戦略本部を設置し、総合戦略策

定に向けて取り組みを初めております。今後、

市民を初め、産業界、行政機関、教育機関、金

融機関、労働団体、メディアなどからなります

検討委員会を設置し、多種多様からの方面から

の意見をいただき、地域における資源の活用や

子育て支援等の人口増に向けた具体的な施策の

検討に入ってまいります。人口減少克服、地方

創生の実現に向けた実効性のある総合戦略の策

定に取り組んでまいります。 

 以上でございます。 

○総務課長（中谷大潤）  それでは、臨時職員、

非常勤職員の待遇改善についてお答えいたしま

す。 

 昨年の３月議会におきましても、持留議員よ

り臨時、非常勤職員の待遇改善についての質問

があり、改善事項について説明をしたところで

すが、その後の改善事項についてお答えいたし

ます。 

 学校主事の臨時職員につきましては、これま
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で夏休みの長期休暇中の雇用を更新していませ

んでしたので、健康保険や厚生年金から脱退し

て、医療費負担増や年金減少となることが問題

になっていましたが、26年度から夏休み期間中

の雇用について、週３日勤務の契約を更新し、

健康保険も継続することで空白期間が発生しな

いように改善しております。 

 また、健康診断において、35歳以上の生活習

慣予防検診の対象となる臨時職につきまして、

さらに胃の部分のＸ線検査を受診できるように

改善も図っております。 

 また、時間外手当や通勤手当等につきまして

は、臨時職に対しては、基本的には超過勤務を

命じないように配慮をしているところですが、

業務上やむを得ず超過勤務を命令した場合は、

割増賃金として勤務実績に応じた額を支給して

おります。通勤手当や産前産後休暇、育児休暇、

介護休暇につきましては、現在のところを支給

しておりません。特に短期的な雇用を前提とし

た臨時職員等においては、産前産後休暇、育児

休暇、介護休暇の取得は、運用上支障を来すと

ころでございます。 

 定員適正化計画に基づき、正規職員が減少し

ていく一方、臨時非常勤職員が担う業務役割は、

増加しつつあります。市民サービスの低下を招

かないためにも、市政の第一線で活躍していた

だいております臨時、非常勤職員の待遇改善は、

重要なことと認識しておりますので、国の動向

など十分注視しまして、また他市とも情報交換

の上、報酬や賃金の改善だけでなく、通勤手当

の支給などさまざまな観点から、働きやすい環

境整えて、臨時非常勤職員の待遇につきまして

適切な改善に努めてまいります。 

 以上でございます。 

○水道課長（塚田光春）  水道の検針の給料問

題ということでございますが、検針は直接雇用

でなく、外部委託をしていますので、委託費と

してお答えしますので、御了承願いたいと思い

ます。 

 まず、本市の水道検針員の委託状況でござい

ますが、現在、上水道事業につきましては、

6,925軒を７名の検針員が実施し、そのうちの

３名はシルバー人材センターからの派遣員で、

検針件数は少ない人で827軒、多い人で1,114軒、

１人当たり平均検針件数は約990軒を担当して

いただいております。簡易水道事業につきまし

ては、457軒を２名の検針員で実施していただ

き、小谷段地区はシルバー人材センターからの

派遣員で46軒担当していただき、牛根境地区は

地元の方が411軒の検針を担当していただいて

おります。 

 検針の予算は、委託料で計上しておりまして、

検針員とは１軒当たりの単価契約を行い、現在

１軒当たり60円の単価契約で実施しております。

そこで御質問の単価の設定時期でございますが、

平成７年度に単価改定を行い、現在にいたって

おります。 

 次に、他自治体との単価比較でございますが、

19市を調査しましたところ、一番安い市は50円

で一番高いところは100円になっていますが、

その中でも60円から65円の範囲が多いようでご

ざいます。 

 次に、今後検針単価を改善する必要性はない

かとの質問でございますが、検針単価につきま

しては、19市を平均した場合、65円程度になり、

本市は５円程度安くなりますが、検針は１カ月

当たり約５日間で検針をしていただくもので、

初心者では１日約200軒、ベテランでは１日約

300軒の検針を行いますので、１日当たりの日

当に置きかえますと、１万2,000円から１万

8,000円の日当となり、日当としては悪くない

ようでございます。 

 また、検針員は、１カ月５日程度のため、ほ

とんどが副業として委託を受けておられます。

つきましては、今後給水人口の減少による水道

料金の収益の低下や、水道施設の維持管理費の
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増加による支出の増など厳しい経営状況が続い

てまいりますので、当分の間は現在の単価でお

願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○水産商工観光課長（山口親志）  ３番目の道

の駅の職員の労働環境整備についての質問にお

答えいたします。 

 平成27年４月に新たにスタートいたします指

定管理については、議会で承認いただきました

際にさまざまな意見をいただいた中、指摘のと

おり現在働いておられる方々の雇用及び労働条

件について、市の考えを述べながら協議を十分

してまいりました。雇用に関しては、継続雇用

を市に協議し、面接等を実施しました。自己都

合による退職者以外は、継続雇用で運営をして

いくとのことであります。 

 また、賃金等についても各ホールの運営時間

を見直し、実質時間単価は上がってるとのこと

です。新たな指定管理者とは、働く方々の労働

環境を中心に、要望、協議をしっかりしてまい

りました。なお、指摘のありました、帯広市を

参考にした指定管理業務については、今回指定

管理の公募時に審査項目に入れておりませんで

したので、今後調査、検討してまいりたいと思

います。 

 次に、４番目の小規模企業振興基本法の実践

に伴う中小企業振興条例の制定の考えについて

の質問にお答えいたします。 

 地方創生の取り組みにより、地方地域の活性

化が図られて行く機運の中、地域を応援支援し

ていくための中小企業振興条例の制定の必要性

は感じております。地方創生の取り組み等の動

向を見ながら、条例化の必要性も含めて調査、

検討してみたいと思います。なお、今回指摘を

受けました質問がありました中で、鹿児島市の

中小企業振興条例も勉強さしていただいたとこ

ろであります。 

 以上であります。 

○市長（尾脇雅弥）  持留議員の非婚のひとり

親のみなし適用について、市長の思いはってい

うことに対してお答えをいたします。 

 非婚の母のみなし寡婦控除の適用につきまし

ては、前回の議会においても私も対応の必要が

あると考えておりましたことから、関係課にも

支持して検討示させておりました。このような

中、市営住宅の住宅使用料につきましては、国

においても必要な措置を講じることが、閣議決

定されておりますことから、施行令の見直しが

図られれば適切な対応を図ってまいりたいと考

えております。なお、詳細な内容につきまして

は、土木課から答弁をさせます。 

○土木課長（宮迫章二）  非婚のひとり親家庭

の寡婦控除のみなし適用の御指摘について、市

営住宅の住宅使用料についてお答えいたします。 

 国において、平成26年の地方からの提案等に

関する対応方針で、非婚のひとり親についての

寡婦控除の対象とすることについて検討され、

平成27年度中に必要な措置を講ずる旨、閣議決

定がなされたところです。そのため、公営住宅

法施行令の必要な見直しを検討されており、そ

の検討材料として家賃算定において、みなし寡

婦に対する家賃減免制度の実態について把握し

たいと考えられて、県を通じてそのための調査

が行われたところでございます。 

 今後は、その調査結果に基づきまして、見直

しを検討され、公営住宅法施行令の見直しが図

られると思いますので、本市としましては、そ

れに準じて対応してまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  持留議員の介護

事業についての御質問にお答えいたします。 

 介護保険料値上げの抑制対策は、十分であっ

たのかとの御質問でございますが、議員御承知

のとおり、介護サービスの財源は、現行では介

護給付費総額の50％を国、県、市で負担し、
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29％を40歳から65歳未満の２号被保険者21％を

65歳以上の１号被保険者が負担する仕組みとな

っております。 

 この65歳以上の１号被保険者に介護保険料と

いうことで御負担をお願いしております。した

がいまして、１年間に支払われる介護保険給付

費総額によって、負担額が大きく変わってまい

ります。県内の他市町村によっては、介護施設

整備を進めた結果、介護保険料が低いところは

3,900円、高いところは6,025円と格差が広がっ

ています。 

 本市の標準介護保険料は現在4,180円である、

安易な介護施設整備を行わず、できる限り住み

慣れた地域で最後まで暮らし続けられる地域包

括ケア体制を推進してきた結果、県内でも19市

では下から３番目、大隅振興局管内では一番低

い保険料となっていますことから、抑制策の取

り組みは効果的であったと思っております。 

 次に、今回の介護保険料設定に関して、一般

会計からの繰り入れの検討及び、県への働きか

けは考えなかったのかとの御質問でございます

が、冒頭で述べましたとおり、介護保険制度は

もともと介護給付費総額の12.5％を市で負担し

ており、原則繰り入れは認められておりません。

したがいまして今回も繰り入れの検討はいたし

ておりません。 

 また、県への働きかけ、すなわち介護保険財

政安定化基金の利用を想定した介護保険料の抑

制策は、予定給付費を抑えることで、介護保険

料を低くする方法ですが、この場合基金から借

り入れを行うこととなり、後年度負担をふやす

結果となることから、好ましい方法ではないと

思われます。なお、今回も市独自の介護準備基

金を約8,000万円投入して介護保険料の上昇を

抑えております。その効果は350円の引き下げ

となっております。 

 そういうふうに要支援者への介護保険サービ

スの継続と新たな要介護認定を受ける権利の保

障をとの御質問でございますが、昨年９月議会

の持留議員の受給してる人のサービスを打ち切

らないように、そして新たなサービスを利用す

る人に介護サービスの利用を広げることと、多

様なサービスの内容充実に努めることという御

質問でもお答えしておりますが、現在介護予防

サービスは在宅系12サービス、地域密着系３

サービスの計15サービスがあり、今回市町村事

業に移行するのは、このうちの訪問介護、通所

介護の２サービスであります。残りの13サービ

スについては、今後も介護保険内のサービスと

して実施されます。したがいまして、介護保険

サービスの継続性は、保たれるものと思ってお

ります。 

 また、移行される２サービスについて、サー

ビス低下を懸念されておられますが、現実的に

は訪問介護、通所介護サービスを利用される方

は、あわせて住宅改修、福祉用具購入サービス

も利用される方がほとんどであります。住宅改

修、福祉用具購入サービスは、介護申請が必要

なことから、市町村事業に移行したとしても新

たにサービスを利用する人の水準は保たれるも

のと思っております。 

 ９月議会では、インフォーマルなサービスが

提供できるＮＰＯや、ボランティア、地域住民

による互助機能の充実に努めると申し上げまし

たが、これによって多様なサービスが提供でき

るようになれば、介護予防サービスでは、週２

回程度であった訪問、通所介護サービスの利用

拡充にもつながっていくのではないかと思って

います。 

 以上でございます。 

○市民課長（白木修文）  持留議員の国民健康

保険事業についての御質問にお答えします。 

 まず、国保税は高いとの認識はあるのかにつ

いてでございますが、御承知のとおり国民健康

保険は、昭和36年に現制度が創設されて以来、

我が国の国民皆保険制度の基礎として、地域医
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療の確保と地域住民の健康保持、増進や福祉の

向上に大きな役割を果たしています。 

 しかしながら、国民健康保険は、他の医療保

険に加入している人を除いた全ての住民を被保

険者としていることから、議員が御指摘のよう

に、低所得者の加入が多いため、所得に占める

保険料の負担割合が高いといった構造的な問題

を抱えております。 

 特に近年は、医療の高度化や、高齢化の進展

による無職者の割合の増加などで、国民健康保

険財政に収支は、恒常的な赤字となっており、

全国の市町村における法定外繰り入れの合計額

は、毎年度3,500億円以上という状況が続いて

おります。このような中、平成24年度に初めて

一般会計から3,500万円の法定外繰り入れを実

施した本市も、持続的かつ安定的な事業運営し

ていくために、平成25年度には１人当たり平均

9.63％増となる国保税の税率改定を平成17年度

以来８年ぶりに実施したところでございます。 

 そこで、本市の国保税の賦課の状況でござい

ますが、医療分後期支援分、介護分の合計で、

所得割率12.8％、資産割率48.2％、均等割額３

万4,600円、平等割額３万2,100円となっており

ます。これらを県内19市の中で比較すると、い

ずれも高いほうから所得割率が８番目、資産割

率が２番目、均等割額お飛び平等割額が11番目

で、特に資産割率が高くなっております。また

被保険者が、実際に負担する１人当たりの平均

の調定額で比較すると、軽減世帯が多いことな

どから、平成25年度実績で、19市中４番目に負

担額が低いというような状況でございます。 

 次に、来年度の自治体への財政支援策はどう

なっているかでございますが、国においては、

都道府県が国保財政に責任を持つなどとした、

抜本的な医療保健制度の改革を平成30年度に実

施するとしており、関連法案が今国会に上程さ

れる見込みでございます。制度改革に伴って、

国保への財政支援も拡充され、まず平成27年度

から1,700億円の保険者支援を追加する計画と

なっております。 

 具体的な支援の方法でございますが、保険基

盤安定負担金制度のうち、国保税の軽減対象者

数に応じて国が負担する保険者支援分が拡充さ

れることになっており、本市の影響額を現在の

被保険者の状況で試算したところでは、平成26

年度の交付額1,748万円に対し、平成27年度の

交付額は約2,400万円増の4,200万円程度になる

ものと見込んでおります。 

 次に、財政支援で、国保税の引き下げの検討

はできないかとの御質問でございますが、今回

の補正予算でも１億8,000万円の法定外繰り入

れをお願いしているところです。本年度は、前

期高齢者交付金の減など特殊要因もあり、多額

の繰入金を予算計上しましたが、平成23年度以

降の決算の状況を見ましても、繰越金等除いた

実質的な収支不足は毎年度約１億円程度となっ

ておりますので、今後も一般会計からの法定外

繰り入れは避けられません。この一般会計から

の法定かい繰り入れは、受益を受けない国保以

外の方にも負担を求めることになり、公平性を

損なうし、また一般会計からの繰り入れを継続

することは、他の事業への影響も大きくなるこ

とから、現在のところ国保税の引き下げは考え

ておりません。 

 ちなみに、本市の国保税の税率は、先ほど説

明しましたとおり、県内19市の中ほどですが、

実際に負担する１人当たりの平均調定額では、

19市中４番目に負担が低いという状況にありま

す。 

 また一方、本市の医療費について県内19市の

中で比べますと、平成26年度の１人当たりの医

療費は一般非保険者については、高いほうから

４番目、退職被保険者については、高いほうか

ら６番目、全体で高いほうから４番目というよ

うに、本市は県内でも医療費が高い市町村でご

ざいますが、国保税については比較的に低く抑
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えている現状にあります。 

○持留良一議員  再質問を行っていきたいと思

います。一問一答で行っていきたいと思います。 

 まず最初に、市長の政治姿勢の問題について

お聞きをしたいんですが、私は特に高齢者対策

の問題を一貫してこの４年間も取り組んできた

というふうに思ってるとこです。 

 そこで１点お聞きしたいんですけども、今回

来年度予算の関係で市長はどのくらいを先ほど

言いました際限のないさまざまな負担がこの高

齢者も含めてあるんですが、どのような形で認

識をされてるのか、そんなのが負担増になるの

か、その点についてお聞きをしたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  具体個別という話であり

ますけれども、全体的なこととしてきのうも申

し上げましたけれども、少子高齢化、過疎化が

進む中で、どうしてもその部分に係るいろんな

予算というのが、大きくなるというのが認識で

ありますので、当然持留議員が常日ごろ言われ

ております高齢者、福祉、いろんな対応ちゅう

のは講じていきたいわけですけれども、財源を

どこに求めて行くかということが一方でセット

でなければ難しいわけであります。気持ちとし

ては、できるだけ福祉の充実、高齢者の方々に

とってもいろんな負担増にはならないほうがい

いと思ってますし、サービスはより充実をした

いということでありますけれども、そのための

財源をどう求めていくかっていうことの整合性

がとれないと、なかなか軽々な発言はできない

ということになりますので、そのことをバラン

スを見ながら、財源を求めつつ、その中で対応

を講じていくというような考え方になろうかと

思います。 

○持留良一議員  確かに基本はそういうことに

あるかと思います。しかし、当初やっぱり予算

を検討するときに、何に重きを置くのか、何に

重きを置いて政策を考えていくのかっていうの

が、やっぱり市長の大きな政治判断だろうと思

います。そういうときに今言いましたとおり、

介護保険料も上がりますよと、医療費の問題も

さまざまな問題でてきますよとなったときに、

じゃあ今年はきちっとここに対策を充てた取り

組みをしていこうじゃないかというのが、私は

普通の考え方としてあるんじゃないかなと、だ

からその財源というのは、確かに比較すればそ

うなるかもしれませんけど、優先課題と今の現

状の中で、どこに重きを置くのかということに

よって１つの判断が大きく変わってくるだろう

と。ところがさっき言ったように、高齢者はま

すます負担がふえてくるというな状況の中で、

大変なやはり生活をしなきゃ命も守らなきゃな

らない、そうなったときに、じゃあ自治体が何

ができるのか、その市は何ができるのかとあっ

たときに、やっぱりそのあたりの軽減をどんな

ふうにして図っていくのかというのが、やっぱ

り基本的な市長の施策の中身だろうと思うんで

す。だからそういうところで４年間どうだった

のかっていう、その今市長が言われたような論

理でいくと、それはもう何もできないんじゃな

いかということになろうと思います。 

 どこに何を優先して取り組むのか、そのため

にやっぱり、今の高齢者も大変だと、なんらか

の対策をとる必要があるとなったときに、やっ

ぱりそこの部分の命、暮らしを守る対策をとる

というのがこれは基本じゃないかなというふう

に思います。このことは、もう結局平行線をた

どるだろうと思いますので、そのことを指摘を

して、次の質問にいっていきたいと思います。

とにかく、この高齢者問題、大変重要な問題で

ありますので、そういうところをぜひ取り組ん

でいただきたいというふうに思います。 

 次に、６月のもし再選されればですけれども、

そこで改めてまた議論もしていきたいなという

ふうに思います。 

 次の質問に移ります。次は地方創生問題、新

交付金問題も含めてなんですけれども、私はき
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のうの議論でも大変さまざまな議論があったし、

私も問題意識も改めて思ったという点もあるん

ですが、大事な点がこの点では欠けていたので

はないかなというふうに思います。 

 それで私はこの前、３月４日です、まちへと

奏でる地方公聴会が開かれてます。この議事録

を取り寄せてみたんですけども、さまざま各地

域、それから知事含めて関係者も問題提起もさ

れてました。特に大きな問題として、これまで

の政策の総括が不可欠だとして雇用が増えれば

それにつけて、地方の人口が増えるという、こ

れ日本の現状には合わないんじゃないかという

指摘とか、地方創生は人口の観点だけではなく

て、食料エネルギー問題の視点も不可欠だと、

こういうことも提起をされてます。そして１番、

この問題で大きな問題になる、この最大の目的

だろうと思うんです。 

 今回この地方創生の目的というのは、きのう

からの議論にもあったとおり、１つは選挙の問

題点として、地域の経済の活性化を促していく

と、いわゆるアベノミクスを地方にもやってい

こうという１つのそういう選挙対策という点と

もう１つは、道州制導入の大きな視点として、

このことをやっていこうというのがあるんです

が、その中に重要な点があるんですけれども、

今回計画をつくられるんですけども、その４番

目に時代に合った地域づくり及び地域との連携

というのがありますね。ここのところで特に大

きな問題は、人口の流出また受け皿の地帯をつ

くっていくんだということ、いわゆるダム都市

論これがありますよね。いわゆるそれぞれの地

域に20万以上の新たなそういう都市をつくって、

そこで人口の東京一極集中を食いとめていくん

だというようなことがあります。 

 これは、なぜこういうのが出てきたかってい

うのは、皆さんも御存じのとおり、昨年の新成

長戦略骨太方針の中で、社会保障の見直しとと

もに、自治体行政のサービスの集約化とネット

ワークが必要だということで、このことがいわ

ゆる人口減少対策への対応として、大きなテー

マなんだということを提案しました。そして、

その具体化としてこの地方創生、その創生の中

にこの問題が浮かび上がってきたということだ

というふうに思います。 

 そこで、ある学者は自治体が自主的に連携す

るのはいいが、国が上から機械的に押しつける

のは危険だと、こんな指摘もされてます。問題

は、この中であるように自治体の集約化、コン

パクト化、こういうことを前提とした形でこの

計画、いわゆる地方版総合戦略策定が、ここに

も掲げられてるんだということです。このこと

について、そういう認識、計画を今後つくって

いかれるわけですけれども、そういう認識があ

るのか、その点についてまずお聞きをしたいと

思います。 

○企画課長（角野 毅）  持留議員の２回目の

御質問にお答えします。 

 広域の連携ということにつきましては、地方

創生の中でうたわれている重要な項目ではござ

います。ただ、本市といたしましても、広域と

いたしましても、昨日も御質問にお答えをして

きましたけれども、大隅の期成会であるとか、

それから広域で活動を行っているそれぞれの行

動の中で、観光でありますとか今出来る位置づ

けの中での広域化というものを進めながら、独

自性でできるものにつきましては、独自の自治

体の中での簡潔というものを目指しながら、施

策の推進を図っていくという方向性でおります。 

○持留良一議員  非常に重要な点ですので、そ

ういうぜひこの問題については、慎重に検討し

ながら進めていくことが重要だというような認

識だというふうに思います。ぜひそのあたりを

この点については、特に地方版総合戦略につい

ては、きのうからの議論があるとおり、地域住

民の皆さんのぜひ声を反映できるように、特に

また企業、今日ちょっと中小企業振興条例の問
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題提起もしましたけども、やっぱこういう方々

のですね意見も聞いて、ここに反映できるよう

にしていただきたいと思います。そして、大き

なきのうもありましたけども、振興券の問題で

す、この問題についても問題は確かに経済活性

化をするのはいいけども、じゃあ買えない人は

どうなるんだと、一過性に終わることもあると、

そうなってきたときに、この取り組みっていう

のはどうなんだという提案もこん中にあるんで

す。 

 だからそういうやはりこの持っている今回の

地方創生の目的、ここのところはやっぱりきち

っと抑えながら、当然活用するところは活用し

て住民の経済や暮らしのためにその支援策を取

り組んでいくこの視点は大事だと思うんですが、

やはりそこにある問題点にもしっかり目を向け

てやることは重要だと思うんです。形態の違っ

たことの集約化で、どんどんそのことによって

地域が財政的にも追い込まれていくと、いやが

おうでもそういう方向に進んでいかざるを得な

い。だからそういう点では、そういう立場をし

っかり保ちながら、この問題については取り組

んでいく必要があると、何よりも大事なのは、

地域で生活、先ほど言いましたとおり、地域の

人々の人権を守り、社会保障、社会福祉の実用

で、地方で安心して暮らしていけるという、そ

ういう地域をつくっていくんだと、やっぱりこ

のポリシーをしっかり持って取り組んでいただ

きたいというふうに思います。 

 今、こういう現状の中で、小規模自治体でも

いわゆるもう消滅しますよと言われてた自治体

が全国であるんですけども、近いとこでは西米

良村それから島根の海士町とかそれから南牧村

とか長野県ですね、ところがこういうところは

もう雇用も進んでるし、人口もふえてるんです。

だからそういう自治体も一方であると、一方で

は自治体が消滅しますよと言いながら、まちの

力でそういう取り組みをやってるということは、

ここには地域の資源だとか、子育て支援に政策

をきちっとやってます。そこのところが大きな

違いだろうというふうに思います。 

 そういう意味で、2015年のこの大きな資料と

して、2014年地域の経済という内閣府が発行し

てる資料あります。非常にこれは私たちも参考

になる中身だったと思います。地域の経済活性

化の問題と、子育て支援の問題、そこのところ

に取り組みによって人口ふえたんだという、そ

ういうデータがしっかり載ってますんで、これ

らも活用しながら、今後のこの２つの施策につ

いては、ぜひ具体的な検討をして、また当然私

たち議会もいろんなさまざまな今後新たな議会

でもそのことについては取り組みを進めていく

と思いますけども、そういう観点でぜひ進めて

いっていきたいというふうに思います。 

 次の質問に移っていきたいと思います。非常

勤職員の待遇改善の問題であります。さまざま

改善がされてるという報告もありましたが、特

に私が重要にしてるのは、通勤費の問題なんで

す。というのは同じような仕事をしながら、な

かなかそういう点では環境改善が図れないとい

う問題はあります。何よりも、この通知が出た

大きな要因は、趣旨が不徹底だということと、

国会での論議や議論で、この問題が指摘をされ

たと、新たな裁判の判例があったと。それから、

公務と民間での制度改正がさまざま進んだとい

うことと、５点目には経済の好循環のためにも、

やっぱそれを実現してほしいということだと思

うんです。先ほど言われたように、適切な改善

に努めていくと言われましたけども、この適切

な改善とはどういうことなのでしょうか。 

○総務課長（中谷大潤）  ２回目の質問にお答

えいたします。 

 また、通勤手当の支給につきまして、先ほど

申し上げましたように本市は現在、支給をして

おりません。そこで、通勤も我々も十分認識し

ておりますので、他市との情報収集、情報交換
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も行っているとことですけども、まだそういっ

たところ含めて我々の中では、まだ通勤手当の

支給については、まだ時期が早いと今のところ

判断しまして、支給していないところですけれ

ども、少しずつ他市の状況も変わりつつある状

況ではありますので、先ほど申しましたように、

他市の状況だけでなく、働く、報酬や賃金の改

善も含めて、働きやすい環境を整えるというこ

とが１番であるというふうに思っていますので、

先ほど申したような適正な改善に努めてまいり

たいと思います。 

 以上です。 

○持留良一議員  この問題というのは、非常勤、

臨時職員に位置づけの問題だと思うんです。そ

れにやっぱ対価貨してきちんとそういう環境も

図っていく、これやっぱり行政の臨時職員及び

非常勤職員に対する対応雄だと思うんです。こ

れが保障されないと、まさに使い捨てになって

しまうと、人間が人間らしく働ける環境が、行

政みずからがそれを壊していくようなことがあ

ってはならないと思うんです。そういう点では、

この通知の重要性っていうのはやっぱり認識し

なきゃいけないし、早急に改善を図っていただ

きたいと、そのことを訴えて、この問題につい

ては終わりたいと思います。 

 次に、水道検針の給与問題について質疑をい

たしますが、先ほど、るる出されました、大隅

管内でも一番低い金額です。おまけに平成７年

に設定されたということです。市長、これをお

聞きになって、大隅管内でも低いんです。60円

なんです。先ほど言われたとおり、副業として

と言われましたが、そういう募集にはそういう

ことは全く書いてありません。副業としての位

置づけですよということもなんとも書いてない、

働くひとにとったら、やはり生活との関係があ

るから働きに来られるわけなんです。そんな副

業としてというのは、大変失礼な言い方です。

失礼な言い方です。これは訂正していただきた

いというふうに思います。 

 そこで市長、今これお聞きをいたしまして、

この60円がほんとにいいのか、やっぱり引き上

げるべき、平均でも65円だと言われる中、大隅

管内でも一番低いんです。高いところにいくと、

80円90円、遠距離では90円というところもあり

ました。いろいろ垂水よりも10円以上高いんで

す。大隅管内は。そういう中でほんとにこれで

いいのかということなんですが、市長の考えを

お聞かせください。 

○市長（尾脇雅弥）  先ほどの話とも重複しま

すけれども、少しでも高く手当としたいという

のは気持ちとしてはありますけれども、財源等

の関係、仕事の中身に対しての判断ということ

が基本にありますから、その中で判断をしてい

くということになろうかと思います。 

○持留良一議員  段々時間も少なくなってはき

てるんですが、40分まででしたっけ、（「38

分」と呼ぶ者あり）38分、はい。わかりました。

これについては、またぜひいろんなそういう状

況ですので、改善策をぜひ検討していただきた

いというふうに思います。 

 道の駅の問題については、先ほど言ったとお

り、課長も言われたとおりですので、今後これ

を指定管理者が今後ふえていく可能性もありま

す。そうなってきたときに、お願いしたいのは、

この業務委託先の実態調査、労働実態調査を担

当課としてもぜひ取り組んでいただきたいとい

うふうに思います。この点についてどうなのか。 

○水産商工観光課長（山口親志）  今指定管理

者の実態調査ということで、指定管理の公募の

要綱だけを主に審査しております。実態調査に

ついては実際審査会で決定をした企業だけを企

業を議会をもって承認いただいてしております。

実態調査については、その審査会でも内容につ

いても十分経営、審査項目これについても提案

をされておりますので、そのあたりが、それが

企業の実態調査につながっているんだという認



－123－ 

識を持っておりますが、あえて実態調査が必要

になってくるとすれば、そのあたりは再度実態

調査を行っていかないといけないと思いますが、

審査内容の中で十分協議をされているという認

識でおります。 

○持留良一議員  小規模は、先ほどいったとお

り調査研究をぜひしていただきたいという大事

な中身だと思いますのでお願い、寡婦控除につ

いては先ほど言われたようなことで、まずここ

のところから公営住宅の問題からぜひ取り組ん

で、まだこのほかにもいっぱい適用できるのあ

りますので、そのあたりも含めて、ぜひこれは

検討していただきたいと思います。残る特別会

計、介護保険、ここについては、また委員会の

ほうでも具体的に議論をしていきたいというふ

うに思います。介護保険の問題について、先ほ

どサービスの問題について、新たな要介護認定

を受ける権利の保障の問題です。これは先ほど

回答があったかどうかわからなかったもんです

から、再度確認します。イエスかノーか。 

○保健福祉課長（篠原輝義）  先ほどお答えし

ましたけれども、サービスの水準が保たれるの

かというようなことでございますけれども、こ

れにつきましては、やはり３年間の間で既存の

介護事業者だけでなく、ＮＰＯそれから地域ボ

ランティア等が参入する、その体制を整えてい

くことが必要でございますので、既存事業者の

ほうがそのまま、また例えば専門的な身体介護

とか機能訓練、その辺についてはやっていただ

けるとか、その後たとえばごみ出しとか、生活

支援等はＮＰＯ等でやっていただくというよう

なシステムづくりを考えていきたいというふう

に思います。 

○持留良一議員  最後の質問になります。先ほ

ど、課長は一般会計から入れられないと言いま

した。しかし、国土交通省は、例えばそういう

か結果的に減免になるんですけども、独自補痾

はできないという問題については、高齢業は禁

止されてないと主張してるんです。高齢業は禁

止をしてないいうことを指摘をしてますので、

この点については、見解を変えていただきたい

というふうに思います。 

 そのことを指摘をして、私の最後の質疑、質

問を終わります。 

○議長（森 正勝）  ここで、暫時休憩をしま

す。次は10時50分から再開します。 

     午前10時38分休憩 

 

     午前10時50分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 ９番、北方貞明議員の質疑及び質問を許可し

ます。 

   ［北方貞明議員登壇］ 

○北方貞明議員  それでは早速質問いたします。

人口減対策について。本市では、平成26年から

平成35年までの10年間で、人口１万8,000人の

目標に住環境整備と子育て支援の充実の２本の

柱を掲げ、魅力ある住みやすいまちづくりに取

り組んでいます。少子で高齢化が進む中、年少

人口の割合が低下が予想されますが、本市では

若い年齢層の女性や男性の人口をいかにふやせ

るかが重要であると思っております。 

 本市における、20代から40代の女性の人口は、

今後どのように推移すると予想されるか、まず

お聞かせください。 

 ふるさと納税については、昨日、感王寺議員

の質問、そして執行部の答弁で理解いたしまし

たので、割愛さしていただきます。 

 国民健康保険について、先ほどの持留議員の

質問と重複してもありますけども、よろしくお

願いいたします。 

 私は総務文教委員長のとき、国民健康保険運

営協議会の会長をして、平成24年度も国民健康

保険の医療費が高い状態でありました。国民健

康保険特別会計も基金を平成22年に使い果たし、
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次に平成24年は、国民健康保険特別会計の収支

の均衡を図るため、初めて一般会計から想定外

の繰り入れを3,500万円実施し、平成17年度以

来、８年ぶりに国民健康保険税の引き上げを行

いました。 

 そこで、お伺いいたします。現在の国民健康

保険を取り巻く環境について、どのような状況

になっているかお聞かせください。 

 それで１回目を終わります。 

○企画課長（角野 毅）  北方議員の人口減少

対策について、若い年齢層の将来予想人口につ

いての御質問にお答えをいたします。 

 平成25年３月に、国立社会保障人口問題研究

所が公表しました、日本の地域別将来推計人口

によりますと、何の対策も施さず、このまま人

口減少が続いた場合、平成22年に2,377名であ

った本市も20代から40代の女性人口は減少を続

け、平成27年は、2,062人、32年には1,878人、

37年には1,686人、42年には1,462名、47年には

1,252名、30年後の平成52年2040年になります

けれども、には50％以上の減少となります

1,092名まで減少すると予測されております。 

 なお、20代から40代の男性人口につきまして

は、平成22年におきまして2,212名でありまし

たけれども、30年後の平成52年にはこちらも

50％以上の減少で1,035名と予測されておりま

す。 

 以上でございます。 

○市民課長（白木修文）  北方議員の国保につ

いての御質問にお答えします。 

 先ほど、持留議員への答弁でもお答えしまし

たとおり、近年医療の高度化や高齢化の進展に

よる無職者の割合の増加などで、国民健康保険

財政の構造的な問題は、一層深刻さを増してき

ており、全国の市町村における赤字補痾のため

の法定外繰り入れの合計額は、毎年度3,500億

円を超えるような状態が続いております。 

 このような中、平成22年度末で、基金を使い

切った本市の国保財政は。平成24年度に初めて

一般会計から3,500万円の法定外繰り入れを実

施しなければならない状況に陥り、平成25年度

には１人当たり平均9.63％増となる税率改定も

実施しました。 

 しかし、ふえ続ける医療費に追いつかず、平

成25年度も9,800万円の法定外繰り入れを実施

し、今回の補正予算におきましても１億8,000

万円の法定外繰り入れを計上したところでござ

います。 

 このように、国保財政を取り巻く状況が厳し

さを増している中、国においては、平成25年12

月に交付された社会保障改革プログラム法に基

づいて、医療保健制度の抜本的な改革案が検討、

協議されてきましたが、ことし１月には国民健

康保険の安定化のための改革案が、政府内で決

定され、関連法案が今国会に提出されておりま

す。 

 国保税等の安定化のための講ぜられる改革の

内容としましては、国から国保へ財政支援を平

成27年度から1,700億円拡充した上で、平成29

年度までにさらに1,700億円を追加し、合計

3,400億円の支援を投入する、また改革の柱で

ある国保の運営主体については、都道府県が財

政運営に責任を持ち、市町村は都道府県から課

される分布金に応じた保険料の賦課徴収や、資

格管理、保険給付の決定等の役割を分担するこ

となどとなっております。 

 これらの改革は、平成30年度から実施される

ことになっておりますが、国からの財政支援の

拡充や、財政運営を県が責任を持つなどの改革

により、毎年度の市町村の負担は、現制度より

も平準化されるため、事業運営については見通

しが立てやすくなるものと想定されます。 

 しかしながら、現制度が存続する今後３年間

の財政運営については、医療費の動向などによ

っては、引き続き難しい運営になるものと考え

ておるところです。 
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○北方貞明議員  人口減のまず質問いたします。

一問一答方式でお願いします。私は今、若い年

齢層、20代から30代の男女を聞いたわけなんで

すけども、これが何でこういう質問したかとい

うと、私は20代から30代の女性がお産をする年

齢が多いと思いまして、こういうふうな20代か

ら40代と聞いたわけなんですけれども、その中

で、今平成27年これから25年後、52年には約現

在の半分の1,092名、男女とも同じような、似

たような数字です。こうなれば大変我が垂水市

の人口は危惧されるわけです。 

 そして、別な資料、私は見ましたところ、県

内のこれは今度は30歳までのデータなんですが、

二十から30代の女性は、垂水市は25年後の平成

52年には458名が予想されておるそうです。こ

れは減少率で言えば、69％でありまして、一番

高いところは与論町の72.9％です。そして南大

隅町、南種子町、そして県内で我が垂水市は４

番目でということです。大変、減少率は高いち

ゅうことです。 

 そして、特に今中学校ですか、どのような年

ですかね、14歳未満の割合は、8.1％でこれは

県内の43市町村で最も低いというふうに予想さ

れておるというふうな新聞記事をちょっと見た

んですけれども。 

 そういうわけで、我が垂水市は、若い年齢層

の人口は非常に急激なペースで減少しとるわけ

ですけども、このやはり人口減少を打開するに

は、どうしても若い年齢層の働く場の確保が、

最も大切だと私は思っとるんですが、どのよう

な対策は考えられるかお聞かせください。 

○企画課長（角野 毅）  北方議員の人口減少

についての、若い年齢層に対する取り組みにつ

いての御質問にお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、雇用の確保、特に若い

世代にとって魅力ある雇用の場が存在すること

は、人口流出の抑制、定住促進を図る上で、非

常に重要であると認識をいたしております。 

 平成25年度に策定をいたしました、垂水市人

口減少対策プログラムにおきましては、厳しい

財政状況の中で、効果的かつ集中的に施策を実

施するために、子育て世代をターゲットといた

しました住環境の整備と子育て支援の充実に重

点をおいて、人口減少対策に取り組むこととい

たしております。 

 人口減少が大きな社会問題として取り上げら

れる中、国において人口減少の克服と地方創生

の実現を図るために、まち・ひと・しごと創生

総合戦略を策定をいたしました。特に東京一極

集中を是正するために、地方における安定した

雇用の創出、地方への新しい人の流れをつくる

という点に重点が置かれております。 

 本市におきましても、垂水市版総合戦略の策

定作業に取り組んでおりますが、その中で本市

の基幹産業でございます農水産業の６次産業化

における活性化、温泉や道の駅、森の駅等の地

域資源を活用した観光振興と、地域経済の活性

化、雇用の創出、企業支援等について、市民や

各界の方々から多種多様な意見をお伺いし、本

市としてどのような取り組みができて行くのか、

今後検討をしてまいります。 

○北方貞明議員  前向きに検討されるというこ

とですけども、一応人口対策に努力されている

のが、一応理解いたしました。雇用の場の確保

に力を入れていただきたいと思いますけれども、

市長にお伺いいたします。人口減少対策を考え

る上で、雇用の場、大変重要な課題と思ってお

ります。今先ほど言いましたように。それとま

た、議会でも言いましたように、転出抑制をや

はり考えていかなくちゃならないかなと私はお

もっております。 

 そこで、特に生活弱者、買い物難民とか買い

物弱者とか言われておりますが、このようなこ

と、どのように考えておるか、市長にお伺いし

ます。 

 もう１点、市長の先ほどの課長の、御答弁で
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人口対策プログラムで、平成35年までに人口を

１万8,000人にふやすというのが計画をされて

おります。これは、市長の任期中の大体半ばに

あたると思うんです。その点半ばにあたります。

この時点で、我が垂水市の人口は減るのがスト

ップがかけられるのか、そしてまた何人ほどこ

の時点で我が垂水市は１万8,000人にどこまで

近づくのか、ちょっとその辺の考えを聞かせく

ださい。 

○市長（尾脇雅弥）  人口減の関係で、生活弱

者に対してということでありますけれども、い

ろんな形で転入していただく方に対しての施策

もありますけれども、転出を抑制するというこ

とは大事な視点だと思いますので、そういった

ことも当然検討しておりますし、そのことも具

現化していきたいというふうに思います。 

 人口の減少どれぐらいふえるのかということ

に関しては、今１年間で300名ぐらいのペース

で減っておりますので、それをできるだけ抑制

をしていくということで、今対策を講じており

ます。何名ぐらいというのは、非常にいろんな

状況によって変わってくることでございますの

で、現段階においては何名という数字はお答え

しにくいところであります。 

○北方貞明議員  ストップはかけられるのかと

いう。もう一遍聞く。 

○市長（尾脇雅弥）  2040年までに大隅鹿児島

県全体で30万人の人が減っていくということは

言われております。これもデータの１つであり

ますけれども、今そういった時代の流れの中で、

どれだけ減っていくことを食いとめられるかと

いうために努力はしているわけですけれども、

社会背景として人口増加の社会背景の時代では

ありませんので、できるだけ努力してその目標

数字に近づけていくということが、現段階で申

し上げられることだというふうに思っておりま

す。 

○北方貞明議員  あのですよ、人口減少対策プ

ログラムで、35年まで１万8,000を掲げておら

れるわけですよね。ですよね。と私は思ってる

んです。っそれで今のところやそれに対しての

答弁は何となくあやふやで、まともな回答は出

されていないと思いますよ。その目標は、ただ

の夢なのか。ただ語りっぱなしなのか。それま

でにやはり、数値目標とよく皆さん方は言われ

ております。その数値目標をなくしてただ夢だ

け語っていただいても、そのプログラムも幾ら

きれいごとを言うても、何もならないような気

がするんです。だからそこは市長、今から４年

間めいっぱいあります。10年間の半分のところ

がまだありますから、それやはり具体的に数値

目標を言うていただけると私は大変ありがたく

思っておるんですけれども。だから、35年まで

この目標をもう１つお答えください。 

 それも市長が余りいい回答が得られないので、

言うてもちょっと無駄のような気もするところ

あるんですけど、まず人口対策として、とにか

く人口流出抑制が私は重要であると思っており

ます。これ今力を入れてください。そして先ほ

ど言いましたように、買い物弱者、これも平成

25年私が第１回の議会で質問しております。そ

して今回３回目です。この抑制って言葉使うの

は。これもなかなか前に進んで行けないような

気がします。よく市長がスピード感を持ってと

言われます。そのスピード感を発揮して、これ

は任期中になんとか抑制、そのストップかける

ような施策をちょっと示していただければあり

がたいと思います。よろしくお願いします。 

○市長（尾脇雅弥）  担当課長から説明いたさ

せます。 

○北方貞明議員  ちょっと、ちょっと、担当課

長よりは市長の考えを聞きたいと思います。考

えですから。ただ推移とかそんなのは簡単でい

いです。（「１万8,000人と人口減対策の違

い」と呼ぶ者あり） 

○議長（森 正勝）  静かにお願いします。 
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○市長（尾脇雅弥）  総合計画の中での目標値

１万8,000人というわけでございますので、具

体的なものとしてはそれに向けて、これだけっ

ていうことで申し上げられませんので、分析し

ますと、垂水市の１番の人口減の中で、年少人

口率の低下と、先ほど女性の方とおっしゃいま

したけれども、そういった分野をしっかりとや

っていくということが１番の課題であろうとい

うことで、子育て支援や住宅施策、先ほど言わ

れました雇用の場というところも大事でありま

すので、それをどうやって求めるかということ

に関しましては、１次産業の宝で終わるのでは

なくて加工してもうかる仕組みをつくって、販

路を広げてそこに利益を生じて、やはり単価を

上げていくということが大事だというふうに思

いますので、そういったことで雇用の場を生み、

また子育て環境の充実をすることにより、衣食

住というのが基本になると思いますので、その

辺のところをしっかりと計画にのっとってやっ

ていくことによって、人口減のこのペースを、

今１年間で300名ほどですから、この減る率を

まずは緩やかにしていくということが１つ、先

だっても定住の関係で、100万円プラス16万円

というオプションの事業がございましたけれど

も、その施策の成果として１つありましたし、

ほかにも２件ほど申請があってるということで

すので、やるやらないよって、また全然違って

くるでしょうし、今回議案の中でもそういった

形で、人口がふえることに対してのいろんな減

免措置とかそういった提案もさしていただいて

おりますので、あらゆるものを講じながら、ま

ずは人が減っていくこのスピードを緩めていき

たいというふうに考えているところであります。 

○北方貞明議員  私は自分で質問していい回答

をもらっていませんが、消化不良ですけども、

いいでしょう、そこで言うても前へは進むよう

な気がいたしませんので、その件その件に対し

ては、終わります。 

 国保について伺います。先ほど課長から答弁

いただきました。ありがとうございます。現在

国保税の取り巻く環境は大変厳しい状況である

ということは理解いたしました。今後も赤字運

営が予想されますが、平成27年以降も、一般会

計からの法定外繰り入れが対応するということ

でしたけれども、赤字解消のためどのように努

力されるかが、このどのように取り組まれるか、

それをお伺いいたします。 

○市民課長（白木修文）  北方議員の御質問に

お答えいたします。 

 まず、平成27年度以降の法定外の繰り入れの

見通しについてちょっとお話をします。今回の

補正予算におきましても、平成25年度の２倍弱

となる１億8,000万円もの多額の法定外繰り入

れを計上しておりますが、今年度の収支不足の

要因は、昨年度とは少し様相が異なっておりま

して、今回は医療費の高騰だけが原因ではなく、

歳入の側に大きな要因があります。 

 平成26年度の医療費の状況につきましては、

一般被保険者の保険給付費を前年度と比較する

と、１カ月当たり約450万円の減、１人当たり

の保険給付費も1.2％の減と、大幅に伸びた平

成25年度に比べ、これまでのところ、少し落ち

着いた状態で推移しており、今回の補正予算で

も、保険給付費は合計9,300万円の減額補正を

計上しています。 

 一方、歳入では、65歳から74歳までの前期高

齢者にかかる医療費を大企業の保険組合などの

被用保険者側から国保に支援する、前期高齢者

交付金が平成26年度は前年度比１億1,730万円

の減、前々年度からは、２億898万円の減と大

幅な減額となっております。今回の収支不足の

大きな要因がここにありますが、これについて

は制度上の問題なので、１保険者の努力ではい

かんともしがたいのが現状でございます。 

 そこで、平成27年度の財政見通しでございま

すが、国の財政支援の拡充分である保健基盤安
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定負担金制度の保険者支援の歳入増と保険者の

財政運営の安定化を図ることを目的とする、保

険財政共同安定化事業拠出金制度が拡充されて

おりますので、医療費の状況が今年度と同程度

で推移するならば、来年度の収支不足は今年度

より好転するものと予想しております。 

 しかしながら、医療費については、１件100

万円以上の超高額医療費などの状況によっては、

大きなぶれが生じますので、想定以上に医療費

が伸びた場合、見込みより収支不足が拡大する

可能性もあります。 

 国保としましては、法定外繰り入れによる一

般会計の負担をできるだけなくすように、引き

続き医療費抑制策として生活習慣病の早期発見、

早期治療を目指した特定健康審査、特定保健指

導の受診率等の向上を図るとともに、レセプト

データ等の分析に基づいたデータヘルス計画を

策定し、効果的な医療費適正化事業を推進いた

します。 

 また、支援確保策においては、税の収納率の

工場及び、滞納整理事務処理の強化に努め、被

保険者及び市民の健康保険、健康保持増進のた

め、安定的な国保事業の運営を図ってまいる所

存でございます。 

○北方貞明議員  ちょっと待ってね。今年度の

収支が不足したと、医療者の高騰だけじゃない

っていうのが、原因じゃないというのはわかり

ました。特に、入ってくるお金に問題があった

ということですけども、その中で制度上では垂

水市はどうすることもできなかった。制度上、

この制度上というのがちょっと私はわかりませ

んので、そこの制度上このようなことちょっと

もうちょっと詳しく。医療費が高くなかったん

だけど、入ってこなかったと、そのバランスが

崩れたということなんですけど、その制度上の

中身等、どういう風になったからこういう制度

になったと。 

○市民課長（白木修文）  その制度上の問題と

いいますのは、実は先ほど言いました65歳から

75歳までの前期高齢者に対しましては、大企業

の保険組合などから、などの被用者保険から国

保に支援する、前期高齢者交付金というのがあ

るわけです。この前期高齢者交付金が、２年に

１回生産をする制度になっています。それで平

成24年度にかなりもらいすぎておりまして、平

成26年度に１億円以上の減額があったために、

平成26年度の前期高齢者交付金が先程いいまし

たけど、前年度比約１億1,730万円の減、２年

前に比べましても２億898万円の減と大幅な減

額となっております。これが制度上の問題でご

ざいまして、これはもう１保険者としてはいか

んともしがたい状態であります。 

○北方貞明議員  そしたら、平たく言えばもら

い過ぎたちゅうことですか、ようけ、最初。 

○市民課長（白木修文）  はい。 

○北方貞明議員  待って、待ってもうこれで終

わりやけ。 

○市民課長（白木修文）  いいですか。 

○北方貞明議員  もうこれで終わるんですけど、

ちょっと待って。それを後でごめんなさい。こ

れからの要望含めて、これからは法定外繰り入

れによる、一般会計からの負担をできるだけ少

なく今後、医療費抑制に努力していただければ

と思っております。これは要望として、その先

ほどのちょっと教えていただきたい。もらい過

ぎたからちゅうこと。 

○市民課長（白木修文）  今、御説明しました

とおりに24年度にもらい過ぎていたために、26

年度に大きな返還が生じたということでござい

ます。 

○北方貞明議員  終わりでしょ。どうもありが

とうございました。 

○議長（森 正勝）  次に、５番、池之上誠議

員の質疑及び質問を許可いたします。 

   ［池之上誠議員登壇］ 

○池之上誠議員  皆さん、お疲れさまでござい
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ます。 

 任期中、最後の定例会で、最後の総括一般質

問に立ちます。行財政改革を継続中の本市にあ

りまして、我々議会も議会基本条例の制定、議

会報告会、予算特別委員会の設置、さらには議

員定数２名削減など、市民に信頼される議会運

営委員長を目指し、市民に開かれた議会をめざ

し、16名の議員の皆様の協力を得ながら、さら

なる議会改革を継続、断行してまいりました。 

 今期限りで勇退される同僚議員もおられます

けれども、大多数の同僚議員が４月の統一地方

選挙で市民の審判を受けられるものと思います。

厳しい選挙戦を戦い抜き再びこの議場で遭いま

みえることを心より願うところでございます。 

 さて、議長より許可をいただいておりますの

で早速通告に従い順次質問してまいります。簡

潔明解の御答弁をよろしくお願いをいたします。 

 まず、商工観光行政について伺います。 

 １番目にプレミアム商品券発行事業の総括に

ついてお伺いいたします。きのうは地域住民生

活等緊急支援交付金地域商品券、地域消費喚起

型のプレミアムつき商品券発行事業に関し、堀

内、池山両議員からの質問がございました。私

の質問は過去四、五年行ってきている、歳末の

プレミアム商品券について質問を行ってまいり

ますので、重複する部分もあるかもしれません

が、よろしく御答弁ください。 

 まず、これまでのプレミアム商品券発行事業

の総括として、取り組み状況等や内容等できる

範囲で具体的にお伺いをいたします。 

 次に、レジュメには（２）（３）と分けて書

いてありますけれども、（２）観光拠点づくり

の展望について、道の駅、森の駅に続く、南の

拠点づくりの基本構想についてに訂正をお願い

をいたします。 

 昨日は、川越議員が２期目に議論をするとい

うことで、この問題については保留をされまし

たが私には４期目の保障がございませんので、

今回質問をさせていただいます。 

 昨年の予算委員会ですったもんだの議論があ

ったことを思い起こします。その後、すったも

んだの計画変更もあり、また、まさかりの海水

浴場の問題もありました。そのような状況の中

でも、前向きにこの南の拠点づくりについては、

検討をしていくという答弁を聞いております。 

 この南の拠点づくりは、２期目の尾脇市政の

一大政策となるはずですので、どのような計画

かまずお伺いをいたします。 

 ２番目に、消防行政について質問をいたしま

す。 

 まず、最初にデジタル無線化への展望につい

てお伺いいたします。 

 デジタル無線化へは多額の経費を要します。

その軽費は、森山先生の尽力で垂水方式という

形で予算を獲得し、工事着工し、そして完成を

迎えようとしております。今月23日には、消防

緊急デジタル無線運用開始式は開かれるとのこ

とですが、実用化に当たり消防行政も当然に改

善され、市民の安心・安全にも高く貢献できる

と思いますが、どのような展望が開けてくるの

かまずお伺いをします。 

 次に、本市消防行政の広域化と単独のあり方

について伺います。 

 県の主導で、消防行政の広域化が、県内７つ

の体制で進められてきました。垂水市も、曽於

地区消防組合と肝付地区消防組合との体制で、

話し合いが行われてきておりましたが、曽於地

区の脱退で、頓挫している状況だと認識をして

おります。 

 しかしながら、グローバル化が言われている

現在、広域行政はときの流れではないかと思っ

ております。消防行政のあり方として、現在ど

のような状況であるのかお伺いをいたします。 

 ３番目に、地方創生について、質問をいたし

ます。 

 きのうからたびたび質問に出ております。重
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複するかもしれませんけれども、制度の内容等

簡単に説明をいただき、あわせてこの地方創生

コンシェルジェ制度が垂水市にとって、どのよ

うな活用策などがあるのかをお伺いいたします。 

 そしてまた、きのうから出ております、日本

版シティーマネージャー派遣制度についても、

再度伺いますが、本市も申し込まれながら選に

漏れたようでございます。その具体的な経緯を

教えてください。 

 次に、コミュニティー拠点としての公民館創

生について伺います。 

 垂水市の地方創生イコール地域振興計画づく

りイコール過疎集落等自立再生対策事業が、今

行われ、一応の成果を上げてきております。御

存じのとおり、垂水市のコミュニティーの拠点

は、小学校校区を単位とした公民館活動にある

と思っております。地方創生の旗印のもと、公

民館創生というこれは私の造語ですけれども、

そういう公民館を活動を支えるという点からも、

地域振興の観点からの取り組み、そして方向づ

け等、また公助、共助の連携の在り方等につい

て、お伺いをいたします。 

 また、各公民館は社会教育課の管轄です。御

多望に漏れず、施設の老朽化等ハード面の改善

が必要な時期にきております。それらの実態を

把握されているのかどうか、また整理計画等が

あるのか、あるいは今後そういう年次計画を策

定されていくのかお伺いをいたします。 

 最後に、垂高振興対策支援策とあしなが100

人委員会について伺います。 

 27年度当初予算には、垂高振興対策補助金

922万6,000円継続事業とあります。この支援策

の補助金については、年々増額のイメージがご

ざいます。今回のその内容等とそしてことしか

ら民間主体の支援策として、あしなが100人委

員会が発足しておりますが、その内容等につい

て伺います。 

 最後に４番目に、市長の政治姿勢について質

問をしてまいります。 

 ６月議会、９月議会、12月議会と市長の政治

姿勢という題目で一般質問をしてまいりました。

さきの12月議会では、市長選があることから、

市長が再選されましたら３月議会で再び議論し

ましょうということで、この問題については再

質問なしで終わった経緯があります。 

 今回、大接戦ながら、再選を果たされまして、

16代目の市長に就任されましたことは、率直に

お祝いを申し上げます。きのうから２期目の尾

脇市政への期待を込めた同僚議員の議席をエー

ルも聞こえてまいります。私は、ちょっと違っ

た角度から、２期目スタート時点での市長の考

えを聞いてみたいと思います。 

 まず、無投票と思われた市長選挙が行われま

した。市長選そのものが予算の無駄使いだとい

う声も聞こえておりました。４年間の実績を訴

えられた市長でしたが、結果はわずかに212票

という僅差でございました。市長は実績が評価

された結果と当選の要因を述べられております。

選挙は１票でも勝ちは勝ちです。そのことを否

定する気持ちは毛頭ありません。これにつきま

しても、きのう川越議員が、最後のほうで接戦

の原因を分析し、反省し、リーダーとして前向

きに頑張るようにという励ましの言葉があった

のを覚えております。 

 しかしながら、あえて質問をいたしますが、

今回の市長選挙を今振り返って、その結果をも

とに、今後の市政にどのように生かしていかれ

るのか、２期目スタートに当たり、市長の見解

をお伺いいたします。 

 以上で、１回目の質問を終わります。 

○水産商工観光課長（山口親志）  池之上議員

の商工観光行政について、プレミアム商品券の

総括についてっていうことで現状等についての

質問にお答えします。 

 質問の中で、ここ取り組んだ４年ぐらいをと

いうことでしたが、10％から15％のプレミアム
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率で対応をしてまいりまして、好景気対策とし

まして15％の時期がありました。ただ今回につ

いては、本年度実施しましたプレミアム商品券

についてのお答えをさしていただいたいと思い

ます。 

 それでは、本年度実施しましたプレミアムつ

き商品券発行事業補助金としましては、垂水市

商工会が事業主体となりまして、１億円の商品

券に対しましてプレミアム率10％の1,000万円

で、１億1,000万円の総事業費であります。

10％については、県と市で２分の１ずつの予算

措置を行いまして、１人10万円を限度とし、11

月２日から発売を開始、販売を開始し、２主幹

で完売しております。なお、購入時には、商工

会のほうで、申込書に住所と氏名を記入させて

おります。 

 このプレミアム商品券発行事業については、

垂水市市内に１億1,000万円の消費が年末年始

に市内331店舗で登録されております事業所で

行われることから、実施することの効果は非常

に大きいと思っております。 

 次に、商工観光行政についての南観光拠点づ

くりの展望についてという、それ以降の考えに

ついて回答させていただきます。 

 先ほど、指摘にもありましたとおり、計画し

ておりました旧南中学校跡地での物産館の計画

については、財宝に売却をいたしましてから、

それ以降新たな設置場所等の検討協議について

進めてはおりますが、具体的に場所等について、

また方向性については、決定に至っていないと

ころでございます。 

 以上であります。 

○消防長（迫田八州夕起）  池之上議員の１回

目の御質問にお答えいたします。 

 今回のデジタル無線を整備することにより、

無線チャンネルが増加し、重複した大規模災害

時に無線の混信を抑制することができること、

双方向通信が可能になり、音声がクリアとなる

こと、無線が外部から傍受できなくなるように、

個人情報の保護が強化されること、119番通報

受付時に、現場位置等が詳細に得られること、

などこれらを有効に活用することにより、ス

ムーズな連携のとれた現場活動ができるように

なります。 

 広域からの受け入れについての質問ですが、

平成23年１月19日、関係市町長、議会議長会議

が開催されて、大隅地域消防広域化運営協議会

設立については、一部自治体の強い反対により、

休止が決定となり、その後平成25年４月１日に、

市町村の消防広域化に関する基本指針の一部改

正についての通知文の中で、改正前の基本指針

に定められた推進期限が平成25年３月31日から

延長されて、平成30年４月１日までされたこと。

推進計画上７防本部体制の組み合わせの広域化

を着実に推進するため、その中から国、県、都

道府県の支援を先行して集中的に行う重点地域

の仕組みが設けられましたが、県の動きが見ら

れず、消防広域化重点地域の指定がされてない

現状であります。 

○企画課長（角野 毅）  池之上議員の地方創

生コンシェルジュについての御質問にお答えを

いたします。 

 地方創生コンシェルジュ制度は、地方公共団

体が地方版総合戦略の策定を含めた、地方創生

の取り組みを行うに当たり、国が相談窓口を設

け、積極的に支援するための体制として構築を

されたものでございます。 

 なお、内閣府、厚生労働省、農林水産省、経

済産業省など、各府、省庁により、38名の職員

が鹿児島県地域担当の地方創生のコンシェルジ

ュとして、選任をされております。 

 また、これとは別に、日本版シティーマネー

ジャー派遣制度から改称をされました、地方創

生人材制度が設けられております。この制度は、

地方創生に積極的に取り組む市町村に対しまし

て、意欲や能力のある国家公務員や大学研究者、
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民間人材を首長の補佐役として派遣をし、地域

に応じた処方箋づくりを支援するというもので

ございます。 

 本市も地域包括や６次産業化を所管する省庁

からの派遣を希望し、要望書の提出をしており

ましたが、今回は希望いたします国家公務員で

本市への派遣を希望する職員がいなかったこと

等を理由に見送られております。このように、

国におきましては、地方公共団体の総合戦略策

定や、施策の推進に対し、人的支援体制を整備

しております。 

 本市におきましても、これらの制度を利活用

し、垂水市版総合戦略の策定に取り組んでまい

りたいと考えております。 

 続きまして、地方創生についてコミュニテ

ィー拠点としての公民館創生についての御質問

にお答えをいたします。 

 第４次垂水市総合計画に基づきまして、市内

９地区を地域拠点地区と定義づけまして、地域

振興計画策定の取り組みがなされてまいりまし

た。平成22年度の大野地区を皮切りに、本年度

の協和、境地区まで市内８地区で、地域の皆様

と連携をし、地域振興計画となるまちづくり計

画の策定を進めてまいりました。 

 また、策定されたまちづくり計画を具現化す

るため、平成25年度には大野地区、また平成26

年度には、牛根地区ほか３地区で総務省の過疎

集落自立再生対策事業の活用により、ハード、

ソフト料事業が実施されております。 

 事業採択においては、地元選出の森山先生の

姿勢や総務省への陳情などもございましたが、

公民館を中心に、地域住民の方々が主体となっ

て策定をされました各地区のまちづくり計画が

高く評価をされた分と考えております。 

 平成27年度に向けては、事業の見直しにより、

事業総額は大きく減少をいたしておりますけれ

ども、同じく総務省の過疎地域等集落ネット

ワーク圏形成支援事業に堺地区ほか３地区の事

業を申請をいたしております。 

 この過疎集落自立再生対策事業と過疎地域等

集落ネットワーク圏形成支援事業は、過疎から

の自立という目的に向けましての初期段階にお

ける支援事業でございます。いずれも地区公民

館を実施主体とする事業でございまして、これ

からの地区公民館を中心とした地域活動をさら

に活性化させる内容となっております。公民館

という組織の重要性が、さらに益すものと考え

てるところでございます。 

 以上です。 

○社会教育課長（森山博之）  池ノ上議員の各

地区公民館施設老朽化に伴う改修についての御

質問にお答えいたします。 

 各地区公民館は、それぞれに文化や歴史、社

会資源がございます。これらの特性を生かし、

地域づくりや将来像を盛り込み、地域振興計画

の策定がなされ、先ほど企画課長が答弁しまし

たとおり、過疎集落と自立再生対策事業により、

現在整備がなされているところでございます。 

 また、地域行事や子供育成事業、高齢者学級、

公民館講座の開設などさまざまな事業を展開し、

幅広く地域と密接に連携を図りながら、憩いの

場としての役割を果たしていただいております。 

 その一方で、議員御指摘のとおり、施設の老

朽化が進んでおります。１番古い柊原地区公民

館は、昭和47年に建設され、最も新しい松ヶ崎

地区公民館が平成５年に建設され、既に22年か

ら43年が経過しております。こうした状況から

それぞれの地区公民館では、外壁部のはく離や

屋根の不具合による雨漏り、空調設備の更新、

フロアの張りかえ、ガラス戸及びアコーディオ

ンカーテンの交換など、様々な整備、改修が必

要でございます。 

 これまで、限られた予算の範囲内で、優先順

位を定め、改修を図ってまいりましたが十分要

望に応えられているものではないと認識はして

おります。 
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 どの施設も20年以上が経過しており、台風や

豪雨災害など、不測の事態が想定されますが、

現在、把握をしております施設全体の修繕箇所

を精査し、昨日池山議員の議席を公共施設の集

約についての質問で財政課長が答弁いたしまし

た、公共施設等総合管理計画も踏まえ、関係課

と緊密な連携を図り、年次的に整備できる仕組

みを検討してまいりたいと考えております。 

○教育総務課長（川畑千歳）  まず、垂水高校

の振興支援策についてお答えします。 

 垂水高等学校振興支援計画書に基づき、平成

24年度から後方支援補助金、部活動等活性化補

助金、検定試験費等補助金を導入し、また平成

25年度からは新たに通学費補助金の支援策を講

じてまいりました。 

 平成26年度におきましては、これらの支援策

や垂水高校の中学校訪問等の努力の効果もあり、

平成26年度の入学者数は54名で、定員に対する

充足率は、67.5％となっております。平成25年

度の入学者数は42名、平成24年度は43名である

ことから、支援策の効果が出てきているものと

考えております。 

 その結果、平成27年度予算に計上いたしまし

た通学費補助金は、対前年度と比較して約200

万円弱増額の668万3,000円、支援総額も事務局

経費を除いて920万6,000円になっております。 

 また、財政的支援のほかには、フリーマガジ

ンの発行に際してのサポートや垂水高校文化祭

の文化会館での開催支援、小中学校と垂水高校

との連携を深めるための支援、さらには、関係

団体により行事等への参加による地域貢献への

呼びかけなどを行っております。 

 ２つ目のあしなが100人委員会についてお答

えします。 

 昨年の11月28日に開催されました第２回垂水

高等学校振興対策協議会総会における振興支援

策の検証、検討の中で、垂水市商工会から垂水

の地域社会が子供たちを見守り、支えたいとい

う思いを共有する、あしなが100人委員会を立

ち上げ、垂水市在住者、出身者等から寄付金を

募り、垂水高校の新入学生に入学祝金等を支給

するという支援策が紹介されました。目的は、

垂水の若者たちが健やかに成長することを祈っ

て、次世代を担う垂水の若者たちにお祝い金な

どの活動を通じて、大人世帯からのメッセージ

を発信することであります。 

 委員会は、世話人会が運営し、商工会に事務

委託して事業を行っておられます。あしながさ

んへの登録状況につきましては、昨日３月10日

現在で52人と聞いております。なお、垂水市で

は広報垂水２月号に協力者である、あしながさ

ん募集の記事を掲載し、協力したところでござ

います。 

 以上です。 

○市長（尾脇雅弥）  池ノ上議員の私に対しま

しての４年間の総括並びに今回の市長選につい

ての御質問についての御質問にお答えをいたし

たいと思います。 

 平成23年１月の27日に15歳目の垂水市長に就

任をさせていただきまして、大きくは垂水市の

発展、垂水市民の幸福のために住んでよかった

と思えるまちづくり、元気な垂水を掲げて、具

体策として４つの挑戦を中心にまちづくりを進

めてまいりました。 

 この４年間振り返りまして、市民の幸福を追

求するために、再度初心に帰り、安心・安全で

住んでよかったと思える元気なまちづくりのた

めに勤めてまいる所存でございます。 

 今後は基本的な考え方として、４つの挑戦を

継続をして、市政の運営に努めてまいりたいと

考えております。 

 また、市長選を振り返っての感想についてで

ございますが、このたびの選挙につきましては、

私なりの政策を掲げ、精いっぱい訴えてまいり

ました結果、より多くの方々から共感をいただ

いたものと受けとめているところでございます。
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16代目の垂水市長として再び市政を担わせてい

ただくことに対し、改めて責任の重さを感じて

おります。市政を預かる立場として、間違いの

ないかじ取りをしてまいりたいと考えていると

ころでございます。 

 また、市政担当の政治理念、政治姿勢として、

市民の声が直接届く行政、そして市民が主役の

清潔で信頼される市政の構築を目指してまいり

たいと考えております。 

 その実現のため、第１に情報の公開を積極的

に行い、説明責任を果たしていきたいと考えて

おります。第２に、積極的に市民の声に耳を傾

けてまいりたいと考えているところでございま

す。第３に、あらゆる場面で、私自身みずから

が率先して実行する姿勢を示し、さまざまな改

革に勇気を持って取り組めるようにしたいと考

えております。 

 私自身の信念につきましては、本定例会の開

会にあたっての挨拶の中で、所信を申し上げま

したところでございますので、御理解を賜りた

いと存じます。具体的な施策などにつきまして

は、次の定例市議会におきまして、市政運営方

針としてお示しをしたいと考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  それでは一問一答でお願いし

ます。 

 まずプレミアムの商品券です。 

 きのうも池山議員のほうから10万円というこ

ともありました。そしてまた、まとめ買いいか

がなものかということもございました。それに

ついては、今後商工会等の協議をするというよ

うな返答でございましたが、私はこのあえて質

問をしたというのが、商品券ですから買った人

がどう使おうがいいんでしょうけども、普通商

品券のプレミアムが１割1,000円だとすると１

割の利子です。今回夏の分は２割の利子なんだ

けども、結構なお金になると、そのお金が垂水

市に限定されるんですけれども、銀行に貯金す

るよりも、ものすごい率がいいわけです。だか

ら、結構大きな買い物をされる方がいらっしゃ

るというんです。１人10万しか買えないことに

なってるんだけども、払うときは、ん百万単位

という話も聞こえております。 

 そういうところを実際を把握されてるか、そ

してまたそういうのはプレミアム商品券を扱っ

てる市町村は結構あると思うんだけども、そう

いう行政下の中で、そういうことが問題になっ

てるか、なってないか、その辺のことをどう思

われるか、２回目、その辺をちょっとお知らせ

ください。 

○水産商工観光課長（山口親志）  プレミアム

商品券の２回目の質問にお答えします。 

 議員指摘のとおり、確かに１人10万円での限

度額としての販売でありますが、質問にありま

したとおり、１人でも多くの商品券を所有され

ておられる、所有され、それから利用されてい

るという現状はお聞きして、認識しております。 

 商工会でも販売のときには、十分注意をされ

ているようですが、購入される方が代理購入な

のか、それとも本人購入は、氏名を書かせます

ので、わかりますが、代理で購入に来られたの

かという確認までは、非常に難しい問題であり

まして、今指摘のありましたことは大きな課題

であるということは、認識しております。 

 このプレミアム商品券が持つ意味としまして

は、やはり前言われましたとおり、市民に広く

販売し、消費とあわせて家計の援助となるのが

本来であると思っております。 

 他市においても、他市の状況ですが、他市に

おいてもいろいろプレミアム商品券の取り扱い

についての協議をさしていただく中でも、今大

量の個人の所有ということは、他市でもこの問

題は発生してるというふうにお聞きしておりま

す。 

 ただ、先ほど申し上げましたとおり、市民に
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広く販売という観点から非常にこの当たりを十

分注意して行かないといけないんですが、この

プレミアム商品券の購入に際しましては、市内

で購買するという経済効果が非常にあることか

ら、そのような問題は今後今回の地方創生で上

げております金額は２億4,000万というプレミ

アム商品券販売ですので、商工会と連携しまし

てどのような対策を講じていけばいいのか協議

をしてみたいと思います。 

 あわせて、商品券、１番の問題は商品券発行

するに当たりまして、商店街の方々の取り扱い

等も含めまして、全ての商品の店舗の商品の樹

立も合わせまして検討していただきたいという

ことで、商工会と協議をしてまいりまして、こ

ちらの思いを商工会のほうにも伝えて、できる

だけ目的に沿った商品券発行ができるように努

めてまいりたいと思います。 

○議長（森 正勝）  池之上議員。 

○池之上誠議員  先ほどもことしの歳末の分は

２週間で売り切れたということでした。私も買

おうと思ったらもうなかったいうことはあった

もんですから、ここはぜひやらないかんという

ことで、夏のお中元の時期ですから、まずお中

元を買わないもんですから、２億の売れ行きは

どうなのかなと思いますけども、そういう大き

な買い物する人たちがいるからこそ、その１億

２億がぱっとはけていいこという現実もあるか

もしれません。 

 先ほど言われましたように、ほんとにそう買

えない人もいるかもしれない、１枚も買えない

人もいるかもしれない、そういうとこを考えな

がらなんですけども、いろんな問題があると思

います。売り方の問題、店の問題、そしてまた

買う人だけのいえば、買う人たちのモラルでも

ないんだろうけど、その辺もいろいろまだ今後

続けて、続けていけば、これはいい政策だと思

っておりますので、続けて行かれることを希望

しますけども、そんないろんな問題があるとい

うことを認識されまして、今後ともこれは続け

て行っていただきたいというところで終わりた

いと思います。 

 そして、次の南の拠点づくりなんですけれど

も、協議はしていると、ただしその方向性はま

だ決定してないということでした。これ市長、

ほんとに市長の政策だと思うんです。南中の物

産館から財宝にいって、今寮ができております。

今近々工場ができて、雇用も発生するだろうと

いうふうには思っていますけれども、それは南

中はそれとして、あとはどういうふうに拠点を

つくっていくか今後４年間のうちに、ここ一、

二年のうちにこれは市長が決めないといけない

ことですので、その点についてどういうふうな

思いをされているか、これは市長の口からはっ

きりとお示しをしていただきたいと思います。 

○市長（尾脇雅弥）  今、御指摘があったこと

を私も認識をしております。もともと３つの拠

点ということで、北、中央、南ということでス

タートしたわけですけれども、今回株式会社財

宝様に譲渡するという、当初の目的地がなくな

ったわけですけれども、いろんな質問の中でも

申し上げておりますとおり、だからといった南

の拠点の整備をしないということではないとい

うことでありますので、その可能性のある場所

を今調査、研究してるということであります。

ただ具体的なところ、まではいってないという

ことでありますので、任期あれから４年の中で

のおっしゃるとおり、大事な施策の柱の１つだ

と思ってますので、できるだけ早くそのことを

とりまとめて、議会の皆様に御提案をして形に

していきたいというふうに思っています。 

○池之上誠議員  ４年間の任期ですけども、４

年間の任期以上に反省するようなスピード感持

って、これは取り組まれるべきだというふうに

思っておりますので、その点についてはよろし

くお願いしておきます。 

 続きまして、消防行政にデジタル無線化とい
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うことでいろんなメリットがあるようです。私

で時事たるになったから広域のほうにいくのか

なという思いがあったんですけど、そこはまた

ちょっと違う意味合いだったみたいです。この

デジタル無線については、そういうことでいい

んじゃないかというふうに思いますが、ここの

消防の広域化なんですけれども、県のほうから

今そういうのが示されてないというところで今

ストップしてる段階だというふうに消防長の答

弁だったというふうに理解しましたけれども、

消防長は現場簿たたき上げで、消防長今されて

おりますけども、実際消防の活動する中で、広

域と単独といった場合に、どちらがいいのか、

どちらがメリットが多い、メリットが少ないと

デメリットが多いとそういうことも含めた中で、

消防長の見解としては、どう思われるか。これ

は後市長、執行部の問題もあるんでしょうけど

も、現場の消防長の気持ちとしてはどう思われ

るか、最後に聞きたいと思います。 

○消防長（迫田八州夕起）  池之上議員の２回

目の質問についてお答えいたします。 

 県の推進化計画の中に置いては、署及び分遣

所は現在の状態で維持し、本部機能の総務部を

通信部を統合することにより、生じた人員を警

防部門の消防隊、救急隊へ配置することにより、

消防力を強化するということは理解できるんで

すが、当消防本部は、消防力の整備指針の示さ

れている、地域の実情により、消防ポンプ車、

救急車等の整備を進め、現在の消防業務を行っ

ています。合併後に段階的に消防力の整備指針

に基づき、消防力の見直しがされた場合、当本

部の管轄区域内では、消防車両等の削減が予想

されることから、現在の消防力を維持できなく

なり、垂水市民にとってデメリットとなる可能

性が懸念されます。 

 以上です。 

○池之上誠議員  今の話はデメリットが予想さ

れるということで、単独がいいという思いを暗

に言われたんだろうなと思っております。それ

はそれとして、今緊急、救急もです、ドクター

カーとかドクターヘリとかほんとにこう早い段

階で連携して市民の安心・安全が守れるという

状況の中にあると思います。 

 デメリット、消防車が減らされるとそういう

のがありましたけれども、あとは財政とかいろ

んなことがあると思います。消防長の気持ちは、

多分そういうことでしょうが、逆に執行部とし

ては、どう思われて、ことしで定員額正化も終

わります。そん中にも消防の職員も入った中の

適正化ですので、今後消防の広域化あるいは単

独その辺についてはどういうふうな思いでおら

れるのか、少しだけ話せるところがあれば、話

をしていただきたいと思います。 

○総務課長（中谷大潤）  今消防長が思いを答

弁されたわけですけども、消防の使命は災害や

事故、市民ニーズの多様化というところに的確

に対応して、市民の生命、身体及び財産を守る

ことであります。そでこの使命を果たすために

は、単独でおりますと、管轄面積が狭いという

こともあって、運営上は楽をするかもしれませ

んし、また組織としては首長による命令化がし

やすくなる。それからまた職員についても管内

の地理や事情に精通しているといったようなメ

リットも考えられるところでございます。 

 ただデメリットとしまして、先ほど言った、

池之上議員の議席をほうからもありましたよう

に、消防設備を整備消防の備品とか整備すると

なると、ちょっと多額な経費がかかるというこ

ともございますし、また本市の脆弱な財政力の

中では、消防職員にかかる人件費、またさっき

言ったみたいな経費について今の財政力で耐え

られるかという大きな問題もあろうかと思いま

す。先ほど言った災害時の対応も一元化ができ

て、スムーズにいくという面もありますけども、

広域化によりますとまたいろんなそれぞれの今

の、例えば鹿屋あるいは曽於で持ってる大きな



－137－ 

また設備を使えて、災害時の対応も楽にっつう

か、迅速にできるという面もあろうし、災害が

何カ所にもわたった場合は、職員も多いとなり

ますと多いからそれぞれ何人かの職員も各方面

に配置できるというメリットもあろうかと思い

ます。 

 それぞれいろんな広域化による、メリットデ

メリットもありますけども、先ほど申し上げた

１番の大事な消防の使命は果たせるのかといっ

た、あるいは多様化する市民ニーズに応えるか

といった課題もありますので、こういった課題

も含めてメリット、デメリット、私の口からは

こういったことぐらいしか申せられませんので、

あとは関係課と協議しながら最後は市長の適切

な判断によろうかと思っているところでござい

ます。 

○池之上誠議員  財産と命を守るのが消防の使

命ということで、一番いい方向で今後も垂水市

の消防行政を担っていただきたいというふうに

思っております。あとのことについては、いろ

んな各課とあるいは県とか、そういうところと

慎重な検討を行っていただいて、一番いいのは

市民のためになること等のことをまず最初に思

っていただいて、この問題については検討を重

ねていってほしいということで要望で終わって

おきます。 

 次の３番の地方創生です。 

 今聞きまして、コンシェルジュですね、済い

ません、コンシェルジェと書いてあります。御

指摘をありがとうございました。これについて

は先ほどのでわかりましたので、もう再質問は

いたしません。 

 次に、公民館創生についても公民館の大切さ、

そういうこと認識をされているというふうに思

っております。そういう中で、やはり垂水市役

所としれもこれはちゃんとお手伝いをしていた

だかないと公民館主体したいといっても、それ

ばかりでは進みません。公助の力も必要だとい

うふうに思っておりますので、今後ともよろし

くお願いをしておきたいと思います。 

 三和センターの活動も県とか振興局とか認め

られまして、何度か大きな表彰いただいてるよ

うに思います。これも地域住民の理解とそうい

う積極的な活動が評価されたことだろうと思っ

ておりますので、そういうしっかりと活動する

校区、そういうところには動く、知恵を出す、

それから動く力を出す、そういう校区にはちゃ

んとした手当てをしていただきたいというふう

に思っておりますので、これは地方創生にもつ

ながることだと思っておりますので、よろしく

お願いをしておきたいと思います。 

 その中で、次に垂高の振興策でした。入学者

がふえたと、そして通学者がふえたと、その通

学者の補助金が200万ぐらいアップしたという

ことで900万という大きな補助金になっている

わけですが、これは去年の３月にも私は聞いた

と思うんですけども、ことしの入学志願者、何

人ぐらい受けたのか、その辺がわかれば教えて

ください。 

 そしてことし卒業式がありました。何人入学

して何人卒業されていったのか、その辺につい

ても数字だけで結構でございますので、お知ら

せください。 

○教育総務課長（川畑千歳）  ２回目の質問に

お答えいたします。 

 先日公表されました平成27年度公立高校入学

学力検査最終出願状況では、募集定員79人に対

して56人と倍率は0.71倍で、昨年の64人0.8倍

を若干下回っております。学科別に見てみます

と、生活デザイン科は40人に対して33人と0.83

倍で、昨年の1.03倍を下回っている一方、普通

科は39人に対して23人と0.59倍で、昨年の0.58

倍を若干上回っております。なお、このほかに

普通科には推薦１名が内定をしております。 

 このように26年度の状況に対して、平成27年

度は希望者が減少しております。平成24年度の
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50人、25年度の47人と比較をしますと、支援策

の効果が出てきているものと考えております。 

 入学者、卒業者についての質問ですけれども、

３月２日に行われました垂水高校の卒業式では、

普通科21人、生活デザイン科19人の計40人が卒

業いたしました。この生徒たちが入学いたしま

した平成24年度は、普通科18人、生活デザイン

科25人、計43人が入学をしております。 

 今年度の卒業生について、学科別で見ますと、

普通科におきましては、転入生３名を含む21人

全員が卒業をいたしましたが、生活デザイン科

におきましては、６人の生徒が退学または転学

をしており、入学者に対する卒業者の割合につ

きましては、86％と最近では平成25年３月の卒

業生について数値的には高い数値になっており

ます。 

 以上です。 

○池之上誠議員  ありがとうございました。な

ぜこの卒業生を聞いたかと言いますと、この支

援策というのはいえば入学をしてくださいと、

垂高に来てくださいという意味合いで、出して

るだろうというふうには思っております。そう

いう中学生があそこはいい支援策があるから行

こうというふうに思ってくれることを願っての

ことだと思いますけれども、卒業生、ことしは

６人しか退学してなかったということで、まあ

まあなのかなと思いますが、結構多いですね、

垂高の場合は。退学させられる、あるいは退学

するという人が多い子供たちが。その辺につい

て、先生たちはほんとにそういう少ない人間、

少ない生徒たちをほんとに退学をさせないよう

な環境にもっていってるのかなというのがいつ

もこう思うわけです。 

 なかなか１クラスの中で、２クラスの中で、

やっぱりこう最後まで手厚く指導とかそういう

ことしていくことがないのかなと思ってるわけ

です。思えば高校の先生方は、鹿児島県の県立

高校の先生でございますので、垂高が変われば

どこでまた次に行けるということで、垂高の先

生は５年間垂高におればいいという感じの先生

も多分いらっしゃるだろうというふうに思いま

す。 

 そういう中でこの垂高への支援策をやってい

る垂水市として、それでいいのかどうか、私は

もうちょっと指導をしていかなきゃいけないん

じゃないかなというふうには思っておりますけ

ども、その点についてどう思われるか。教育長

でもよろしくお願いします。 

○教育長（長濱重光）  垂水高校では、議員も

御承知のとおり、生徒の関係でございますけれ

ども、垂水市漁協を缶バッチを使った缶詰のラ

ベルデザインを手がけたり、また大野地区公民

館から依頼を受けて、サツマイモ加工したケー

キを製作するなど、地域に貢献し、地域に支え

られる高校を目指すという大隅地域の公立高校

のあり方検討委員会に答申を受けて、実行され

ているところでございます。 

 また、これまで平日に開催されておりました

体育祭や文化祭を、土曜日に開催したり、こと

し２月１日に開催されました第１回垂水吹奏楽

フェスタには、音楽部が出場し、同校教諭２名

が生徒と一緒に演奏をいたしました。さらにま

た、昨年12月16日には、高校の家庭科の教諭が

垂水中央中学校の家庭科の授業を行ったり、垂

水高校の入試結果を市内の小中学校教職員に説

明し、合同で分析、協議するなど精力的に取り

組んでおられます。 

 また入学生確保のため、これまで訪問してい

なかった中学校を訪問し、開拓を行うなど、自

分たちの高校の存続、活性化のためにこれまで

にない主体的で積極的な活動、取り組みがなさ

れ初められたと私は感じているところでござい

ます。 

 ことしの卒業生全員が、進学または就職先が

決定しているものの、垂水高校にはさらに魅力

ある高校づくりに努めていただくことはもとよ
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り、生徒の進学や就職など、出口部分の補償に

ついて、教職員が自分たちのこととして一丸と

なり、一層努力していただくよう求めてまいり

たいと考えております。今後とも関係課、関係

団体とも協議しながら、各種支援を講じ、存続

に向けての取り組みを進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○池之上誠議員  今の話を聞きますと、先生方

も頑張ってるんだよということを言いたいので

しょう。ということは、やめられる、やめた、

退学をした子供たちが何らかの問題があったん

でしょう、というふうに思います。だけど、そ

れでいいのかなと、人が少ないんだから、人間

が少ないんだから、目は届くはずだし、そうい

うことをちゃんとしていただければ、やめる子

がいない、最後まで卒業までできるということ

があれば、垂高に来る人もいるだろうし、そう

いうことを思っておりますので、支援策を続け

る以上、そこまでちゃんと見届けてほしいとい

うふうに思っております。 

 最後に、４番目、市長の政治姿勢でした。先

ほど言われました１票でも勝ちは勝ちというス

タンスは、そのとおりでございました。ただし、

その中でもやっぱり48％の方が、違ったという

ところで、そこについても目を向けるという謙

虚なスタイルが、まだちょっと感じられない、

私は。昔のこと言いますけども、枝元元市長の

ときは、一生懸命私たちも応援したんだけども、

なんかこう選挙終わってしまえば素知らぬふう

で、ほかの人を相手方をこう丁寧しやる訳です

ね、なんごちなといえばちゃんと今後垂水をそ

よかんせないかんどがという言葉をいただき、

大人だなというふうに思った次第でした。 

 また、水迫市長も聞かれたと思いますけども、

こんな小さな町でというふうなことを言われま

した。まさにそうじゃないかなというふうに思

っております。 

 勝ちは勝ち、その付託された人たちのために

という思いでしょうけれども、票を入れなかっ

た人たちもいるわけです。半分近く。その人た

ちのためにもやはり今のスタイルでもいいんだ

けども、私は。やはりその辺をもうちょっと考

えてやられたほうがいいのじゃないかなという

ふうに思います。 

 また、今回の条例についても、いろいろな問

題があるように感じてますし、そういう声も市

民からも聞こえてきます。これはタイミングの

問題でしょうし、いい政策だと思います。いい

政策だけども、タイミングの問題もあるんじゃ

ないかと。そういうことについても、各課長さ

ん方も市長といっと待っちゃらんなというよう

なことを声が出なかったのかなということも思

っておりますけれども、行け行けどんどんでい

いかもしらんけども、そういうところも機微と

いいますか、そういうことも考えてやられたほ

うがいいんじゃないかというふうには思います。 

 きょうは、水産商工観光課長と消防長に最後

の３月議会最後ですね、無事定年を迎えられま

して４月からは新しい人生を歩かれますが、水

道課長にはちょっと触れませんでしたけれども、

あと参事とか課長補佐とか８名の方が、無事定

年を迎えられるということで、大変にお疲れ様

でしたということを言いまして、最後の質問者

としてこの今任期中の質問を本会議場での質問

を終わらさしていただきたいと思います。長ら

くありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  以上で、平成27年度各会

計予算案に対する質疑及び一般質問を終わりま

す。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す、議案第21号から議案第31号までの議案11件

については、いずれも所管の各常任委員会にそ

れぞれ付託の上、審査したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。よ

って議案第21号から議案第31号までの議案11件

については、いずれも所管の各常任委員会にそ

れぞれ付託の上、審査することに決定いたしま

した。 

 本日の日程は、以上で全部終了いたしました。 

   △日程報告 

○議長（森 正勝）  明12日から19日までは、

議事の都合により休会といたします。次の本会

議は３月20日午前10時から開きます。 

   △散  会 

○議長（森 正勝）  本日はこれをもちまして

散会いたします。 

○事務局長（礒脇正道）  御起立願います。一

同、礼。 

     午後０時16分散会 
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平成27年３月20日午前10時開議 

 

 

   △開  議 

○議長（森 正勝）  皆さん、おはようござい

ます。定刻、定足数に達しておりますので、た

だいまから休会明けの本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配布いたしたと

おりであります。 

△議案第１号～議案第11号、議案第21号

～議案第31号、議案第33号～議案第

38号、請願第８号～請願第９号、陳

情第29号～陳情第30号一括上程 

○議長（森 正勝）  日程第１、議案１号から

日程第11、議案第11号まで及び日程第12、議案

21号から日程第22、議案第31号まで並びに日程

第23、議案第33号から日程第28、議案第38号ま

での議案28件、日程第29、請願第８号及び日程

第30、請願第９号の請願２件、日程第31、陳情

第29号及び日程第32、陳情第30号の陳情２件を

一括議題といたします。 

 件名の朗読を省略いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

議案第１号 垂水市民間資金活用集合住宅建設

促進条例 案 

議案第２号 垂水市介護保険法に基づく指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に係る基準等

に関する条例 案 

議案第３号 垂水市介護保険法に基づく地域包

括支援センターの人員及び運営に係る基

準に関する条例 案 

議案第４号 垂水市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第５号 垂水市長等の退職手当に関する条

例の一部を改正する条例 案 

議案第６号 垂水市報酬及び費用弁償条例の一

部を改正する条例 案 

議案第７号 垂水市特別職報酬等審議会条例の

一部を改正する条例 案 

議案第８号 垂水市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例 案 

議案第９号 垂水市課設置条例の一部を改正す

る条例 案 

議案第10号 垂水市行政手続条例の一部を改正

する条例 案 

議案第11号 垂水市産業開発促進条例の一部を

改正する条例 案 

議案第21号 平成27年度垂水市一般会計予算 

案 

議案第22号 平成27年度垂水市国民健康保険特

別会計予算 案 

議案第23号 平成27年度垂水市後期高齢者医療

特別会計予算 案 

議案第24号 平成27年度垂水市交通災害共済特

別会計予算 案 

議案第25号 平成27年度垂水市介護保険特別会

計予算 案 

議案第26号 平成27年度垂水市老人保健施設特

別会計予算 案 

議案第27号 平成27年度垂水市病院事業会計予

算 案 

議案第28号 平成27年度垂水市漁業集落排水処

理施設特別会計予算 案 

議案第29号 平成27年度垂水市地方卸売市場特

別会計予算 案 

議案第30号 平成27年度垂水市簡易水道事業特

別会計予算 案 

議案第31号 平成27年度垂水市水道事業会計予

算 案 

議案第33号 垂水市教育委員会教育長の勤務時

間、休暇等及び職務専念義務の特例に関

する条例 案 

議題第34号 垂水市食育推進会議条例 案 

議案第35号 垂水市職員退職手当支給条例の一
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部を改正する条例 案 

議案第36号 垂水市介護保険条例の一部を改正

する条例 案 

議案第37号 垂水市介護保険法に基づく指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に係る基準に関する条例の一部を

改正する条例 案 

議案第38号 平成26年度垂水市一般会計補正予

算（第７号） 案 

請願第８号 国民健康保険税の引下げを求める

請願書 

請願第９号 介護保険料の値上げの中止を求め

る請願書 

陳情第29号 川内原発１・２号機の再稼働に当

たって九州電力に住民説明会を求める陳

情書 

陳情第30号 集団的自衛権の行使を容認する閣

議決定の撤回を求める陳情書 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（森 正勝）  ここで、各常任委員長の

審査報告を求めます。 

 最初に、産業厚生委員長感王寺耕造議員。 

   ［産業厚生委員長感王寺耕造議員登壇］ 

○産業厚生委員長（感王寺耕造）  皆さん、お

はようございます。 

 去る２月26日、３月10日、３月11日の本会議

において、産業厚生委員会付託となりました各

案件について、３月13日に委員会を開き審査し

ましたので、その結果を報告します。 

 最初に、議案第２号垂水市介護保険法に基づ

く指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並

びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に係る基準等に関する条

例案、議案第３号垂水市介護保険法に基づく地

域包括支援センターの人員及び運営に係る基準

に関する条例案、議案第34号垂水市食育推進会

議条例案、議案第36号垂水市介護保険条例の一

部を改正する条例案及び議案第37号垂水市介護

保険法に基づく指定地域密着型サービス事業の

人員、設備及び運営に係る基準に関する条例の

一部を改正する条例案については、いずれも原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第21号平成27年度垂水市一般会計

予算案中の所管費目については原案の通り可決

されました。 

 次に、議案第25号平成27年度垂水市介護保険

特別会計予算案、議案第26号平成27年度垂水市

老人保健施設特別会計予算案、議案第27号平成

27年度垂水市病院事業会計予算案、議案第28号

平成27年度垂水市漁業集落排水処理施設特別会

計予算案、議案第29号平成27年度垂水市地方卸

売市場特別会計予算案、議案第30号平成27年度

垂水市簡易水道事業特別会計予算案及び議案第

31号平成27年度垂水市水道事業会計予算案につ

いては、いずれも原案のとおり可決されました。 

 さらに、議案第38号平成26年度垂水市一般会

計補正予算第７号案中の所管費目については、

原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第９号介護保険料の値上げの中止

を求める請願については、不採択とすることに

決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  次に、総務文教委員長川

畑三郎議員。 

   ［総務文教委員長川畑三郎議員登壇］ 

○総務文教委員長（川畑三郎）  去る２月26日

及び３月10日並びに３月11日の本会議において、

総務文教委員会付託となりました各案件につい

て、３月16日、委員会を開き、付託案件の審査

をいたしましたので、その結果を報告します。 

 最初に、議案第１号垂水市民間資金活用集合

住宅建設促進条例案につきましては、原案のと

おり可決されました。 

 次に議案第４号垂水市長等の給与に関する条

例の一部を改正する条例案、議案第５号垂水市

長等の退職手当に関する条例の一部を改正する
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条例案、議案第６号垂水市報酬及び費用弁償条

例の一部を改正する条例案及び議案第７号垂水

市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条

例案につきましては、いずれも原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第８号垂水市職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例案につきましては、

職員組合と協議されて得た結論は重視するが、

市長会や知事会が批判的だったものをなぜ今回

提案したのかとの意見をもとに異議があったた

め、挙手により採決を行い、賛成多数により原

案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号垂水市課設置条例の一部を

改正する条例案、議案第10号垂水市行政手続条

例の一部を改正する条例案及び議案第11号垂水

市産業開発促進条例の一部を改正する条例案に

つきましては、いずれも原案のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第21号平成27年度垂水市一般会計

予算案中の所管費目及び歳入全款につきまして

は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第22号平成27年度垂水市健康保険

特別会計予算案につきましては、原案の通り可

決されました。 

 次に、議案第23号平成27年度垂水市後期高齢

者医療特別会計予算案につきましては、軽減措

置の段階的な廃止について異議があったため、

挙手により採決を行い、賛成多数により原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第24号平成27年度垂水市交通災害

特別会計予算案につきましては、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第33号垂水市教育委員会教育長の

勤務時間、休暇及び職務専念義務の特例に関す

る条例案及び議案第35号垂水市職員退職手当支

給条例の一部を改正する条例案につきましては、

いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に議案第38号平成26年度垂水市一般会計補

正予算（第７号）案中の所管費目及び歳入全款

につきましては、原案のとおり可決されました。 

 次に、請願第８号国民健康保険税の引上げを

求める陳情書につきましては、採択とすること

に決定しました。 

 次に、陳情第29号川内原発１・２号機の再稼

働に当たって九州電力に住民説明会を求める陳

情書及び陳情第30号集団的自衛権の行使を容認

する閣議決定の撤回を求める陳情書につきまし

ては、いずれも不採択とすることに決定しまし

た。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（森 正勝）  これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論の通告がありますので、発言を許可いた

します。 

   ［持留良一議員登壇］ 

○持留良一議員  おはようございます。 

 それでは、４点にわたって議案に対して反対

の立場で討論させていただきたいと思います。 

 まず最初に、議案８号垂水市市職員の給与に

関する条例の一部を改正する議案について、反

対の立場で討論をいたします。 

 条例案の内容は、職員のモチベーションの低

下はもちろんのこと、賃上げによる経済の好循

環をつくるという政府の経済政策と逆行するも

のです。特に市の経済にとってはマイナスにな

ると、市民の大多数の願いである景気回復、地

域経済活性化に冷や水を浴びせることは確実で、

地域間の民間労働者の賃金への悪影響など、抑

制にもつながることも懸念がされます。 

 根本問題は、地域間や世代間の配分の見直し

の理由自体が、これまでの公務員の賃金決定の

原則やルールをないがしろにするものでありま
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す。地方自治会など地方三団体も、地域経済に

予断を許さない状況など懸念を表明してます。 

 以上のような理由から、議案８号垂水市職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いては反対をいたします。 

 次に、議案23号平成27年度後期高齢者医療特

別会計予算案に、反対の立場で討論をいたしま

す。 

 大きな問題は、所得の低い人の保険料、特例

軽減措置を段階的になくすことです。垂水市で

も、1,200名近い高齢者が対象になります。こ

のことで保険料が負担増になり、試算では３倍

から10倍の保険料になるとの予想です。 

 問題は、軽減措置が段階的に廃止され、負担

がふえれば、生活に大きな影響を与えることで

す。これまで、２年ごとの保険料の見直しで毎

回のように保険料が値上げされ、滞納者もふえ

てきてるという現実があります。 

 さらに、滞納処分を受けてることも、見逃す

ことのできない問題であります。高齢者の生活

を支えてるのは、基本的には年金です。この間

も年金は減らされ、さらに、マクロ経済スライ

ドの導入によって生活が悪化していくことは明

らかです。 

 高齢者の生活は、消費税増税による影響、さ

らに医療、介護などの負担は膨らみ、長生きす

ることがますますつらくさせるものになってま

す。 

 このような中、所得対策であった軽減措置を

なくすことは、絶対に許されません。 

後期高齢者医療制度は2008年から実施され、公

的医療保険から切り離し、別立ての医療制度に

囲い込んだもので、年齢で医療を差別する制度

は、世界でも異例のものです。制度が始まるや、

国民の怒りが爆発し、自民公明の政権は、保険

料軽減措置などを行い、沈静化を図りました。 

 今回厚労省が廃止をした軽減措置は、このと

きのものです。このとき政府は、改善の象徴と

して盛んに宣伝をしていました。今ごろになっ

てはしごを外すようなやり方で負担増を迫るこ

とは、道理がありません。国民の痛みが全くわ

かっていないものと言わざるを得ません。 

 制度発足より７年目が始まろうとする中、弊

害はいよいよ浮き彫りになってきてます。２年

ごとの保険料の改定のたびに、保険料は引き上

げを繰り返してます。保険料を払えずに滞納し

た75歳の人は、全国で25万人に上ります。本県

でも300人近くになり、垂水市でも20数名にな

っているという現状があります。 

 保険料の支払いが困難な高齢者が広がってる

のに、軽減措置を廃止という負担を求めること

は、生活苦に追い打ちをかけることにほかなり

ません。問題だらけの後期高齢者医療保険制度

の廃止、元の老人保険制度に戻すべきだという

ふうに考えます。 

 長生きした人たちのつらい思いをさせる医療

保険制度は、全ての世代にとっても不幸なこと

です。消費税の増税が社会保障充実のためとい

う口実は、これらからも成り立ちません。大企

業に応分な負担を求め、必要な財源を確保し、

安心して長生きできる社会保障の再生の拡充へ

転換することを強く国に求めていくことが、議

会の責任としてもあるのではないでしょうか。 

 以上の点を指摘をして、議案第23号平成27年

度後期高齢者医療特別会計予算案に反対の討論

を終わります。 

 次に、議案25号平成27年度垂水市介護保険特

別会計予算案と関連する関係で、議案36号介護

保険条例の一部を改正する条例について、反対

の立場で討論をいたします。 

 第６期介護保険事業計画の策定により、保険

給付見込額が減ることなどを踏まえ、介護保険

額を設定し直し、所得段階の見直しを図るとい

うものです。標準保険料では、現行の月額

4,180円を5,100円に値上げし、保険料所得段階

は、現行６から９へ見直すものとなっています。 
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 第１号保険者は軽減措置がとられていますが、

国保での７割軽減よりも高いものになっていま

す。この値上げによって、介護保険を受給して

いる人への影響も出てくると考えられます。現

在でも、支給限度額の４割から５割程度しか

サービスは使われてません。今後、高い保険料

を払った上に、さらに利用料が２割に引き上げ

られることは、利用者やそれを支える家族、家

庭にも大きな影響が出てくるというふうに思い

ます。保険料の大幅値上げ、とんでもないこと

です。さらに大きな問題は、現在でも十分高い

保険料であることが収納率にも表れてます。ま

すます払えない世帯が増えることになりかねま

せん。 

 私は、負担軽減の対策として、基金の取り崩

し、さらに県にためこまれ、取り崩しが可能に

なっている財政安定化基金の活用を求めてきま

した。これらは、もともと介護保険料が源資な

わけですから、保険料の軽減措置に充てること

は当たり前のことであります。さらに、一般会

計からの繰り入れも検討すべきと対策も提案し

てます。 

 厚労省は、独自補痾はできないとする見解を

自治体に通知していましたが、法令は禁止され

ていないと、一般会計からの繰り入れを認めま

した。鳥取県の岩波町や北海道長沼町では、来

年度一般会計から繰り入れをし、保険料の負担

軽減を行うことになってます。全国では400を

超える自治体が一般会計から繰り入れをしてい

ます。 

 国には、国民の暮らしと健康を守る責任があ

ります。よりよい介護保険制度にしていくため

にも、責任上、国庫負担の、このようなときは

負担をすべきものではないでしょうか。国の来

年度予算案では、高齢化などふえる社会保障予

算の自然増も削り込み、社会保障切り捨てが強

行されようとしています。介護サービスの利用

料を１割から２割に引き上げ、70から74歳の医

療費負担を、新たに70歳の人から１割を２割に

増やします。生活の支えであるマクロ経済スラ

イドが発動されます。年金の削減は、高齢者の

生活を直撃します。このようなことからも、保

険料の値上げは高齢者の生活や健康を侵すのに

ほかなりません。 

 よって、議案第25号平成27年度垂水市介護保

険特別会計予算案と関連する関係で議案36号介

護保険条例の一部を改正する条例案については

反対し、以上で討論を終わります。 

○議長（森 正勝）  以上で、通告による討論

は終わりました。ほかに討論はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  討論なしと認めます。 

 これで、討論を終わります。 

 最初に、議案からお諮りいたします。 

 異議がありますので、議案第８号、議案第23

号、議案第25号及び議案第36号を除き、各議案

を各常任委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第８号、議案第23号、議案第25

号及び議案第36号を除き、各議案は各常任委員

長の報告のとおり決定いたしました。 

 次に、議案第８号は、起立により採決をいた

します。 

 委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は、起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。 

 よって、議案第８号は委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第23号は、起立により採決をいた

します。 

 委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方
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は起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。 

 よって、議案第23号は委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第25号は、起立による採決をいた

します。 

 委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。 

 よって、議案第25号は委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、議案第36号は、起立により採決をいた

します。 

 委員長の報告は可決であります。 

 委員長の報告のとおり決することに賛成の方

は起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立多数です。 

 よって、議案第36号は委員長の報告のとおり

決定いたしました。 

 次に、請願をお諮りいたします。 

 請願第８号に対する委員長の報告は不採択で

ありますので、原案について起立による採決を

いたします。本請願を採択することに賛成の方

は、起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立少数です。 

 よって、請願第８号は不採択とすることに決

定いたしました。 

 次に、請願第９号に対する委員長の報告は不

採択でありますので、原案について起立による

採決をいたします。本請願を採択と決すること

に賛成の方は、起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立少数です。 

 よって、請願第９号は不採択とすることに決

定いたしました。 

 次に、陳情をお諮りします。 

 陳情第29号に対する委員長の報告は不採択で

ありますので、原案について起立により採決を

いたします。本陳情を採択と決することに賛成

の方は、起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立少数です。 

 よって、陳情第29号は不採択とすることに決

定いたしました。 

 次に、陳情第30号に対する委員長の報告は不

採択でありますので、原案について起立により

採決をいたします。本陳情を採択と決すること

に賛成の方は、起立を願います。 

   ［賛成者起立］ 

○議長（森 正勝）  起立少数です。 

 よって、陳情第30号は不採択とすることに決

定いたしました。 

△議案第39号上程 

○議長（森 正勝）  日程第33、議案第39号垂

水市監査委員の選任についてを議題とします。 

 説明を求めます。 

   ［市長尾脇雅弥登壇］ 

○市長（尾脇雅弥）  議案第39号垂水市監査委

員の選任について、御説明を申し上げます。 

 現在監査委員であります岩元明氏が、平成27

年３月31日をもって辞職されることから、新た

に岩元悦郎氏を監査委員として選任しようとす

るものでございます。 

 選任しようとする岩元悦郎氏の住所は、垂水

市柊原274番地。生年月日は、昭和28年７月26

日。委員の任期は４年でございます。 

 なお、この議案の上程は、地方自治法第196

条第１項の規定に基づき、議会の同意を求める

ものでございます。御同意をいただきますよう

よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（森 正勝）  ここで、暫時休憩します。 
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 休憩時間中、全員協議会室におきまして全員

協議会を開きますので、ただいまの議案を持っ

て御参集を願います。 

     午前10時25分休憩 

 

     午前10時30分開議 

○議長（森 正勝）  休憩前に引き続き、会議

を開きます。 

 先ほど議題といたしました議案に対し、これ

から質疑を行います。質疑はありませんか。 

   ［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（森 正勝）  質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。お諮りいたします。 

 議案第39号について、同意することに御意義

はありませんか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

○議長（森 正勝）  異議なしと認めます。 

 よって、議案第39号垂水市監査委員の選任に

ついては、同意することに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

△副市長挨拶 

○議長（森 正勝）  ここで、副市長から発言

の申し出がありますので、これを許可いたしま

す。 

○副市長（松下 正）  皆様、お疲れさまです。 

 議長より許可をいただきましたので、発言さ

せていただきます。 

 この３月末をもって、垂水市副市長の職を退

任させていただくことになりました。先の一般

質問においても、これまでの思いについては発

言させていただきましたが、改めまして、最後

のお礼の言葉を申し上げたいと思います。 

 本当にあっという間の２年間であったと感じ

ております。この間、皆様方には、公私ともに

大変お世話になりました。県職員のままであれ

ば経験できないような充実した、充実かつ刺激

的な現場を体験することができました。 

 ４月からは県に復帰いたしますが、垂水市を

本当のふるさとと思い、かつ大隅地域の発展の

ことを常に念頭に置きながら、県政の発展のた

めに微力を尽くしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、市議会議員の皆様には、この２年間私

に対し大所高所から、また、市民に身近な立場

としての視点から叱咤激励をいただき、心から

厚くお礼を申し上げます。 

 さらに、勇退されます議員の皆様には、今ま

で市政発展のために御尽力いただきましたこと

に敬意を表するとともに、これまでの御労苦に

対し感謝申し上げます。 

 なお、次期の選挙に臨まれる議員の皆様には、

来るべき市議会議員選挙において勝利を修めま

して、引き続き執行部に対して暖かい御指導、

御助言いただきますようお願い申し上げます。 

 最後になりますが、市議会と執行部の皆さん

が力を合わせて地方創生の難局を乗り越えてい

ただき、若者たちが垂水に夢と誇りを持ち、生

涯を安心して過ごせるような垂水市を実現して

いただきますことを、切に念願いたします。 

 全ての皆様に感謝申し上げ、お礼の言葉とい

たします。 

 本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（森 正勝）  ありがとうございました。

新天地での御活躍を期待いたしております。 

 ここで、私のほうから一言御挨拶を申し上げ

たいと思いますので、副議長と交代いたします。 

   ［副議長、議長席に着席］ 

○副議長（池之上誠）  しばらくの間、会議の

進行を務めさせていただきます。 

 ここで、議長から挨拶のための発言の申し出

がありましたので、これを許可いたします。 

   ［議長森 正勝登壇］ 

○議長（森 正勝）  去る２月26日から本日ま

で23日間にわたり、議員各員におかれましては、

時節柄何かと御多忙中にもかかわらず、本会議、

委員会を通じ、熱心に議案等の審査をしていた
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だき、そして、本日をもって平成27年度予算を

含む本定例会に上程された全ての議案の成立を

見ましたことを、議長としまして厚く御礼を申

し上げます。 

 さて、時の流れはまことに早いものです。既

に４年という月日がたってしまいました。私ど

もの任期は来月29日までで、あと１カ月余りを

残しておりますが、特に緊急な案件のない限り、

今任期中にお互いがこの席で顔を合わせるのは、

本日が最後になろうかと存じます。 

 この４年間、各位におかれましては、議員と

しての政治活動を通じ、本市発展と市民生活の

向上、福祉増進のために懸命に努力精進されま

したことに対しまして、改めまして衷心より感

謝の意を表します。 

 私、未熟者の議長ではございましたけれども、

大過なく職責を全うすることができましたこと

は、ひとえに議員各位の御支援と御協力の賜物

でございます。心から厚く感謝を申し上げます。 

 ときに、来月はいよいよ市民の審判を仰がな

ければならない私どもの選挙がございます。今

回の選挙から議員定数が14名になることから、

非常に厳しい選挙になろうかと存じますが、再

選を期して出馬される各位には、ぜひ揃ってこ

の席で再び顔を合わせられることができますよ

うに、健闘を心から祈念を申し上げます。 

 また、議員各位の中には今期限りで勇退され

ることもあるやに聞き及んでおります。今後と

も、公私ともにわたり御厚誼を賜りますととも

に、御健勝を心からお祈り申し上げます。 

 次に、執行部の皆様に一言申し上げます。 

 過去４年間、議会運営に対しまして御協力を

いただきましたことに、心から深くお礼を申し

上げます。私どもは議員としての立場から様々

な問題提起をし、また相当手厳しい議論も行い

まして、時としては失礼な点もあったかと思い

ます。これも全て、市民の福祉の向上と市の発

展を願う一念からの言動でありましたことを、

御理解の上、御了承をお願い申し上げたいと思

います。 

 今日、国、県、町ともに大変厳しい激動の時

代に突入しておりますが、各位におかれまして

は、今後とも御自重、御自愛の上、公僕精神に

徹せられまして、市民の幸せと本市の発展のた

めにお励み下さいますよう心からお願いを申し

上げます。 

 以上をもって、私の挨拶といたします。皆さ

ん、本当にありがとうございました。（拍手） 

○副議長（池之上誠）  それでは終わりました

ので、議長と交代させていただきます。ありが

とうございました。 

   ［議長、議長席に着席］ 

○議長（森 正勝）  この際、市長から発言を

求められておりますので、これを許可いたしま

す。 

○市長（尾脇雅弥）  市議会は、緊急な案件が

ない限り本日をもって任期最後の議会になろう

かと思いますので、議長から発言のお許しをい

ただきましたので、一言御挨拶を申し上げたい

と思います。 

 議員の皆様方におかれましては、４年間にわ

たる議員活動を通じて市政発展に御尽力を賜り、

衷心より敬意と感謝の意を表する次第でござい

ます。 

 また、行財政改革の一環として議員定数の削

減にも御理解をいただきましたことに、重ねて

御礼を申し上げます。 

 皆様方の中には今期限りで御勇退をされる方

もおられますが、これからも健康に留意をされ

まして、市政発展のためにお力添えを賜ります

よう、よろしくお願いを申し上げます。 

 また、引き続き御出馬をされる方におかれま

しては、御健闘をいただきめでたく御当選にな

り、再びこの議場でお目にかかれますよう、心

からお待ち申し上げております。 

 人口減少や高齢化が進む中、地方交付税や税
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収の減少による財源確保など、本市の抱える中

長期的な課題は山積みしておりますが、これら

の課題を一つ一つ解決をし、一層の市政の飛躍

を果たすためには、市議会と執行部が一丸とな

って取り組んでいく必要がございます。そのた

めには、議会運営に堪能な皆様方が必要とされ

ております。ぜひ頑張って当選をしていただき

たいと願う次第でございます。 

 ２期目のこれからの４年間を、行財政改革を

始め、市民と共同のもと、安心安全で住んでよ

かったと思える元気な町づくりを目指しまして、

私を先頭に職員一同結集した行政の運営に当た

ってまいります。 

 最後に、くれぐれも健康に留意くださいまし

て、お願いを申し上げ、御挨拶とさせていただ

きます。４年間、お疲れさまでございました。

ありがとうございました。 

○議長（森 正勝）  これで、本定例会に付議

されました案件は全部議了いたしました。 

   △閉  会 

○議長（森 正勝）  これをもちまして、平成

27年第１回垂水市議会定例会を閉会いたします。 

     午前10時40分閉会 
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